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込川等）が形成した扇状地群と、その前縁の海岸

低地から成り立っている。

　図 23 には晩期の 103 遺跡をプロットしたが、

そのうち青森平野周縁部に位置するのは 50 遺跡

である。晩期前半期（大洞 B1 ～ C1 式）に限っ

て見ると、東北端の長森遺跡、東南部の玉清水 (1)

遺跡、西南部の細
ほそごえ

越遺跡と朝日山遺跡が青森平野

の拠点遺跡として抽出され、いずれも平野周縁の

山裾付近に約８㎞の間隔を置いて位置している。

図 23 の円周は拠点遺跡を中心として半径４㎞で

描出したが、殆ど重複することなく等間隔に存し

ている。一定の地理的範囲の中で、核となる集落

の生活領域がほぼ半径４㎞の範囲で収束していた

様相が示唆されており、その範囲の中に小規模な

遺跡が展開して、遺跡相互で社会的な機能を分有

していたと考えられる。更に北西部にも詳細は定

かでないが岡町 (1) 遺跡が位置しており、この地

域を生活の領域とした集団も存していたと推定さ

れる。

　晩期後半期（大洞 C2 式）になると長森遺跡と

玉清水 (1) 遺跡は規模を縮小させるが、周囲の遺

跡を含めると晩期終末期まで継続しており、地点

を移しながら遺跡群が連綿と維持されていたと考

えられる（表１）。長森遺跡群では上
か み の じ り

野尻遺跡と

米山 (2) 遺跡、玉清水遺跡群では沢山 (1) 遺跡が

該当し、晩期直前の後期後葉においても前者では

上野尻遺跡、後者では蛍沢遺跡に集落が営まれて

おり、長期にわたってこれ等の区域を占有してい

たと推察される。

　細越遺跡は青森平野西端の沖積平野（扇状地）

に立地しており、捨て場から大洞 BC ～Ａ式の土

器（大洞 C1 ～ C2 式主体）が多量に出土している。

住居跡は検出されていないが、土偶や土冠、土笛、

ヒスイ製玉類等の特殊遺物も出土しており、晩期

前葉～後葉にかけての拠点遺跡であったと考えら

れる。その西側の丘陵上には、晩期の土坑墓群

で著名な朝日山 (1) と同 (2) 遺跡が位置している。

両遺跡は沢を隔てて隣接しており、前者では晩期
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図23　青森平野における縄文晩期の遺跡分布図
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の土坑墓が 440 基以上、後者では 70 基以上が調

査され、大洞Ｂ～ C2 式に構築されたと推定され

ている。生活の主体が平地の細越遺跡にあり、そ

の背後の丘陵地を墓域とした朝日山遺跡が長期に

わたって形成されていたのであろう。また沖館川

右岸の三内丸山遺跡（小三内遺跡）の周辺にも、

晩期の遺跡のまとまりが確認できる。海岸段丘が

発達した地域で、いずれも晩期の遺物量が少なく、

時期も散発的であることから、細越遺跡群に包括

されると考えられる。

　青森平野の域外に目を転じると、東側の夏泊半

島の東南部には槻ノ木遺跡（大洞 B2 ～ C1 式主体）

が位置している（図 23）。同遺跡は青森平野の長

森遺跡から直線で 12.5㎞離れており、青森平野と
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集･町7集(紀要Ⅱ)
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大洞C1式主体/北奥古代文
化12号
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式)/写真集･弘大報告4

1977
大洞C1式主体/土坑墓/県
46集

1981～91

住居（瘤付Ⅰ)/町9集(紀要
Ⅲ)

2002

源常平

源常平

大型住居(大洞B1式)･土坑
墓/県39集

大型住居(大洞C2式)/土面/
町5集

2000 土坑(大洞BC式)/県320集

1951･65

完形品多数(大洞C1～A
式)/市7～15集

表４　青森平野及びその周辺の縄文晩期遺跡
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太平洋側とを結ぶ経路に位置している。夏泊半島

東岸から小湊川流域を主な生活の領域とした野辺

地湾西岸の拠点遺跡であったと考えられる。

　また西側の大
だ い し ゃ か

釈迦丘陵を挟んだ津軽平野東縁の

台地上には、土坑墓や大型竪穴住居跡（大洞 B1

新式）が検出された源
げんじょうたい

常平遺跡をはじめ、土製仮

面や大型竪穴住居跡（大洞 C2 式）が検出された

羽
は ぐ ろ た い

黒平 (3) 遺跡、晩期前半の土坑墓 80 基以上が検

出された平
ひ ら の

野遺跡が位置している。これ等の遺跡

は正
しょうへいづ

平津川を挟んで１㎞前後の至近にあり、この

一帯に主体を移しながら生活の領域を占有してい

た様相が窺われる。青森平野の細越・朝日山遺跡

とは直線で９～ 11㎞の位置関係にあり、これ等

の遺跡を結んだラインが、青森平野と津軽平野を

結ぶ交通経路になっていたと推測される。また源

常平遺跡から正平津川を 4.9㎞遡った細野遺跡（大

洞 C1 式主体）と南方３㎞の松元遺跡（同式主体）

も、同じ遺跡群に包括されるであろう。

　源常平遺跡の北西方 13㎞には、観音林遺跡（五

所川原市）が位置している。大洞 BC 式に遺跡の

形成が開始され、大洞 C1 ～Ａ古式に主体がある

が、梵珠山地西側から津軽平野の東側を生活領域

とした集団が長期にわたって占有していたのであ

ろう。源常平遺跡群との境界には隠
かくれがわ

川・隈
くまなし

無遺跡

群（15 遺跡）が存するが、いずれも晩期の遺物

量は少なく時期も散発的で、観音林遺跡と関連を

持つ小規模遺跡であったと考えられる。

　このように晩期前半期の青森平野には、３～

４ヶ所の遺跡群が併存していたと考えられる。拠

点と見られる遺跡が８㎞の間隔で並存しており、

それ等を中心とした半径４㎞圏内がそれぞれの生

活領域の範囲であり、拠点遺跡の周囲に小規模な

遺跡が展開していたと想定される。また上記した

遺跡群は主体となる地点を移しながら、長期にわ

たって維持されていたと考えられる。

９　結　語

　風張 (1) 遺跡の集落が営まれた縄文後期中葉か

ら末葉にかけた時期は、後期中葉までの古い要素

が消失し、後期後葉～晩期の新しい要素が出現し

た時期に相当する。土器の文様で見ると、刻目

帯やクランク状の磨消文様が消失する一方、入組

帯状文が出現し、瘤状突起が多用されるようにな

る。器種では単孔土器や台付の異形土器が姿を消

し、ドーム形の香炉形土器（十腰内５式古段階）

が新たに出現する。また短頸の屈折した鉢形土器

が、深鉢形の器形へ変容を遂げる（十腰内４式新

段階）。土製品では後期中葉に盛行したスタンプ

状土製品（十腰内４式新段階まで？）や分銅形土

製品が消失する。住居も楕円形プランで地床炉を

持った住居形態から、円形プランの石組炉（十腰

内５式古段階）へと劇的に変化する。風張 (1) 遺

跡が継続した時期は亀ヶ岡文化成立前夜に相当

し、後期から晩期への転換期であったことが窺わ

れる。その集落が廃絶されるとほぼ同時に、対岸

の是川中居遺跡に拠点となる集落が形成されたと

考えられる。両遺跡が同じ出自の集団によって営

まれた一体の遺跡と見なされるが、是川中居遺跡

には十腰内４式新段階に小規模な集落が成立して

おり、既存の集落に風張 (1) 遺跡の構成員または

その一部が移住したことで、十腰内５式新段階に

新たに拠点的な集落が出現したと推測される。

　風張 (1) 遺跡は共同墓地を中心に同心円状に住

居が配置された環状集落となっているが、その構

成からは死者がその集落の中に安置され、死後も

集団の一員として祀られた先祖祭祀や、埋葬に関

わる儀礼が共同で執り行われていた様相が窺われ

る。また激しく重複した住居の在り方からは、集

落の過密化が進み移転を余儀無くされたようにも

見受けられる。しかし同遺跡の集落を年代順に

追ってみると、十腰内３式～４式新段階にかけた

時期は集落の南側に主体があって、十腰内５式古

段階～同新段階にかけて共同墓地を均一に取り囲

む構成へと拡がっており、寧ろ分散した傾向が見

て取れる。集落の開始に当たっては、当初より集

落が墓域中心にレイアウトされており、墓域付近

が平坦に造成されていた可能性が想定され、二分

割された共同墓地から先祖祭祀を中核とした分節

化した社会の存在が窺われる。環状集落は縄文中

期に盛行したのに対し、後期では分散型集落に転

換し影を潜めたが、東北北部では環状列石に象徴

されるように複数集落による共同墓地やモニュメ

ントの造営が顕著となる。風張 (1) 遺跡は他所か
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ら移住してきた集団によって十腰内３式期に開始

されたが、周囲に分散していた複数の集団が統合

することで集落の成立に至ったと推定される。墓

域の分節化は、異なる出自の構成員を反映した結

果であろう。

　集落は５型式にわたる変遷を跡付けることがで

きるが、十腰内５式新段階に廃絶される。資源環

境や衛生面の問題など様々な要因から、移転を選

択せざるを得ない状況が生じたのであろうが、ま

たこの時期の東北北部では遺跡数の減少も想定さ

れており、集落の廃絶が広域的な潮流に取り込ま

れていた可能性も否定できない。移住先である是

川中居遺跡には、環状構造は引き継がれなかった。

しかし墓域と居住域を併せ持った構成となってお

り、場所を移しても先祖祭祀や葬祭儀礼等が集団

の紐帯を深める上で、重要な役割を果たしていた

と考えられる。

　また風張（1) 遺跡では、住居跡の床面やその

直上の堆積土から完形土器が数多く出土した。こ

れまでその背景には踏み込まずにきたが、祭祀や

儀礼と結び付いた意図的な廃棄行為、それに住居

の廃絶に伴う儀礼を反映した結果と推定される。

従って住居の夥しい重複と完形土器を多数出土し

た状況は、住居の廃絶と改築・構築が頻繁に繰り

返され、それに伴う儀礼等が盛んに執り行われた

様相を暗示するものであろう。住居内から出土し

た「合掌土偶」（図 14 －１）や「頬杖土偶」（図

13 －１）も、最終的には廃屋儀礼に関連してい

たと理解される。このような祭祀的色彩の濃い集

落の性状は是川中居遺跡にも継承され、呪術・祭

祀の興隆を特徴とした亀ヶ岡文化に繋がったと考

えられ、同文化の形成母体として風張 (1) 遺跡が

果たした役割は、極めて大きかったと推測される。

　更には青森平野周辺の遺跡の分布状況について

も検討してきた。該域では一定の範囲を生活の領

域とした定着的な拠点集落とそれを取り巻く小規

模な遺跡が、それぞれ社会的機能を分有した構成

をなしており、そのような遺跡群が大きな地理的

単元（青森平野周辺）の中で、複数並存していた

状況を推定した。新井田川下流域では風張 (1) 遺

跡と後続の是川中居遺跡が拠点集落となるが、周

辺遺跡との関係についてはまだ分析が不十分で

ある。今後新井田川中・上流域に位置した遺跡と

の関係、また平行して流下する馬淵川流域に位置

した遺跡との関係について考究していく必要があ

り、今後の課題としておきたい。
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注　釈
（１） 「重帯構造」は谷口康浩氏の定義に拠る（谷口 2005：

４－６頁）。即ち広場を中心として各種の建物や施

設を同心円状の所定の圏内に配置する構造を指す。

また「分節構造」も同様で、環状集落の内部を直径

的に区分する構造を指す。風張 (1) 遺跡の他に縄文

後期後半の環状構造を持った集落として、青森市

上
か み の じ り

野尻遺跡を上げることができる。同遺跡では短径

70 ｍ、長径 85 の楕円形の範囲で、掘立柱建物跡 35

棟（４本柱 19 棟、６本柱 16 棟）が求心性をもって

環状に配置されていた（木村ほか　2003）。但し掘立

柱建物跡群の内側に明瞭な遺構は認められず、「重帯

構造」は明確になっていない。上野尻遺跡の掘立柱

建物跡の時期は筆者の十腰内５式古段階と推測され

ており、風張 (1) 遺跡の環状集落とほぼ同時期であっ

たと言える。

（２） 村木淳氏は風張 (1) 遺跡の調査を総括する中で、旧

稿のＣ類の土器を二分し、器面の貼瘤を特徴とした

「Ｃ類」と、連続短沈線・刺突列の施文を特徴とした「Ｄ

類」に細分した（村木　2008：227 頁）。筆者の十腰

内５式古段階と同新段階にほぼ対応するが、同遺跡

には「Ｄ類」の資料は極めて乏しく、本論では旧稿（村

木　2005）の分類案に準拠した。

（３） 長軸８ｍ超の大型住居は６棟（20 住・67 住・100 住・

129 住・141 住・148 住）であるが、８ｍを僅かに下

回る 7.8 ～ 7.9 ｍの３棟（32 住（市道）・117 住・192 住）
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も含めてカウントした。なお 20 住と 117 住が十腰内

４式期であるのに対し、その他の７棟は十腰内５式

期の所産である（148 住は十腰内５式新段階？）。

（４） 入組帯状文は十腰内３式に既に認められる。沈線で

横長の鰹節形に区画された縄文帯の両端に起点と終

点を配した構図と規定すると、第 106 号竪穴住居跡

１層出土の注口土器に認められる。初期の入組帯状

文や襷掛け状文に単段で左傾した例が多いのは、パッ

レトナイフ状のネガ文様が必ずＳ字状で左傾のクラ

ンク状文が描出され、Ｚ字状の右傾が稀である点と

無関係ではないであろう。

（５） 筆者が集計した 1999 年以降の発掘調査面積の内訳

は、下記の通りである。中居地区台地部分（Ａ区

126㎡、Ｂ区 144㎡、Ｇ区 2,002㎡、Ｉ区 150㎡、Ｊ

区 145㎡、Ｋ区 283㎡、Ｌ区 630㎡、Ｍ区 1,062㎡、Ｎ

区 286㎡、Ｐ区 140㎡）、南側低地部分（Ｃ・Ｄ区

410㎡、Ｆ区 140㎡、Ｈ区 96㎡、Ｏ区 56㎡、Ｑ区 51

㎡）、長田沢地区（１区 193㎡、２区 96㎡、３区 72

㎡）の合計 6,082㎡。それ以前に発掘調査され、報告

書が刊行された面積（1974 年 208㎡、1980 年 96㎡、

1981 年 480㎡、1993 年 700㎡）を加算すると 7,566㎡

に達しており、未報告分を考慮に入れると、遺跡面

積 32,000㎡の内 1/4 に当たる 8,000㎡以上が既に調査

済みであると見込まれる。なお『青森県史』（小久保　

2013）では、これまでの調査面積が 9,671㎡と記され

ているが、その内訳は判然としない。

（６） 発掘調査報告書では、「北東部の小高い丘の頂部と

南東部の低湿地に面した段丘端部は、一部削平を

受けており、やや旧地形を失っている。」（工藤ほか

1986：417 頁）と記されており、後世の土地改変と

理解されている。
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を合成して作成。
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図 (3) 東北」をベースに、国土地理院発行（1997

年４月）「1:500,000 地方図 (1) 北海道Ⅰ」を合成し
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lg.jp/bunka/education/isekitizu.〉（2016/11/25 アクセス）
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－ 93 －

列島の中の八戸
―先史時代、なぜムラができ消えたか ?―

東京大学大学院人文社会系研究科

佐藤 宏之

１　はじめに

　考古班では、プロジェクト全体のテーマに基づ

いて、東北の中規模河川流域における先史時代の

集落の変遷史を検討することとした。そのフィー

ルドの一つに、地元教育委員会等によって調査成

果の蓄積がある八戸を選択した。八戸プロジェク

トの中心課題は、八戸市域で「なぜムラができ、

そして消えたか ?」にある。この課題に応答する

ために、考古班では縄文時代から古代にかけての

集落の変遷を具体的に確認することとした。本稿

は、それらの成果を受けて、八戸地域の先史時代

の集落変遷を、日本列島、特に東日本の中に位置

づけながら議論することを目的とする。

　考古班で作成した八戸遺跡データベースによれ

ば、現在市域から確認されている遺跡は 505 遺跡

であり、時代毎の重複を含めてカウントすると、

1,437 遺跡となる。詳細は本報告書収録の長井・

近藤論文を参照願いたいが、本稿では、遺跡数及

び住居跡数等の数値データは、引用元が明示され

ていない場合、このデータと市川　2012（部分的

に関根　2014）の集成データ等に基づいている。

　あらかじめ結論を先取りすると、八戸における

先史時代の集落変遷は、集落数および規模の拡大

等の平板な発展段階論的かつ直線的な右肩上がり

の増大を示すわけではない。少なくとも、縄文時

代早期 / 前期、後期そして古代の 3 時期に明瞭な

集落の活性化の画期が見出せる。さらにより詳細

な時期変化を追跡すると、より複雑な消長関係が

見出せるが、それは周辺地域を含めた東北地方で

一般的な関係態であったのであろうか。その点に

ついて、議論してみたい。

２　地形の概観

　青森県南東部に所在する八戸市域は、馬淵川と

新井田川という二つの中規模河川が南から北に流

れ下り太平洋に注いでおり、下流の平野部に現在

の市街地が発達している。両河川の周囲には河岸

段丘が広がり、その周囲を丘陵や山地が取り囲む

地形から構成される。先史時代の集落は、主とし

て河岸段丘上に展開するが、丘陵緩斜面等にも遺

跡の分布が認められる。特に縄文時代の集落が、

両河川に沿って濃密に展開することはよく知られ

ており、精度の高い既存の発掘調査の成果から、

集落の変遷をよく跡付けることができる。

３　後期旧石器時代 (38,000 ～ 16,000 年前 )
の八戸

　八戸を含む東北地方北東部は、従来旧石器時代

遺跡の調査例に乏しく、編年的位置付けも不明瞭

であった。氷期の後期旧石器時代の自然環境は今

日とは著しく異なり、140 ～ 100m に及ぶ海面低

下の影響を受けて、列島は 3 つの地理的単位から

構成されていた。今日のサハリン・北海道・千島

列島南部がひとつとなり、大陸と陸接する古北海

道半島、本州・四国・九州がひとつの陸塊となっ

た古本州島、および陸域は拡大していたが依然と

して島から構成されていた古琉球諸島の 3 者であ

る。この 3 者は、それぞれ後の歴史的変遷を基本

的に異にしているが、それは旧石器時代の文化的

布置に淵源をもつ。古北海道半島は、大陸の文化

的要素（細石刃文化等）を色濃く受け入れたが、

一方古本州島は、列島独特の旧石器文化の諸要素

（石器製作・運用技術の二極構造、局部磨製石斧、

環状集落、陥し穴猟等）を胎胚した。さらに古琉
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球諸島は、一貫して南方の文化要素（水産・植物

資源の利活用等）を示相する。

　八戸が含まれる古本州島や古北海道半島では、

大陸性の不安定な寒冷乾燥気候のもとにあったの

で、植物資源に頼ることができず、動物狩猟を主

な生業としていた。最終氷期最寒冷期 LGM（24,000

～ 18,000 年前）の頃の八戸は、今日のアムール流

域に類似した寒温帯針葉樹林が卓越しており、最

近調査された同時期に近い河岸段丘上の田向冷水

遺跡からは多数の有肩尖頭器が出土したことは、

狩猟活動が活発であったことをよく物語っている

（佐藤　2013）。

　八戸から確認されている旧石器時代の遺跡は 3

遺跡である。しかしながら、田向冷水遺跡を除く

と、具体的な活動内容や性格が判明する遺跡の調

査例はほとんどないため、旧石器時代の様相は、

周辺の遺跡から判断するしかない。現状からみ

る限り、八戸では拠点的な遺跡がほとんど見られ

ないが、これは調査精度に起因すると考えられる

ことから、少なくとも後期旧石器時代後半期にお

いては、中・小型獣狩猟に適応した移動戦略を保

有する集団の遊動領域に含まれていた可能性が高

い。この傾向は、青森県・岩手県等の周辺地域の

様相を加味すると、後期旧石器時代終末期の細石

刃石器群期まで継続していたと思われる。

４　縄文時代の八戸

（１）草創期 (16,000 ～ 11,700 年前 )

　八戸では内陸部を中心に、草創期の遺跡は現在

14 遺跡ほど確認されている。そのうちここでは、

黄檗遺跡と櫛引遺跡を取り上げる。新井田川中流

域の旧南郷村に所在する黄檗遺跡からは、草創期

中葉の爪形文土器が出土しており、文様の共通性

はやや低いが、口縁部の有段構成は、北海道帯広

市大正 3 遺跡出土の爪形文土器と類似する。櫛引

遺跡からは、草創期後半段階の多縄文土器（室谷

下層式類似）と竪穴住居跡 2 軒、土坑 6 基等の遺

構が検出されており、小規模ながら最古の集落が

出現したと言えよう。

　草創期は、地質学上の年代では更新世末の晩氷

期（15,000 ～ 11,700 年前）にほぼ相当し、氷期末

の激しい寒暖気候が短いサイクルで繰り返された

時代にあたる。列島全体では、相対的に温暖な前

半期（ベーリング・アレレード期）と寒冷な後半

期（ヤンガー・ドリアス期）に大別され、前半期

は無文・隆起線文土器・爪形文期前半が、後半期

は爪形文後半・多縄文期がおおむね相当する。八

戸を含む東北北部では、晩氷期直前の青森県大平

山元遺跡から列島最古の土器が出土しており、周

辺の遺跡からは無文土器や隆起線文土器も検出さ

れている。最初期の無文土器期の遺跡は僅少であ

るが、次の隆起線文土器期になると、温暖化の影

響を受けて列島全体で遺跡は増大するが、後半期

になると反対に、遺跡数は減少する。しかしなが

ら、複数の竪穴住居や土坑等の遺構から構成され

る集落は、この寒冷期に初めて出現している。

　草創期の約 5,000 年間をかけて、温暖化の北上

に伴い、定着的な生活を示唆する集落や土坑・集

石といった各種の遺構は、南から北に向けて徐々

に出現し数を増加させているが、依然として遊動

的な生活行動が卓越していた可能性が高く、縄

文的な生活構造が確立するのは、完新世の温暖湿

潤気候が安定する縄文時代早期初頭となる（佐藤　

2016）。

　列島全域を見ても、櫛引遺跡から発見された集

落は縄文時代最古段階に属するので、明確な草創

期が存在しない北海道以南の本州では最北の例と

なろう。ちなみに、旧石器時代に形成されていた

古北海道半島 / 古本州島という二つの地形単位は、

氷期の終了に伴う海面上昇によって少なくとも早

期初頭には解消され、今日の列島の地形単位であ

る 4 つの島からなる列島が出現するが、草創期中

に存在するはずのその詳しい形成過程はわかって

いない（佐藤　2015）。

（２）早期 (11,700 ～ 7,000 年前 ) 注１）

　草創期後半の激しい寒冷期であるヤンガー・ド

リアス期が終了すると、列島は、海洋性の湿潤温

暖気候下に置かれたため、今日の自然環境に近く

なり、九州から北海道にかけて温帯森林が卓越す

るようになる。温帯森林は、堅果類等の植物資源

が豊富になるので、温暖化がいち早く進行した九

州では、草創期前半から植物資源の利用が活性化
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し、次第に東北地方まで及ぶようになる。

　一方海面の上昇により新たに出現した浅海域

は、貝類や魚類等の海産資源バイオマスを増大さ

せたため、本格的な水産資源の利用が早期初頭か

ら開始された。サケマス等の内水面資源の利用は、

海産資源の開発に先行して草創期から少しずつ開

始されているが、この本格的な開発も早期のこと

となる。

　植物資源の採集や漁撈は、定着的な生業活動で

あり、氷期に絶滅した広域移動型の生息範囲をも

つ大型獣からシカ・イノシシといった生息範囲が

狭まった中・小型獣へと主要な対象を移行した狩

猟行動と合わせて、早期になると生活行動の定着

性がより強化され、本格的な集落や貝塚等が形成

されるようになった。早期は、狩猟・採集・漁撈

といった多角的生業を組み合わせた生活活動が積

極的に展開され、縄文的生活構造の確立期と言え

る（佐藤　2015）。

　八戸は、早期を迎えると遺跡数が 106 遺跡に増

加し、早期初頭から末期までの各細別時期を通じ

て、ほぼ断絶なく居住行為が行なわれている。し

かしながら、竪穴住居跡を検出した遺跡（集落）

は、20 遺跡である。早期前葉の売場遺跡や見立

山（2）遺跡等では、1 ～ 2 軒の小型の竪穴住居

からなる小規模な集落にとどまっているが、早期

中葉になると遺跡数が増加し、1 遺跡あたりの住

居跡数も増大するので、この時期から「集住」傾

向（= 居住強度）が始まると評価されている（市

川　2012）。田向遺跡からは竪穴住居跡 21 軒から

なる中規模の集落が検出されているが、その他の

遺跡では小規模な集落も継続する。検出された竪

穴住居には規模の異なる住居の組み合わせが見ら

れ、同時に住居内に確実な地床炉が散見されるよ

うになる。こうした特徴は後葉になるとさらに強

化され、集落規模も安定化し、より大型の住居跡

も見られるようになる。早期中葉以降の八戸では、

内陸部の段丘上に小規模の遺跡の集中が見られる

が、むしろ市域全域に集落が散在すると言え、定

着性が増大し、縄文的な生活構造が安定したと評

価できよう。

　完新世の温暖化のピークは、これまで関東地方

の遺跡分布の変遷から、縄文前期前葉とみられて

きたが、赤御堂貝塚や長七谷地貝塚における最近

の年代測定によれば、どちらも早期後葉（7,100

年前頃）にほぼ同時に形成されており、海面上昇

のピークを迎えていた可能性が指摘されている

（一木他　2015）。その成果によれば、現在八戸港

のある海岸線はより沖まで伸びており、一方馬淵

川や新井田川の下流部にある現在の市街地周辺

は、海進により浅海域を形成していたとする古地

形が推定復元されている（辻他　2015）。だとす

れば、縄文早期後葉から前期にかけての遺跡分布

は、現在よりも複雑な地形に沿って海岸付近に多

く分布していた可能性が高い。

　青森県全域で確認された早期の竪穴住居跡の総

数は 236 軒であるが、このうち西部は 1 軒のみで、

残りの 235 軒は八戸（187 軒）を含む東部から報

告されている（市川　2012）。八戸および周辺地

域に集中する早期集落（= 定着的居住行動）の活

性化は、太平洋岸において水産資源をいち早く本

格的に開発することに成功したことを反映してい

るのであろう。

　さらに定着的な罠猟である陥し穴猟が、早期に

活性化している点にも注目する必要がある。東北

地方では、早期に円形陥し穴が、前・中期以降に

T ピット（溝型）が発達するが、早期の円形陥し

穴猟は、集落が分布しない丘陵緩斜面等に猟場を

設けて展開する。八戸地域は、東北における円形

陥し穴の稠密分布地域のひとつであり（坂本・杉

野森　1997、大泰司　2007）、このことから、八

戸では早期になると、定着的な生活行動が確立し、

居住と生業空間からなる地理的・地形的空間のお

おまかな分割利用が成立したことを示唆している

（佐藤　1989、1998、1999、2000）。

（３）前期（7,000 ～ 5,500 年前）

　縄文時代前期の遺跡数は 121 遺跡に上るが、竪

穴住居跡が検出された遺跡は 18 遺跡にとどまる。

遺跡立地は早期の傾向を引き継いでいるように見

えるが、前期前葉における遺跡数の一時的減少に

は注意せねばならない。縄文時代の 6 大別期の境

界時期（早期末 / 前期初頭、前期末 / 中期初頭、

中期末 / 後期初頭、後期末 / 晩期初頭等）に、土

器型式群の構造変動に合わせるかのように遺跡数
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が減少することはつとに指摘されてきた（今村　

1997、2008 等）が、八戸においても同様な現象が、

前期初頭に観察される。縄文時代を通じて安定し

た人口数を維持していたとは考え難く、一見安定

した社会を築いていたかに見える縄文時代におい

ても、その生活の本質は自然資源に高度に依拠し

た狩猟採集社会であったため、資源構造の効率的

開発システムを発達させればさせるほど、火山噴

火等の自然災害や気候変動等による資源構造の変

動の影響は、甚大であったに違いない。

　しかしながら、前期中葉になると遺跡数は回復

し、小型から大型までの規模の異なる竪穴住居跡

からなる集落が復活する。特に中葉・後葉の集落

では、一集落当たりの住居跡数が増加するので、

「集住」傾向は強化された。円筒下層式期の畑内

遺跡では、60 軒以上の竪穴住居跡が確認されて

おり、拠点的集落が形成されたと推定されている。

八戸では、前期中葉開始直前に相当する層序から、

十和田中掫テフラ（To-Cu、6.2ka［工藤・佐々木　

2007］、5.9ka［辻他　2015］）の降下層が確認され

ている。To-Cu は、十和田カルデラの巨大噴火に

よる噴出物のひとつで、東北北部ではこの噴火が

縄文社会に大規模な動揺を与えたと推測されてい

る。青森県西部にある三内丸山遺跡における一連

の植生資源の復元研究等によれば、前期中葉から

始まり中期中葉まで継続した「円筒式土器文化」

は、To-Cu の噴火後しばらくおいて開始されたク

リ等の組織的・効率的利用に支えられたと解釈さ

れている（辻　2011、辻他　2015）注 2）。八戸にお

ける前期中葉以降の資源利用構造は、クリを中心

とした植物資源と水産資源の計画的利用から構成

されていた可能性が高い。

（ ４） 中 期（5,500 ～ 4,400 年 前 ）/ 後 期（4,400
～ 3,200 年前）

　八戸の中期では、108 遺跡が報告されている。

このうち竪穴住居跡からなる集落は 41 遺跡で、

前期よりも集落数は増加した。竪穴住居跡の総数

も、前期の 259 軒から 413 軒と増加しているが、

これには中期後葉の 241 軒という数値が影響を与

えている。

　関東地方では、前期末 / 中期初頭における遺跡

数と人口の減少が顕著であり（今村　1992）、青

森県域でもその傾向は一定程度認められるが、八

戸では、集落の増減に限れば、ほとんど認められ

ない。むしろ「円筒式土器文化」末期の中期中葉

における竪穴住居跡数の顕著な落ち込みが看取で

きる（市川　2012）。

　八戸では、中期後葉になると、一転して集落遺

跡が顕著に増大し、後期前葉でピークを迎えるが、

後期中葉・後葉では 1/3 以下に減少する。竪穴住

居跡の数も連動して、中期後葉・後期前葉でピー

クを迎え、後期中葉以降次第に少なくなる。しか

しながら、青森県西部では竪穴住居跡総数の変動

に違いが見られ、中期中葉をピークに、同後葉以

降は漸減していく。このことは、中期後葉から後

期前葉にかけて知られている気候の寒冷化への応

答が、青森県の東部と西部で異なっていた可能性

を示唆している。この寒冷化は、世界規模で観察

されている 4.3ka イベントと呼ばれている小氷期

（完新世のボンド・イベントのひとつ）に関係し

ていると思われるが、その適応形態は地域によっ

て多様であった。八戸では、前期前葉の一時的衰

退を介在させながらも、早期中葉以降中期中葉に

かけて居住の集中と集落毎の規模の多様化が同時

進行していたが、中期後葉から後期前葉になると、

一転して小規模集落への分散居住が目立つように

なる。その原因として、幾つかの説明が提案され

ている。

　第一に、中期中葉まで継続してきた「円筒式土

器文化」が終焉を迎え、あらたに東北南部から「大

木式系土器文化」が侵入し、その結果顕著な社会

変動を招いたとするものである。第二に、寒冷化

に伴う気候変動や海面低下等の影響によって、そ

れまで安定していた谷筋等が削剥されたので、以

前から利用されていたトチノキ資源の本格的な開

発が開始されたことに起因するという生態系変化

説である（國木田他　2008、國木田　2012）。そ

れまで集落近辺または集落内にあったクリ林は維

持されたが、水を利用した可食化処理に手間がか

かるトチノキの開発のため、集落が水辺近くに移

動する傾向を見せたので、結果的にクリ資源への

集中は相対的な効率性を低下させることになった

（佐々木　2009）。
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　八戸における後期の遺跡数は 238 に達し、新井

田川下流域の風張（1）遺跡のような大規模集落

が形成される一方、その周辺には小規模集落が散

在するようになる。集落の立地も多様化した。東

北南部を始め東日本の各地で、寒冷化による遺跡

数の減少（= 人口減少）が主張されて久しいが、

八戸周辺では人口数は維持された可能性が指摘さ

れている（関根　2014）。その加担者が東北南部

から進出した集団であり、トチノキ資源の効果的

開発に主として依拠した可能性は高いが、トチノ

キ資源の開発自体は、列島の多くの地域でその痕

跡が確認されることから、単純な要因に帰すこと

は難しいであろう。

（５）晩期（3,200 ～ 2,300 年前）/ 弥生時代

　後期中葉以降の集落の漸減傾向は、晩期に入っ

ても継続する。八戸における晩期の遺跡数は 114

であり、竪穴住居跡を有する集落遺跡も 22 に減

少した。この漸減傾向は弥生時代を迎えても継続

する（計 47 遺跡）。亀ヶ岡文化で著名な青森県西

部でも集落遺跡はほとんどなく、是川中居遺跡等

がある八戸でも、遺物の出土量は顕著なわりに

は、集落は少なく小規模な集落が散在した（村木　

2011）。後期後半に形成された大規模環状集落で

ある風張（1）遺跡は、後期末になると居住活動

を終了するが、一方近隣にある是川中居遺跡では、

晩期初頭から本格的な居住活動が開始される。集

団の移動（住み替え）によるものという解釈も有

力であるが、その要因はわからない。

　一方、縄文晩期から弥生にかけての馬淵川・新

井田川流域における居住戦略の変化を検討した根

岸によれば、分散居住を基本とした晩期において

も、末葉の大洞 Aʼ 期になると住居の大型化が見

られ、弥生Ⅰ期（前期前半）には見られないもの

の、弥生Ⅱ期（前期後半）では再び出現すると言

う。さらに遺跡数の変化や立地等の分析を加味す

ると、高瀬が指摘した北東北弥生社会の開始期に

おける「集住化」（高瀬　2004）は、八戸のデー

タで詳細に見ると縄文晩期後葉と弥生Ⅱ期と二段

階で行われており、弥生Ⅱ期以降の遺跡の増加と

大型住居の出現は、集落の統合や移住による結果

と考えている（根岸　2010、2014）。高瀬によれば、

縄文晩期に内陸に居住していた集団が、稲作農耕

受容に伴う労働集約化に起因して、弥生時代にな

ると下流域に移動し、大型住居からなる集落を形

成したと推定している（高瀬 2014）が、八戸周辺

にも適合できるかどうかは、今後の検討課題であ

ろう。

　青森県全域のデータを見ると、弥生時代の遺跡

はきわめて乏しい（関根　2014）。これは青森西

部の弥生前期に開発された水田農耕が一部にとど

まり、西日本の農耕技術に比べて技術的水準も低

かったため、寒冷化の影響を受けた中期以降にな

ると農耕を放棄し、再び狩猟・採集経済に依拠し

たためと思われる。縄文的な生活構造の基本は、

列島の温帯森林と海洋生態系を背景とした狩猟・

採集・漁撈からなる多角的生業システムにあった

からである。八戸における遺跡数（= 人口）が本

格的に回復し集落の形成が再び活性化するのは、

6 世紀後半以降の古代律令制期からとなる（佐藤　

2008）。

注　釈
１）縄文時代早期以降の大別時期の年代観については、

村木淳の教示による。

２）辻等によれば、「円筒式土器文化」の最初である円筒

下層 a 式の開始は、5,900 年前とされている ( 辻・中

村 2001)。
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研究の概要と総括

東北芸術工科大学東北文化研究センター

蛯原 一平

東北芸術工科大学芸術学部／東北文化研究センター

竹原 万雄

東北富山大学人間発達科学部

中村 只吾

1　研究の概要

　

　本研究プロジェクトでは、大きな研究テーマの

一つとして「地域比較研究」を設定した。これは、

中世以降現代までを主対象に、自然と人為という

視点から、経済・政治的環境をも重視しながら集

落動態を考究することであり、主に歴史班と民俗・

人類班が取り組んできた。さらに本研究は、日本

東北地方を中心とした国内事例を対象とするもの

と、中国（中華人民共和国）雲南省と内蒙古自治区・

黒竜江省の少数民族社会を対象とする海外研究に

分かれ、後者の海外研究は民俗・人類班が主導し

てきた。前者の国内研究に関しては特定の集落や

地域を対象とした個別事例研究だけでなく、東北

地方全体を対象として集落景観から集落の拓かれ

方や生業の変化パターンを考察する地域横断型の

比較研究もおこなってきた。この地域横断型研究

としては、民俗・人類班の田口・蛯原らが進めて

きた「空から見た東北」や同じく民俗・人類班の

川島・森本が提唱した「海から見た東北」、同じ

く民俗・人類班の鈴木による「民家から見た東北」

が挙げられる。「空」からあるいは「海」からの

視点で集落景観を捉えるのが「空から見た東北」、

「海から見た東北」であるのに対し、人々の暮ら

し方や生業の具体を民家構造とその変化から読み

解くのが「民家から見た東北」である。

　東北地方を対象とした個別事例研究では資料収

集や事例分析（研究会等での議論）に関しては歴

史班と民俗・人類班とで分かれて進めてきた。歴

史班では、主に中世から近・現代までの時間幅で

の、東北地方を主とした「集住の関係史」を解明

することを共通のテーマとした。すなわち、集

落の形成・維持の前提となる、土地や水面といっ

た空間の所有・活用状況、信仰・宗教や地域リー

ダーといった集落の紐帯となる要素など、広く物

質から精神までを手がかりに、時代や地域ごとの

集落結節の様態を捉え、それらがその時期その場

所で成立していた背景を明らかにすることを目指

した。民俗・人類班も同じく、集落紐帯の要素（あ

るいは集落維持の「仕組み」）に注目し、近現代

以降に発生した自然災害や政治経済的な環境の変

化に対しそれら様々な慣習・権利関係をいかにつ

くり替え集落・文化を継承させてきたかについて

明らかにすることを目指した。また、現代社会に

おいて、このような「伝統的」文化の継承が困難

になっている（文化継承リスク（田口提唱）が高

まっている）背景についても焦点を当て、海外研

究との比較・統合を図ってきた。

　歴史班の主な調査研究フィールドは、青森県八

戸市南郷区島守地区、岩手県一関市厳美町本寺地

区、山形県山形市南原町旧前田村地区、山形県山

形市蔵王上野地区、宮城県気仙沼市唐桑町鮪立地

区である。一方、民俗・人類班では、本研究プロジェ

クトの「地域資源活用研究」での地域民俗誌（ブッ

クレット）作成刊行のための集落調査をかねて、

現地調査をおこなった。学部・大学院学生主体で

作成するブックレット「東北一万年のフィールド
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ワーク」シリーズでは秋田県北秋田市阿仁地区、

山形県鶴岡市旧朝日村大鳥地区、山形県西置賜郡

白鷹町深山・萩野地区を対象とした。また、東日

本大震災に代表される自然災害や、集団移転など

社会的契機によって暮らしのあり方を大きく変化

させたり、閉村となってしまったりした集落を対

象としたブックレット「＜むらの記憶＞」シリー

ズでは、川島を中心に宮城県気仙沼市小々汐地区

の、また、森本、鈴木、蛯原らによって青森県む

つ市川内町野平を対象とした調査とブックレット

刊行がなされた。歴史班でも本寺地区や鮪立地区

を対象とした「東北一万年のフィールドワーク」

シリーズのブックレット刊行がなされた。とくに

鮪立地区に関しては、民俗・人類班の川島と鈴木

が現地調査の学生指導に協力するなど、両班の協

働が見られた。

　これらブックレット刊行以外に、とくに歴史班

では個別事例研究の成果として、村上が中心にな

り編集をおこなった『八戸藩庁日記狩猟関係史料

集』や、竹原による『前田村文書目録』、竹原・

中村による『山形市蔵王上野文書目録』といった

史料集、文書目録の刊行がなされた。とりわけ『八

戸藩庁日記狩猟関係史料集』の編集は、本寺地区

など水田利用に基づく集落の変遷を軸に据えた他

の歴史班の研究を相対化させるためおこなわれた

ものであるが、先に刊行した『「弘前藩庁御国日記」

狩猟関係史料集』（全三巻、いずれも村上・竹原・

中村編）とあわせ藩政期の北東北諸藩での野生動

物被害の実態とその対策、あるいは集落防衛のあ

り方の解明に寄与する大きな成果である。野生動

物と人間との軋轢（いわゆる獣害問題）が深刻化

している現代社会においてもその学術的意義は大

きい。なお、本報告書の村上論考も、この『八戸

藩庁日記狩猟関係史料集』を活用したものであり、

これまでほとんど実証的に論じられてこなかった

藩政期の人と狼との関わりを解き明かしている。

　既述したように、歴史班と民俗・人類班は、鮪

立地区でのブックレット作成調査以外では協働し

た調査活動はおこなってこなかった。しかし、プ

ロジェクト 3 年目後半に着手した応用研究とし

て、合同の研究会をおこなってきた。その一つ

が本報告書にもその講演録を収載している、入会

を含めた土地所有に関わる法制度の研究会（平成

27 年 1 月開催）である。また、翌 28 年 10 月には

東京農工大にて、漁業権に関する研究会を合同で

実施した（本研究会の講演録は本研究プロジェク

トの『平成 28 年度研究成果報告書』に所収）。こ

れらの研究会では、様々な自然資源の利用と所有

に関する権利の集まり、総体として「集落」を捉え、

それらがとくに近現代以降いかに成立してきたの

かを通史的に俯瞰するとともに、生業構造の変動

に伴う農林漁業の衰退や、過疎高齢化など現代の

東北社会を取り巻く社会的インパクトによってい

かに変質しているのか、あるいはいかに継承して

いるのかを議論し、情報の共有を図った。これは

新たな集住の理念構築という本研究プロジェクト

の根幹に関わるものであり、本報告書の全体総括

にもあるように、それらの研究会での議論は本研

究プロジェクトの最終成果へと昇華されている。

　以上が、歴史班と民俗・人類班が取り組んでき

た地域比較研究のうち、国内事例研究の概要であ

る。各メンバーが対象とした集落は、内陸部の集

落（八戸市周辺および本寺地区、山形市周辺）と

沿岸部の集落（気仙沼市を中心とした三陸沿岸部）

に大別できる。本研究プロジェクトの最終年度（平

成 28年 10月）に東北歴史博物館で開催したクロー

ジング・シンポジウムでは、前者を俯瞰し、入間

田が「開発・生業のありかたと集落形態・戸数等

の変遷－中尊寺領骨寺村千年の歴史から」と題し

た発表をおこなった。また、後者に関しては川島

が「船の移動と港町の盛衰」について報告し、沿

岸集落において顕著にみられた人々の高い移動性

について指摘している。以下では、各メンバーの

論考にふれながら内陸部の集落と沿岸部の集落に

大きく分けて、成果をより詳しく述べたい。

（文責　蛯原一平）

　

2　内陸部の集落

　内陸部の具体的なフィールドとして、中山間地

集落の二つの地域をとりあげた。一つは、岩手県

一関市厳美町本寺地区、もう一つは青森県八戸市

南郷区島守地区である。

　本寺地区は中世に描かれた「陸奥国骨寺村絵
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図」の場所として知られており、この絵図を中心

に古代から現代にいたるおよそ 1000 年におよぶ

集落の暮らしを復元することができる稀有な事例

である。この地域について、本報告書の入間田論

考では当該地区を取り仕切るような、あるいは人

びとが拠り所とするようないわゆる「中心」の変

遷をたどり、竹原論文では集落の人口・景観・生

業という視点から 1000 年の歴史を通観した。他

方、島守地区は本研究プロジェクトのなかで新た

に見出した中世からの生業をさかのぼり得る貴重

なフィールドであり、佐藤健治が「中世からの村・

島守研究序説」（『平成 25 年度研究成果報告書』）

「中世島守の水田現地比定」（『平成 26 年度研究成

果報告書』）において中世文書や明治期の地籍図

などを手がかりに中世以来の水田を検証してい

る。こうした長期スパンで集落の変遷をたどるこ

とができるフィールドを見出し、多角的な視点で

集落の変遷を通観したこと自体が一つの成果とし

て掲げられよう。

　この二つの中山間地集落の研究において集落維

持の背景として注目した点は山林資源の活用とそ

れを供給する場とのつながりである。竹原論考で

は本寺地区で展開された中世から現代にいたる多

様な生業、とくに時代とともに模索される木工品

産物の変遷を指摘し、それらが一関・東京方面で

消費されていることを提示した。菊池論考では近

世の島守村では春木の伐り出しや春木流しが生業

の中に深く根付いており、新井田川を利用して八

戸城下や湊へ供給していたことを明らかにした。

材木や薪炭をはじめかつての生活に欠かせなかっ

た山林資源を確保・活用することができ、それを

消費する城下や市街地とのつながりがある環境が

集落維持を支えた背景として指摘された。

　さらに本寺地区研究では、集落維持を支えてい

た要因として人の移動があることも見出された。

入間田論文では古代の村の開発に古代国家による

移民政策が推進される中で関東方面から入来した

人々を想定し、中世では中尊寺勢力による人口灌

漑の開発とそれに伴う新住民の入来、近世におい

ても飢饉により人口が半減する中で外部から新住

人が入来したことを指摘した。これらを受けて「骨

寺村という狭小な山村にもかかわらず、外部世界

からの人・物・情報の入来が途絶えることはなく、

それほどにダイナミックな変動がくりかえされた

のであった。それならば、東北地方における、延

いては日本列島における数多くの村々でも、同じ

ような変動がくりかえされたのに違いない」とま

とめている。

（文責　竹原万雄）

３　沿岸部の集落

　沿岸における人々の生存とその維持のあり方、

換言すれば集住のあり方とはいかなるものであっ

たのか。本研究では、沿岸における集住の歴史的

背景について、特に近世から現代にかけての三陸

沿岸を対象に検討をおこなった。

　沿岸を場とした生存や集住を考えた場合、やは

り、海や川、湖などの水域に由来する資源（水産

資源、水産物）をいかにして獲得するか、という

ことが重要となるのであろう。その点を核として

沿岸での集住というかたちが誕生し存続していく

プロセスを、概念的に突き詰めて述べれば、次の

ように整理できるであろう。

　水産資源をより確実に効率的に獲得しようとす

る志向が、沿岸に生きる人々の根本にあるとして、

その志向が漁法・漁具などの技術や知識の発展と

いう動きを生んできた。一方でその志向は、漁場

争論などのかたちで人々の間に摩擦や衝突をしば

しば生じさせ、それらを経ることで漁場ほか生業

の場の共同利用秩序が形成され成熟していった側

面もあった。そうした共同利用秩序は、特定の集

団の内でのみ資源獲得の権利を安定的に占有しよ

うとすることにともなう排他性に結びつくもので

もあった。

　以上が、水産資源獲得に関わる一定の知識・技

術および共同利用秩序を、特定集団内で共有する

ことによって成り立つ、沿岸における集住、暮ら

しのかたちの基本形ではなかろうか。基本はそう

であるとして、自然環境や政治・経済的環境は沿

岸ごとに大きく、あるいは微妙に異なっているこ

とで、表現される集住のかたちは多彩なものとな

る。さらには、自然環境や政治・経済的環境、技

術・知識や共同利用秩序は、未来永劫固定的なの
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ではなく、時とともに変化していくために、集住

のかたちには時間的にも相違が生じる。

　上記に加えて、集住のかたちを変化させる重要

な因子として本研究で特に注目したのが、人や技

術の移動の問題である。ある地域への人々の集住

は固定的なものではなく、常に、人や技術の移動

にともなう変化の可能性、流動性を孕んだもので

あった。特に沿海地域の場合、海を通じた人や技

術の移動が、従来の集住のかたちを大きく組み替

える事例が歴史上数多く生じてきたのだと思われ

る。

　上述の観点をもとに、近世から現代にかけての

三陸沿岸の状況について、以下、本報告書収録の

関係論考に沿ってみてみよう。

　中村論考では、近世前期（17 世紀）の唐桑村

を対象に、延宝 3 年（1675）の鰹釣り溜め漁導入

前後の村内の状況を考察した。当時の紀州漁民が

もたらした、鰹釣り溜め漁という新たな漁法が、

村の秩序や構造に与えたインパクトについて、生

業における「所有」（権利・用益）関係の側面に

注目して検討した。17 世紀における小経営の百

姓たちの自立化傾向のなかで、耕地開発による経

営発展の方向性は早々に限界に達してしまった。

五十集商のような廻船業を営む人々もいたが、仙

台藩領としての政治的・経済的要因にもとづく流

通構造の変化によって、それも行き詰まっていっ

た。そうした状況下で、村の人々が可能性を見出

したのが、海域を漁業の場としてさらに有効活用

することであり、新規漁業の展開であった。村内

における諸々の争論も経ながら、村の成り立ちに

おける漁業の位置づけ、「所有」（権利・用益）関

係の場としての海域の価値は飛躍的に高まり、鰹

釣り溜め漁の導入を牽引した鈴木家（屋号古館）

のような有力家の村内における立場もあらためて

強まった。

　川島論考では、中村論考よりも扱う時期を近世

から現代まで、対象地域を気仙沼地方にまで広げ

て、漁師と漁業技術の移動にともなう三陸沿岸地

域の漁業開発と人口の増大、およびその後の衰退

の様相を検討した。本稿における重要な指摘の一

つは、延宝 3 年の鮪立におけるカツオ一本釣り漁

法（鰹釣り溜め漁）の導入が、鮪立と紀州の三輪

崎という点と点の直線的な世界ではなく、紀州と

三陸という面と面との世界のつながりだったこと

である。近世前～中期頃、紀州沿岸に存在した排

他的独占操業のカツオ漁組織である複数の「会合」

の競合関係のなかで、三輪崎に限らず三陸沿岸へ

の出漁に活路を見出そうとしたいくつかの集団が

あった。一方の三陸側にも、その人と技術を受け

入れようとする集落が複数存在した。異なる集住

のかたちを持った人々が面と面で結びつく移動環

境が生まれた結果、移動を受け入れる側の集住の

かたちは大きく変わり、三陸沿岸の人口は飛躍的

に増大していったのである。三陸沿岸においてカ

ツオ一本釣り漁が導入され盛んになった理由とし

て大きいのが、その自然条件である。前が海、後

ろが山という「山海至近」のリアス式海岸は、風

除けの港として重宝された。また、鰹節加工のた

めの燃料や水、造船のための材木を得るためにも、

背後に森林資源のある三陸沿岸は好適であった。

　明治末になり漁船が動力化されてくると、近世

の和船時代の交流を基盤に、第二の東北進出漁船

の時代が加速化される。特に気仙沼は、全国各地

からの漁船が訪れる、交流人口の密集地、移動文

化の拠点たる「港町」として活況を呈した。また、

災害との関連ということでいえば、火災や津波、

海難などによって町や村が壊れ、人口が減った際、

海に開かれていたことが、町・村の再建、人の招

致など復興の力となった側面もあった。

　戦後の高度成長頃になると、気仙沼地方のカツ

オ船は、次々とマグロ（延縄漁）専用船として大

型化し遠洋へと乗り出していった。さらに、1970

年代に至ると、マグロ延縄漁が衰退し、代わって

現在では沿岸での養殖業が主となっている。

　中村・川島両論考をあわせて考えるに、以下の

とおりまとめられよう。三陸沿岸では、近世にお

いて、集住のための生業としての漁業の価値、資

源獲得の場としての海域の価値が飛躍的に高まっ

た。漁業の価値は近代・現代に至っても発展的に

継続していった反面、主たる資源獲得の場として

の海域は身近な沿岸から沖合・遠洋へと拡大し離

れていった。そして、遠洋でのマグロ漁が行き詰

まりをみせた結果、近世のカツオ一本釣り漁導入

を契機に形成され存続してきた集住のかたちが岐
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路を迎えているのが、現在の状況なのだといえる。

　なお、沿岸での暮らしは、水域のみに依拠して

営まれていたわけではない。たとえば、背後の山

地、森林資源もまた、暮らしの存続のうえで重要

なものであった。川島論考では、三陸沿岸の暮ら

しにおいて海の持つ意味を指摘するのみならず、

背後にある森林資源が、鰹節加工に用いる燃料や

水を得るためなどに重要であったことにも言及し

ている。三陸沿岸での暮らしというと、ともすれ

ば海や漁業にばかり目が向きがちであるところ、

森林資源活用の側面について掘り下げているのが

高橋論考である。

　高橋論考では、仙台藩牡鹿郡の女川湾沿岸およ

び出島を事例に、藩が領有する御林の利用と管理

のありさまについて検討した。特に、御林をめぐ

る村と藩との関係、なかでも村々が御林を自らの

生存戦略のなかにいかに組み込んでいたのかに注

目することで、近世の三陸沿岸地域において御林

が持った役割を照射した。第一に、御林は飢饉な

どの非常時に払い下げなどを通して地元村々を救

済する機能、いわば防災対策としての側面を持っ

ていた。一方で、御林の払い下げは地元村々にとっ

て一時的な資金確保のための手段として便利で

あった。それゆえに、村々の側は、塩煮の再開や

継続を理由とした御林利用、下草刈りや枝打ちな

ど御林の手入れ請け負いにともなう下草・枝・不

良木などの採取権といった形で、すなわち国産品

たる塩の生産や藩の財政基盤の一つである森林資

源の生産といった殖産への寄与を論拠として、非

常時に限らない利用権を領主から引き出そうとし

た。非常時以外の払い下げには慎重な藩とのせめ

ぎ合いの構図がそこにはみられるのであり、村々

は、飢饉などの緊急時以外にも、御林を自らの成

り立ちを支えるための装置として組み込む努力を

続けていたのである。

　また、人間が集住を続けるには、単に漁業な

どの生業を行い、資源の獲得のみをしていれば

よかったわけではない。生業と関連したかたちで

人々の内に存在する心や精神、その表れとしての

信仰・儀礼といったものの持つ意味は、決して軽

視することはできない。佐藤の紹介する史料にま

とめられた、かつて鮪立の鈴木家（屋号古館）で

行われており、現在も簡略化しながらも続けられ

ている年中行事は、暮らしの存続において信仰・

儀礼の持つ役割や意味を考えるうえで、貴重な素

材になるものと思われる。

　まとめとして、川島論考の「おわりに」におけ

る下記の記述を示しておく。三陸沿岸地域、ひい

ては多くの沿岸地域を有する日本列島社会史の特

徴や注目点を端的に表したものといえよう。

…三陸沿岸は、船の移動により、ヒトや文化

が移動し、影響を与え、定着していくような、

すこぶる流動的な社会であったと理解される。

　以上のような「移動の文化」により「集住」

自体を相対化すること、あるいは「集住」の

なかに「移動文化」を組み込んで捉えること

は、三陸沿岸にかぎらず、列島の歴史の様相

を展開する上で、必要な作業になると思われ

る。（218 頁）

　漁民の持つ移動性の高さと、その影響を色濃く

受けてつくられた生業・生活の姿を手がかりに、

集住や定住を前提とする思考自体を相対化するこ

とは、本研究の提示する重要な視点の一つである。

その視点はまた、漁民や沿岸集落以外の部分とも

連動しているものといえる。

（文責　中村只吾）
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骨寺村・本寺地区における中心の変遷について（再論）

一関市博物館

入間田 宣夫

１　はじめに

　中尊寺領骨
ほねでら

寺村の「荘園村落」は、中世を過ぎて、

近世に入る辺りからは、磐井郡五
いつくし

串村端郷本
ほんでら

寺と

呼ばれるようになった。そして近代には、西磐井

郡厳
げ ん び

美村（町）大字五串字本寺。さらには、一関

市厳美町本寺。などと呼ばれるようになって、現

代に及んでいる。地元では、本寺地区という呼び

かたが普通になっている。「本寺地区地域づくり

推進協議会」の活躍によっても、それが明らかで

ある。

　この村の歴史は長い。中尊寺領として再開発さ

れる 12 世紀に止まらず、平安時代は 10 世紀にま

で遡る歴史があったことが判明しつつある。

　すなわち、村人らの住居や耕地のありかた、山

野の利用、生業の変遷などが、1000 年あまりのタ

イム・スパンにて判明しつつある。

　しかも、その 1000 年あまりの間に、村の「中心」

（以下、括弧を省略）は一箇所に固定されること

なく、数箇所に及ぶ変遷をたどることになった。

　このように長期にわたるスパンにて、村のくら

しを復元できる場所は、列島のうちに類例を見出

すことができない。大分県豊後高田市の郊外にお

ける「田
た し ぶ

染荘小
お ざ き

崎」地区が、かろうじて比べられ

る程度であろうか。「東の骨寺、西の田染」とな

らび称せられる所以である（入間田　2012b）。け

れども、「田染荘小崎」のばあいには、鎌倉期に

まで遡るのが関の山である。骨寺村のように中世

のくらしをビジュアルに示してくれる絵図に恵ま

れてもいない。

　列島のうちだけではない。アジアのレベルにて

も、それだけのスパンにて、村のくらしを復元で

きる場所は、見いだすことができない。すなわち、

外来の仏教が、在来かつ古来のくらしに溶けあう

なかで、アジアの農村の原風景がかたちづくられ

てくるプロセスを復元できる場所は、「骨寺村荘

園遺跡」のほかに類例を見いだすことができない。

　たとえば、2005 年には、「骨寺村荘園遺跡」が

国の史跡に指定されている。同じく、2006 年には、

「一関本寺の農村景観」が国の重要文化的景観に

選定されている（全国で２番目に）。さらには世

界文化遺産のレベルでも、「平泉─仏国土（浄土）

を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群─」の一環

として、「骨寺村荘園遺跡」ほかの拡張登録をめ

ざす取り組みが進められている最中である。取り

組みのなかでは、国際会議の席上にて、「骨寺村

荘園遺跡」だけをとっても、世界文化遺産に値す

る。と指摘されるような場面もみられた。

　前回は、そのようなロング・スパンにわたる村

の中心の変遷過程を思い切ってトレースすること

によって、2 枚の絵図に描き出された「日本農村

の原風景」が、いま現在の農村風景につながっ

てくるプロセスを鮮明にしようと試みた（入間田　

2012a）。

　それによって、（1）宇
う な ね

那根社と首
お び と

人の時代　

→（2）中尊寺経蔵別当御休所の時代　→（3）

要
ようがいだて

害館と本寺十郎左衛門の時代　→（4）佐藤屋

敷と肝
きもいり

入佐藤一族の時代　→（5）近代以降、と

いう歴史の 5 段階に即応しながら、村の中心が変

遷してきた。その大筋について、おおざっぱな見

通しをえることができた。

　今回は、その試みに再挑戦するなかで、前回に

おける誤りを削除するのにあわせて、不足を補い、

かつ新知見を追加することなどによって、より一
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層のレベル・アップを目指すことにさせていただ

きたい。

　ただし、前回に同じく、参考論文に掲載したよ

うに、多くの先行論文によるところが、少なから

ず。今回にかぎっての独自の作業には乏しい。あ

らかじめ、了解を願いたい。

２　中尊寺経蔵別当領骨寺村の時代

　中尊寺によって、具体的には中尊寺経蔵別当

蓮
れんこう

光によって骨寺村が開発されたのは、12 世紀

の前葉、都市平泉の建設が開始されて間もなくの

辺りであった。そして、蓮光によって「寄進」さ

れた「往古私領骨寺」が、寺領として認定される

に至ったのは、天治 3 年（大治元、1126）3 月 24 日、

中尊寺「鎮護国家大伽藍」の落慶供養の盛儀が挙

行された翌日だったとされている（中尊寺文書当

月 25 日藤原清衡補任状案）。

　その蓮光によって開発された骨寺村のありさ

まについては、鎌倉後期に描かれた 2 枚の絵図に

よって、すなわち「在家絵図」（詳細絵図とも）と「仏

神絵図」（簡略絵図とも）、とよばれる 2 枚の絵図

（いずれも中尊寺に伝わる）によって、手にとる

ように察知することができる。

　たとえば、比叡山延暦寺の鎮守たるべき山王神

や、同じく延暦寺側によって尊崇された北陸の霊

峰の神が勧請されてきて、「山王岩屋」や「白山」

社が設営されることになった。さらには、北山の

麓の「不動岩屋」や、峠の入り口の「大師堂」「慈

慧塚」ほかが配備されて、天台仏教の色彩に村全

体が染め上げられることになった。

　また、寺使が平泉から骨寺村に、その反対に村

人らが所当年貢・公事物を積載した馬を連ねて中

尊寺に向かうための峠越えのハイウエー、すなわ

ち「馬
うまさか

坂新道」が開削されることにもなった。

　そのうえに、平場の辺りには、大型の建物が設

営されて、「経蔵別当御休所」の看板が掛けられ

ることになった。付近には、12 の区画からなる

大型の水田が造成されている。　

　さらにいえば、「檜山川」（中川、本寺川とも）

を塞き上げる人工灌漑が始められて、川沿いの低

地にも、小規模ながら水田が開かれて、在家が構

えられることにもなった。

　このような開発行為を推進するにあたっては、

経蔵別当のもとに組織された僧衆（天台聖
ひじり

）のは

たらきが効果的だったらしい。

　あれといい、これといい、大石直正（1984）、

吉田敏弘（1989）、入間田（2005・2016）ほかによっ

て、解明されている通りである。

　2枚の絵図に描き出されたランドマークのうち、

たとえば、「仏神絵図」にみえる「経蔵別当御休所」

の文字は後筆なれども、そこに描き出された建物

は「荘政所」、すなわち荘園管理事務所のような

施設であったことには間違いがない（大石　1984

ほか）。それらしい建物は、「在家絵図」において

も、特大のスケールにて描き出されていた。

　とするならば、その辺りが、中尊寺経蔵別当に

よる開発の当初から骨寺村の中心として位置づけ

られていたとしても、不思議でも、何でもない。

　その付近に設営された 12 の区画からなる方形

かつ大型の水田については、村の伝統的なリー

ダーたるべき首
お び と

人を除いて、12 名の村人（在家主）

が、その耕作を割り当てられていたようだ。文書

に記される「佃
つくだ

」の文字、そして周辺に伝えられ

る「割
わ っ た

田屋敷」の地名からしても、そのように考

えざるをえない（伊藤　1957、大石　1984、入間

田　2005 ほか）。

　ただし、「荘政所」らしい大型建物ならびに方

形かつ大型の水田の正確な在所については、特定

されていない。大石（1984）には、絵図の記載と

現存の地名を見比べることによって、さらには本

寺川からの引水の調査によって、「小地名ヤシキ

田、梅木田のあたり」、すなわち本寺川の北岸に

して、駒形根神社に向きあうかのような在所なり。

と記されていた。そのアバウトな見解がなんとな

く踏襲されて、いまに至っている。わずかに、入

間田（2005）にて、「割田屋敷」の地名との親和

性を指摘してはいるものの、決定打にはなってい

ない。　

　けれども、最近に及んで、岩手大学農学部広田

純一研究室による「水田灌漑システム」の調査が
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進められるなかで、水田一枚一枚のレベルにて、

その正確な在所を特定できる可能性が見出される

ことになった（図 2）。北山からの沢水がかりの

小規模水田の在所についても、また然り（広田　

2016）。注目すべき成果である。さらなる進展に

期待したい。

　さらにいえば、「檜山川」を塞き上げる人工灌

漑が始められて、川沿いの低地に開かれることに

なった小規模水田の耕作にあたったのは、12 名

の村人のうち、佐藤五・蓮明房ほか、「作
さ く だ

田分」

在家のグループとして、「骨寺村所出物日記」（文

保 2 年、1318）に登録された 8 名であったのかも

しれない（吉田　1989）。あわせて、かれら 8 名

は、経蔵別当による開発にともなって、外部から

招き寄せられた新住民の子孫だったのかもしれな

い（入間田　2005）。

　

　そして、「在家絵図」に描き出された「馬坂新道」

については、「馬の登れる坂」（峠越）の道であり、

中尊寺に直結する新道として、経蔵別当蓮光に連

なる「天台聖」らにより開発されたものにちがい

ない（大石　1984）。

　馬坂新道が中尊寺を出発して骨寺村に入ってく

るルートについては、わけても北山の丘陵部から

村内に下ってくるルートについては、「不動岩屋」

後背の尾根の裏側を迂回してくる道筋が想定され

ている（鈴木　2014。吉田　1999、2006、2008 ほ

かも参照）。

　あわせて、馬坂新道が骨寺村に入ってこようと

する辺りの尾根上に築かれた「古塚」は、すなわ

ち「仏神絵図」に記された「慈慧塚」（後述）に

相当する「古塚」は、「12 世紀後半に造られた東

北特有の巨大経塚である蓋然性が高い」ことが、

発掘・調査によって明らかにされている。そのよ

うな「シンボリックな宗教施設」を、村を見下

ろす景勝の地に構築したのは「中尊寺あるいは

奥州藤原氏であろう」とも記されている（鈴木　

2014。吉田　1999、2006、2008 ほかも参照）。

　その「馬坂新道」を経て中尊寺に貢上されていっ

た骨寺村の「所
しょしゅつもつ

出物」、わけても「歳末 立
たてぎ

木」「栗

所干
ほしぐり

栗」「白米」「鰹」「もわた」ほかについては、

入間田（2009・2012b）、大石（2012）、菊池勇夫

（2010）、鈴木博之（2012）、小岩弘明（2015）ほ

かによって解明されている通りである。

　 同 じ く、「 在 家 絵 図 」 に は「 山 王 岩 屋 」 と

「七
しちこうざん

高山」の文字が、「仏神絵図」には「山王」の

文字がみえていた。『吾妻鏡』には、骨寺村の境

四至のうち、西のそれとして、「山王窟
いわや

」の文字

が見えていた（文治 5年 9月 10日条）。そのうえに、

「在家絵図」には、大和国三輪山を想わせる山王

山の秀麗な姿が描き出されていた。

　比叡山延暦寺の麓に位置する日吉神社は、秀麗

な山容の八王子山を祭る。そこには、同じく大和

の霊峰たるべき三輪山の大
おおものぬし

物主神（大
おおなむちのみこと

己貴尊）が

勧請されてきて、「主神」としての存在感をあら

わしていた。八王子山の頂上付近には、「金大巌」

の磐
いわくら

座が存在してもいた。

　その日吉神社が山王神社とも称されるように

なったのは、延暦寺の鎮守としての位置づけが付

与されることによるものであった。すなわち、天

台宗の世界総本山ともいうべき天台山国清寺（浙

江省）の伽藍神（鎮守）として、山王真君が祀ら

れていることに因んだものであった。　

　その神体山と磐座のセットに対する古来の信仰

が、延暦寺に連なる天台勢力によって、中尊寺の

鎮守として将来され、さらには骨寺村にまで将来

されたものが、こちらの山王山と山王岩屋との

セットにほかならない（神谷　2015b）。

　そのために、こちらの山王岩屋にも、三輪山の

神の本地仏たるべき釈迦如来が祀られることに

なった。そのことが、近世における「山王大権現

守護所」の御札（中尊寺大長寿院）にあらわされ

た「バク」（釈迦如来の種子）によって明らかで

ある（神谷　2015b）。

　ただし、近世後期には、「山王社」は「厳宮（い

つくしのみや）大明神」「麗美宮」とよばれ、「当

村名（五串村）の根元にて、村鎮守に御座候」と

記されるようになっている（『安永風土記』安永

4 年・1775、『一関市史』第 7 巻所収）。

　ならびに、「七高山」とは、比叡・比良・伊吹・

愛宕・金峰・葛城・神峰という、畿内の境界を鎮
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図 1a　「仏神絵図」（骨寺村）
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図１b　「在家絵図」（骨寺村）
図 1a、1b のいずれのイラストについても、一関市教育委員会「骨寺村荘園遺跡」（2006 年）所収のそれを利用させてい
ただいた。ただし「□□牓□ ( 示 )」の表記を「郡方 □

＜堺カ＞
牓示」に変更する。あわせて、その部分を強調する丸印を描

き加える（「仏神絵図」）。あわせて、「鎰懸」の文字に丸印を描き加える（「在家絵図」）。さらには、「鎰懸」ほかの文字
を強調するなどの修正をさせていただいている。
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護する山々として知られていた。それらの山々で

は、行者によって、「薬師悔過」の修法がくり返

されていた。その七高山の信仰が、中尊寺境内

に、さらには骨寺村の西側の境界に将来されるこ

とになったのは、12 世紀のことであった（誉田　

2016）。

　仏神絵図には、「金峰山」の文字にあわせて、「ミ

たけたうよりして、山王の岩屋へ五六里之程」と

記されていた。これ、すなわち、平泉方面から出

発した行者（修験者）が、金峰山を祀る御岳堂な

らびに「象王岩屋」（蔵王岩屋）を経て、山王岩

屋にまで訪れていたことのあらわれにほかならな

い（誉田　2016。黒田　1995 も参照）。

　いずれにしても、「山王岩屋」・山王山ほかのラ

ンドマークが、中尊寺経蔵別当に連なる人びとに

よってかたちづくられて、骨寺村の鎮守としての

役割を期待されていたことには、間違いがない。

　さらにいえば、「仏神絵図」には、「白山」の文

字も見えていた。中尊寺の鎮守として、山王・白

山の両神が勧請されていたことに鑑みれば、骨寺

村においても、同じく、その両神があいともに鎮

守として役割を期待されていた。いいかえれば、

中尊寺の境内に同じく、特別な聖域として、骨寺

村の四至が意識されていた。そのことが明らかで

ある。

３　骨寺村のネーミングの由来

　2 枚の絵図には、それぞれに、「骨寺堂跡」「骨

寺跡」の文字がみえていた。そのうえに、「在家

絵図」には梁間 2 間×桁行 3 間の、「仏神絵図」

には 2 間× 2 間の、本格的な仏堂跡を想わせる礎

石のような並びが描きこまれていた。

　そこに祀られたのは、この村を開発したとされ

る経蔵別当の初代、自
じ ざ い ぼ う

在房蓮光その人の遺骨で

あったかのもしれない。

　当時にあっては、高僧の業績を慕って、その遺

骨を納める堂宇が寺院の境内に造営されること

が珍しくなかった（中世葬送墓制研究会　2010）。

それならば、骨寺の通称が生み出され、延いては

村名に用いられるようになったとしても、不思議

ではない。

　逆にいうならば、「骨寺」の通称とは別に、正

式の寺号があったのかもしれない。けれども、そ

の本格的な寺院が文治 5 年奥州合戦によって退転

した後には、「骨寺」の通称が残されるばかりに

なってしまったのかもしれない。そのために、2

枚の絵図には、「骨寺堂跡」「骨寺跡」として、礎

石（?）ばかりが描きだされることになったのか

もしれない。

　そういえば、吉田（1989）には、「骨寺の創基

が骨寺村の世界形成における根源であった」とす

る指摘が見えていた。同じく、吉田（2008）にも、

村名の由来となった古代寺院「骨寺」は、「経蔵

別当私領の拠点として維持された」。同じく、吉

田（2006）においても、平泉藤原氏によって、「経

蔵別当の本願地として手厚く維持」されていた。

そのうえで、「寺院骨寺の退転」は、鎌倉勢によ

る平泉攻略、すなわち奥州合戦によるドサクサに

よってもたらされたのではないか。とする推定が

のべられていた。まことに、然るべし。

　それならば、もう一歩だけ、踏み込んで、骨寺

が「経蔵別当の本願地」「拠点」たるべきことに

あわせて、カリスマ的存在たるべき経蔵別当の死

後には、その遺骨が祀られることにもなった。そ

れにともなって、「骨寺」の通称が用いられ、ひ

いては「骨寺村」のネーミングが用いられること

にもなった。と推定することが許されるのではあ

るまいか。

　ただし、そのように考えるためには、蓮光その

人が書き残したとされる文書、そのほかに、「往

古私領」「骨寺」の文字がみえているのが、気障

りである（天治 3 年 3 月 25 日藤原清衡補任状案、

保延 6 年 3 月 28 日蓮光譲状案ほか）。だが、それ

らの文書は、いずれも、正本にはあらず、案文な

のであった。内容的にみても、後の世代における

所伝にもとづくものであった。恐らくは、12 世

紀後葉、中尊寺は「鳥羽院御願」なりとする言説

がかたちづくられる辺りになってから、蓮光の開
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発伝説にあわせて、骨寺の通称が用いられるよう

になったことにもとづくものだったのではあるま

いか。

　なほ、本来は「白河院御願」たるべき中尊寺「供

養願文伽藍」（「鎮護国家大伽藍」）ほかの堂宇が、

三代秀衡の辺りに、「鳥羽院御願」なりとする言

説がかたちづくられた経過については、丸山仁

（2006）、さらには石田一良（1988）、佐々木邦世

（1985）ほか、入間田（2013a）による指摘を参照

していただきたい。

　それに対して、天台宗のスーパースター、慈慧

大師ないしは慈覚大師の「御骨」「白骨首」を埋

納する「古塚」が「坂芝山」にあったとされる。

そのことによって、骨寺村のネーミングか生み出

された。とする言説がないでもない。たとえば、

『封内風土記』五串村（1772 年、『一関市史』第 7

巻所収）、『安永風土記』（1775 年、同）に、その

記事が見えていた。だが、それらは、西行その人

による著作と誤り伝えられた『撰集抄』における

説話、「慈慧大師白骨首女人授法花経」によって、

近世後期に及んで、新に作り出された言説なので

あった（吉田　2008、菊池　2009）。

　

　もうひとつ、ごくごく最近に及んで、2 枚の絵

図にみえる「骨寺堂跡」「骨寺跡」は、人びとが

持ち寄った遺骨（分骨）の埋納施設であった。と

するような解釈が支持されるようになっている。

　たとえば、大石（1984）には、「死者の骨を納

める寺」とする解釈について、「山王窟に類似し

た納骨窟が立石寺に存在ことを考えると、きわめ

て魅力的」なりと記されていた。そして、池田寿

（1997）には、「骨寺はその位置する場所を堂山と

称していることから、骨堂とも呼ばれていた可能

性が高い」。「納骨信仰で栄えていた霊場であった

と想像される」。と記されていた。さらには、大

石（2005）にも、池田論文の指摘を受け止めるか

たちで、「この骨寺という異様な名前の寺は、納

骨のお堂であったと考えられる」と記されていた。

　だが、中世後期ならばともかく、中世前期にま

で、そのような納骨施設の存在を遡らせることに

は、疑問なしとはしない。たとえば、鈴木弘太

（2010）によって、「鎌倉時代前期には個人の墳墓

堂であったものが、後期以降には追葬を意識した

一族の納骨堂に変化していく」。そのうえで、一

般にいう「庶民の納骨堂」の登場はさらに遅れる。

と指摘されていた。あわせて、鈴木論文が掲載さ

れた中世葬送墓制研究会（2010）においては、「墳

墓堂史料」の集成が試みられていた。それを参照

するにつけても、「骨寺」が不特定多数の納骨施

設にはあらず、特定個人のそれであった。と想定

することにならざるをえない。

　なほ、「骨寺堂跡」「骨寺跡」の所在については、

いまだに確定されていない。けれども、「仏神絵図」

の描きようからすれば、平泉野台地の縁辺、かつ

六所宮の西方にて、「堂山」（いまはドウジヤマ＝

堂寺山か）を背にして、あわせて「白山」社のあ

りように照応するかたちにて、平場を見下ろす辺

りに所在していたのにちがいない。

４　宇那根社と首人の時代（上）

　けれども、すべてが経蔵別当の開発によって創

出されたものとは限らない。たとえば、「在家絵図」

には、経蔵別当によって開削されたとみられる「馬

坂新道」のハイウエーに対比するかのようにして、

「古道」の文字が書き込まれている。それによって、

人間だけが、徒歩で、やっとのことで通れる古い

道が、渓谷沿いの危険なルートに開かれていたこ

とが察知される（大石　1984）。　

　そのうえに、「古道」が村に入ってくる辺りには、

「鎰
かぎかけ

懸」（鍵懸）の霊木が祭られていた。「在家絵図」

にはその文字がみえているばかりだが、「仏神絵

図」には霊木の姿が描き出され、その傍らには「郡

方 □
＜堺＞

牓示」の文字が添えられてさえいた（黒田　

1995）。

　「鎰懸」（鍵懸）の霊木は古来、村の境界に立っ

て、恋の占いほか、道祖神のような役割を果たし

ていた。奥北の一帯では、菅江真澄が訪れる近世

後期に至るも、そのような仏教以前の光景が残さ

れていた（入間田　2011a）。

　いずれにしても、「馬坂新道」が村に入ってく

る境界の辺りに、すなわち峠の「大師堂」「慈慧塚」

（実は経塚）の辺りに、仏教色豊かな気配が立ち
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込めていたのに較べれば、大きな違いである。

　そして、「宇那根社」もまた、万葉の昔から列

島の各地に祭られる水神であった。原初の水田を

潤す湧水の神として、首人によって祭られていた

のに違いない。

　「在家絵図」には、中の沢の流れが始まる「源

頭」（湧水点）の辺りに、水田が開かれて、その

傍らに宇那根社の姿が描き出されていた。さらに

は、ひときわ大きな在家の姿が描き出されていた。

「仏神絵図」にしても、中の沢の「源頭」に、「う

なね」の文字が書き込まれ、在家の姿が描き出さ

れるなどしている。

　大石（1984）には、宇那根社は「用水路の神」

であり、「この村にとって重要な神であったに違

いない」と記されていた。そのうえで、宇那根社

ほかの神々は「土俗的、共同体的な性格が強いも

のであったと考えられる」と記されてもいた。

　同じく、「首人分」の給免田の記載にふれながら、

古代の姓（かばね）にもみえる「おびと」が、「村

共同体の首長的な地位」にあって、「村落の祭祀

を主宰するものであったことも当然考えられる」

とも記されていた。宇那根社の傍らに描き出され

ている大きな在家が、首人のそれだとする明記ま

でには及んでいないものの、その可能性を想い描

かせてくれるのには十分の指摘であった。

　そのうえに、吉田（1989）には、「湧水や天水

に依存する自然灌漑段階の開発を象徴する」、「骨

寺の生活世界における始原的な中心」、「地域像の

へそ」として、すなわち中川 （檜山川）を塞き上

げる人工灌漑に依存する新たな開発が中尊寺（経

蔵別当）によって推進される以前における村の中

心として、宇那根社がしっかりと位置づけされて

いた。

　同じく、傍らに描き出された大型の在家の住人

についても、「宇那根社の祭祀を司る、村内の中

心的な草分け農民と見られよう」と記されていた。

これまた、首人その人なりとする認識はなけれど

も、示唆的な指摘であった。

　さらには、「骨寺村所出物日記」（文保 2 年）に

書きあげられた 12 名の住人のうち、「田
た や し き

屋敷分」

にランクされた四郎五郎・平三太郎入道・平三二

郎・手子四郎の 4 名についても、北側の里山から

流れ下る沢水による灌漑に依存する、すなわち天

水灌漑に依存する、「中尊寺支配以前から村内に

定着していた草分け百姓の系譜を引くものと見做

しうる」と記されていた。あわせて、そのような

ランクづけは、「在家絵図」における建物の描き

かたによっても、看取することができる。と記さ

れてもいた。これまた、然るべし。

　このように見てくるならば、「古道」も、「鎰懸」

も、「宇那根社」も、それらのいずれもが、中尊

寺経蔵別当による開発に先行する古くからのラン

ドマークだった。具体的には、「馬坂新道」や、

峠の出入りの「大師堂」「慈慧塚」（実は経塚）や、

中川（「檜山川」）を塞き上げる人工灌漑が、経蔵

別当の開発によって現出させられる以前に遡るラ

ンドマークだった。ということにならざるをえな

い。

　そのうえに、一歩だけ踏み込んでコメントする

ならば、宇那根社の傍らに描き出された大きな在

家の住人は、首人その人であったのに違いない。

吉田（1989）では、西方の山野の辺りに、首人の

在家が立地していたとされているが、それには従

えない。

　「田屋敷分」にランクされた四郎五郎・平三太

郎入道・平三二郎・手子四郎の 4 名が古くからの

住人の系譜に属したのにあわせて、首人は古くか

らのリーダー（首長）の系譜に属していた。とい

うことができるであろうか。

　かれら 4 名の「田在家」が所当籾・節
せちりょう

料ほかの

負担を義務づけられていたのにたいして、首人に

は「地
じ き ぬ

絹一
ひときれ

切」の貢納が義務づけられるに止まっ

ていた（「所出物日記」）。すなわち、リーダーと

しての首人の地位が、中尊寺側によってもが認知

されていた。ということができるであろうか（入

間田　2005、2016）。

　さらにいえば、首人の負担すべき「地絹一切」は、

村共同体の服属の証として上位権力（中尊寺）に

差し出された貢物の一種だったのかもしれない。

あわせて、首人には、「首人分三段」（給免田）か

らの収益も給与されるという優遇措置も講じられ
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ていた（「仏神絵図」）。それらによって、首人に

よる村内の取りしきりが、鎌倉期にも維持されて、

経蔵別当による統制を下支えする村役人的な役割

を担っていたことが明らかである。

　そのうえに、中尊寺領の他の村々でも、首人と

宇那根社のセット関係が鎌倉期まで存続していた

ことが知られる（入間田　2005、2016）。

　『日本書紀』『令集解』などにみえる古代村落の

リーダ―としての首人の姿が、平安～鎌倉期に至

るも消えやらず。これは、奇跡としか、言いよう

がない。列島における東北の位置どりならではの

ことであったろうか。

５　宇那根社と首人の時代（下）

　それなのに、大石（1990）においては、経蔵別

当の開発に先行する古い村が存在していたとする

想定はあっさりと否定されて、すべてが経蔵別当

の開発によって現出させられた。とする大きな変

更がもたらされることになった。

　その理由としてあげ

られたのは、近世にお

けるウンナン神（宇那

根社）の分布が、「平

泉周辺の地域にきわめ

て稠密」ということで

あった。

　それによって、宇那

根社は平泉の関係者に

よ っ て 勧 請 さ れ た 神

であったということに

されてしまった。それ

によって、宇奈根社に

よって象徴される古く

からの村が、経蔵別当

の開発によって中世村

落に転化したとするよ

うな二段階説は否定さ

れて、経蔵別当の開発

によってすべてが形成

されたとする一段階説

が前面に押し出される

ようになった。

　そのために、吉田（1997）によっても、「中川

沿いの水田開発はさほど古く遡るものではなく、

せいぜい鎌倉期に入ってからの開発とみられる

のであり、骨寺の中尊寺領化の段階にまで遡らせ

る必要はないように思われる」と記されることに

なってしまった。同じく吉田（2008）においても、

「湧水や天水に依存する自然灌漑段階の開発」か

ら、中川（檜山川）を塞き上げる人工灌漑が依存

する新たな開発。という開発の二段階説は捨てな

いまでも、「宇那根社に象徴される水田開発が一

体いつの段階をしめしているのか ? 」「（平泉）藤

原氏以前の開発なのか、藤原氏以後にもたらされ

た開発であったのか、今これを即断することはで

きません」と記して、あいまいな態度に後退する

ことになってしまった。

　しかし、宇那根社が平泉藤原氏によって勧請さ

れたとすることは、本当にできるのか、どうか。

それ自体を疑ってかからなければならない。山王

図２　（A）宇那根社の辺り（B）「経蔵別当御休所」（「割田屋敷」）の辺り
一関市教育委員会（2007）所収「一関本寺の農村景観土地利用現況図」（部分）に加筆。
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（日吉）・祇園・稲荷・北野天神・熊野・白山ほか、

京都方面に信仰された大社が、荘園制の広がりに

即応して、地方に勧請されたとする事例には不足

がないが、宇那根社のようなマイナーな存在が地

方に勧請された事例には乏しい。もしかすると、

宇那根社に対する信仰は、荘園制の広がる以前、

古代国家による移民政策が推進されるなかで、す

なわち胆沢城の造営などにリンクするようなかた

ちにて、関東辺りから持ち込まれたものだったの

ではあるまいか。具体的には、入間田（2005）を

参照していただきたい。

　どのようにかんがえても、大石・吉田両氏によ

る変更以前の説の方に説得力あり。

　それならば、中尊寺経蔵別当による開発が始ま

る以前に、宇那根社を祭り、首人をリーダーとす

る、そして湧水や沢水に依存した小規模な水田を

耕す、古くからの小村が存在していた。言い換え

れば、宇那根社や首人の在家が建つ、湧水の辺り

を、古くからの村の中心とする段階が、「経蔵別

当御休所」を中心とする段階に先駆けて、確実に

存在していた。とすることにならざるをえない（入

間田　2016）。

　そういえば、骨寺村に隣接する山
や ま や

谷、そして

猪
いのおか

岡村には、近世まで雲南権現社（宇那根社）が

存在していた（『安永風土記』、神谷　2015a）。そ

れらの村々は、経蔵別当領すなわち中尊寺領には

あらず。したがって、経蔵別当すなわち中尊寺側

による勧請にはあらず。そのことからにしても、

それらの村々には、経蔵別当すなわち平泉藤原氏

に繋がる勢力が登場する段階に先駆けて、宇那根

社が勧請されていた。とする想定に傾くことにな

らざるをえない。

　宇那根社は、磐井・栗原ほか、広範囲に分布し

ている。近世には、その多くが、神仏習合を宗と

する修験者によって、「雲南」「権現」などとして

祀られることになる。そして、明治の廃仏毀釈以

降には、「権現」号が剥奪されることになる。そ

の間に、「雷神」として祀り改められることも少

なくなかった（神谷　2015a）。そして、青森方面

にまで分布をみせる宇那根社の多くは、こんもり

とした木立に囲まれていた（菊池　2013）。

　さらには、自然科学方面における貴重なコメン

トがえられてもいる。すなわち、岩手大学・岩手

県立大学ほかの研究者からなる「骨寺村荘園遺跡

自然調査班」の報告書によれば、この辺り一面に

降り注いだ十和田 a （915 年）の火山灰の上部か

ら、イネとクリの花粉が検出された。それによっ

て、骨寺村における「水田の開始は堆積速度から

10 世紀頃と推定される」。ならびに「10 ～ 13 世

紀頃」には、「クリの優勢な林が広がっていたの

だろう」、「クリは風媒から虫媒に進化した種と考

えられている」とされている。さらには、「アサ

花粉が」火山灰の直下から出土しているので、「ア

サの栽培は西暦 915 年ころには行われていたとみ

なされる」とされてもいる（平塚　2013 ほか）。

　

　あわせて、考古学方面におけるコメントによれ

ば、骨寺村を見下ろす西側台地や本寺川上流の辺

りでは、9 ～ 11 世紀に使用された土師器の坏や甕、

ならびに須恵器の瓶が出土している。そして、梅

木田・遠
と に し

西など、北側山根の辺りでは、12 ～ 16

世紀における常滑三筋壺・小型かわらけ・龍泉窯

系鎬蓮弁文碗が出土している（鈴木　2016）。後

者における遺物群が、中尊寺側との密接な連携を

物語っていることは、いうまでもない。

　それらのコメントによって、骨寺村の開発は、

10 世紀頃にまで遡り、イネとクリ、それにアサ

を栽培するくらしがかたちづくられていた。すな

わち、12 世紀の前葉、中尊寺経蔵別当蓮光につ

らなる天台聖らによる開発を待つことなく、古代

村落のくらしが確実にかたちづくられていたこと

が、自然科学・考古学方面の調査によっても、明

らかになった。

　いいかえれば、9 世紀以降、関東方面などから

の移民らによって、すなわち首人に率いられた「草

分け百姓」（「田屋敷分」在家の祖先）らによって、

宇那根社が将来されるのにあわせて、イネやクリ

を栽培するくらしがかたちづくられた。そのこと

が明らかになった（入間田　2005、2016）。
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６　要害館・要害屋敷と本寺十郎左衛門の   
時代

　中尊寺経蔵別当による取り仕切りが途絶え、下

克上のエネルギーが噴出する戦国時代には、「要

害館
だて

」の山城を構える「本寺十郎左衛門」が、こ

の村のリーダーになっていたことが知られる。『安

永風土記』には、山城の規模について、「竪弐拾

五間、横弐拾四間」と記すばかりだが、『封内風

土記』には、かれについて、「本氏」は「佐藤」

を称す。とする注記が見えていた。さらには、「高

森山法福寺」や尼寺の遺跡も近い。誉田慶信（1999）

による指摘にもある通り、この辺りが「戦国期の

本寺の歴史を知る上で、極めて重要」なることは

明らかである。

　『安永風土記』には、「要害屋敷」の幸右衛門の

七代の先祖として、「佐藤肥前」の名前が記され

ていた。幸右衛門の家は、近世にも存在感を保ち

続けていた。吉田敏弘氏の教えによれば、「ウシ

ロヨウガイ」を家号とする佐藤家には、屋敷の裏

手に「佐藤肥前守」の墓を祀っている。そのうえに、

背後に聳える三
さんきち

吉社（古来の山神たるべき三吉を

祭る。入間田　2013b）の別当でもあった。吉田

氏によって、「中世末の地侍の系譜を引く可能性

が高い」とされている理由

である。

　もしかすると、この家が

本寺十郎左衛門の子孫にな

るのかもしれない。「要害

屋敷」は「要害館」の山城

の麓に当っている。ここな

らば、十郎左衛門が暮らす

日常的な住居があったとし

ても、不思議ではない。

　たとえ、この家が、十郎

左衛門の直系にはあらず、

傍系の子孫だったとして

も、大きな違いはない。い

ずれにしても、要害屋敷の

辺りが、「本寺」を名乗る

地侍一族の集住地だったこ

とには変わりがない。

　すなわち、戦国期には、

村の中心が「要害屋敷」「要害館」の辺りに移動

していたことには変わりがない。

　宇奈根社の辺りに（第一段階）、つぎには「経

蔵別当御休所」（「割田屋敷」）の辺りに（第二段階）、

村の中心が置かれていた古代から中世前期とは、

大きな違いである。

　さらにいえば、本寺十郎左衛門は、経蔵別当に

よる第二段階における開発によって招き寄せられ

た「佐藤五」「佐藤二郎」ほかの子孫に相当して

いたのかもしれない。すなわち、鎌倉期に、2 枚

の絵図が描かれ、「骨寺村所出物日記」が記され

た辺りまでは、「作田分」の新住人として、「田屋

敷分」の旧来の在家住人に較べて、下位のステー

タスに位置づけられていた佐藤姓の人びとのなか

から、村のリーダーが生み出されるまでになった。

そのことが推測される。

　だからといって、平泉以前にまで遡る旧来の住

人が、姿を消してしまったかといえば、そういう

ことではない。「平三太郎入道」「平三二郎」ほか、

旧来の住人の姓は、「平」だったらしい。首人の

地位にあった住人にしても、「平」の姓を名乗っ

図３　（C）要害屋敷、（D1）ナカウデ、（D2）マエヨウガイの辺り
一関市教育委員会（2007）所収「一関本寺の農村景観土地利用現況図」（部分）に加筆。
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ていた可能性が高い。

　『安永風土記』においては、「字宇南屋敷」に住

まいする旧家の当主「平蔵」の六代の先祖として、

「平山駿河」の名前が記されていた。あわせて、「平

蔵」が、「中尊寺御一山」の「御始末」によって、

すなわち取り仕切りによって、「観音堂」（いまは

駒形根神社、絵図では六
ろくしょのみや

所宮）の鑰
かぎ

を預かってい

たことが記されていた。その理由は、「観音堂」

が「中尊寺御一境内」に属しており、その「地主」

が「平蔵」であったことによる。とも記されていた。

　これは、おもしろい。「平蔵」もまた、「要害屋敷」

の幸右衛門に同じく、「中世末の地侍の系譜を引

く可能性が高い」。といわなければならない。さ

らには、「字宇南屋敷」に住まいする、すなわち

宇那根社の辺りに住まいする「中世末の地侍」た

るべき「平山駿河」は、「平三太郎入道」「平三二

郎」ほか、平泉以前にまで遡る旧来の住人の子孫

だった可能性が高い。なかでも、宇那根社の傍ら

に住まいする平姓の首人の子孫だった可能性が高

い。といわなければならない。

　「平山駿河」に続く歴代の名乗りが、「平兵衛」「平

兵衛」「平蔵」だったこともある（『安永風土記』）。

それをもってしても、かれらの本姓は「平」なる

ことが明らかなり。

　それならば、馬頭「観音堂」（いまは駒形根神社）

が、すなわち鎌倉期における 2 枚の絵図に描き出

された「六所宮」が、近世は安永 4 年（1775）に

至るもなほ、中尊寺の傘下に属していた伝統にし

たがって、宇那根社の辺りに住まいする「中世末

の地侍」たるべき「平山駿河」の子孫に、その鑰

が預けられ、その管理が委ねられていたとしても、

不思議でも、なんでもない。

　宇那根社については、特別の記録が残されてい

ないが、これまた、「平山駿河」の子孫たるべき「平

蔵」に、その管理が委ねられていたのに違いない。

「平蔵」が住まいしたのが、ほかでもない、「字宇

南屋敷」（いまは寺崎屋敷とよばれる）と記され

ていることが、なによりもの証拠である。

　そういえば、その「平蔵」の子孫に相当すると

見られる平山家には、戦国期は天正 19 年（1591）

に記されて、「西岩井骨寺村字宇な田屋しき在家

一けん主」に預け置かれた珍しい古記録（冊子本）

が残されていた。吉田（2008・2011）によれば、

その冊子本の表紙には、「磐井郡西岩井骨寺村中

尊寺御経蔵領所　藤原清衡之寄進　写之」と記さ

れていた。そのうえで、天治 3 年経蔵別当補任状

写、骨寺村在家日記写、至徳 4 年清家判物写、あ

わせて三通の文書が収録されていた。そして、奥

書には、上記の「宇な田屋しき在家一けん主」に

宛て、「御村絵図相添子孫相伝申候間、此趣を以、

已来相勤可被申候、右絵図者旧天正十九歳見出シ

書直シ指置物也」と記されていた。

　吉田氏によれば、天正 19 年には、伊達政宗の

奉行、茂庭石見守のもとに、中尊寺の使者が赴い

て、旧来の領地の寄附（回復）を許された。それ

によって、骨寺村も経蔵別当領に復することにな

り、あわせて「宇な田屋しき在家一けん主」が代

官に取り立てられることになった。そのために、

それらの文書類の写が預け置かれることになっ

た。そのうえに、「宇な田屋しき在家一けん主」、

すなわち平山家による駒形根神社の別当としての

取り仕切りは、いまに現在に継承されている。と

いうのである。

　それならば、宇那根社の傍らに住まいする首人

の時代から、「宇な田屋しき在家一けん主」の近

世初頭まで、さらには「字宇南屋敷」に住まいし

て「観音堂」（駒形根神社、六所宮）の管理を委

ねられた「平蔵」の近世後期まで、平山家の先祖

にあたる人びとによる骨寺村の取り仕切りが、そ

れなりの姿で続けられていた。ということができ

るであろうか。ますます、もって、おもしろい。

　ただし、かれら首人の子孫たるべき人びとによ

る取り仕切りは、要害館に依拠する本寺佐藤の一

族や、次節に述べる肝入の佐藤一族によるそれに

比肩するレベルには及ぶべくもなかった。そのこ

とを忘れてはいけない。この村が中尊寺領への復

帰が許されたとはいっても、近世初頭の短期間に

終わってしまったことも、あわせ考えるべきであ

ろうか。

　けれども、いま現在に至るまでも、駒形根神社

の別当としての取り仕切りが平山家によって継承

されていることにあわせて、宇那根社の跡地と想

定される栗林のあたりが平山家によって継承され
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ていることに鑑みるならば、首人の子孫たるべき

旧家の存在感には、揺らぎなし。といわなければ

ならない。

　1000 年あまりにも達する旧家の威風堂々の存在

感が、いま現在に至るも、失われることなく、存

続している。このような事例が、この列島内に、

ほかにいくつ数えられるであろうか。きわめて貴

重な事例といわなければならない。

７　佐藤屋敷と肝入佐藤一族の時代から近代
へ

　近世には、「要害館」に依拠する本寺佐藤の一

族に代わって、「佐藤屋敷」に住まいする佐藤一

族が本寺村の取り仕切りに当たることになった。

　『安永風土記』によれば、かれらの先祖、「佐藤

但馬」は、伊達政宗の奉行、「茂庭周防」の「家中」

であった。その権威を背負って、本寺村に入部す

ることになった但馬が、村の取り仕切りを委ねら

れることになったことについては、疑うべくもな

い。ただし、入部の正確な年次については、分か

らない。「何年の頃に候哉、当村へ引移り」と記

されている通りである。

　かれの子孫は、その後、代々にわたって、幕末

～明治期にいたるまで、「肝入」の要職に任じら

れている。この家には、いまなほ、多くの古文書・

古記録が伝えられている（東北芸術工科大学東北

文化研究センター編　2009 年）。

　「佐藤但馬」が入部してきた当初の在所は、本

寺佐藤一族が住まいした「要害屋敷」に程近い「ナ

カウデ」（西北の山岸）にあったらしい。そして、

後に及んで、「マエヨウガイ」の現在地に移転し

てきたらしい。移転にさいしては、墓地（正徳 4年、

1714 の年紀を刻む墓標ほか）をそのままにして、

屋敷神だけを伴ってきたらしい。大塚統子「陸奥

国西磐井五串村本寺の石造物」（2006）によって、

それらのことが明らかである。

　新しいリーダーとして入部してきた「佐藤但馬」

にとって、本寺佐藤一族が居住する「要害屋敷」に、

すなわち戦国期における村の中心に、屋敷を構え

ることは望むべくもなかった。すなわち、本寺佐

藤一族を立ち退かせて、その跡地に屋敷を構え

るという無理筋を押し通すだけの状況にはなかっ

た。そのために、まずは、村の中心に程近い「ナ

カウデ」の辺りに屋敷を構えることになったのに

違いない。そのうえで、幾世代も経過して、状況

が好転するなかで、「マエヨウガイ」の地に、す

なわち本寺佐藤一族の子孫が住まいする屋敷地の

前面に屋敷を移転させることになったのに違いな

い。

　確かに、「マエヨウガイ」の地は、条件に恵ま

れている。ここならば、村の全体を見渡すことが

できる。それまでに、最高の見晴らし場だった「ウ

シロヨウガイ」の地に取って代わる新しい見晴ら

し場の誕生である。

　「マエヨウガイ」の地には、山岸の「ウシロヨ

ウガイ」と比べて、沖の方に突き出ている分、洪

水の被害を受けやすい。風当たりが強い。など、

通常の住まいとしては、若干の不利があることが

否めない。けれども、村の全体を見渡すことがで

きる。さらには、威風堂々の存在感を村人らにア

ピールすることができる。それならば、若干の不

利を補って余りあり。ということだったのに違い

ない。

　ただし、及川陽一郎（2016）には、「佐藤但馬」

が骨寺村に入部してきたのは、「茂庭周防」の時

期にはあらず。それよりも遡って、葛西氏の滅亡

期だった。すなわち、葛西氏旧臣の同士として予

てより見知った本寺佐藤氏を頼りにして、この村

に「但馬」は入部してきのだ、とする想定が記さ

れていた。

　それならば、「但馬」が、「茂庭周防」に取り入っ

て、その「家中」となって、仙台藩主の乗馬たる

べき「御召馬」を献上するなどのことに及んだの

は、入部してきてから一定期間を経た後に、とい

うことにならざるをえない（及川論文では、「御

召馬」を「周防」の乗馬としているが、それには

従えない）。

　確かに、葛西の旧臣が藩侯に乗馬を献上するな

どして肝入の地位にありつくなどの事例は少なく

ない。したがって、「但馬」のばあいにも、その

ような事例に該当するという可能性がないではな

い。
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　けれども、「但馬」が「周防」の「家中」とな

る以前に、すなわち葛西の旧臣などとして、この

村に移住してきていたことを実証する具体的な裏

づけは見いだしがたい。したがって、今回には、

『安永風土記』の記載を額面通りに受け止めて、「周

防」の「家中」として、この村に入部してきたの

だ。とする想定を維持することにさせていただき

たい。

　いずれにしても、「但馬」佐藤一族が住まいす

る「ナカウデ」→「マエヨウガイ」（「佐藤屋敷」）

の辺りが、この村の中心として意識されることに

なった。それには間違いがない。

　振り返ってみれば、戦国時代には、「肥前」本

寺佐藤一族が住まいする「要害屋敷」「ウシロヨ

ウガイ」「要害館」（山城）の辺りが村の中心であっ

た。

　それならば、戦国期から近世期への転換は、「ウ

シロヨウガイ」から「ナカウデ」「マエヨウガイ」

への中心の移動という、きわめて近距離の移動に

よって象徴されるのだ。ということにならざるを

えない。

　けれども、そのわずかな距離の移動にこそ、村

社会におけるリーダーの交替という大きな事件が

反映されていたのだ。ということにもならざるを

えない。

　近世には、この村の戸数・人口が増大している。

生業のうえでも、多様な発展ぶりが伺える。たと

えば、元禄 12 年（1699）の「磐井郡西岩井絵図」

には、18 戸の住居が描き出されていた。それに

よって、鎌倉末期の「在家絵図」ほかによって数

えられる 13 戸のそれに大きくは変ることのない

状態が維持されていたことが察知される。ところ

が、享保 12 年（1727）の『宗門人別帳』の段階

に立ちいたれば、48 戸・654 人の多きに及んでい

る。そして、宝暦 13 年（1793）には、105 戸の高

みに達している（『宝暦風土記』）。

　18 世紀における、これらの戸数・人口の急激

な増大は、新田開発、土地生産性の向上、市場経

済化の進展（多様な生業によって生み出された多

様な商品の出荷）などによって支えられていた。

と想定されている。

　けれども、天保 10 年（1839）の『宗門人別帳』

では、74 戸・272 人と、大変な減少ぶりである。

この時期における飢饉や疫病の災害によるもので

ある。

　その甚大な被害から立ち直ることは容易ではな

かった。明治から大正にかけて。ようやく回復の

レベルに達している。

　大正 6 年（1917）には、85 戸・669 人。そして、

昭和 62（1987）には、125 戸・531 人。という数

値が記録されている。その辺りが、この村の 1000

年の歴史におけるピークであった。

　その後は、中山間地ならではの通例に違わず、

戸数・人口ともに、減少の傾向性を抑えることが

できずに、今日に至っている。ただし、その傾向

がある程度のレベルに止まっているのは、この村

が一関市への通勤圏内に属して条件に恵まれてい

るからにほかならない。　　

　以上、竹原万雄（2016）によりながら、この村

の戸数・人口の変遷をトレースしてみた（ただし、

竹原論文の数値に若干の変更を加えている）。

　そのようなトレースの結果をみても、この村に

おける 1000 年の歴史のピークをかたちづくる基

礎的な条件が、近世は 18 世紀において、すなわ

ち肝入佐藤一族が住まいする「佐藤屋敷」「マエ

ヨウガイ」が村の中心であった時代に用意されて

いた。そのことが明らかである。

　そして、さらに、近代に及んでは、磐井川の渓

谷づたいに村に入ってきて、秋田院内方面に抜け

る幹線道路（院内街道、いまは国道 342 号線）が

整備されるにつれて、交通至便な街道沿いに、多

くの家々が建てられ、村の中心もまた、こちらの

方に移動することになった。公民館・集会所ほか、

地域の公共施設が、いずれも、街道沿いに設置さ

れていることが、なによりもの証拠である。そう

いえば、骨寺荘園遺跡の整備にさいしても、古曲

田屋（こまがたや）や若神子亭など、休憩・ガイ

ダンス施設もまた、街道沿いに設置されることに

なった。

　このようにして、骨寺村の中心は、（1）宇那根
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社と首人の時代　→（2）中尊寺経蔵別当領骨寺

村の時代　→（3）要害館・要害屋敷と本寺十郎

左衛門の時代　→（4）佐藤屋敷と肝入佐藤一族

の時代　→（5）近代以降、という歴史の 5 段階

に即応しながら、（A）宇那根社の辺り、（B）「経

蔵別当御休所」（「割田屋敷」）の辺り、（C）要害

屋敷（「ウシロヨウガイ」）の辺り、（D1）「ナカ

ウデ」、（D2）「マエヨウガイ」の辺り、（E） 街道

沿線という 5 段階にわたる変遷を経てきたことが

明らかになった。

　それらのポイント、（A）（B）（C） （D1）（D2）

については、便宜上、「在家絵図」のトレース版

（図 1a・b）に、おおよその在所を書き入れている。

参照願いたい。あわせて、図 2・3 を参照されたい。

ただし、（E）については、ことがらの性質上、一

箇所には絞りきれない。そのために、書き入れる

ことできなかった。

　あわせていえば、（A）から（B）への移動にさ

いしては、中尊寺経蔵別当のスタッフが入来した

ばかりではなく、檜山川（中川、本寺川とも）を

塞き上げる人工灌漑の開発にあわせて、佐藤姓の

新住民が入来した。（B）から（C）への移動にさ

いしては、その佐藤姓の新住人の子孫のなかから

リーダーが登場する。という変動がみられた。（C）

から （D1）への移動にさいしては、伊達政宗の奉

行人の権威を背負った外来のリーダーが登場し

て、近世村落の取り仕切りに当たることになった。

　そして、（A）を中心とする古代の村が開かれ

ることになった始まりにまで立ち返ってみるなら

ば、古代国家による移民政策が推進されるなかで、

宇奈根社の信仰をもって、関東方面から入来の人

びとの姿を。具体的には、首人をリーダーとする

平姓の人びとの姿を想定することにならざるをえ

ない。前述している通りである。

　そのうえに、近世においても、度重なる飢饉に

よって、生活・生存の危機、集落存続の危機に見

舞われて、人口が半減するなかで、外部から大勢

の新住人が招き寄せられている。具体的には、菊

池（2011）を 参照されたい。

　それにしても、よく変わってきたものである。

ダイナミック、そのものである。度重なる中心の

移動は、その端的な表現にほかならない。

　骨寺村という狭小な山村にもかかわらず、外部

世界からの人・物・情報の入来が途絶えることは

なく、それほどにダイナミックな変動がくりかえ

されたのであった。それならば、東北地方におけ

る、延いては日本列島における数多くの村々でも、

同じような変動がくりかえされてきたのに違いな

い。

　だが、古代・中世から近世、そして近代に至る

までの村のダイナミックな変動のくりかえしを、

骨寺ほどに具体的に物語ってくれるフィールドに

は、東北地方はおろか、日本列島広しといえど

も、なかなか遭遇することはできない。したがっ

て、これからは、骨寺村における中心の変遷その

ほかの歴史過程に着目しながら、東北地方の、延

いては日本列島における村々の歴史過程を解明す

べく、進んでいかなければならない。

８　むすびにかえて

　（A）宇那根社の辺りに、骨寺村の中心があっ

た時期には、平姓の首人が宇那根社の祭りばかり

ではなく、付近の「六所宮」（いまは駒形根神社、

近世には馬頭観音堂）の取りしきり（祭り）にも

関わっていた。と想定されることに関して、もう

少し踏み込んで記して置くことにしたい。

　すなわち、鎌倉期における 2 枚の絵図に描き出

された「六所宮」（いまは駒形根神社）は、「駒形

根」（栗駒山）の神を祭る里宮だったのではある

まいか。2 枚の絵図のうち、「仏神絵図」には、「六

所宮」のはるか後背に、「駒形根」の姿がしっか

りと描き出されていた。「在家絵図」にも、後背

の山並の辺りに、「駒形」の文字が書き込まれて、

そのあり所が示唆されていた。

　「駒形根」とは、残雪によって駒の姿が形づく

られる尾根ということであった。田植えの時期を

待ち望む里人にとって、これほどにありがたい存

在はなかった。『延喜式』の昔から信仰されてき

たわけである。『安永風土記』に、「栗原郡一二三

迫并磐井郡西磐井郡羽州仙北郡都合百八拾六ケ村

鎮守」と記されているわけでもある（『宮城県史』
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26 巻）。

　その「駒形根」には、山頂に奥宮が祭られるば

かりではなく、それぞれの登山口の辺りに里宮が

祭られることになった。たとえば、栗原郡沼倉の

里宮たるべき駒形根神社には、いま六柱の神々が

合祭されて、盛大な巡行神事をかたちづくってい

る（同社縁起）。それらの神々の本来は、馬頭観音・

大日如来ほか、六所の本地仏に即応するものだっ

たらしい。

　骨寺村の近辺では、猪岡村に「駒形明神宮」が

祭られていて、「本地馬頭観音と申伝候」と記さ

れていた（『宝暦風土記』、『一関市史』7 巻所収）。

同じく、萩荘字箱清水にも、駒形根神社が祭られ

ている。本地垂迹思想の流れを受け止めるなかで、

駒形根神社を、馬頭観音と呼ぶようなこともあっ

たらしい。

　吉田（2008）には、いまは須
す か わ だ け

川岳と地元で呼ば

れる「駒形根」の霊峰について、「骨寺村は、あ

たかも磐井川流域から須川に登るルートの里宮

（里坊）の位置に該当します」、と記されていた。

さらには、山王窟・慈慧塚ほか、「骨寺の聖地が

須川の眺望が得られる地点と重なっていることを

確認」したうえで、経蔵別当に所縁の骨寺の建物

そのものについても、「あるいは須川の美しい眺

望が得られる場所にあったのかもしれません」、

と記されていた。

　同じく、いまの駒形根神社が、近世に「馬頭観音」

と呼ばれていたのは、「古くから存在した駒形信

仰の反映ではないか」。とも記されていた。まこ

とに、然るべし。

　ただし、2 枚の絵図における「六所宮は里の西

側台地の裾に鎮座し、東に里を望む位置に描かれ

ており、誰しもが現在の駒形根神社の前身である

と考えるでしょう。確かに、駒形根神社は本寺地

区の鎮守神として広く地区住民の崇敬を受けてい

ます」。と記されているのにもかかわらず、「六所

宮が今の駒形根神社であったと簡単には断言でき

ないわけがあります」と記されていることに関し

ては、従うわけにはいかない。

　吉田によれば、「六所宮とは六ヶ所（具体的に

どの神であるのか不明）の神社を勧請して祀られ

た神社の意であり、荘園領主であった経蔵別当の

寺家が在地に勧請した神社であった可能性も十

分考えられます」。というであった。そのために、

駒形根信仰の一筋で貫き通すことができずに、複

雑な物言いを余儀なくされることになった。すな

わち、「私は、現駒形神社が、元来の骨寺境内の

一画に寺家が勧請した六所宮の跡地とみていま

す。そして骨寺が退転し、更に中尊寺の支配も遠

ざかるにつれて、ここは駒形（須川）神を祀る場

所へと変化し」た。と記されることになった。

　だが、六所宮が寺家側の勧請だったとする思い

込みにはあらず、駒形根神を祭る里宮だったとす

る常識的な判断に従うならば、どうであろうか。

六所宮→馬頭観音→駒形根神社、と呼び方は変

わっても、地域における駒形根信仰の拠点が終始

一貫して維持されてきた。ということになって、

きわめて分かりやすい、スッキリとした歴史像を

描き出すことができるのではあるまいか。

　そういえば、津軽平野に聳え立つ岩木山の霊峰

は、「岩木山三所権現」と呼ばれていた。具体的

には、「中央の本地は弥陀、左峰は岩鬼山本地観

音、右峰は鳥海山本地薬師、三峰三所一体分身垂

跡（迹）の権現と崇めたてまつるものなり」と記

されていた（『岩木山百沢寺光明院（縁起）』、原

漢文）。

　加賀・越前・美濃方面に聳え立つ白山の霊峰に

しても、主峰御前峰は伊
い ざ な み

弉冉神（妙理大菩薩）を

祭り、十一面 観音を本地仏とする。副峰は大己

貴神を祭り、阿弥陀如来を本地仏とする。そして、

別山は地主神たるべき大山
やまつみ

祇神を祭り、聖観音を

本地仏とする。と記されていた（『泰澄和尚伝記』

ほか）。そのために、白山三所権現とよばれるこ

とになった。具体的には、入間田（2008・2011b）

ほかを参照されたい。

　そのように、中世日本の人心を揺さぶった本地

垂迹の言説体系においては、列島の各地に聳え立

つ霊峰の多くが、その主峰・副峰の数値に即応し

て、三所権現・五所権現ほかのネーミングを奉ら

れることになった。それにともなって、三所神社

（宮）・五所神社（宮）ほかのネーミングも用いら

れることになった。
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　それならば、こちらの駒形根の霊峰に関連して

も、六所権現・六所宮などのネーミングが用いら

れたとしても、不思議でも、なんでもない。

　その栗原方面における最大の里宮たるべき沼倉

の駒形根神社に、六柱の神々が祭られているとさ

れることによっても、そのことが想定されるであ

ろうか。ただし、沼倉の里宮のばあいは、六柱の

神々が、本地垂迹に即した本来的な神名にはあら

ず、記紀神話に即した近代的な神名に置き換えら

れていると考えられるので、ご用心である。

　『国史大辞典』（吉川弘文館）には、六所宮は、「六

所の神社を一所に勧請し、合祀した宮社のこと。

六所明神・六所権現・六所神社などともいう」と

記されていた。そのうえで、「古代末期、中世初

頭に各国国府に近く総社が創建されたころ」、「国

府に近い古社の相殿に、または境内に、国内神社

中の有力社六所を特に勧請し合祀したことに始ま

る」と解説されていた。だが、そのような国府の

近辺ばかりではない。それぞれの地域における霊

峰の辺りにも、六所宮が祭られていたのである。

　さいごに、六所宮に関して、六所は「ムショ」、

すなわち墓所なりとする大石直正（2005）による

コメントについて、一言しておきたい。2 枚の絵

図に描き出された六所宮の姿を注意してみていた

だきたい。どのように見ても、神社建築そのもの

である。墓所の雰囲気は感じられない。それだけ

をもってしても、そのコメントには、「骨寺とい

う異様な名前の寺は、納骨のお堂であったと考え

られる」とするそれに同じく、従うことはできな

い。すなわち、中山（1933）、井原（2004）ほかによっ

てかたちづくられている、六所（ムショ）＝墓所

説の流れに、無条件に従うことはできない。たと

えば、中山その人によっても、霧島六所権現、「御

嶽山」に関わる「六社の尊号」ほかの事例が紹介

されていた。それをもってしても、墓所説には賛

同しがたい。

　『奥羽観蹟聞老志』（享保 4 年、1719）によれば、

「栗駒山」内の「岩窟」には、「大日」（如来）と

ならんで、「馬首仏」（馬頭観音）が祀られていた。

この記事からしても、栗駒山（駒形根）の本体に

リンクしながら、馬頭観音を本地とする駒形根神

社（六所宮）が麓の里宮として村々に祀られるに

至った歴史的経過を察知することができるであろ

うか。

　いずれにしても、宇那根社が創建された原初の

段階から、いま現在に至るまで、駒形根ないしは

須川岳の霊峰は、人びとのくらしを見守ってくれ

る至高の存在であり続けている。そのことには、

疑いを容れるべくもない。すべては、入間田（2014・

2015）に記している通りであった。

　それにつけても、宇那根社ならびに首人の在家

とみられる大型の建物、さらには六所宮が近接し

あう湧水の辺り（図 2）は、すなわち（A）の地点は、

骨寺村の本来的な中心（へそ）だった。というこ

とにならざるをえない。　

　振り返ってみれば、吉田（1989）は、宇那根社

と湧水の存在をもって、この村の「へそ」とみな

していた。大したものである。けれども、それら

に加えるのに、首人ならびに「六所宮」の存在を

もってするならば、ますますもって、めでたし。

ということになるのではあるまいか。
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「春木」伐り出しと川流し
―八戸藩島守村を事例に―

宮城学院女子大学一般教育部

菊池 勇夫

１　近世島守村の概観 

 　八戸城下で町医者をしていた安藤昌益は、「私

欲」が生む「貧富」「上下」の格差社会（「法世」）

に代わる「自然ノ世ノ論」を構想し、そのなかで

次のように述べていた。 

　中平土ノ人倫ハ十穀盛ンニ耕シ出シ、山

里ノ人倫ハ薪材ヲ取リテ之レヲ平土ニ出シ、

海浜ノ人倫ハ諸魚ヲ取リテ之レヲ平土ニ出

シ、薪材・十穀・諸魚之レヲ易
カ

ヘ易ヘシテ、

山里ニモ薪材・十穀・諸魚、之レヲ食シ之

レヲ家作シ、海辺ノ人倫モ家ヲ作リ穀食シ

魚菜シ、平土ノ人モ相同ジフシテ、平土ニ

過余モ無ク、山里ニ少ナク不足モ無ク、海

浜ニ過不足モ無ク、彼
カシコ

ニ富メルモ無ク此
ココ

ニ

貧シキモ無ク、此ニ上モ無ク彼ニ下モ無ク、

（稿本『自然真営道』のうち「私制字書巻」、

安藤昌益研究会編集　1984：99-100）　 

　ここには、中平土（平土、平野部）と山里（中

山間部）と海浜（沿岸部）という、自然・生業環

境の異なる人々（人倫）がそれぞれの産物を相互

に交換しあって補いあう、地域循環型社会が語ら

れている。八戸藩は表高 2 万石の小藩であるが、

八戸城下を中心に、平土と山里と海浜とが一体的

に存在していることから、昌益の「自然世」には

八戸藩の風土的環境が背景にあるのではないかと

指摘したことがあった（「飢饉と向き合う思想─

安藤昌益の場合」菊池　2012：7-23）。 

　このように昌益にあっては、「山里」は「薪材」

に代表されてイメージされていた（この薪材は、

海辺では家を作りとあるから、薪と材木を指すと

理解すべきか）。現在八戸市南郷区に属している

島守（島森とも書く）は、北上高地の北部（岩手

県）に発して八戸湾（太平洋）に注ぐ新井田川の

中流域にある盆地状の景観をなす集落である。八

戸市立図書館所蔵『八戸藩日記』（目付所・勘定所）

には「春木」（薪）関連の記事が多く、新井田川

を使って春木流しをおこない、大量に薪を八戸城

下（八戸町）や湊に供給していたことが知られる。

こうした薪の伐り出しと供給に着目して、本プロ

ジェクトの環境動態研究にリンクさせていきたく

思う。 

　なお、新井田川の春木流しについての先行研究

あるいは言及としては、小井川潤次郎が新井田橋

の上下の河岸が「春木場」で、「上流岩手県九戸

郡軽米付近から春木が此処まで流木となつて運ば

れ、此所から荷鞍で根城、八戸方面に搬ばれ明治

年代にまで及んでゐた」と述べているのを知り得

た程度である（小井川　1995：15）。見過ごして

いるかもしれないが、先行研究を参照できなかっ

た。 

　近世の島守村について概観しておこう。八戸

藩五代官所のうち八戸廻に属し、村高は貞享元

年（1684）568 石 267（「陸奥国南部領郷村高辻

帳」、八戸市史編纂委員会編　2007： 93）、元禄 10

年（1697）1418 石 222（うち田形 584 石 933、畑

形 833 石 289）（「陸奥国南部郷村高辻帳」、八戸

市史編纂委員会編　2007：97）、文化 5 年（1808）

1153 石 304（「（御領）内御高取調帳」、八戸市史

編纂委員会編　2007：142）、天保 5 年（1834）本

高 568 石 267（うち田方 234 石 289・畑方 333 石

978）・ 改 出 高 1249 石 311（ う ち 田 方 515 石 19・

畑方 734 石 121）、合計 1817 石 578（うち田方 749

石 479・畑方 1068 石 099）（「陸奥国南部領郷村辻
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高帳写」、八戸市史編纂委員会編　2007：479-480）

と変遷している。貞享元年（1684）の 568 石余が

天保 5 年（1834）の本高と同じであるように、八

戸藩の表高（本高）として幕府に認められた高で

ある。実高（内高）は改出高（新田高）を含んだ

もので、元禄以下の村高がそれを表している。こ

の内高の変遷をみても、文化 5 年（1808）が元禄

10 年（1697）より 300 石近くも落ち込んでいるよ

うに、天明の飢饉などのダメージが大きかったこ

とがうかがわれよう。 

　島守村は郷村帳記載の行政村であるが、村内に

は集落がいくつも存在した。「八戸御領内絵図」

に書き込まれた「枝村」をあげてみると、川端、

馬バ、長瀬、巻、松石、ヤナセ、沢代、畠、宮沢、

沢田、バンヤ、ダンノ平、中ヤシキ、十文字、ヒ

ノトセ、サロウ、坂本、アラヤ、山口、アイノ、

新田ン、間畑、田山、不習、ヨマサリ、水吉、夷

タテ、山田、八百、梅木、根子、中谷地、七枚田、

高橋、袖沢、高山、外舘、エバナ沢、下ヤシキ、

と 30 を超え、「東西南北ノ村也」、「大村也」と

注記されている（八戸市史編纂委員会編　2008： 

517・付図）。 

　明治 9 年（1876）完成の岸俊武著『新撰陸奥国誌』

によると、島守村（本村、家数 92 軒）の「支村」

として、坂本（11 軒）、沢代（10 軒）、長瀬（10 軒）、

江花沢（19 軒）、高山（15 軒、犾館 3 軒・山田 3 軒・

小出守 5 軒・高橋 1 軒）、八百（2 軒）、水吉（2 軒）、

畑内（12 軒）、世増（19 軒）、古里（21 軒、川向

1 軒・売井坂 3 軒・安渡 1 軒・五折 5 軒）、相野（9

軒、辰巳の方 4 軒・下相野 9 軒）、姉一沢（7 軒、

新田 3 軒）、田山（10 軒）、相畑（14 軒）、不習（10 軒）、

巻（13 軒）、馬場（10 軒）、門前（42 軒、外館 5 軒・

横町 5 軒）、荒谷（43 軒、山口 3 軒）、中谷地（25

軒、山中 3 軒）があげられ、簡単な説明がなされ

ている。本村のほかに 20 もの支村があり、さら

に支村のなかに小集落があった（青森県文化財保

護協会　1966：304-318）。 

　明治 10 年代の中嶋健三編『三戸郡誌』では、

戸数 432 戸（士族 1 戸・平民 429 戸・社 1 戸・寺

1 戸）で、男 1329 人（士族 2 人、平民 1327 人）、

女 1259 人（士族 1 人、平民 1258 人）、総計 2588 人、

他出寄留（男 2 人）となっている（八戸市立図書

館市史編纂室編集　2002：281）。近世においても、

飢饉によって軒数・人口が大幅に減少した時期の

あったのは想像に難くないが、多いときはこれく

らいの規模に達していたかと思われる。 

　薪材と関わる山は、同じく『新撰陸奥国誌』に

よると、巻山、駒ケ峯山、合戦場山、中森山、高

山、久古井山、浅田山、鞍掛山、阿庄内山、山代山、

山口山、犾館山、中谷地山、世増山、大沢山、上

野山、前坂山、田山岳、安渡山、古里山、相野山、

姉一沢山、中久喜山、内山があり、いずれも松樹・

雑木が多かった。島守村は「土地下之下、田少畑多、

糧食足らす」と評され、農業の余隙には莚・薦や

箕・籠（世増）を作って売り、また炭（古里、相

野）の産地でもあった。薪についてはとくに記載

はみられない。 

　八戸藩の場合、山奉行の管轄下にある山守が

山林（御蔵山）の管理にあたった。山守となっ

たのは自分の山を所持し、山役銭を上納するその

村の百姓たちであった（八戸市史編纂委員会編　

2013：377-379）。島守村の場合、山守は沢代組（巻

3 人、狐守 1 人、以下地名のみは 1 人）、山子屋組（簗

瀬 2 人）、薬師堂組（中里、的ば、高畑 2 人、畑、

寺下）、春日組（門前 2 人、川畑、七枚田、山田 3 人、

犾館 2 人、高橋 2 人、河端 5 人、春日 2 人、中谷

地、町 3 人、あらや、はしハ 2 人、笹子）、世増

組（春日、山口 2 人、水吉、松石 2 人、畑内、世

増 3 人、根岸、冷水 3 人、あらや 2 人）、門前組（館

下、寺下、高山 6 人、門前、横町、外館 3 人、は

しハ 2 人、不記 1 人）、長瀬組（和山、江花沢 4 人、

長瀬 3 人、大和山 2 人、坂、平脇 2 人、不記 1 人

＜治五平＞）と、それぞれの支村ごとにおり、「預

人」の村上治五平のもとに七組に編成されていた

ことがわかる（慶応 4 年「御山役銭倍増共人別帳」、

八戸市史編纂委員会編　2008：331-333）。 

 

２　「春木」について 

　同じく「南部」の八戸藩や盛岡藩では、薪のこ

とを「春木」と呼んだ。「焼料」・「炊料」という

のも薪のことを指している。この南部地方で、「春

木」というのはどのような理由からだろうか。 

　『改訂綜合日本民俗語彙』では、「ハルキ」につ
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いて「薪をハルキという方言の区域は広い。元は

春木ではあるまいか。岐阜県北部では割った薪を

ハルキ、割らないのをボタというから、或はワリ

キの音訛かとも考えられる」としている（柳田監

修　1955：1274）。「春木」については何も説明し

ていないが、ワリキ（割木）説に傾いているから

であろうか。また、『日本国語大辞典』（第 2 版）

は、「はるき【春木】」は方言で、「山から切り出

したままの薪（まき）材」（青森県南部・上北郡、

新潟県東蒲原郡）、「川流しにしてくる三〇センチ

メートルぐらいに切った薪」（長野県大町市）、「一

メートルぐらいに切った薪」（岩手県九戸郡、秋

田県鹿角郡、新潟県東蒲原郡〈割木〉）、あるいは

単に「薪」（盛岡、飛騨、青森県南部、長野県北

安曇郡・東筑摩郡、岐阜県）の意味をあげている。

また、「はるぎ」（岩手県九戸郡・気仙郡。京都府

竹野郡）、「はりき」（岐阜県〈割木〉）、「はるぎか

あし」（岩手県九戸郡）というところがあること

も知られる（日本国語大辞典第二版編集委員会ほ

か　2001：1452）。ここでも割木は別にして、な

ぜ「春木」なのかの説明はみられない。『改訂綜

合日本民俗語彙』が記す方言の区域は広い、とい

うのもやや異なった印象を与えかねず、『日本国

語大辞典』によるかぎり北東北と中部地方中心に

よく使われ、とりわけ盛岡藩・八戸藩領域が目立っ

ていることがわかる。 

　南部地方で「春木」の意味に言及しているもの

に、能田多代子『青森県五戸方言集』がある。盛

岡藩三戸郡五戸郷の「ハルキ」のつく言葉をあげ

ているが、「ハルキダナ」は「戸来岳で春三月木

を切って積んでおく（ハルキマキという）。冬に

なり川に流し五戸八景橋の川原まで持ってきて上

げる。これを売り物にする時に一間（高さ四尺横

六尺）ずつを積み重ねるがそれをいう」、「ハルキ

ツケ」は「旧十二月、ハルキナガシといって薪が

深山から川に流され五戸川原にあげられた。それ

を各家に運ぶ作業。それを途中で二、三丁のハル

キを馬の背からおろしては、貰おうと待っている

子供にやるものであった」、「ハルキマキ」は「ハ

ルキ山で切った薪を沢山積み上げて冬までおく。

この作業をいう。この薪は年末近く再び山に登り

雪を利用して運搬し川に流して町方へ出す」と、

それぞれ説明されている（能田　1982：150-151）。

「春三月」というのは新暦であろうが、旧暦なら

おおむね 2 月に相当する。そのころはまだ雪が解

けず「カタユキ」（堅雪）の季節で、山に入るの

に都合がよい。「ハルキマキ」というのは春 3 月

に切るからで、それをそのままにしておき、年末

近く、旧暦 12 月に川流しするというサイクルで

あった。八戸を中心とした方言集である佐藤政五

郎『南部のことば』は、この五戸方言集を元に編

集したもので、「はるぎ」「はるきかせ」「はるき

だな」「はるきつけ」「はるきながし」「はるきまき」

という言葉を立項している（佐藤　1982：277）。 

　民俗学方面では、岩手県の雫石地方に関する田

中喜多美『山村民俗誌』が最も詳しいか。要約す

れば、「春木」は「山から流し出して来る薪」の

ことで、里の山で取ったものは決していわない、

多くは「二月山」で伐り出し、これを川端へ橇出

しして積んで置き、乾燥させて秋になってから

里に流し出し、春木場と称する所から銘々の手元

へ運ばれる、すなわち雪の上で伐った春木は、そ

の翌年の冬に炉辺に来ることになる、というもの

であった。右の能田の説明と比べると、川流しを

する時期が積雪前の秋で少し早いように思われる

が、おおむね共通した理解を示しているのでは

なかろうか。そのほかに、「二月山」で伐った春

木を春の雪解け水で途中まで流し出し、「コマダ」

に入れて積んで置き、秋に里に送り出す方法や、

「二月春木」と対して葉付きのまま「ハノシ春木」

といって、夏の終わりから秋にかけて伐り出す

こともあったとしている（池田解説　1974：278-

292）。 

　近世史料ということでいえば、菅江真澄が例に

よって「春木」という言葉を見逃していない。気

づいたかぎりであげておくと、「春木〈樵木をな

べて春に伐れば、しかはる木といふ〉」（『けふの

せはのゝ』天明 5 年〈1785〉9 月 6 日条、内田・

宮本編　1971a：310）、「（七戸）そのしりなる鶴

の子平
タヒ

といふところありて、きさらぎ斗、のこん

の雪のやゝ氷たるをふみて山に雪
ソ リ

舟ひき、春木こ

るとてわけ行、そのかへさは、そりひき捨て、もゝ

あまりの人むれ立休らふに」（『委波氐迺夜麼（い

わてのやま）』天明 8 年 7 月 5 日条、内田・宮本
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編　1971a：446）、「そりひきすてて、林の中に女

の声にうた唄ふに、斧うつ音も聞ゆるは春木伐と

いへば　花さかんかた枝は残せ又も来て太山のこ

のめはる木きるとも」（『奥の手風俗（てぶり）』

寛 政 6 年〈1794〉2 月 ４ 日 条、 内 田・ 宮 本 編　

1971b：446）、「こよひのあかほしをいたゞき、春

木かくるといひておく山にわけ入り、おのれ

が斧じるしを立樹にうちうがちて皈り、このとし

のいづらにてまれ、その木こりてんの料とか、（中

略）はる木かけわたしたる山賤らが、はつごゑに

うたひごちて帰りく（『追柯呂能通度（つがろの

つと）』寛政 10 年〈1798〉元旦条、内田・宮本　

1972：251）、「なかむかしのころとやらん、陀比

良といふ処の山おくに、春木伐のわかおらあまた

泊山して、大木のもとを獅子の頭に造りて」（『辞

夏岐野莽望図（しげきやまもと）』享和 2 年〈1802〉

3 月 10 日条、内田・宮本　1972：326）、「正一位

野崎稲荷大明神」の項で、「此山にて春木伐りし

かばそこを春木場
ば

といひ、今は春木沢といふ」（『月

の出羽路』仙北郡四、内田・宮本　1978：147）、

といった箇所である。 

　これらの場面を説明するのは省くが、真澄の記

述からいえるのは、春木というのは春伐るからで

あった。「きさらぎ」（旧暦 2 月）というのは、北

東北では、まだ雪解け前の踏んでもつぶれないカ

タユキのころにあたり、山に入って作業しやすい

季節であった。能田や田中の説明を裏付けてくれ

るものであった。「堅雪」については最近、野本

寛一氏が田中の仕事にもふれながら、「雪国の春」

の「春微動」を述べているのが印象的である（野

本　2016：20-53）。 

　しかし、以上とは異なる春木の理解もみられた。

『盛岡藩雑書』には、盛岡城下に川流しされてく

る春木の記事が多くみられるが（未検討）、近世

中期の盛岡の近江商人村井白扇は『初学勘定考弁

記』下巻で、「春木の事」について、「春木は薪の

事也　秋杣を入伐春川流すを春木と云、夏杣を入

秋流を秋木と呼、何の頃よりか是を誤りて薪の事

をおしなめて春木と唱ける也」と記している。春

木というのは、秋に切っておいた薪を春になって

流すからであり、薪を切る季節ではなく川流しの

季節を意味する言葉と解されていることになる

（岩手県立図書館編集　1982：109）。伐り出し時

期でいえば、前述の田中が記すハノシ春木にあた

るだろうか。『もりおか物語（壹）─惣門かいわ

い─』に、雫石川の筏流しの伝承が語られている

が、話者によって、春の雪解け水で薪を流したか

ら春木という、あるいは旧暦 2 月の「カタ雪」に

なり山に入って伐るから春木という（秋の稲刈り

後に流す）、と異なった説明がなされている（盛

岡の歴史を語る会企画　1973：31-35）。一方は村

井の説明を受けているようにも思われるが、村井

は城下商人なので町人の感覚が働いているのであ

るかもしれない。なお、吟味を必要としている。

付け加えておけば、南部地方では割木にした春木

を「割り春木」と呼ぶことはあっても（田中前掲

書、池田解説　1974：283 頁）、春木を割木と解し

たものはみあたらない。

　村井の記述で参考になるのは、薪を売買すると

きの数え方（単位）を記載していることである。

それによれば、「価を定に一配何程、一間をいくら」

といい、1 間は 6 尺 3 寸四方、奥行 2 尺 5 寸ほど

に積み立てることで、これを 2 つ合わせて 1 配で

あった。盛岡藩「御家被仰出」の寛保四年（1744）

「春木御定目」に、木尺 2 尺 5 寸で積立 2 間 1 配（竪

竿 6 尺 3 寸、横竿 1 丈 3 尺 6 寸）とあって、この

「木尺」は村井のいう「奥行」と同じで、薪の長

さを指すのであろう。この定目では 1 配の値段 1

貫 400 文であったが、「短木」2 尺～ 1 尺 5 寸もあ

り、1 配 900 文と短い分だけ安かった。（藩法研究

会編　1970：478）。これは盛岡藩であるが、八戸

藩の場合にも参考となろう。 

 

３　藩の春木御用 

 　薪材がどのように島守村で伐り出され、八戸

城下や湊に運ばれ、藩御用や町・浜の人々に供給

されていたのか、『八戸藩日記』（八戸市立図書館

所蔵、目付所日記・勘定所日記などがある、以下

目・勘と略す）をおもに利用してその一端を明ら

かにしてみたい。 

　まず、藩御用の春木の確保についてである。島

守村に関する早い記事は、宝永 4 年（1707）2 月

16 日条（目）に、松原茂右衛門が明日、島守の
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巻山へ「春木御用」に遣わされるので伝馬証文が

出る（日付は日記の記載日、以下条で示す）、宝

永 6 年（1709）2 月 5 日条（目）に、奥寺伊八郎

が島守の内大長根山の「春木割分山奉行」に命じ

られる、享保 4 年（1719）2 月 17 日条（目）に、

大川儀兵衛が島守村へ「春木割済」につき明日の

派遣を命じられる、といった「春木御用」役人の

島守村派遣である。それ以上の記載はないが、こ

の頃には島守村の山林が藩御用として利用され、

藩役人が直接現地に赴き、春木伐り出しを差配し

ていたことを示す。1 月、2 月というのは、春木

伐採の時期なのであろう。次いで、寛保 2 年（1742）

6 月 22 日条（勘）に、島守の「落堺処」より春

木を 30 間、石手洗まで下げ、下方奉行は中館助

太夫で、「水上」（水揚げか、不詳）の人足が 45

人であった。このさいには、1 間 400 文の値段で、

当年暮までの拝借（島守村百姓へか）を認めた。

同年 8 月 5 日条（勘）にも駒木嘉平太による春木

70 間半の春木下げがあり、島守村名主長四郎へ

渡し、百姓に 1 間 400 文で貸し付けられ、本間数

は 113 間であった。藩御用の春木であったが、拝

借（貸し付け）にも向けられたことが知られる。 

　もう少し現地の様子が具体的にわかるのは延享

2 年（1745）の場合である。2 月 21 日条（目）に、

漆沢杢右衛門、奥寺磯次郎の二人が島守通り山の

春木伐りの奉行に命じられた。2 月 29 日条（勘）

によると、その御用にさいして、島守村が出す春

木割り人足 200 人が 120 人に減じられている。島

守村では「郷中よりハ諸賦り物等も此末々共ニ相

出申義故」というのが理由であった。「諸賦（くば）

り物」が何を指すかは不明だが、いろいろと運搬

に関わる人足役を負担したのであろう。 

　4 月 10 日条（勘）に、右の島守村の御手山で

の春木御用と関係していると思われるが、その「賦

方」（運搬）を命じられた長苗代通の百姓が苗代

の作業、とくに種上げの日取りが遅れると朽ちて

しまう、また草苅も 30 ～ 40 里（1 里 6 丁か）離

れた所で取るので差し支える、という理由で 6 月

までの延期を願い出ている。しかし不許可となり、

高総割りで 100 間を賦りあげた。これは石手洗村

まで流した春木を、そこから八戸町まで運搬す

る役負担をいっているのであろう。また、6 月 13

日条（目）には、川下げした春木を石手洗村で売

り払うとの記事がある。湊より 300 間、御町より

500 間の願い出を認め、残りの 200 間は湊より追

願いがない場合には町へ払うこととしている。1

間 1 貫文の値段であった。6 月 18 日条（目）に、

流し残りの春木について、21・22 日頃の川流しを

命じ、6 月 23 日条（目）に、漆沢杢右衛門、奥

寺磯次郎が春木御用の出立を命じられた。7 月 11

日条（目）に、春木奉行漆沢・奥山が春木御用の

終了を報告している。

　さらに、この年には 7 月 26 日条（勘）に、島

守八百山の春木 320 間をもって、藩が新井田村孫

助より借りていた春木の返済を申し付け、「賦方」

を命じた。8 月 10 日条（勘）に、昨日島守八百山

より下げた春木 320 間を川へ落としたものの、洪

水によって流されてしまうという被害に遭ってい

る（後述）。同 10 月 8 日条（目）、春に切らせた

春木を家中 300 石以上に 7 間ずつ、300 ～ 100 石

に 5 間ずつ、100 石以下に 3 間ずつ、それぞれ下

されることになり、漆沢惣十郎へ「割賃」を差し

出し、切手を受け取るよう指示がなされている。 

　この年の記事をまとめてみると、島守村御手山

（藩有林）の春木伐採にあたっては、春木御用の

役人（春木奉行）が現地に派遣され、春木伐り（春

木割り）・春木運び（川下し含む）を差配し、島

守村の落とし場から石手洗村まで川を流し、春木

割りには島守村が人足を出し、川下では長苗代通

の村々が運搬の人足を出していたことがわかる。

揚げ場の石手洗村では、御手山の春木を八戸町（城

下）や湊に売却、あるいは藩士たちに渡していた

（割賃は負担）いたことも知られる。藩入用のみ

ならず、町・湊や藩士の需要にまで藩主導で積極

的に関与した様相がうかがわれる。この時期の特

徴であろう。春木の伐採の時期は 2 月下旬ころか

らで、前節でみた「二月山」の春木の意味と合致

する。ただ、川下げのほうは 4 月、あるいは 6 月

下旬と早かった。水量の多い時期が優先されたの

であろうが、苗代など農作業と重なるなど、村側

の迷惑になっていたことは見逃しえない。 

　宝暦 2 年（1752）6 月 19 日条（勘）、島守村より「御

焼料」の春木 300 間を駒木常右衛門が川下げした

が、昨 18 日に新井田春木場で宮弥五右衛門、駒
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木常右衛門が改めたところ、間数 247 間 1 尺 7 寸

5 分であったという。50 間余が回収できなかった

ということであろうか。宝暦 6 年（1756）4 月 2

日条（勘）、島守・是川両村に春木 400 間命じた

が、凶年（宝暦の飢饉）のため御山奉行の賄がで

きないとして、米・味噌の下され願いがあった。

年柄ゆえ認められたが、例にはならないとされ、

通常出張してくる御山奉行の食事も村側の用意で

あった。宝暦 12 年（1762）8 月 4 日条（目）、八

戸廻姉市沢の春木 210 間を割らせたさい、川下げ

運搬を前例の通り島守村に命じたが、百姓が困窮

し、御用が多い時なので、陸上運搬による加勢を

願い出た。しかし、前々より島守郷で川下げして

きたことであるとして却下されている。10 月 22

日条（勘）に、姉市沢の春木の川流しが昨日まで

に終了した旨御山奉行の申し出があった。島守村

にとって春木御用人足は大きな負担であったこと

が察せられよう。 

　明和 3 年（1766）5 月 4 日条（目）に、島守村

の勘五郎が、「案内」にたけているというので「御

手山御用」を勤めることになった。奉行葉山久右

衛門の手付とし、勤方諸事を扱うことになった。

5 月 9 日条（勘）に、島守御手山につき、十文字

の左兵衛、さろう（砂籠）の助蔵の 2 人が「御山

世話人」に命じられ、飯炊 1 人、都合 3 人を明 10

日より差し出すことになった。5月 10日条（目）に、

葉山久右衛門より伺書が出された。春木割りが終

わったら総間数改めを仰せ付けられたい、枝木は

山守および勘五郎に与えてよいか、春木割りが済

んだら一先ず御山から帰ってよいか、といったも

ので伺いの通りとされている。5 月 30 日条（目）

に、島守御手山春木を鬼柳清作が見分し、989 間

割った旨が報告されている。他に松角 12 本あっ

た。6 月朔日条（目）に、御手山御用が終わり、

葉山は帰った旨報告した。その後は川流しである

が、7 月 27 日条（目）に、春木流し人足の申し付け、

およびいかだ乗り 6 人の御雇の手配が勘定頭へ指

示された。9 月 20 日条（勘）に、島守村三郎兵

衛に対して里四郎山の春木を 25 日より川寄せ賦

り方、および川流しを命じている。9 月 22 日条

（目）に、右の島守村の春木かと思われるが、御

手山春木 760 間余をとくに湊まで川下げすること

とし（石手洗ないし新井田で揚げずに直接湊まで

流すことにしたものか）、積み方がよいので増量

の 800 間の積りで渡し、残り 200 間は来春渡すこ

ととしている。春木奉行のもとで、島守村の百姓

が手付や世話人となって、春木割りや春木流しの

実際を担っていたことになる。川流しの時期が遅

くなってが、明和 4 年 4 月 25 日条（目）に、藩は、

御手山春木・御焼料の川流しの願い出は、用水障

りにならないよう、仕付け後とし、百姓の障りの

ない時節にするよう指示している。先に苗代の時

期と重なることが迷惑となっていたが、藩はそう

した願いに応え、春木流しの時期を遅らせるよう

にしたのであろう。 

　明和 5 年（1768）3 月 7 日条（勘）に、来る 12

日、軽米の円子より春木の川流しをするので、島

守村より去年の通り流し方案内の者 6 人に申し付

け、円子まで行かせるよう代官重茂惣太夫へ申し

渡している。この 6 人というのは、人数が同じな

ので明和 3 年の「いかだ乗り」に相当するだろう

か。この頃には島守村より上流の御手山からも春

木伐り出しが行われるようになり、春木流しの技

術にたけた島守村の百姓がその地に派遣されて指

導していたことになる。 

　さて、「御春木割賃」について、『秘鑑』につぎ

のような事例が記載されている。年不詳である

が、「御焼料春木」を軽米の尾田山で伐らせたさ

いの 560 貫文の「入方割付」で、八戸廻は高 2591

石 086 の出銭 196 貫 54 文（御蔵、但入作・在入

作・諸御免高幷御役御免之高、御春木賦方相勤

候村方相除）、長苗代通は「附上」の村方なので

御免、名久井通は高 1657 石 378 の出銭 148 貫 301

文（御蔵諸御免高幷無役高相除）、軽米通は高

1146 石 027 の出銭 102 貫 544 文（同断）、久慈通

は高 1264 石 681 の出銭 113 貫 160 文（同断）、合

計 6259 石 172 の出銭 560 貫 63 文（1 石につき 85

文 9 分）であった（工藤編　1991：706）。「割賃」

を八戸藩全体の村に負担させようというもので、

春木の賦方（運搬）や附け上げに従事した八戸廻・

長苗代通の村は除かれていた。前述のように島守

村も免除された村であっただろう。 

　ただし、石手洗・新井田木場からの附け運びの

御用人足は幕末まで続き、惣高割方式の賦課には
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変わりがなかった。文久 2 年（1862）『八戸廻御

代官御用留』（酒井編集　1997：157）にも、10 月

2
ママ

7 日条に「御焼料春木御入方割付」とあり、右

の「御春木割賃」に相当するものと思われ、「御

蔵本役安役」の八戸廻高 2692 石 113 に割り振ら

れていたことが知られる。ただし、「附揚村方ハ

相除」とあって、運搬に携わった村は除かれるこ

とになっていた。この史料にも、石手洗村からの

「賦方」の記事が散見し、たとえば 5月 25日条には、

「御焼料春木賦方割付」として、6 間八戸廻町分

で下台所行、6 間同所柏崎村分で 3 間御鳥屋行・

3 間大部屋行、8 間同所新井田村分で下御台所行、

明日 26 日の「賦方」仰せ付けられとみえる（酒

井編集　1997：23）。また、他日にも坊主部屋行、

御広敷行、鮫御陣屋御用、根城八幡御神事御用な

どへ運んでいる。こうした人足を出した村が入方

割り付けを免除されたのであろう。 

　春木奉行の差配による島守村御手山からの薪材

の伐り出しは、18 世紀後末期頃より藩日記から

にはみられなくなる。藩の直営方式から請負形式

に次第に変化していったからかと思われる。島

守村だけではその変化の状況は子細にわからない

が、島守村村上家文書（八戸市立図書館所蔵「村

上家古書及古文書目録」古文書之部 76）の天明 6

年（1786）9 月『島森村当御歳貢金并諸出金上納

元扣帳』（名主治五平）によると、「御焼料春木代」

として、41 貫 132 文（高 1 石に付 53 文 6 分 8 厘

7 毛）を未（天明 7 年）2 月 5 日に上納したとある。

「御焼料」というのは藩御用を意味するが、この

頃にはすでに春木伐採が藩直営ではなく、請負制

に変化していたことを反映しているのであろう。 

　時代が下るが、文化 12 年（1815）3 月 19 日条（勘）

によると、六日町太次兵衛が請け負って島守郷山

より伐り出し、先頃流した「御焼料春木」が春木

留を破って川下へ流れてしまった（後述）。「請負」、

「御焼料春木」とあるので、藩御用の春木の伐採

と川流しを町人が請け負っていたことになろう。

文化 12 年 6 月 7 日条（勘）に、石手洗村作太郎が「御

請（負ｶ）」の春木を湊川口まで川通しをしたいと

いって証文を願い上げ許可となっているが、これ

も藩御用のものであろうか。。島守の甚右衛門頂

戴御山のうち 100 間、同村山田の孫四郎頂戴御山

70 間、同村狄館の兵二郎頂戴御山 100 間の計 270

間であった。文化 14 年 3 月 17 日条（勘）に、八

戸塩町の多兵衛が、「御炊料春木」を軽米郷上館

村忠右衛門持山から伐り出すことを去年秋に願い

出て許可のところ、間数不足により、その分を島

守郷七枚田村六兵衛、同郷江花沢村三四郎頂戴の

御山で調え伐り出すことになっている。このよう

な町人請負が一般的になっていったのだと理解し

ておきたい。 

 

４　春木山願いと川通し証文 

 　藩御用の他に百姓（山守が多いか）・町人が礼

金を上納して春木山の伐り出しを認められるケー

スも『八戸藩日記』には少なからず記載されてい

る。春木以外に木材（角・鹿料、船木など）、あ

るいは御山願い（春木山も含まれるか）とある

ものはここでは取り上げないが、島守村が材木の

伐り出し地でもあったことは念頭に入れておきた

い。 

　島守村の春木山願いの早い事例としては、元禄

17 年（1704）2 月 12 日条（目）に、島守村長右衛門・

同村三右衛門が同村甚五右衛門を請人として、山

根のうち大峠山を春木山に願い出ている。礼金

20 両と松五寸角 50 本を差し上げる条件で、礼金

10 両は只今、残りは 2 月中差し上げとされてい

る。宝暦 2 年（1752）12 月 10 日条（目）によると、

山守甚右衛門が島守村長坂で春木 50 間を願い出、

また同村三郎兵衛が黒坂で春木 30 間余を願い出、

両人の礼銭は 1 貫文で認められた。このような形

がポピュラーであったか。 

　宝暦 11 年（1761）10 月 10 日条（勘）に、島守

村円兵衛よりの春木がらみの願いが出され、藩が

それを却下したことが記されている。円兵衛は、

これまで所々の「売山」を申し受けたが春木を

売り兼ねて、その「入方銭」の「金主」に訳が立

たず迷惑している、そこで先年藩に預けていた銭

1600 貫文余（貸上金を指す）の「御預り御証文」

を差し上げるので、大鳥山を残らず下されたい、

その払金で金主へ訳立ちたい、というものであっ

た。いつの貸上金かは未確認であるが、すでに寛

延 4 年（1747）以来、円兵衛が不相続になり貸上
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金の返金願い、あるいは御山願いを出していたこ

とが知られ（同年 9月 13日条（目）、12月 1日条（目）

など）、春木山を手に入れても思うように売れず、

金主（城下商人であろうか）からの借金で春木山

経営が苦境に陥っていたことを示している。円兵

衛は島守村の名主を勤めるほどの地元の有力者で

あったが、明和 2 年（1765）冬「欠落」している

（明和 3 年 2 月 17 日条（勘）、同 2 月 22 日条（勘））。

円兵衛一件については、さらに検討を必要として

いる。 

　明和 4 年（1767）には島守村の世増山が「売山」

となった。3 月 8 日条（目）に、世増山の立木を

島守村の者の助けになるとして売り出すことに

し、礼銭 50 貫文で望みの者を募った。3 月 25 日

条（目）に、望む者は誰もいなかったのであろう、

世増山の売山願いの者の礼金が過分に少ないので

許可できない、しかし売山がなくては漁時および

酒屋一同の差支えになるので春木山としたので

あって、御用金を出した近江屋市太郎、大塚屋伊

兵衛、美濃屋三右衛門の城下町商人 3 人へ世増久

太郎山を下されることにし、町奉行よりその三人

へ春木を割らせ、湊・酒屋の通用になるよう申し

渡している。川通しは勝手次第とされている。円

兵衛一件もあって、島守村の百姓は売山経営に名

乗りを上げなかったことになる。むろん、伐り出

しや割り木、運搬などには地元の村民が雇われた

ものであろうが、その実態解明にまでは踏み込め

ない。いずれにしても、18 世紀半ば以降、こう

した礼金上納による「売山」形式の春木の供給が

一般的かつ盛んになっていったものと思われる。 

　つぎに、こうした春木の川流し（川通し）願い

についてみよう。島守村が関係している春木の川

流し事例を網羅的とはいかないが、目についた範

囲内で『八戸藩日記』から拾い出してみたのが、

以下の事例である。いずれも藩によって許可され

たもので、年月日条、川流しの願人、春木間数、

そして川流しの区間、の順に示しておいた。 

①寛政 2 年（1790）6 月 6 日条（勘）／石手洗村

作兵衛／春木 659 間、栗五六角 30 本（軽米通

での伐り出しか）／～島守村水吉 

②寛政 3 年 5 月 22 日・25 日条（勘）／石手洗村

作兵衛／春木 650 間、軽米通円子村で伐り出し

／島守境水吉～湊川口　＊島守境水吉までの川

通しも願い、許可 

③文化 7 年（1810）年 6 月 4 日条（勘）／石手洗

作太郎／島守村右門次郎山より伐り出しの春木

250 間、晴山彦四郎山より伐り出しの 750 間、

計 1000 間／晴山～湊川口 

④文化 7 年 6 月 9 日条（勘）／新井田又右衛門／

松春木 300 間、市ノ沢郷笹子市十郎山で伐り出

し／島守村松石～湊川口 

⑤文化 10 年 5 月 19 日条（勘）／石手洗作太郎／

春木 500 間島守村孫助山、200 間同村牧三郎山、

100 間甚右衛門山、150 間孫助山伐り出し、計

1000 間／～湊川口 

⑥文化 11 年 5 月 7 日条（勘）／六日町太次兵衛

／松春木 780 間、島守村藤三郎・右衛門太頂戴

山相談し売山、御炊料／～湊川口 

⑦文化 12 年 6 月 7 日条（勘）／石手洗村作太郎

請負の春木／島守村甚右衛門頂戴御山 100 間、

同村山田の孫四郎頂戴御山 70 間、同村狄館の

兵二郎頂戴御山 100 間、計 270 間／～湊川口 

⑧文化 14 年 5 月 26 日条（勘）／是川村金次郎／

松春木 600 間、島守村兵太郎・同村孫六頂戴の

両山「売山」伐り出し／島守川～湊川口、干水

につき御炊料の川通し支えないよう代官へ達す 

⑨文政元年（1818）年 7 月 19 日条（勘）／石手

洗村作太郎／松春木 250 間、笹子助右衛門山で

伐り出し、同 220 間、島守村角金右衛門太山で

伐り出し／（不記） 

⑩文政 2 年 3 月 10 日条（勘）／朔日町喜兵衛／

島森村治助山売山、松春木 200 間伐り出し／島

森川～湊川口 

⑪文政 3 年 3 月 25 日条（勘）／朔日町喜兵衛／

松春木 500 間、うち 300 間市野沢村長次郎山・

200 間島守村孫四郎山／島守川～湊川口 

⑫文政 3 年 6 月 15 日条（勘）／石手洗村作太郎

／島森村三右衛門山・同所孫四郎山より松春木

500 間伐り出し／島森村～湊川口 

⑬文政 4 年 6 月 13 日条（勘）／石手洗村作太郎

／松春木三百間、島守村山口の彦市（の山か）

／島守村～湊川口 

⑭文政 4 年 7 月朔日条（勘）／朔日町喜兵衛／松
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春木 400 間、島守村五郎右衛門・同村孫次郎の

山調え売山伐り出し／～湊川口、牛難渋の場所 

⑮文政 8 年 5 月 25 日条（勘）／十日一村与五右

衛門／島守村喜右衛門無心につき雑木春木 100

間／島守村～湊川口 

⑯文政 8 年 6 月朔日条（勘）／石手洗村作太郎／

松春木 400 間、雑木春木 20 間／島守川～湊川

口 

⑰文政 8 年 7 月 21 日条（勘）／新井田村甚之助

／雑木春木 25 間、島守村巻の右衛門太、去申

年頂戴川流残木／（不記） 

⑱文政 11 年 5 月 29 日条（勘）／石手洗村小兵衛・

助治郎／雑木春木 20 間、島守村巻の市右衛門

頂戴御山で焼料伐り出し／同所川～湊川口 

⑲天保 2 年（1831）6 月 12 日条（勘）／逸見元次

郎／島守村巻の市右衛門山で炊料として雑木春

木 50 間調え／～石手洗 

⑳天保 2 年 6 月 12 日条（勘）／八戸三日町忠七

／軽米郷高家村久作頂戴御山より松春木 300 間

伐り出し／島守境～湊川口 

㉑天保 2 年 6 月 19 日条（勘）／逸見元次郎／焼

料雑木春木 50 間、島守村巻の市右衛門山より

買調／～新井田橋　＊⑲記事と重複か 

㉒安政 4 年閏 5 月 5 日条（勘）／石手洗村作兵衛

／松春木 200 間、軽米郷車門村三右衛門山より、

同 200 間、島守村円兵衛山より／～湊川口迄 

㉓安政 5 年 4 月 13 日条（勘）／石手洗村作兵衛

／松春木 300 間、軽米郷車門三右衛門山、100 間、

島守村円兵衛山の売木伐り出し／～湊川口 

㉔元治元年（1864）7 月 29 日条（勘）／島守村世

増久太郎／雑木春木 30 間、島守境水吉より売

木伐り出し／～湊川口 

この他に、文久 2 年（1862）『八戸廻御代官御用留』

（酒井編集　1997）にも、文久 2 年の島守村か

らの春木伐り出し事例が拾えるので、それも追

加しておこう。 

㉕ 6 月 27 日条／石手洗村作兵衛／松春木 200 間・

雑木春木 100 間（軽米郷鶴飼村千助山）、松春

木 100 間（古里村兵太郎山）、頂戴の御山より

売木伐り出し／島守村水吉川～湊川口 

㉖ 8 月 4 日条／石手洗村辰之助、雑木春木 100 間、

島守村治五平頂戴の御山で売木伐り出し／同所

川～湊川口 

㉗ 9 月 4 日条／島守村江花沢三四郎／松春木 200

間、島守山で頂戴伐り出し売木／同所～湊川口 

㉘ 10 月 29 日条／新井田村又右衛門／春木 150 間、

島守村上ノ山源右衛門頂戴の御山で売山伐り出

し／同所川～湊川口 

　これらは、寛政期以降の川流し願い・許可であ

る。願人となっているのは、石手洗村作兵衛、新

井田（村）又右衛門、石手洗作太郎、六日町太次

兵衛、是川村金次郎、朔日町喜兵衛、十日一村与

五右衛門、新井田村甚之助、石手洗村小兵衛・助

治郎、八戸三日町忠七、島守村世増久太郎、逸見

元次郎、石手洗村辰之助、島守村江花沢三四郎で

ある。石手洗村作兵衛が最も多く、作兵衛・作太

郎・作兵衛は同家を継いでいる者たちなのであろ

う。石手洗村では他にも小兵衛・助治郎がおり、

また新井田村も又右衛門・甚之助がいる。石手洗

村・新井田村は川を流してきた春木を川から揚げ

て集積しておく場所（春木場）で、ここから八戸

町へ運搬したので、このように春木を扱う業者が

生まれ、資金力を持って島守村での春木伐り出し

にも積極的に乗り出していたものだろう。ついで

多いのは、八戸城下の朔日町、三日町、六日町の

町人たちであった。それに対して伐採地の島守村

では幕末期の世増の久太郎しかいない。是川村の

金次郎も地元業者といってよいが、資金力の差が

あってそれほど参入できなかったものだろう。な

お、逸見家は藩主一族で、自らの炊料（薪材）の

確保のために直接買い調えに動いている。 

　島守村の春木伐採山であるが、島守村右門次郎

山、島守村治助山、島守村巻の市右衛門山、治五

平頂戴御山、などのように、ほとんどが個人名の

名前がついた山からの伐り出しとなっている。右

門次郎らは最初に述べた山の所持権を認められた

山守たちで、山守は自分の持山（頂戴山）の松木・

雑木を春木としてさかんに売却していた様子を示

している。 

　春木流しであるが、島守村からの流し場が定

まっているわけでなく、伐り出し地に近いところ

から流したのであろう。島守村水吉の地名がみら

れるが、水吉は八戸廻代官区と軽米通代官区の八
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戸廻側の境にあり、①②の事例は代官区の違いか

ら、同じ川通しでもそれぞれ許可を取っているの

だといえよう。川流しの終着地は、⑲・㉑の逸見

元次郎が石手洗・新井田橋であるのを除けば、湊

川口である。これらの春木は主要には八戸町向け

というより、湊・鮫など浜通の需要に応えるため

のものだったことになる。浜通は鰯漁のさかんな

ところで、鰯からの〆粕・油を国産物化していた

ので、その生産を支えるための松春木・雑木春木

の島守村などでの伐り出しであったかと推測され

る。その結びつきについては詳細が明らかにされ

ねばならない。 

　いつ川流しをしたのかその月日まではわからな

いが、日記記載日（許可日）からそれほど懸け離

れた時期とは考えられないので、おおよその見当

はつく。記載日からみると、3 月から 10 月まで

となっているが、6 月が最も多く、5 月と 7 月が

それに次いでいる。先に指摘した 18 世紀前期と

それほど変わっていないことが知られる。新井田

川の水量が多い梅雨期が川流しに最も適した時節

であったのであろう。 

 

５　洪水と春木 

 　すでに少し触れたことであるが、新井田川が

洪水となったさいには木材や春木などが押し流さ

れるという被害が出ていた。ここでは流された春

木に絞って、事後どのように扱われたのか述べて

おこう。 

　延享 2 年（1745）8 月 10 日条（勘）によると、

前述のように島守八百山の春木 320 間が洪水の被

害に遭った。春木留が破れ、押し流されてしまっ

た。湊川口奉行へ、人足を遠慮なく名主へ申し付

け、船など出させて海に流出してしまうのを留め

るよう達している。また、春木奉行漆沢惣十郎、

八戸廻代官田村治五平には橋々を見分させて、春

木を取り上げさせた。湊で 10 間、新井田で 8 間

をそれぞれ引き揚げることができたものの、過半

は海へ流されてしまった。そこで、川筋、海とも

に寄り次第取り上げるように命じている。　 

　宝暦 13 年（1763）8 月 15 日夜より 16 日朝まで

激しい東北風を伴った大雨が降って山崩れ・出水、

常水より 2 丈余の洪水となり、高 2 万石のうち 1

万 9781石余にも被害が及んだという。流家 298軒、

潰家 162 軒、溺死 3 人、流失牛馬 43 疋（馬 35 疋、

牛 8 疋）などと損毛覚の届書には書かれているが

（9 月 27 日条（目））、春木の流失被害も大きかっ

た。8 月 21 日条（勘）によると、新井田村作兵衛・

嶋守村円兵衛がかねて頂戴していた春木がこのた

びの洪水で残らず流れてしまい、湊外の須賀間の

須賀へ打ち寄せられた。両人は、御用御春木は藩

の「御取上」とし、そのほかを下されるならば手

前のほうで取片付けたい旨の願書を出して許可さ

れている。8 月 24 日条（勘）に「春木元流失覚」

に、石手洗村春木 582 間のうち 240 間残り・342

間流失、新井田村 600 間残らず流失、新井田村去

年残の 750 間のうち 200 余残り・550 間流失、湊

村新古 550 間残らず流失（川岸上の春木共）、合

計 2482 間余のうち 440 間余残り・2042 間流失と

記載されている（他、松角も残らず流失、数量省

略）。これらの木材、春木は「須賀」（砂浜）や、

川筋の田向・類家・下新井田・寺地に打ち寄せた

が、角類には極印、春木には 1 間に 4 ～ 5 本ずつ

へ極印が打ってあった。この極印によって、春木

が誰のものであるか判別できるようになっていた

といえよう。なお、流木については、取り上げた

者へ 20 分 1 が下され、他は証文頂戴の木主へ下

されることになっていた（9 月 14 日条（勘））。 

　文化 12 年（1815）3 月 19 日条（勘）にも、六

日町太次兵衛が請け負って御焼料春木を島守郷山

より伐り出して先頃流したが、春木留が破れ川下

へ流れることがあった。石手洗村土場詰めの西村

悦太夫より御山目付太田喜満多へ申し出たが、同

人が近在に出て居らず、八戸廻代官 1 人・徒目付

1 人・近廻り御山奉行 4 人が出て、新井田村・湊

村に人足を出させて流失木を取り上げさせてい

る。 

 

６　おわりに 

 　以上みてきたように、島守村は新井田川を利

用して、八戸城下や湊への春木の供給地としての

役割を担っていた。このため島守村の人々は山

守をはじめとして、その生業のなかに春木伐り出
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し、春木流しが深く根付いていたことがうかがわ

れる。しかし、輪郭をなぞっただけで、史料の解

釈も曖昧なところがあり、立ち入って検討できた

わけではない。また、八戸藩全体における春木の

需要と供給、そこに関わる藩役人や業者、資本に

ついても不明なことばかりで、島守村がどのよう

な位置をあるか示すことができていない。今後に

残された課題ばかりである。今後の地域史による

解明を期待したい。 

　ここでは取り上げなかったが、島守村は八戸

藩の「御用炭」の生産地でもあった。『八戸藩日

記』にはそうした関係記事もときおりみられ、と

くに島守村のうち古里が役炭の上納を果たしてい

た（宝暦 14 年〈1764〉3 月 14 日条（勘）、明和 3

年〈1766〉9 月 15 日条（勘）、安永 5 年〈1776〉8

月 27 日条（勘）など）。『秘鑑』によると、安永

7 年（1778）であるが、古里の上納炭は起炭 3683

貫 566 匁 8 分 5 厘を一年間通して「下御台所」に

付け上げることになっており、36 石 884 の年貢金

と差し引きされていた（工藤編　1991：605）。春

木ばかりでなく、こうした炭や角材なども含めて

島守村の林業が成り立っていたのである。 
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八戸藩の狼荒と対処
―八戸藩庁日記から―

東北歴史博物館

村上 一馬

1　はじめに

　近年、東北地方でも鹿や猪の生息域が急速に拡

大して、農林地の被害が増加している。同時に現

役の猟師が減少しており、こうした野生獣への対

処に苦慮している地域が多い。たとえば牡鹿半島

では杉の植林が鹿に食い荒されて、表土が流出し

ている斜面が散見される（写真 1、2016 年 9 月撮

影）。猪も増殖しており、宮城県色麻町では水田

の畦が掘り返されるなどの被害が出始めている。

こうした状況の中で、かつて鹿や猪の天敵であっ

た狼を再評価しようとする試みも現れている。狼

が復活すれば、鹿や猪を捕食し、それらの繁殖を

抑えてくれるだろうと期待しているわけである注 1）。

　しかし、狼は鹿や猪のような農害獣だけを食べ

ていたわけではなかった。江戸時代の記録をたど

ると、人が大切に飼育する馬を襲い、ときには人

を喰い殺すこともあった注 2）。狼は人の生活をお

びやかす恐ろしい野獣であったことを八戸藩の藩

日記に見ることができる。そうした八戸藩での狼

による被害、すなわち狼荒とその対処についてを

考察したい。

　八戸藩には「目付所日記」、「勘定所日記」、「用

人所日記」と呼ばれる 3 種の藩日記があり、八戸

南部家文書として原本および複写本が八戸市立

図書館に所蔵されている。「目付所日記」は寛文

5 年～明治 2 年（1665 ～ 1869）の 271 冊であり、

家老へ上申された事項を目付支配の物書が書き留

めたもので、八戸藩政を知る上での基本史料であ

る。「勘定所日記」は貞享 2 年～明治元年（1685

～ 1868）の 121 冊であり、猟師を含む領民の記

事が多く記載されている。「用人所日記」は享保

8 年～明治 2 年（1723 ～ 1869）の 158 冊であり、

藩主の家政など側廻りの記事が記載されている。

この 3 種の藩日記、全 550 冊を当事業で悉皆調査

した。そして、その中から狩猟関係の記事すべて

を抽出して翻刻し、『八戸藩庁日記狩猟関係史料

集』として発行した注 3）。同史料集には狼に関す

る記事が 130 点ほど掲載されており、それを元に

して八戸藩の狼荒を述べてみたい。以下、3 種の

藩日記を「八戸藩庁日記」と総称し、『八戸藩庁

日記狩猟関係史料集』からの引用は『史料集』と

略記し、史料№を付した。なお、小論で引用した「八

戸藩庁日記」の記事はすべて『史料集』に掲載さ

れているので、詳しくはそちらを参照して頂きた

い。

2　狼とは

（１）狼の表記

  かつて東北地方では狼をオイヌ・オイノと呼び、

その呼称は宮城県内の狼
おいのがわら

河原（登
と め

米市東
と う わ

和町）、

狼
お い の す

の巣（気仙沼市本
もとよし

吉町）、狼
おいぬつか

塚（加
か み

美郡加美町）、

狼
おいぬさか

坂（仙台市青葉区 星
せいりょう

陵 町）などの地名として
写真 1　牡鹿半島の杉植林地（鹿に食い荒されて表

土が流出、2016 年筆者撮影）
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残されている。

　橘南
なんけい

谿が天明 4 ～ 6 年頃（1784 ～ 86）、羽州

小
こ さ が わ

佐川（現秋田県由利郡象
ひさかた

潟町小砂川）の人びと

が狼をオニと呼んでいたことを紹介している注 4）。

はじめ南谿は「鬼
おに

出て人をとり食
くら

ふ」という話を

聞いて、その鬼は腰に虎皮のふんどしを着けてい

るのか、などと一笑に付していた。だが、行きあ

う人々が口々に恐ろし気に語るので、よくよく尋

ねると、犬より少し背丈や口が大きく、狼
おほかみ

とも言

う、と聞いて仰天する。当地ではオホカミをオニ

と呼ぶことが判然として、恐る恐る旅立ったこと

を『東遊記』（寛政 10 年 [1798] 刊）に書いている。

これは狼の別称のオイヌ・オイノが訛り、オニと

聞き違えたものであろう。近年まで東北各地で狼

をオイノと呼んでおり、たとえば岩手県の陸前高

田や遠野の出身者からも確認できる注 5）。

  しかし、「八戸藩庁日記」にはオイヌ・オイノに

相当する表記は見えず、ほとんどが「狼」と書か

れている。なかには初めに「大かめ」と書いてか

ら、「狼」と書き直したものもある注 6）。ほかにも「大

かミ」、「大かみ」、「おふかミ」という表記が見ら

れ注 7）、「狼」をオオカメ・オオカミ・オウカミと

発音していた注 8）。

  この「狼」を「犬」や「山犬」と表記することもあっ

た。

①「狼ノ子」4 疋（匹、以下疋と表記する）を取り、

「母犬」1 疋を射殺した。

②「狼之穴」で「母犬」1 疋と子 3 疋を射殺した。

③「狼ノ子」5 疋を捕獲し、うち 4 疋が「女犬」であっ

た。

④「男犬」の「狼」1 疋を捕獲した。

⑤「山犬荒れ」によって馬が取られたので、「犬狩」

をして「子犬」3 疋を捕獲した。

⑥「男山犬」1 疋を捕獲した注 9）。

　母狼を「母犬」（①②）、女狼を「女犬」（③）、

男狼を「男犬」（④）と表記している。このよう

に狼を「犬」と表記しているわけである。⑤は山

犬を犬狩りして「子犬」を捕獲している。八戸藩

では、狼と犬の捕獲を奨励し、それぞれに異なる

額の褒美を与えていた。その詳細は後述するが、

褒美額から⑤の子犬は子狼であることがわかる。

⑥の男山犬は男犬ではなく、男狼の褒美額を与え

ている。

　いずれも「勘定所日記」の記録であり、八戸藩

では狼を「山犬」、女狼を「女犬・母犬」、男狼を「男

犬・男山犬」、子狼を「子犬」と表記する場合があっ

た。つまり、狼を「犬」や「山犬」とも表記して

いたわけである。ただし、狼を「犬」と表記する

場合は、「狼」と判るように記述して、狼の内訳

として「女犬・母犬・男犬・子犬」と略記してい

るに過ぎない。したがって、狼と犬を混同してい

たわけではなく、双方を明確に区別していた。

　もっとも、八戸藩以外では、山犬と狼と犬はそ

れぞれ異なる別種と捉えていたのかもしれない。

たとえば、『和漢三才図会』（正徳 3 年［1713］）や『本

草綱目啓蒙』（享和 3 年 [1803]）では狼（おほかみ）

と豺（やまいぬ）と犬（いぬ）の三者を別種とし

て記述している注 10）。

　「張州雑志」（寛政元年［1789］）には、犲は俗に「山

ノ犬」と言い、狼と犬が交わり生まれる。その性

質は悪く、狼と違って昼も現れて人を害す、とあ

る注 11）。盛岡藩では山犬を「カセキ」と呼び、「盛

岡藩領産物不審物図」（江戸後期）には、狼の類

で少し小さく、「至テ希ナリ」とある注 12）。このよ

うに犲、山ノ犬、カセキと狼は異なることが記録

されていた。しかし、明治 18 年（1885）の岩手

県勧業課の記録には狼を「方言、ヲホカミ、カセギ」

とあり、狼とカセギを区別していない注 13）。カセ

ギ（山犬）と狼が明治期には混同されていったこ

とが窺われる。

（２）生息状況

　八戸藩領内では、狼はどのように生息していた

のだろうか。それを考えるために、八戸藩庁日記

から狼の捕獲記録一覧を表１（巻末）に集約した。

これから捕獲場所を見ると、1700 年までは妙
みょうの

野の

記録が目立つ。これは、妙野など藩営牧の馬を襲

う狼がいて、それを当時の八戸藩が懸命に駆除し

ようとしていたからである。ほかは主に村や村の

近くで捕獲されたものであり、山中での捕獲は弘

化 4 年（1847）の荒巻山、安政 4 年（1857）の久

慈平嶽の 2 件に限られる注 14）。したがって、狼の
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多くは牧や村の近くに生息していたと思われる。

　表 1 には 123 疋の狼捕獲記録があり、その内訳

は男狼 9 疋、女狼 10 疋、子狼 68 疋、不明 36 疋

であり、子狼が 78％（不明分除く）を占める。

熊の場合は大半が利用価値の高い成獣であり、子

熊の捕獲は少なかったが注 15）、それとは対照的で

ある。これから八戸藩側が狼の持続的生息を望ま

ず、狼を根絶やしにしようとしていたことが窺わ

れる。

　貞享 3、4 年（1686、7）は藩営の牧である広
ひ ろ の

野

や妙野の御野馬（牧の馬）注 16）が狼に襲われるこ

とが続いた注 17）。その間の貞享 4 年 4 月に巣穴の

狼の子を捕獲している。百姓たちが「狼穴」を見

つけて、子狼 9 疋を捕えた。大穴を掘ってその子

狼を入れておいたら、母狼 1 疋も穴へ落ちたので、

それも獲ったとある（①）注 18）。子狼を穴に入れ

て母狼を誘い込む手法などは、狼の母性本能を利

用したもので、少し胸が痛む。このとき、狼の巣

穴 3 つ分の褒美が与えられており、子狼 9 疋は 3 ヶ

所の巣穴で捕獲されていた。

  また、正徳元年（1711）には嶋
しまもり

守の古里で「狼

之穴」を見出し、母 1 疋と子 3 疋を打ち殺してい

る（②）注 19）。ほかにも久慈（③）、軽
かるまい

米村山田（④）、

種
たねいち

市大屋（⑤）、大野郷（⑥）、種市村（⑦）、山形待ヶ

沢（⑧）、久慈平嶽（⑨）にて子狼をそれぞれ 6 疋、

6 疋、5 疋、5 疋、3 疋、4 疋、3 疋捕獲している注

20）。これから狼は 1 つの巣穴で 3、4 疋（平均 4．

1 疋）の子を産み、育てていたことがわかる。

　①～⑨の記録月日を新暦に直すと、5 月 3 日

（⑥）、5 月 17 日（①・⑤）、5 月 25 日（③・⑦）、

6 月 7 日（④）、6 月 10 日（②）、6 月 15 日（⑨）、

8 月 6 日（⑧）となる。⑧を除くと、いずれも 5

～ 6 月であり、この時期に狼は子育てをしていた

ことがわかる。⑥の子狼は一両日以前に生まれた

ようで、目も明いていないという。ということは、

狼は 5 月初めに子を産み、8 月過ぎまで巣穴で子

育てしていたわけである。

3　狼荒と対処

（１）人身被害

　狼は人を襲い、喰い殺すことがある野獣であっ

た。寛文 8 年（1668）、その人喰い狼が白
しろがね

金村（現

八戸市）で捕獲された注 21）。だが、狼であれば無

条件に射殺できるわけではなかった。

　元禄 8 年（1695）8 月 1 日から 6 日に軽米通（現

九戸郡軽米町）と葛
くずまき

巻通（現岩手郡葛巻町）で狼

が 3、40 人を負傷させ、3 人を殺した注 22）。さらに、

種市通（現九戸郡洋
ひ ろ の

野町）でも狼が殊のほか荒れ

て、夜には人家へ駈け込む込むという騒ぎがあっ

た。死傷者が 3、40 人というのは尋常でなく、当

時の八戸藩ではこうした狼荒が起きていた。しか

し、この元禄年間は幕府による生類憐み政策のた

めに、害獣を射殺する前には、まず追い散らすと

いう手順が必要とされた。そこで、このときも空

砲で狼を威す威鉄砲が手配された注 23）。

　宝永元年（1704）にも狼が人を死傷させた。山

根通（現八戸市）で狼が人や馬を襲った（「あ
仇

た

い
致

たし」）ので、「番筒」すなわち用心用の鉄砲が

貸し出された。さらに軽米通でも狼が荒れて、「人

を取殺」したので、狼荒がある間に限って鉄砲が

貸し出された注 24）。

　この生類憐み政策は宝永 6 年（1709）に徳川綱

吉が死去すると、すぐに解除された。その後の宝

暦元年（1751）、新
に い だ

井田湊通（現八戸市）で狼荒

れによって人や馬が怪我した注 25）。このときは鉄

砲打（御鳥討）が派遣されており、おそらく実弾

で狼を射撃したと思われる。

　さらに宝暦 6 年、狼が人家へ駈け込むという事

件が再び起きた。それが次の記録である。

『史料集』№ 490

「目付所日記」宝暦 6 年（1756）5 月 11 日条。

一、久慈大川目村山口之十兵衛と申者之家

へ狼一疋駈込、男女七人并馬一疋怪我有之

旨訴出、尤狼ハ村之者突留候由

　これは「目付所日記」の記録であるが、同日条

の「勘定所日記」には詳しい記載がある注 26）。そ

れによると、久慈の大
お お か わ め

川目通（現久慈市）の百姓

の家々に狼が駆け込み、貌
（顔）

や顎などを食われて大

疵を負った重傷者が 3 人、貌・耳や背中などに小

疵を負った軽傷者が 4 人、このほか百姓の馬の尾

が少し食われている。
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　家 7 軒で被害があったということは、狼が次々

と家々に侵入して人々を襲っていたことになろ

う。

　ところで、弘前藩や盛岡藩でも多くの人が狼に

襲われていたが、その被害者の大半はこどもで

あった。しかし、本件では被害者全員が大人であ

る。人を食糧として獲ろうとするのなら、こども

を狙った方が容易であろうが、このときは次々と

家に駈け込んで、大人を襲っている。これは人を

捕食するためではなく、狂った狼が暴れまわって

いるように思われる。もしかすると、この狼は狂

犬病に罹っていたのかもしれない（後述）。

　ただし、これ以降の「八戸藩庁日記」には狼の

人身被害の記録が見えない。天保 7 年（1836）に

狼数疋が川端で人の死骸を喰い散らしているとい

う記録があるが、その死骸は雪解けで流れてきた

もので、生きている人を襲ったものではない注 27）。

　以上の「八戸藩庁日記」の記録を表 2（狼によ

る人身被害一覧）に集約した。その結果、狼に

よって死亡 5 人、負傷 39 人の計 44 人が死傷して

いたことが明らかとなった。被害記録は寛文 8 年

（1668）～宝暦 6 年（1756）の 5 件である。この

数は 30 ～ 40 人を 30 人として最小値を合計して

いるので、実際の死傷者数はこれより多かったと

思われる。

　弘前藩でも多くの人が狼に襲われており、「弘

前藩庁御国日記」には元禄 2 年～安永 7 年（1689

～ 1778）に死亡 37 人・行方不明 5 人・半死半生

7 人・重軽傷 39 人の計 89 人の被害が記録されて

いた注 28）。盛岡藩でも同様の被害があり、「盛岡藩

家老席日記　雑書」（以下「家老雑書」と略記する）

には、寛文 2 年～文化 10 年（1662 ～ 1813）に死

亡 23 人、行方不明 4 人、重軽傷 62 人の計 89 人

の被害が記録されていた注 29）。両藩の死傷者数が

同じ 89 人というのは単なる偶然であろうが、い

ずれも甚大な人身被害があった。

　さて、八戸藩の被害者数はその半分であるが、

藩の広さや人口を考慮すると、八戸藩の方が被害

の頻度が多かったと言える。

（２）馬被害

　八戸藩には妙野（現八戸市）と広野（現岩手県

久慈市）の 2 つの藩営牧があり、そこで御野馬が

飼育されていた。その馬を狼が襲い、馬を「取」る、

すなわち奪取して食い殺すことがあった。

　「八戸藩庁日記」から御野馬や在村の馬の被害

を抽出し、表 3（狼による馬被害一覧）にまとめた。

馬が死傷した記録は 27 件あり、このうち狼が取

るなどして死亡したのが 20 疋、負傷は 8 疋であっ

た。内訳は駒（牡）9 疋、駄（牝）10 疋、不明 10

疋である。その年に生まれた当才が 17 疋を占め

ることから、狼は子馬を選択的に襲っていたこと

がわかる。

　妙野 11 疋、広野 13 疋で大半（89％）が牧での

被害記録であり、村内では 4 疋のみである。これ

は藩側が牧の御野馬を重視し、その被害を逐一藩

日記に記録したからであろう。村の馬の被害記録

が少ないのは実数を反映しているとは限らず、こ

れより多くの被害があった可能性もある。

　記録年代には偏りがあり、16 件（59％）が延

表 2　狼による人身被害一覧
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宝元年～貞享 4 年（1673 ～ 1687）の 15 年間に集

中している。のち寛政 2 年 (1790）を最後に馬の

死傷記録は見えなくなり、これ以降は弘化元年

（1844）と嘉永 4 年（1851）に「狼荒」の記録が

見えるのみである注 30）。すると、17 世紀に被害が

頻発したが、18 世紀に減少し、19 世紀に収束し

たといえる。

（３）捕獲方法

　狼荒に八戸藩ではどのように対処していたの

か。その対処法は狼を遠ざけるか、あるいは狼を

獲るかである。

　狼を遠ざけるためには威鉄砲で空砲を放ち、狼

を追い散らしていた。これは元禄・宝永年間の生

類憐み政策下で推奨されていた。宝永 3 年（1706）

7 月に久慈の小
お ぐ に

国村、霜
しもはた

畠村（現久慈市）で狼荒

があり、百姓が威鉄砲を申請したところ、足軽 1

人が派遣された注 31）。本来、この威鉄砲は空砲で

追い散らすためのものであったが、「おとし鉄炮

ニてし
（ 鎮 ）

つまり不申候ハヽ討留候様ニと」指示され

ていた注 32）。つまり、威鉄砲であっても、空砲の

効果がなければ、実弾による射殺も認められてい

たのである。

　享保 10 年（1725）、市
（ 市 野 沢 ）

ノ沢通（現八戸市）での

狼荒の際にも威鉄砲は貸与されており、生類憐み

政策の解除後にも使用されている注 33）。とくに御

野での狼荒に対しては威鉄砲が度々貸与されてい

た注 34）。

『史料集』№ 694

「用人所日記」明和 2 年（1765）8 月 1 日条

一、妙野・廣野狼おとし御用之ゑ
（ 焔 硝 ）

んセう百匁・

ゆ
（ 硫 黄 ）

おふ弐拾匁・鉛百匁例年之通御馬別当申

出、御渡被成ル

　妙野と広野を統括する馬別当が申請し、狼を威

す弾薬として焔硝、硫黄、鉛を例年通りに支給し

ている。鉛は囲炉裏の熱でも溶けるので、簡単に

鋳型で弾丸を作ることができる。標準的な 3 匁 5

分ほどの弾丸ならば、鉛 100 匁から 30 発ほど作

ることができる。そうして作った実弾を発射して

いたのであろう。これ以降、明和 5 年～安永 9 年

（1780）も妙野と広野に「例年之通」に鉄砲 2 挺

が渡されている注 35）。

表 3　狼による馬被害一覧
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　猟師鉄砲だけでなく、威鉄砲でも実弾を発射で

きた。しかし、猟師鉄砲は周年使用が可能であっ

たのに対して、威鉄砲は使用の期間と対象が限定

され、期限になれば返却する必要があった。

　ただし、御野馬にとっての障害は狼だけでな

かった。八戸藩には猪が数多く生息しており、猪

も問題視された。このため猪を威すための鉄砲が

度々貸与されている。猪が馬を喰い殺すわけはな

いが、猪の棲息は馬の養育に何らかの障害になっ

ていたのであろう。本論の主題から逸れるが、八

戸藩庁日記に猪荒は頻出する。『史料集』には、

八戸藩庁日記にある野生獣の記事すべてを掲載す

るように努めたが、この『史料集』の記事数を比

べると、狼 130 点、熊 230 点、鹿 180 点に対して、

猪は 650 点もあり、猪の点数が突出している。そ

れだけ八戸藩は猪荒に苦しんできたことを物語っ

ている。

　話を狼荒に戻すと、その対処法は狼を遠ざける

ために、威鉄砲で追い散らす方法があったが、よ

り効果的であるのは狼を獲ることであった。狼を

獲るには鉄砲、ヤリ、罠、毒などで捕殺したり、

巣穴で生け捕りする方法があった。

　狼の捕獲方法を表 1（狼捕獲記録一覧）から分

類してみよう。すると、狼捕獲の内訳は「狼狩」

が 10 疋、「討上・打殺」が 20 疋、「留上・取上」

が 20 疋、巣穴の子狼を捕ったものが 43 疋、「お

つそ・平おとし」という罠が 3 疋、「毒討」・「突留」・

「鍬にて打殺」が 4 疋、不明 23 疋であった。これ

らの捕獲方法を検討しよう。

　「狼狩」は数百人規模で広範囲に牧を包囲、射

撃する巻狩りであったと考えられる。延宝年間

（1673 ～ 1680）は妙野で御野馬が狼に喰い殺され

ることが頻発した（表 2）。そこで、延宝 3年（1675）、

町奉行・代官・牧の役人らが狼狩場の下見をして、

村々から人足を徴発して狼狩を行っている注 36）。

このとき、大勢で「二山」を狩りして、狼 4 疋を

捕獲した。しかし、人手を要する割に収穫が少な

かったのか、延宝 5 年（1677）以降「狼狩」は行

わず、個別の捕獲へと移行している。

　「討上・打殺」は鉄砲で射殺するものである。

延宝 5 年 5 月、時期を限定して鉄砲で狼を「うち

上」るように指示した注 37）。それにしたがい同年

9 月に野馬守（川井九十郎・中居林与四郎）が妙

野で狼 2 疋を「討上」げて、褒美を付与されてい

る注 38）。  

　宝暦 9 年（1759）、早坂村（現久慈市）の馬宿

で狼が犬を食い殺し、馬を半死半生にした。そこ

で、又右衛門という者が狼を「打殺」して、それ

を五人組と名主が連名で報告している注 39）。ただ

し、この「打殺」が鉄砲で撃ち殺したのか、ある

いは棒などで打ち殺したのかわからない。

　そもそも「うつ・打・討」は多様な意味を持つ

語であった。寛保 3 年（1743）、長
ながなえしろ

苗代で馬を襲

う狼を百姓が捕獲したが、それが「勘定所日記」

では「打ころし」とあるが、「目付所日記」では「毒

討」と表記している注 40）。「毒討」は「盛岡藩用人

所日記　雑書」（以下「用人雑書と略記する）に

もある表記で、馬肉などに毒薬を仕込んで、それ

を喰う狼を毒殺することである。つまり、毒薬で

捕殺することも「打・討」と表記することがあっ

た。「打・討」は鉄砲による射殺だけでなく、ひ

ろく捕殺そのものを意味していたわけである。

　「留上・取上」はさらに意味が広く、単に捕獲

して上納したことを意味するだけで、その捕獲方

法はうかがい知れない。また、「留」は捕殺を意

味するが、「取」は生け捕りを含むこともある。

　さて鉄砲による捕獲は 1 疋ずつ射撃するものだ

が、狼の巣穴から子狼を根こそぎ捕獲することも

あった。貞享 4 年（1687）、狼穴にいた子狼を捕

えて、大穴を掘って入れておいたら母狼も穴へ落

ちたことがあった（先述①）。

  また、次のような記録もある。

『史料集』№ 1377

「勘定所日記」弘化 4 年（1847）4 月 11 日条

一、種市村ヨリ狼之子三疋、内二疋者打殺、

一疋者生捕之上牽参候段訴出有之申上候而、

一疋ニ付五百文ツヽ御褒美被成下、尤此度

ハ巣篭り之処江這入、手捕致候ニ付、別段

之御趣意ヲ以一貫文御褒美被成下、但荒巻

山と申場処岩穴ニ而取候よし、生ニて居候

狼ハ取候者江被成下

捕人、弥助
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　種市村で子狼 3 疋、うち 2 疋は打ち殺し、1 疋

は生け捕りにして城下へ牽き連れてきた。1 疋に

つき銭 500 文ずつの褒美を与える定めだが、これ

は狼巣にこもっているところへ這い入って、手づ

かみにしたというので、別に銭 1 貫文（1000 文）

を与える。荒巻山（荒巻村の山）の岩穴で捕った

という。生きている狼は捕った弥助へ与える、と

ある。

　巣穴に入って捕ったことが評価されており、通

常の捕獲方法ではなかったと思われる。盛岡藩で

は牧の近くの巣穴を見つけたら、燻し殺すように

指示していた注 41）。おそらく、八戸藩でも同じく

燻し殺す手法が使われていたのであろう。

　このほかに、八戸藩庁日記には罠で狼を捕獲し

たという珍しい記録が散見される。それを列記し

てみよう。

『史料集』№ 24

「目付所日記」延宝 2 年（1674）2 月 20 日条

一、金浜村ニ而狼一疋おつそニ而取上ル

『史料集』№ 36

「目付所日記」延宝 6 年（1678）8 月 26 日条

一、妙野ニて狼一つおつそニて取上、則為

御褒美代一貫文被下

『史料集』№ 46

「目付所日記」貞享 4 年（1687）9 月 25 日条

一、妙野父
（ 馬 脱 ）

廿二日之晩狼懸、余程之疵付候由、

川井太次右衛門披露、就夫をつそかけ申餌

無之候間、鹿討可申由申上候、其通可然之

由申渡ス

『史料集』№ 1367

「勘定所日記」弘化元年（1844）8 月 4 日条

一、下江苅ニ而狼平おとしにて取候旨、軽

米御代官ヨリ届有之、尤右革差出候節御褒

美被下候旨申達

　「おつそ」（№ 24・№ 36）や「平おとし」（№

1367）で捕獲したとあり、オツソやヒラオトシは

狼を捕獲する猟具であることがわかる。このなか

で「をつそかけ」るための餌がないため、鹿を獲

ることを許可したという記録が留意される（№

46）。ヲツソ（オツソ）は「か
（ 掛 ）

け」るものであるから、

何らかの仕掛け、すなわち罠であることは明白で

あるが、その罠に餌が必要とされている。

　狼の捕獲法方ではないが、『日本山海名産図絵』

には次のように熊の捕獲法が書かれている。

平
ひ ら せ

瀬世
よ す け

補『日本山海名産図絵』注 42）寛政 11 年（1799）

　落しにて捕るなり、是を豫州にて天井釣

と云、又ヲソ
とも云。阿州にておすといふ、 ヲスはヲシ

にて古語也。

其様図にて知るべし、長さ二間余の竹
い か た

筏の

ごとき下に鹿の肉を火に燻
ふす

べたるを餌とす、

又柏の実シャシャキ実なども蒔也、上には

大石二十荷ばかり置く又阿州にて七十五
荷置くといふなりものなれば

落る時の音雷のごとし落て尚下より機
おし

を動

かすこと三日ばかり、その止時を見て石を

除き機
おし

をあぐれば熊は立ながら足は土中に

一尺許り踏入て死することみなしかり注 43）

　オトシ・オス・ヲソという圧殺罠を設置して、

燻べた鹿肉の餌を使って熊を捕獲する方法が示さ

れている。この『日本山海名産図絵』は当時、広

く知られた、言わば百科事典のようなものであっ

たが、これより百年以上前の貞享 4 年（1687）に、

八戸藩では狼を獲るヲソに餌を使う場合が記録さ

れていたわけである。

　この点は、近年まで伝承されてきた熊捕獲用木

製罠の用法と異なる。熊捕獲用木製罠を山形県小

国町金目や新潟県村上市三面ではオソ、秋田県北

秋田市阿仁や山形県小国町小玉川ではヒラオトシ

と呼び、昭和 2、30 年代まで使用していた。その

形態は類似しており、筏状の木組みの上に重しを

乗せて、その下を通る熊などを圧殺する仕掛けで

ある。ただし、この仕掛けに餌を使うことはなく、

誘導柵を設置して、熊を罠へとおびき寄せていた。

それについては田口洋美氏の実証的な研究がある

ので、詳しくはそちらに譲りたい注 44）。その構造

に筆者も惹かれ、これまで宮城県大
た い わ

和町升沢、宮

城県仙台市秋
あ き う

保野
の じ り

尻、山形県小国町若
わかやま

山（写真 2［ム

ジナオソ］）、山形県小国町小
こ た ま が わ

玉川（写真 3）、秋

田県北秋田市阿
あ に

仁において、現地の伝承者に復元
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して頂いてきた注 45）。それらの罠はいずれも形態

が似ており、テコで釣り上げた筏を自動落下させ

るという基本原理は同一である。その一方で、呼

称はシャア（升沢）、オッツ（升沢）、ヒラオトシ・

ヒラ（小玉川、阿仁）というように地域によって

異なる。形態は類似しても、呼称が異なることか

ら類推すると、八戸藩のオツソ（ヲツソ）もヒラ

オトシも類似する構造の木製罠であったと考えら

れる。

　狼だけでなく、熊もこれで獲っていた。寛文 9

年（1669）、八戸藩領の飛地である志
し わ

和村（現紫

波郡紫波町）の砂子沢で熊 1 頭を「ひらニて留」て、

熊胆と熊皮を上納したという記録がある注 46）。こ

の「ひら」はヒラオトシと同一の罠と思われるが、

それで狼だけでなく熊も古くから獲っていたわけ

である。

　狼を毒殺した記録は、寛保 3 年（1743）の「毒討」

のみである（先述）注 47）。狼を「餌待」して獲る

ように指示した記録もあるが（延宝 3年 [675]）注 48）、

毒や餌の利用記録は少ない。他方の盛岡藩では狼

取という専門家を雇って、牧の近くにいる狼を大

量に毒殺していた注 49）。しかし、八戸藩には毒を

使う専門家の記録は見えない。

　「突留」というのは、宝暦 6 年（1756）に狼が

家へ駈込んで 7 人が負傷した際に、村の者が狼を

突き留めたというものである（先述、№ 490）。当

時、八戸藩では猪荒が頻発していた。そのため百

姓の家々には猪用のシシヤリが置かれており注 50）

（写真 4、階上町歴史民俗資料館蔵）、そうしたシ

シヤリでこの狼も突いたのであろう。

　身近な農具で狼を獲ることもあった。天明元年

（1781）、戸
へ ろ

呂町村（現久慈市）の者が狼を「鍬ニ

而打殺」している注 51）。この狼は「病ニ而も付候哉」

とあり、狂犬病に罹患していたのかもしれない（後

述）。ほかには捕獲方法が不明のものが多くあり、

鉄砲やヤリなどの猟具ではなく、手近な鍬や鎌な

どの農具を急遽使った場合もあったのであろう。

狼は給人の鉄砲打や猟師だけでなく、百姓も捕獲

していたからである。

（４）　捕獲者

　八戸藩では多様な人びとが狼を捕獲していた。

表 1（狼捕獲記録一覧）から捕獲者をまとめたも

のが表 4（狼捕獲者一覧）である。これによる

と、狼の捕獲者は足軽などの藩士は少なく（15 人、

12％）、多くが百姓や村の者（72 人、77％）であ

る。すなわち、狼捕獲の主体は一般の領民であり、

これは弘前藩や盛岡藩とは異なる。狼を捕獲する

のは、弘前藩では専ら足軽などの藩士であり、盛

岡藩では過半が狼取という専門家であった。これ

に対して八戸藩の捕獲者は百姓などの領民一般に

頼っていたと言える。八戸藩は表高 2 万石という

小藩であり、狼捕獲の専門家を雇う余裕がなかっ

たのかもしれない。

　このなかで猟師（マタギ）の捕獲が 7 疋（6％）

のみである点が留意される。弘前藩でも猟師（マ

タギ）の捕獲は少なく、藩からの捕獲要請を猟師

が拒否した例もある注 52）。これは、弘前藩の猟師

には鉄砲の使用が認められていなかったという、

独特の藩政の影響も考えられる。弘前藩の猟師は

タテ（ヤリ）1 本で熊を捕獲していたが、狼をタ

写真 2　小動物用オソ（小国町若山、河内洋一氏製作、

2016 年筆者撮影）

写真 3　ヒラオトシ（小国町小玉川、藤田栄一氏製作、

2016 年筆者撮影）
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テのみで獲ることは困難であったからである。

　それに対して八戸藩の猟師には鉄砲が認められ

ていたから、狼を鉄砲で獲ることもできた。

　天明 2 年（1782）に伊
い ぼ な い

保内村（現九戸郡九戸村）

の猟師、忠七が狼 2 疋を打ち留めて、尾・頭を提

出しているが、この忠七は明和 6 年（1769）に鑑

札（「猟師札」）と鉄砲が交付されていた注 53）。安

政元年（1854）に江
え さ し か

刺家村（現九戸村）の猟師、

清三郎も狼 1 疋を打ち留めて、耳・尾・足を提出

しているが、この清三郎も同年に鑑札（「猟師御

鑑札」）と鉄砲が交付されていた注 54）。このように

八戸藩の猟師は鉄砲で狼を捕獲したが、その捕獲

数は多くなかった。

　『史料集』の猟師記録一覧をもとにして注 55）、猟

師の捕獲記録をまとめたことろ、狼 7 疋、熊 41 疋、

猪 40 疋、鹿 0 疋であった。猟師の主な捕獲対象

は狼ではなかった。

　そもそも狼とは生態系の頂点にある捕食者であ

り、生息数そのものは多くなかったであろう。八

戸藩庁日記には野生獣の捕獲・上納記録が頻出し、

その総数は24,940疋に及ぶ注56）。その内訳を表5（野

生獣捕獲記録一覧）にまとめたが、猪と鹿をあわ

せて 96．8％を占める。その合計（24,135 疋）は

狼（123 疋）の 200 倍である。各々で捕獲の多い

年代が異なるため、狼と猪鹿の捕獲数を比較する

意義は小さいが、これらの野生獣を人が次々と捕

獲していたことの影響は大きかったに違いない。

被捕食者である猪や鹿と捕食者である狼の生息数

のバランスを取ることなどは不可能であったと思

われる。

4　狼の価値と褒美

（１）利用法

　牧の御野馬を襲う狼は害獣として駆除されてい

た。その狼は捕獲後に利用されていたのであろう

か。

   文化 5 年（1808）、翌年に藩主が下向するまで

に熊の油、猪の油、猿の肝と狼の肝、狼の胆、狼

の尾を上納するように勘定頭と各代官へ指示され

た注 57）。そして、翌文化 6 年に狼の胆、尾と耳が

提出されたが、「膽
（胆）

なかれ候而無之旨、尾・耳御

医
（者脱カ）

御用ニ付差上」げられた注 58）。胆汁が流出して、

胆嚢の中身がなかったため、狼の尾と耳のみが上

納されたわけである。熊と猪の油、猿の肝と狼の

肝・胆・尾が要求され、その一部が藩医に上納さ

れていることから、薬種として病養などに必要と

されたのかもしれない。これは狼の部位の利用を

窺わせる珍しい記録である。

　天明 2 年（1782）に猟師が捕獲した狼の尾と頭

を提出して、褒美を付与されていた（先述）注 59）。

だが、その尾と耳が何かに利用された形跡はない。

盛岡藩でも狼を獲ると、皮や尾、顎を提出して褒

美を受け取っていたが、そのあとで廃棄されてい

た注 60）。同じく八戸藩でも、藩側が狼の尾や耳を

利用することは少なかったと考えられる。

　天保 10 年（1839）と安政元年（1854）にも狼

写真 4　シシヤリ（猪捕獲用、階上町歴史民俗資料

館蔵、2016 年筆者撮影）

表 4　狼捕獲者一覧

表 5　野生獣捕獲記録一覧



－ 148 －

を捕獲して、耳と尾を上納した猟師などに褒美が

付与されているが注 61）、それを利用したという記

録はない。おそらく文化 5、6 年の記録は、例外

的に狼の尾と耳を利用したものと思われる。

（２）褒美の付与

　狼そのものが利用されることは稀であったが、

害獣としての捕獲は奨励されていた。そこで、藩

側は捕獲者に褒美を付与していた。

　褒美額が延宝 5 年（1677）5 月に定められ、狼

（成獣）1 疋 500 文、子狼 1 疋 200 文とされた注 62）。

その通り妙野で狼を討ち上げた者へ 500 文が付与

されている注 63）。同年末に褒美額が一部改められ、

長苗代代官所管内は 500 文のままだが、城廻り代

官所管内と妙野は 1 貫文へと引き上げられた注 64）。

この頃、妙野で御野馬が狼に取られる被害が続発

しており注 65）、狼の駆除が喫緊の課題となったか

らであろう。ただし、軽米村（現九戸郡軽米町）

で捕獲された狼は「遠所」であるので、八戸城ま

で運ばなくて良いとされており、狼の捕獲を確認

すれば、その部位の提出は省略された注 66）。

　延宝 8 年に百姓が子狼 8 疋を獲った際にも、1

疋につき褒美代 200 文ずつが付与されているが注

67）、のちに減額された。貞享 4 年（1687）に狼の

巣穴 3 つで子狼を計 9 疋獲ったとき、その褒美は

巣穴 1 つにつき 500 文であった注 68）。以前なら 9

疋で 2 貫 700 文になるところが、3 巣で 1 貫 500

文に減っている。

　のちに、狼の成獣の褒美も 500 文（城下と妙野

は 1 貫文）から 300 文へと減額された。寛保 3 年

（1743）～寛政 3 年（1791）に狼の成獣を獲った

者へは、「前例」通りとして 300 文（鳥目 30 疋）

が付与されている注 69）。捕獲者は一般の百姓や猟

師であり、「大狼」（牡か）、「女狼」、「病狼」のい

ずれも同額である注 70）。

  それが天保 10 年（1839）以降は成獣の女狼が 2

貫文、男狼が 1 貫 500 文へと大幅に増額されてい

る。いつから増額されたか不明であるが、その額

は安政 6 年（1859）まで変わらない注 71）。ただし、

子狼は天保 13 年（1842）に 1 貫文に増額された

後に 500 文、300 文へと減額されている注 72）。

  これらの狼の褒美額を表 6（狼捕獲褒美額一覧）

にまとめた。これを見ると、寛政までと天保以降

では褒美額の差が大きいことがよくわかる。とく

に女狼の褒美額を多くしているのは、子を産み増

やす牝を駆除することで狼の生息数を減らそうと

いう意図が現れている。また、一貫して子狼にも

褒美を与えており、子狼の捕獲も奨励していた。

狼そのものを根絶やしにしようとしていたと言え

る。

　隣の盛岡藩でも、褒美の付与によって狼の捕獲

を推奨しており、その褒美額は享保 9 年（1724）

から幕末まで大きな変化はなく、女狼がおよそ 1

貫 500 文、男狼がおよそ 1 貫文、子狼が 300 文ほ

どであった注 73）。天保以降に八戸藩が増額した背

景は不明であるが、盛岡藩の褒美額に準拠しよう

としたのであろうか。

（３）益獣としての側面

　八戸藩では人や馬を襲って喰い殺す野獣として

狼を敵愾視し、褒美によって積極的に駆除してき

た。しかし、狼の存在は人の生活に害悪を与える

だけであったのか、次の記録から考えてみたい。

『史料集』№ 231

「目付所日記」延享 4 年（1747）5 月 17 日条

一、近年狼一切無之、依之猪荒候処、此節

軽米通狼出候由故、猪壱疋も相見得不申候

之由

　近年、狼がいなくなり猪荒が起きているが、軽

米通に狼が現れたところ、猪が 1 疋も見えなく

なった、とある。延享 4 年の時点で、猪荒の原因

は狼がいなくなったためと捉えられていたのであ

表 6　狼捕獲褒美額一覧
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る。この頃は狼捕獲の褒美額が低く抑えられてい

たが、それは猪を追い散らしてくれる有益な側面

を再評価していた現れではないだろうか。

　その狼が姿を消した影響によるのか、延享 4 年

から寛延 3 年（1750）にかけて猪荒が猛威を振るっ

た。それを鎮めようと願って、寛延辛未（寛延 4

年［宝暦元、1751］）に「村中」（領民）が「悪獣

退散」の祈願碑を建てている（現八戸市根
ねじょう

城、写

真 5）。この石碑には前年の猪ケガチ（飢渇）が

二度とないようにとの願いが込められている。

  八戸藩では寛延 2 年（1749）に風損、水損と猪

荒が重なって、表高 2 万石のうち 1 万 2，545 石

が損毛となり（損毛率 63％）注 74）、そのため多く

の餓死者が出た。『八戸南部史稿』には、寛延 2

年 8 月から階
はしかみ

上山根通りに「野猪多く田畑を荒

し、諸作の被害夥しく、為めに飢渇に至る者尠
（少）

な

からず」とある。つづいて翌年夏までに山根通各

村にて「餓死者三千人に及べり（中略）世俗之を

猪飢渇と云えり」とある注 75）。「目付所日記」にあ

る宗門改をみても、八戸藩の惣人数は寛延 2 年の

66,131 人から寛延 4 年（宝暦元年）の 62,684 人へ

と 3,447 人（5％）減少している注 76）。

　八戸藩庁日記には、猪や鹿による農作物被害、

すなわち猪鹿荒が元文年間から頻繁に現れるよう

になる。元文元年（1736）に「在郷ニてい
（ 猪 ）

の志ゝ

あれ」のために鉄砲 3 挺が貸し出され、翌 2 年の

猪鹿荒にも八戸廻と久慈に鉄砲を 3 挺ずつを渡し

て、さらに「またき」（猟師）を軽米から呼んで

いる注 77）。のちの延享 2 年（1745）には、猪が大

豆畑を荒らして迷惑しているというので、5 ヶ村

に威鉄砲 1 挺ずつを貸与している注 78）。この威鉄

砲は単に追い散らすだけでなく、射殺も認められ

ており、降雪前には射殺が困難であるとも付記さ

れている注 79）。そして、足軽も派遣したが、1 疋

も撃てずに戻るという始末であった注 80）。そこで、

マタギに猪鹿 1 疋につき 200 文の褒美を示して、

捕獲を奨励している注 81）。

　しかし、猪鹿、とくに猪による被害は深刻化し、

寛延元年（1748）には久慈村・中野村・種市村・

道
どうぶつ

佛村で猪荒によって「山
（ 焼 畑 の 意 ）

端畑等ハ悉堀荒、一向

亡所同然罷成候」と報告された注 82）。猪によって

畑が掘り荒らされて、亡所（荒地）同然になって

いるという。こうした猪荒による亡所の報告、あ

るいは貸上金や諸役の免除を申請する記録が延享

4 年に始まる。それが、寛延元年 4 件、同 2 年 8 件、

同 3 年 2 件、宝暦元年（寛延 4 年）1 件、同 2 年

1 件みられる注 83）。猪荒によって耕作放棄地が急

増していたわけである。

　そこで、猪も大量に駆除されていった。寛延

元年 10 月から翌 2 年正月までに久慈・軽米・

名
な く い

久井・八戸廻で猪 2 千疋余を捕獲している注 84）。

また、宝暦元年（1751）には大雪を利用して八戸

廻 820 疋、名久井通 321 疋、長苗代通 8 疋、軽米

通 492 疋、久慈通 1,280 疋の計 2,923 疋（2,921 疋

か）を捕獲している注 85）。これ以降も数は減るが、

数百から千疋以上の猪や鹿が捕獲されている注 86）。

こうした猪鹿の大量捕獲は狼の餌不足に直結し、

狼の生存を脅かしたであろう。

　菊池勇夫氏の研究によると、大豆生産のために

焼畑地が増えて、それが猪を増殖させて猪荒につ

ながったという注 87）。小論はこの研究にはるか及

ばないが、人が野生動物の生態系を攪乱していた

写真 5  悪獣退散祈願碑（寛延 4 年、八戸市根城、

2016 年筆者撮影）
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ことを八戸藩庁日記から確認し、狼荒から猪荒へ

と連鎖していた可能性を再確認しておきたい。

5　犬の飼養と狂犬病

（１）犬の飼養

　吉田芝
し け い

渓の『開荒須知』（寛政 7 年 [1795]）には、

猪対策に「よい犬を飼うべし」とある注 88）。この『開

荒須知』が出された半世紀前に、すでに八戸藩で

は猪対策に犬の飼養を推奨していた注 89）。

①延享 3 年（1746）、村々の猪荒に対して、犬（「狗」）

を飼い置いて防ぐように指示した。

②寛延元年（1748）、近年に村々で猪荒があり、

とくにこの 1、2 年は増えて作物を荒らし、百

姓が困窮している。鉄砲を貸与しているが、犬

がいなくては防ぐことができない。寅年（延享

3 年）に触れたが、いまだに村々で遠慮もある

ようである。そこで、犬を飼い置いて、猪を防

ぐようにと改めて指示した。

③宝暦元年（1751）、猪がいるので、犬を村々で

飼うように指示していた。だが、犬が多くなり、

怪我人も出ている。そこで、村々では良いが、

家中や町で犬を飼い置くのを禁止した。

④宝暦 7 年、例年通り家中で犬を飼い置くのを禁

止すると触れた。

⑤天明 4 年（1784）、近頃犬が人へ噛み付き、夜

中の通行ができない。そこで、犬討のために弾

薬を渡した。

⑥寛政 3 年（1791）、近頃犬が多い。かねてから

禁止しているが、飼い置く者もいるので、隠目

付に摘発させよ。うろつく犬は捕まえて在方

（村）へ運び、子犬が生まれたら捨てるように

指示した。

⑦寛政 4 年、軽米町で近年犬が多く、菜園や畑を

踏み散らしている。そこで、犬狩りを指示した。

　①～⑦には犬の飼養奨励から禁止、そして犬の

駆除へと連なる流れを見て取ることができる。

　延享 3 年（1746）には未だ犬を飼養する習慣が

なかったらしく（①）、村々で遠慮せずに犬を飼

養するように促している（②）。ところが、それ

から間もなく、今度は町の犬が人を害するように

なり（③④）、城下での飼養が禁じられた。さら

に禁令を犯して犬を飼う者を摘発させて（⑥）、

通行人などに被害が出たため犬を駆除させている

（⑤⑦）。寛政年間にも猪荒は起きていたが、鉄砲

で対応できる程度に猪は減っていたのであろう。

そのため犬は不要なものとして排除されていっ

た。

　このように、八戸藩では 18 世紀半ばからの半

世紀間に、犬の飼養が「奨励→制限→禁止→摘発

→駆除」へと展開していた。人の都合によって犬

の扱いはめまぐるしく変化しており、番犬として

重宝されたのちに、害獣として排除されていった。

（２）病犬と狂犬病

　狼だけでなく、犬も人びとに被害をもたらして

いたが、なかでも恐れられたのが「病犬」である。

盛岡藩での「病犬」の初出は次の元文 4 年（1739）

の記録である。

「家老雑書」元文 4 年 8 月 3 日条

　　此間病犬有之、人へ喰付候様成義有之

由、万一被喰付候ものも在之候ハヽ、早速

訴出可申候、尤病犬と見請障候様ニ相見得

候ハヽ、打殺不苦候由被仰出候、此旨召仕

共へも可申渡候、以上

　近ごろ病犬が人へ喰い付くこともあり、もし喰

い付かれたらすぐに報告せよ。病犬に見えて障り

があるようなら、打ち殺すこと、とある。このよ

うに、盛岡藩では元文 4 年に病犬が記録されてい

た。さらに、翌 5 年にも病犬の駆除を指示してい

る。

○雫石代官所管内に飼い主のいない犬が多

く、病犬もいるのか、所々を駆け回って、

百姓たちが怪我している。最近は往来人へ

も障りがあるので、百姓の要望とおり、猟

師に討たせる。ただし、鳥打の時期（春鳥

の猟期）であるので、代官が付き添うよう

にと指示した。（「家老雑書」元文 5 年 2 月

28 日条）
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　これ以降、盛岡藩「家老雑書」には天明 4 年

（1784）まで「病犬」の記録が散見される注 90）。

　弘前藩の『永禄日記』や『平山日記』にも、次

のように「病犬」が記録されている注 91）。

①元文 6 年（1741）正月から犬に「病付」いて、

犬が死に絶えそうである。この「病犬」に喰れ

て「病付」いて死ぬ者も所々にある。馬や狐に

も「病付」いて、所々で死んでいる。

②宝暦 6 年（1756）2 月、野
の ざ と

里村（現五所川原市）

の運送方が「病犬」に喰われて「病死」した。

③宝暦 6 年、「勇力」の者二人が「病犬」を手取

りにしたところ、「熱毒」に当り「病死」した。

　元文 6 年と宝暦 6 年に病犬に喰われた者が「病」

を発症して死亡している。病犬に噛まれて、唾液

からウィルスが感染し、罹患して死に至ったと考

えられる。この病こそが狂犬病であろう。

　この狂犬病はいつから日本に広がっていたのだ

ろうか。塚本学氏は、『妙法寺記』（甲斐の僧侶に

よる年代記）の文明 8 年（1476）条に「犬俄ニ石

木又は人ニ噛付、自滅スル事数ヲ知ラズ」とある

のを紹介し、「これは狂犬病と解釈できるから、

享保期にはじめてのことではないようだが、大

規模の流行は、やはり享保期に外国からの波及に

よったとみてよかろう。」という注 92）。

　すでに、15 世紀に狂犬病の被害はあったが、

広く蔓延することはなかったようである。それが、

のちの享保以降に大流行してしまった。享保期に

狂犬病が流行したことを示すものとして、しばし

ば引用されるのが、京都町奉行与力の神
かんざわ

沢杜
と こ う

口（貞

幹）が書いた『翁
おきなぐさ

草』である。

神沢杜口『翁草』巻之四十八「稲虫及び狂犬の害

の事注 93）」（寛政 3 年 [1791] 頃著、嘉永 4 年刊 [1851]）

　享保十七年（中略）犬煩ひて、狂ひ駆て

人に喰ひ付倒死す、凡中国辺は、犬悉く死

に果て一疋もなし。又其毒気に触侵されて

人も即死、或は日を経て死るも有り。其後

同廿一年丙辰の春も、南海・畿内に人病流

行し、東海道は翌巳の夏頃、流行して犬の

みに非ず、狼・狐・狸の類ひ多く死す、人

牛馬も噛付れたるが、熱強く三十日、五十

日乃至一年も悩み、食事を絶ち犬の如く狂

ひ這廻り死す。

　享保 17 年（1732）に中国で始まり、同 21 年（元

文元年［1736］）に畿内、元文 2 年（1737）に東

海道に広がった。犬だけでなく狼も死に、噛みつ

かれた人は 30 ～ 50 日、あるいは 1 年も苦しみ、

犬のように這い廻って死ぬ、とある。

　この通り、東海道で元文 2 年に狂犬病が記録さ

れ、それを「癲
て ん ぐ

狗」と呼んでいたことを田口洋美

氏が紹介している注 94）。小田原藩の上野村（現静

岡県駿東郡小
お や ま

山町）では、元文 2 年に狼が癲狗に

なって、15、6 人を負傷させ、段々と毒気が廻り

死亡したという注 95）。

　以上の記録から、狂犬病の広がり方は次のよう

にまとめられる。

・享保 17 年（1732）、中国で始まる。

・元文元年（1736）、畿内に至る。

・元文 2 年 （1737）、東海道に至る。

・元文 4 年 （1739）、盛岡藩に至る。

・元文 6 年 （1741）、弘前藩に至る。

・宝暦 5 年 （1755）、八戸藩に至る（後述）。

　元文元年から同 6 年の間に全国へ一挙に広がっ

ていた。なかでも注目すべきは、東海道から盛岡

藩にわずか 2 年で到達していることである。

（３）盛岡藩の病犬

  盛岡藩では宝暦 10 年（1760）にも病犬を駆除し

ている。

　それには、近頃城下に病犬がいて、怪我人もい

ると聞くので、鉄砲を所持する者は病犬を見つけ

次第討ち殺すようにと目付へ指示した、とある注

96）。これ以降、天明 4 年（1784）まで「病犬有之、

怪我人等も有之」を常套句として、ほぼ同文の指

示が繰り返し発令されている注 97）。宝暦 10 年～天

明 4 年に盛岡城下で病犬の被害が続いていたわけ

である。

　一関藩の医師、建
た て べ

部清
せいあん

庵が明和 8 年（1771）に

著した『民間備考録、巻之下』には、宝暦 12 年
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秋より「風犬（やまいぬ）」に咬まれる者が多く、

犬牙の熱毒に犯されて苦しみ死ぬ、とある注 98）。

宝暦以降に盛岡藩や一関藩で狂犬病が流行してい

た。

　このため、盛岡城下では、鉄砲を所持する藩士

や医師は、屋敷内で病犬を見かけたら射殺するよ

うに指示している（宝暦 13 年・天明 4 年）。病犬

はかなり身近な存在になっていた。狂犬病の感染

力が強く、次々と犬が罹患していったのであろう。

　そこで、明和 8 年に城下で犬を飼うことの禁

止が触れられた注 99）。八戸藩では家中の者が犬を

飼うのを宝暦元年（1751）に禁じていた（先述）。

盛岡藩でも内丸と城下で藩士と医師が犬を飼うの

を宝暦 12 年（1762）に禁じていたが、いったん

明和 5 年（1768）に飼うのが解禁されていた（「勝

手次第飼置候様」）注 100）。それが 3 年余りで再び

禁止されたわけである。この 2 ヶ月後に「のら犬」

の捕獲を指示しており、翌年、毛
け ま な い

馬内（現秋田県

鹿角市）での犬狩りによって「里犬」の大半を捕

獲した注 101）。しかし、「野」に居る犬は獲れず、1、

2 歳馬が襲われたので、猟師に射殺を指示してい

る。こうして明和年間に盛岡藩でも犬の駆除が行

われていた。

  盛岡藩の「用人雑書」にも、次のように病犬が

記録されている注 102）。

①明和 4 年（1767）、大
お お ま

間野と奥
おこつぺ

戸野に「里犬、病犬」

が数疋現れた。当歳馬の障りにならないように、

犬を駆除するため、毒薬の材料を野馬別当が代

官へ渡した。

②明和 8 年、近在で狼荒があるので鉄砲（「防鉄

炮」）を討ち廻らせているが、「病犬」も射殺す

るように指示した。

  御野は太平洋沿岸に位置していたが、その御野

にも病犬が現れていた。これは明和年間の記録で

あるが、この盛岡藩の御野（九牧）に挟まれたと

ころに位置する八戸藩では、10 年以上前の宝暦 5

年（1755）から「病犬」が記録されている。

（４）八戸藩の病犬

　盛岡藩の藩日記（「家老雑書」・「用人雑書」）

では病犬の記録が元文 4 年～天明 4 年（1739 ～

1784）に限られるが、八戸藩の藩日記（「目付所

日記」・「勘定所日記」・「用人所日記」）には宝暦

5 年以降は弘化 3 年（1846）までの長期間にわた

り記録されている。それを次に掲げてみよう注 103）。

①宝暦 5 年、近頃「病犬」がいて、所々で人に喰

い付き怪我させていると聞く。そこで、家中の

者は屋敷で犬を見つけ次第に打ち殺すこと。

②宝暦 10 年、近頃「病犬」が増えたので、徒
かち

目

付が町人足とともに「犬狩」をして、犬 15 疋

を捕獲した。

③享和 3 年（1803）、所々に「病犬」がいるので、

犬狩りによって犬 97 疋を捕獲した。

④文化 5 年（1808）、近頃「病犬」がいるので、

犬狩りのために是
これかわ

川（現八戸市）から猪槍を借

り上げる。

⑤文化 5 年、近頃「病犬」が増えて怪我人もある

ので、勢子（「狩子」）を増員して、昼夜ともに

犬狩りをすること。

⑥文化 5 年、「病犬」が多いので、5 月～ 7 月に

犬狩りをしたところ、犬 444 疋を捕獲した。

　八戸藩でも盛岡藩と同じく病犬は見つけ次第に

射殺するように指示している（①）。そして、犬

狩りで 15 疋（②）、97 疋（③）、444 疋（⑥）を

捕獲している。その全てが病犬ではないであろう

が、犬を根こそぎ駆除しようとしていたことが窺

われる。文化 5 年の犬狩りでは猪槍を借り上げて

（④）、勢子（「狩子」）を増員して行い（⑤）、そ

れは閏 6 月を挟む 73 日間に及ぶ大掛かりなもの

であった。八戸藩では領民を動員して、猪の巻き

狩りをたびたび行っていたから、それにならった

のであろう。

　これ以降も「病犬」の駆除はつづく注 104）。

⑦文化 7 年、市
い ち の さ わ

野沢村（現八戸市）で野放しの駄（23

才）を犬 2 疋が襲って負傷した。そこで、村方

で「病犬」や「悪敷犬」がいれば捕獲し、狼の

仕業でないかも確認すること。

⑧天保 6 年（1835）、近頃、新
に い だ

井田村郷（現八戸市）

の牧（「野場」）あたりで「病犬」4 疋が徘廻して、
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人馬に迷惑となっている。そこで、猟師を近郷

から呼び、討ち留めたら褒美 200 文を与えるこ

と。猟師は 1 日に米 1 升と草
わ ら じ

鞋代 64 文ずつを

舫
もやいどころ

所から受け取ること。

⑨天保 6 年、猟師 2 人が「病犬」3 疋を討ち留め

た。ほかに 2 疋は手負いになって草むらへ逃げ

たが、猟師に犬 5 疋分の褒美として 1 貫文（1000

文）を与えた。

⑩弘化元年（1844）、新井田村（現八戸市）に「乱

犬」がいるので、乙
お と な

名たちに捕獲させた注 105）。

⑪弘化 3 年、種
たねさし

差村（現八戸市）から「病犬」を

猟師に捕獲させるように願い出があり、是川村

の二人が討ち留めた。そこで、褒美として 1 貫

500 文を与えた。

　文化 5 年（1808）に犬 555 疋を駆除した効果に

よるのか、以前のように各所に「病犬」が現れる

のではなく、局所的に報告されている。市野沢村

の駄を喰ったのは「病犬」とは断定せずに、狼の

可能性も検討している（⑦）。天保 6 年に「野場」

へ現れた「病犬」は猟師が残らず射殺したとある

（⑧⑨）。その現場近くの新井田村に今度は「乱犬」

が現れて、間もなく捕獲されている（⑩）。この「乱

犬」は他にはない表記であるが、狂乱している犬

を指すのであれば、狂犬病に罹患していたのであ

ろう。種差村に現れた「病犬」も間もなく猟師に

捕獲されており（⑪）、人への被害は報告されて

いない。19 世紀半ば以降は病犬が収束していっ

たと思われる。

　八戸藩の「病犬」の記録①～⑪のなかで、人に

怪我を負わせたというのは①宝暦 5 年（1755）の

みであり、他には記載がないので、人への影響は

よくわからない。だが、「病犬」が狂犬病に罹患

した犬であれば、噛まれた人の多くは発症して死

亡したであろう。

　「病犬」でなく、「病狼」の表記は弘前藩や盛岡

藩の藩日記に見出せないが、八戸藩の「勘定所日

記」には 2 件認められる。

八戸藩「勘定所日記」天明元年（1781）4 月 19 日

条

一、久慈戸呂町権七・五郎・辰と申□
（虫損）

、去

月病狼一疋留候段訴出、前□
（例）

之通三百文ハ

被成下、御代官へ申達之

  久慈の戸
へ ろ

呂町（現久慈市）の 3 人が「病狼」1

疋を捕獲し、前例通り銭 300 文を与えられた。天

明元年～寛政 2 年（1781 ～ 1790）の褒美額は狼 1

疋につき 300 文であったが（先述）、「病狼」も同

額であった。

　もう 1 件は文化 3 年（1806）に小
こ や せ

屋瀬村（現岩

手郡葛
くずまき

巻町）の猟師が「病狼」を捕獲したという

記録である。このとき拝借している鉄砲の台座

を破損し、その修理費用を藩側が支給している注

106）。2 件とも「病狼」についての説明はなく、病

気の内容は不明であるが、先の病犬と同じく狂犬

病に罹患した狼であると思われる。

　病犬が狂犬病に罹患した犬であるとすれば、狼

への影響は大きかったに違いない。狼はたびたび

犬も捕食していたが、病犬に反撃されて牙を懸け

られれば、その狼にも感染したであろう。そうな

れば、群れ（パック）で生活する狼にとっては致

命的であったと思われる。人から駆除され、餌の

猪鹿を奪われ、狂犬病に侵蝕される、こうして狼

の生存は脅かされていった。狼は明治期に姿を消

していくが、その予兆は江戸時代に始まっていた

のである。

6　結語

  以上、「八戸藩庁日記」をもとにして、狼につい

て検証したが、それを列挙しておこう。

①八戸藩では狼を「犬」あるいは「山犬」と表記

する場合があった。

②寛文 8 年～文久 3 年 (1668 ～ 1863) に 123 疋の

狼捕獲記録があり、主に牧や村の近くで捕獲さ

れていた。その多くは 5 ～ 6 月に巣穴で獲った

子狼であった。

③狼による人身被害は寛文 8 年～宝暦 6 年 (1668

～ 1756) に 5 件認められ、死亡 5 人、負傷 39

人の計 44 人が死傷していた。

④狼による馬被害は延宝元年～寛政 2 年 (1673 ～

1790) に 27 件認められ、死亡 20 疋、負傷 8 疋



－ 154 －

であった。このうち 17 疋が当才であり、狼は

子馬を選択的に襲っていた。被害は 17 世紀に

頻発したが、18 世紀に減少し、19 世紀に収束

している。

⑤狼は鉄砲、ヤリ、毒のほかにオツソやヒラオト

シという罠でも捕獲された。捕獲者の多くは百

姓など一般の領民であった。

⑥狼の部位が利用された記録は少なく、単に害獣

として駆除されていたと考えられる。

⑦八戸藩は褒美を付与して狼捕獲を奨励してい

た。その額は延宝 5 年（1677）の 1 疋 500 文に

始まり、天保 10 年（1839）には牝 2 貫文に引

き上げられた。子狼の捕獲も奨励し、狼を根絶

やしにしようとしていた。

⑧延享 4 年（1747）に狼が現れると猪が消えると

指摘されたが、寛延 2 年（1749）には猪荒によっ

て飢饉が起きている。

⑨延享 3 年（1746）に猪荒対策として犬の飼養が

奨励されたが、犬による被害が現れると飼養が

禁止され、やがて駆除されていった。

⑩「病犬」の記録が宝暦 5 年～弘化 3 年（1755 ～

1846）に認められ、天明元年（1781）には「病

狼」の記録もある。

　このように八戸藩では狼が人や馬を傷害し、人

は狼を駆除していった。しかし、狼がいないため

猪荒が起きているという指摘もあった。狼駆除に

よる弊害にまったく無知であったわけではなかっ

たが、狼駆除は続けられた。それと並行して猪や

鹿も大量に駆除する必要があった。八戸藩では狼、

猪、鹿などの野生獣を排除することで人々の生活

が確保されていたわけである。江戸時代は動物と

牧歌的に共生したエコロジカルな時代であった、

そう想像したいところであるが、史実は違ってい

た。それを八戸藩の記録が如実に物語っている。
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中山間地集落の人口・景観・生業の変遷
―岩手県一関市厳美町本寺地区を事例として―

東北芸術工科大学芸術学部／東北文化研究センター

竹原 万雄

寺地区における景観変遷」（竹原他　2014）、「中

山間地生業の変遷　─岩手県一関市厳美町本寺

地区を中心に─」（竹原　2012）、「" 中山間地 "

骨寺村の生活　─近世・近代への展望─」（竹原　

2009）などで、中山間地集落の人口・景観・生業

の変遷について個別あるいは相互に関連させなが

ら検討してきた。そこで総括報告書となる本論で

は、これまでの研究成果に人口変遷に関する具体

的な分析を加え、人口・景観・生業という視点か

ら集落の「開発」と「危機」に注目し、中山間地

集落が維持されてきた様相と背景を編年的にまと

める。

　それに先立ち、中世から現代に至るまでの戸

数と人口を整理した表１をあげておく。史料が

断片的にしか残っていないだけでなく、確定し難

い数値もあるが、戸数・人口変遷に関しては本表

を参照していただきたい。なお、竹原（2016a・

2016b）でも同様の戸数・人口変遷表を載せたが、

それを加筆・修正した本表をもって改めさせてい

ただきたい。

　なお、本論で主として使用する文書群は、本寺

に残されていた「陸奥国磐井郡五串村本寺佐藤家

文書」（以下、「本寺佐藤家文書」と略す）と、隣

接する山
や ま や

谷に伝来した「陸奥国磐井郡五串村山谷

佐藤家文書」（以下、「山谷佐藤家文書」と略す）

である。

２　本寺の概要

　ここでは本寺の歴史の概要を整理しておこ

う（東北芸術工科大学東北文化研究センター編　

2014）。「骨寺村」がはじめて史料に登場するのは

天治 3（1126）年に藤原清衡によって発給された

１　はじめに

　歴史班では主に中世から近・現代の時間幅で「集

住の関係史」と総称する研究を進めてきた。具体

的には、土地や水面といった集落の形成・維持の

前提となる空間の所有・活用状況など、時代や地

域ごとの集落結節の様相を捉え、その時期その土

地にそのバランスで存立した背景を解明すると

いうものである。そこで筆者は、岩手県一関市厳

美町本
ほんでら

寺地区を事例として、人口・景観・生業と

いう視点から中山間地集落が維持されてきた背景

を追究してきた。本寺地区は、須川岳から流れ出

る磐井川の左岸に形成された小盆地に集落が点在

している（一関市教育委員会編　2016）。平地部

分の平均海抜高は約 160m、南側を磐井川に接し、

三方は海抜 230m から 260m の丘陵に囲まれてい

る。

　かつて「骨寺村」と称した本寺は、中世に描か

れた「陸奥国骨寺村絵図」の場所として知られて

いる。しかも絵図の景観が現在でも良好なかたち

で残っており、国の史跡や重要文化的景観にも選

定された。本寺は断片的ではあるものの各時代の

史料が残されており、中世の景観をうかがうこと

ができる貴重な地域であるだけでなく、近世・近

代の文書群も伝来していることに加え、現代の実

地調査も積極的に実施されてきた。このように本

寺は、中世から現代までの集落変遷を見通すこと

ができる有効な調査対象地なのである。

　これまでは「中山間地の人口変遷と生業　─岩

手県一関市厳美町本寺地区を事例として─」（竹

原　2016a）、『東北一万年のフィールドワーク 11　

本寺　山間に息づくむらの暮らし』（東北芸術工

科大学東北文化研究センター編　2014）、「戦後本



－ 162 －

「中尊寺経
きょうぞう

蔵別当補
ぶ に ん

任状案」であった。この文書

には「紺
こ ん し

紙金銀字交
こうしょ

書一
いっさいきょう

切経」の書写に尽力した

自
じ ざ い ぼ う れ ん こ う

在坊蓮光を経蔵の別当に任命することに加え、

蓮光の私領であった骨寺村を経蔵別当領として認

めたことが記されている。ここに中尊寺経蔵別当

領としての骨寺村が誕生した。なお、この文書そ

のものは後世の創作であるが、内容的には信頼し

てよいと考えられている。

　文治 5（1189）年、奥州藤原氏の滅亡後も骨寺

村は経蔵別当領として承認された。しかし、藤原

氏に代わって平泉を支配した葛西氏と中尊寺との

間でたびたび村境をめぐる争いが起こっていた。

中尊寺には永享 7（1435）年までの骨寺村に関す

る記録が残されていることから、室町時代までは

経蔵別当領として維持されていたようである。

　天正 18（1590）年の葛西氏滅亡後、骨寺村を含

めた現在の岩手県南部は伊達政宗の所領となり、

明治維新まで仙台藩領であった。江戸時代を通し

※〔　〕は不確定あるいは推定数。「戸数」のうち宗門人別帳の数値は人頭（戸主）の数、昭和 62 年以降は世帯数。天
保 10 年と安政 6 年の宗門人別帳の人頭数は不在の土地・屋敷を差し引いた数。「出典」のうち「『安永風土記』関係」
とあるものは『安永風土記』作成のための調査過程で作られた文書とおもわれる。

表 1　戸数・人口変遷
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てみると、「骨寺村」は「本寺」と表記されるよ

うになり、隣接する山谷とあわせて磐井郡西磐井

五
いつくし

串村の端郷であった。「骨寺村」がいつ「本寺」

と表記されるようになったのかは判然としない

が、元禄 12（1699）年に生江助内が作成した「磐

井郡西岩井絵図」〈個人蔵。残されている原物は

明治 21（1888）年、千葉美胤写〉には「本寺」と

あり、少なくともこの頃には一般化していたこと

がわかる。なお、図１はその絵図をつかって本寺・

山谷・五串村と隣接する村々の位置関係を、図２

では若井原・中川・駒形・要害・沖要害・若神子・

下真坂といった本寺内の字の位置を示したため、

適宜参照されたい。

　明治期以降は、五串村とともに明治 4（1871）

年に一関県に属し、それ以後、水沢県、磐井県と

改称され、明治 9（1876）年には岩手県へ編入と

なる。続いて明治 22（1889）年に五串村・猪岡村

が合併して厳美村、昭和 30（1955）年には一関市

厳美町となり、現在に至っている。

　以上の概要をふまえ、中世から現代にいたる本

寺の人口・景観・生業についてみていこう。

図１　本寺と近隣地区位置図（「磐井郡西岩井絵図」より作成）

図２　本寺内の字図（一関市博物館編　2004 より作成）



－ 164 －

３　中世　─二段階の開発─

　中世の景観が描かれた絵図としては、先述し

た「陸奥国骨寺村絵図」がある。同絵図は 2 枚あ

り、「簡略絵図」「詳細絵図」などと呼ばれて区別

されている。13 世紀半ばから 14 世紀の作成とさ

れる「簡略絵図」は、絵図上で目につく施設のほ

とんどが宗教施設であり、仏神田についての文字

が多いことから「仏神絵図」とも呼ばれる。他方、

14 世紀前後の作成とされる「詳細絵図」は、水

田や在家の表現が具体的なことから「在家絵図」

とも呼ばれる。この 2 枚の絵図が注目され、中世

の骨寺村は多くの研究者によって詳細かつ多角的

な分析が進められている（伊藤　1957、一関市博

物館編　2004・2008、入間田　2005・2007、大石

1984・1990、吉田　1989・2008 など）。本章では、

こうした先行研究に依拠しながら中世の人口・景

観・生業を確認したい。

　まず景観について「詳細絵図」（図３）からみ

てみたい。この絵図では中央を現本寺川が流れ、

その周りにはいくつかの不定形の水田がみられ

る。すなわち、本寺川北側の山際に位置する水田

や南側の宇那根社近くの水田と、本寺川に接して

描かれた水田である。これらは用水源の違いを反

映させたものと考えられ、前者は山地から流れる

沢水や湧水を用水としており、主に自然の湿地を

利用する天水田であったのに対し、後者は本寺川

の水を利用した人工的でより本格的な灌漑水田と

された。ここから、前者と後者で新旧二段階の開

発があったことが指摘されている。

　それと関連して注目されるのが、水田近くに描

かれている屋敷である。これらは、屋根や側壁に

細く斜線の色付けがあるものとないもので描き分

けられており、色付けのあるものは沢水や湧水を

用水とする水田の近く、色付けのないものは本寺

川沿いに多い。つまり、色付けのある屋敷に住む

人びとは天水田開発以来の居住者であり、色付け

のない屋敷の人びとは本格的な灌漑水田を開発し

た新たな居住者と考えることができる。

　さらにその開発主体については、絵図に描かれ

た「大師堂」「山王石屋」などから天台系の聖であっ

たという指摘がある。天台の勢力＝仏教勢力が村

に入ってきたことにより灌漑技術が導入され、新

たな水田が開発されたのである。時期的には、骨

寺村が中尊寺経蔵別当領になる 12 世紀前半頃と

いうことになろうか。加えて、道にも「古道」と

「馬坂新道」という新旧二種類の道があり、馬坂

新道が「大師堂」から延びていることを考慮する

と、この道も新たな開発の結果とみることができ

よう。

　こうした水田・屋敷・道に加えて確認しておき

たいのが、この平野を囲むように描かれている山

林である。平野部に描かれた図像の魅力的な配置

に目を奪われがちであるが、骨寺村は山に囲まれ

た中山間地であることを看過するわけにはいかな

い。こうした景観から、水田稲作以外にも山林を

活用した生業が想起されよう。

　その生業については、絵図とともに骨寺村研究

の代表的な史料である「骨寺村所出物日記」〈文

保 2(1318) 年〉及び「骨寺村在家日記」〈南北朝時

代〉から、その一端をうかがうことができる（竹

原　2012）。両史料とも貢納者と貢納品目などが

書き上げられたものであるが、まず「骨寺村在家

日記」をみると、貢納品として「一．かたきしの

在家一けん、ねんく二貫文、立木十二足、そなへ

三米、あふら五盃、米五盃、むしろ、こも、もわた、

五ほう、うるし一盃、つく田百」（史料は読みや

すいよう適宜新字体に改め、読点を付した。以下、

同じ。）などとある。ここから、貢納品として米

の他にも「立木」（薪）、「そなへ」（お供え餅）、「あ

ふら」（ごま油）、「むしろ」（筵）、「こも」（菰）、「も

わた」（真綿）、「五ほう」（ごぼう）、「うるし」（漆）

が納められていたことがわかる。他方、「骨寺村

所出物日記」には中尊寺に差し出すものとして「歳

末立木」に加えて「粟」や「干栗」などもあげら

れていた。これらのことから、中世における水田

稲作以外の生業として、薪・ごま油・莚・菰・漆・

栗といった木材（植物）そのものの活用、あるい

はその加工品が製造されていたこと、その他には

養蚕を行っていたことが指摘できよう。

　この二つの史料と「詳細絵図」から中世の戸数

を整理しておこう（竹原　2016a）。「骨寺村所出

物日記」からは、当時、性格の違う二つの農民層

がいたことがわかる。ひとつは年貢・公事を賦課
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図３　「陸奥国骨寺村絵図（詳細絵図）トレース図」（一関市博物館編　2008 より）
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された農民であり、もうひとつは年貢のみを請け

負う農民である。ここから、前者は当初からの在

地農民であり、後者は後の開発に関わった新入の

農民であることが指摘されている。すなわち、前

者が天水田開発以来の居住者であり、後者が本格

的な灌漑水田を開発した新たな居住者である。新

たな農民が入ってきたのは 12 世紀前半頃と考え

られていることから、表１ではそれ以前の在地農

民が 5 戸、文保 2（1318）年に新入農民を含めた

13 戸があったものと推定した。なお、この戸数

は「詳細絵図」で描かれた屋敷数とも一致してい

る。続いて「骨寺村在家日記」からは、書き上げ

られた在家や水田の数から 17 戸程の農民がいた

ものと推定でき、数十年の間に戸数が増加したこ

とがうかがえる。

　以上のように、中世の骨寺村には 12 世紀前半

頃に馬坂新道や本寺川沿いに本格的な灌漑水田を

開発した画期があり、そこで戸数の増大もみられ

た。こうした開発が反映された景観が平野部にみ

られる一方、そのまわりには豊かな山林が広がっ

ていた。そのため水田稲作の生産が増大したもの

と推察されるが、それだけでなく山林からは木材

（植物）そのものの活用、あるいはその加工品が

製造されたことに加えて養蚕も行われるなど、多

様な生業が展開していたのである。

４　近世─ 18 世紀の開発と 19 世紀の危機─

　近世の景観を知り得る史料としては、図１でも

使用した元禄 12（1699）年の「磐井郡西岩井絵

図」がある。その本寺部分をトレースしたものが

図４である（東北芸術工科大学東北文化研究セン

ター編　2014）。描かれた図像を確認すると、最

南端にあるのが磐井川で、「本寺」と書きこまれ

た南を流れるのが本寺川である。そこを囲むよう

に網目状に描かれているのが田、その周りに多く

みられる四本程度の平行線で表現された図像が畑

である。道は東西に走る太線があり、もう一本は

そこから字駒形付近で北に分かれて衣川方面へつ

ながっている。

　ここからまず注目したいのが、水田の広がりと

水利である。水田は新田開発の影響もあってか平

野部の中心からとくに西側へ広がっているように

見受けられる。その西側に延びる水田の先には「湯

ノ沢」の堤が描かれており、本寺川と合流してい

る。堤に関しては、仙台藩の村の概要を知る上で

の基本史料である『安永風土記』〈安永 4（1775）年〉

のなかで「土方堤」「味沢堤」「湯ノ沢堤」の三ヶ

所が書き上げられていた（一関市史編纂委員会編　

1977b）。絵図で確認できるのは「湯ノ沢堤」のみ

であるが、現地調査と照合すると平野部の北側に

のびる水田の先にある三角の堤が「味沢堤」であ

ろう。もう一ヶ所の「土方堤」（「大方堤」の誤記ヵ）

は判然としないが、この二つから 17 世紀後半に

おける本寺の水田が、山際にある味沢堤からの取

水と本寺川の取水であったことがわかる。中世で

は沢水と湧水、本寺川を利用していたことを確認

したが、江戸時代でも中世同様の水利形態であっ

たといえよう。

　さらに『安永風土記』の「堰」という項目には

「下り松堰」と書かれている。これは、図４では

確認できないため元禄 12（1699）年以降に開発さ

れたものであろう。この下り松堰と関連して注目

したいのが、吉田敏弘氏による嘉永 2（1849）年

「山谷本寺用水普請小積書出」の分析である（吉

田　2008）。同史料は、本寺・山谷の用水普請に

際し、普請箇所とその人数を堰・揚場・堤ごとに

書き上げており、当時の用水源や用水路を知るこ

とができる。それによると、本寺の堤は 5 ヶ所、

本寺川からの揚場が 12 ヶ所、さらに磐井川から

取水する下り松用水（下り松堰）があげられてい

る。ここから、堤のうち先ほども登場した味沢堤

に加えて割田堤をあげ、この二つは北部山麓を灌

漑しているが、その他、多くの水田が本寺川の揚

場からの用水路に依拠しており、上流の湯沢堤・

銭神堤・大方堤、さらに下り松用水も主として本

寺川に水を落とす構造となっていたことが指摘さ

れている。つまり、近世後期までには下り松用水

という新たな用水源が開発される一方、北側の堤

と本寺川からの取水という水利形態は変化するこ

となく、従来の用水路を通してより充実した配水

がなされる仕組みであったといえよう。

　続いて屋敷をみると、平野部では北側の山際に

11 戸、南側の道沿いに 7 戸並んでいる。北側の
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図４「磐井郡西岩井絵図トレース図」（東北芸術工科大学東北文化研究センター編　2014 より作成）
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屋敷は「陸奥国骨寺村絵図」にも描かれていた山

際の屋敷に通ずる古くからのもので、道沿いに並

ぶ屋敷は交通の利便性から新設されたものといえ

ようか。また、これらの屋敷の多くに畑が近接し

て描かれており、屋敷近くで営まれる当時の畑の

利用形態がうかがえる。一方、山林については樹

木が描かれる他に「山王山」「二子山」「コヽミ立

山御林」などがみられる。

　こうした景観との関わりから生業をみてみよう

（竹原　2009）。先述した通り、江戸時代になると

本寺は山谷とともに五串村の端郷となる。そのた

め、本寺・山谷あるいは五串村の情報をまとめて

文書を作成することが多く、本寺のみの情報を抽

出することは難しい。そのことを前提に、以下、

史料をみていこう。

　表２は本寺・山谷の村高と新田高をまとめたも

のである。仙台藩では寛永 17（1640）年から同

20（1643）年まで行われた「寛永検地」のときの

田畑を本
ほ ん ち

地とし、その後に開発された土地を新田

といった（仙台藩歴史用語辞典　2010）。そのため、

享保 12（1727）年までの約 80 年間で 60 石余の

開発が進んだことがわかる。さらに、それから約

110 年の間で 68 石余が開発された。17 世紀は全

国的に新田開発が大規模に展開した時代であり、

また一定の耕地に労働力と肥料を集中的に投下す

る集約型農業により、土地生産力も向上したとい

われる（仙台市史編さん委員会編　2003）。本寺

も全国的な傾向と同様に 18 世紀前半にかけて新

田開発が進み、その後も開発を継続して進めてい

たといえよう。

　一方、田畑以外の生業については、商人や職人

の営業許可税、生産物に対する売上税など様々な

種類の税目をまとめた「西岩井五串村諸役改指出

シ」〈「本寺佐藤家文書」（年貢－ 1）〉から確認で

きる。同史料は享保 14（1729）年の作成で、本寺

だけでなく五串村・山谷の情報も含めてまとめら

れている。そこには、清酒 1 本・室
む ろ し

師 4 軒・鍛冶

1 人・大工 2 人・木
こ び き

挽 5 人・染師 4 人・須川出湯

役・猟師鉄砲 26 枚と書き上げられている。酒造

や染め物関係の他、「須川出湯役」からは温泉経営、

さらに「猟師鉄砲」もあることから狩猟が行われ

ていたことも示唆される。加えて、大工・木挽と

いった木材加工にたずさわる職人の存在にも留意

したい。

　次に、『安永風土記』に書き上げられた産物を

みてみよう。『一関市史　第 2 巻』には一関市各

村の『安永風土記』にある産物がまとめられてい

る。それによると、ほとんどの村で 1 から 2 品、

多い村だと 5 品の産物があげられており、品名と

しては麻・紅花・煙草が多くみられる。一方、本

寺・山谷・五串村では煙草や麻もあるが、それ以

外にも真綿や絹まゆに加え、鍬台・足駄・山折
お し き

敷

といった木工品があげられている。しかも、その

数は 7 品にも及んでいる。

　また、「山谷佐藤家文書」（43）には『安永風土記』

を作成する過程で作られたとおもわれる本寺・山

谷の情報のみをまとめた文書が残されていた。そ

こには産物として「鍬台・足駄・下駄・薪・炭・

真綿・まゆ・煙草・山折敷」の 9 品があげられて

いた。先述した五串村を含めた産物と比較すると、

麻は含まれていないものの、その他は同じものが

書き上げられている他、下駄・薪・炭が加わって

いる。『安永風土記』では五串村を含めた情報を

まとめる過程で厳選されたのであろうが、いずれ

にしても他地域よりも多い産物が書き上げられて

いることは指摘できよう。さらに中世でもみられ

た養蚕関係の真綿・まゆと共に、一見して木工品

が多いことがわかる。先ほどの「西岩井五串村諸

※宗門人別帳の「村高」「新田高」に出入作分は含めていない。

表 2　本寺・山谷の村高と新田高の変遷
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役改指出シ」からは大工・木挽も確認できた。近

世でも木材を活用した生業に積極的に取り組んで

いたのである。

　以上のように、新田開発による生産高の増加が

みられる一方、中世同様に田畑以外にも多様な生

業に取り組みながら生活を成り立たせていた。そ

うした生業が反映し、とくに平野部一帯では水田

が広がる景観を確認することができた。それでは、

このような生業面の開発は人口変遷にどのような

影響を与えたのであろうか。

　本寺・山谷には享保 12（1727）年・天保 10（1839）

年・安政 6（1859）年の宗門人別帳が残されてお

り、それに『一関市史　第 7 巻』に掲載されてい

た五串村の宗門人別帳、さらに『宝暦風土記』『安

永風土記』関係史料の情報を加えて表１をまと

めた。まず享保 12（1727）年から宝暦 13（1763）

年までの約 40 年間で戸数が 2 倍以上に増加した

ことが目を引く。これは先述した 18 世紀の生産

高の増加を基礎に、屋敷内にいた傍系親族や従属

農民の分家・独立が進んだ結果であろう。これも

全国的な傾向であった（仙台市史編さん委員会編　

2003）。実際、享保期と天保期の宗門人別帳を比

較すると、大家族構成から小家族構成へと変化し、

享保期には 46 戸あった水呑家族が天保期にはみ

られなくなっている。この点に関する詳細は竹原

（2009）を参照されたい。

　このように 18 世紀前半までに家族構成を変質

させるほどの開発がある一方、天保期には天保 5

（1834）年から同 10（1839）年のわずか 5 年間で

戸数・人口共に大幅に減少しており、戸数に関し

ては安政 6（1859）年まで減り続けている。これ

は天保期の飢饉の影響とおもわれる（一関市史編

纂委員会編　1977a）。ここに集落の「危機」的状

況をみてとりたい。しかし、注目すべきは「危機」

だけでなく、とくに人口面において明治 5（1872）

年までには「回復」傾向がみてとれる点である。

それでは、本寺はこの「危機」からいかに戸数・

人口を「回復」していったのか。次章の近代では、

その点から検討をはじめたい。

５　近代　─危機からの回復─

（１）人口危機からの回復

　天保の飢饉がもたらした人口「危機」からいか

にして「回復」したのか。「本寺佐藤家文書」に

残されていた天保 10（1839）年の宗門人別帳と明

治 5（1872）年の戸籍、「山谷佐藤家文書」に残さ

れていた安政 6（1859）年の宗門人別帳からその

過程をみてみたい。

　2 冊の宗門人別帳には屋敷毎に屋敷名・戸主を

はじめとする家族の名前・戸主との続柄・年齢な

どが記載されており、屋敷毎の人数はもちろん家

族構成まで知ることができる。一方、明治 5（1872）

年の戸籍には屋敷名はないものの、屋敷毎に戸主

をはじめとする家族の名前・戸主との続柄・年齢

などが記されており、宗門人別帳と同様に屋敷毎

の人数や家族構成を知ることができる。加えて、

別家から来た者には「実父」の住所まで記載され

ており、どこから本寺に入籍してきたのかを知る

ことができる。そこで 3 冊の情報を照合し、天保

10（1839）年の宗門人別帳に記されている本寺の

屋敷 83 戸の家族構成が、安政 6（1859）年・明治

5（1872）年でどのように変遷したのかをまとめた。

なお、以下、天保 10（1839）年については「天保」、

安政 6（1859）年は「安政」、明治 5（1872）年は「明

治」と略す。

※「本寺佐藤家文書」（人別・戸籍－ 2）（人別・戸籍－ 3）、「山谷佐藤家文書」（46）より作成。「2 人以下の屋敷」にあ
る（　）は 83 戸中の 2 人以下の屋敷の割合。

表 3　天保から明治にかけての人口・戸数関係
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　宗門人別帳をみると屋敷名は記されているもの

の「但、新屋敷死亡東作跡地代御百姓相付候迄、

親類方江預高被成下分如此」あるいは「但、新屋

敷無行衛与吉跡地散田」のように「死亡」や「無

行衛」によって誰も住んでいない屋敷（空屋敷）

も記されている。その数をかぞえると天保では 9

戸、安政は 27 戸であった。明治の戸籍について

は人が住んでいない屋敷は記されていないが、天

保の 83 戸と照合すると 18 戸が空屋敷であったこ

とが確認できる。

　また、家族構成をみてみると空屋敷にまでは

なっていないものの、戸主 1 人あるいは戸主と子

ども 1 人・戸主と祖母など、人は住んでいるもの

の存続の「危機」にあるとおもわれる屋敷もみ

てとれる。実際、天保で 1 から 2 人であった屋敷

のうち 14 戸が安政では空屋敷になっていた。そ

こで空屋敷を含めた住人が 2 人以下になっている

屋敷をかぞえると天保が 37 戸、安政が 31 戸、明

治が 22 戸であり、天保に至っては全体の約 45％

が 2 人以下の屋敷になっていたことがわかる。以

上の情報を整理したものが表３である。このよう

な整理から、天保の宗門人別帳に記載されていた

83 戸のうち、明治までに 2 人以下になった屋敷

をかぞえると 46戸、そのうち 38戸が空屋敷になっ

ていた。つまり、約 30 年の間で半数以上の屋敷

が 2 人以下という存続の「危機」を経験しており、

約 45％の屋敷が空屋敷になっていたのである。

　空屋敷になった 38 戸のうち 18 戸は明治になっ

ても空屋敷のままであった。一方、1 ～ 2 人の屋

敷を合わせた残りの 28 戸はどのようにして「危

機」から「回復」したのであろうか。それぞれ天保・

安政・明治の家族構成を照合すると、出生による

直系で相続した屋敷は 5 戸のみであった。最も多

かったのは別家が入ってきた屋敷で 20 戸、また

養子を入れて相続した屋敷が 2 戸あった。なお、

残りの 1 戸は天保でいなくなった子どもが安政に

戻ってきて、明治に相続したというものである。

つまり、2 人以下になった屋敷が「回復」するのは、

出生による直系よりも別家・養子によるところが

多かったのである。

　次に人口をみてみよう。人口の増加は出生によ

るものと、養子・養女を含めた別家からの移動に

よるものがある。移動の人数は明確にし得ない点

もあるため、確実に移動と判断できるもののみ

数えた。その結果、天保以来、2 人以下になった

屋敷が安政までに増加した人数は、出生が 41 人

（52.6％）・移動が 37 人（47.4％）、安政から明治

にかけて増加した人数は出生が 47 人（56％）・移

動が 37 人（44％）であった。ここからは、移動

数を少なく見積もっても、出生がわずかに上回る

程度であったことがわかる。以上のことから、本

寺の「危機」からの「回復」のおよそ半数は別家

からの移動に依拠しながら展開していたといえよ

う。

　ちなみに、83 戸全ての屋敷から養子・養女を

入れたことが確認できる屋敷を数えると 35 戸で

あった。そこに、この 35 戸と重複しない別家が

入ってきた屋敷 14 戸を加えると、全体の約 59％

の屋敷が別家の者を入れていたことがわかる。そ

のうち養子で相続している屋敷を数えると 27 戸

あり、そこに、この 27 戸と重複しない別家が入っ

てきた屋敷 15 戸を加えると全体の約 51％になる。

つまり、約 30 年の間で半数を越える屋敷が直系

よりも別家の者を入れて相続していたのである。

　それでは、別家や養子はどこから移動してきた

のか。それを整理したものが表４、表５である。

この二つの表からは、本寺内の移動が最も多く、

それに次いで山谷・五串村、猪
いのおか

岡村・小猪岡・上

衣川村南又といった隣村が続くものの、栗原郡川

口村・胆沢郡白
しろとり

鳥村、仙台藩領外の仙北郡長野村

といった遠距離からの移動もみられたことがわか

る。こうして、他地域からの移動にも依拠しなが

ら本寺は「危機」から「回復」し、集落を維持す

ることができたのである。

　表１にあるように明治 5（1872）年以降の人口

変遷は不明である。しかし、大正期には最大の人

口数となっていることから、19 世紀後半から 20

世紀前半にかけての 45 年間は、順調に人口を増

やしたものと推察される。それでは、こうした明

治・大正期の人口増を支えた景観・生業とはいか

なるものであったのか。節を改めて検討したい。

（２）近代の景観と生業

　まず図５をみてみたい（竹原　2009）。これは、
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※ (  ) の数は不確定の数。「％」は「数」全体に対する割合。

※ (  ) の数は不確定の数。「％」は「数」全体に対する割合。

明治期以降に描かれた字下真坂の山野などを示し

た絵図である。注目したいのは、番地と共に記さ

れている地目である。東には広大な「秣場」があ

り、各所に「草山」や「草生地」が見受けられ、

西には細かく区分けされた「山林」、さらに「山林」

とは別に「林」といった地目がある。中世の「陸

奥国骨寺村絵図」や近世の「磐井郡西岩井絵図」

にも山林は描かれていたが、そこからは生い茂る

樹木がうかがえるのみであった。この絵図からは、

山林だけでなく草地が広がる山野の景観が想像で

きる。

　字下真坂については、この絵図だけでなく明治

10 年代の作成とおもわれる土地台帳〈「本寺佐藤

家文書」（土地－ 5）〉も残されている。この土地

表４　別家戸主の出身地

表５　養子・養女の出身地

図５「（絵図、字下真坂の林・草生地・秣場等に付）トレース図」（「本寺佐藤家文書」〈土地－ 17〉より作成 )
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台帳にも絵図と同様に番地と地目が記載されてい

た。興味深いのは、同じ番地であっても絵図と土

地台帳で地目が異なる場所がみられる点である。

それをまとめたものが表６である。両史料はどち

らも作成年代が不明なため、どちらからどちらへ

変化したのかはわからない。しかし、仮に①の変

化であれば山林・林が秣場・草生地へ、②であれ

ば秣場・草生地が山林・林へと変化している傾向

がうかがえる。①の場合は草地を増やし、②の場

合は樹木を増やしたといえようか。いずれにして

も、山野一帯を多様に活用していただけでなく、

それらは時に地目を変えながら使用されていたこ

とは指摘できるであろう。

　こうした地目が確認できる絵図としては、明治

20 年代初頭に作成された「字絵図」がある（東

北芸術工科大学東北文化研究センター編　2014）。

字絵図は一関市博物館に「中川」「駒形」「要害」「若

神子」「下真坂」、盛岡地方法務局一関支局（平成

27 年に水沢支局と統合）に「沖要害」のものが

収蔵されており、これらを合わせると近代の本寺

の景観が浮かび上がる。なお、地目ごとに色分け

した図を東北芸術工科大学東北文化研究センター

編（2014）に掲載している。

　この合成図からは平野部一帯の水田や、水利と

して本寺川や味沢堤も確認できる。また、屋敷を

みると北側の山際に 13 戸、中道（字沖要害あた

りで現・国道 342 号から 49 号へつながる道）沿

いに 11 戸、国道沿いに 31 戸が並んでおり、これ

らに隣接する形で畑が多くみられる。こうした田

畑の利用形態は、近世の「磐井郡西岩井絵図」で

もみられたが、屋敷戸数については国道沿いの割

合が高くなっているといえよう。新しい屋敷が国

道沿いに建てられる様子がうかがえる。一方、山

野に関わる地目をみると、萱生地・山林・林・秣

場・草生地・草山・柴山・柴生地・森林・原野など、

図５と同様に実に細かく分けられている。このよ

うに詳細に地目をつけていたということは、それ

だけ山野を多様に活用していたということであろ

う。

　以上のような景観をふまえた上で、次は近代の

生業をみてみたい（竹原　2009・2016a）。近世は『安

永風土記』関係史料から産物を確認したが、明治

初期にも本寺・山谷の情報をまとめた地誌がつく

られており、そこにも産物が書き上げられていた

（『地誌提要書上』岩手県庁蔵）。そこには「鍬柄・

下駄・足駄・糀板・へら・しやくし・まだ縄・炭・

紺屋灰」とある。これを『安永風土記』関係史料

と比較すると、煙草・まゆ・真綿・山折敷はなく

なっているものの、鍬台・足駄・下駄・炭は同様

にあげられている他、糀板・箆・杓子・まだ縄・

紺屋灰が加わっている。ここから木工品について

新たな産物が開発されたことがわかる。同じ木工

品でも時代に合わせて産物を模索していたといえ

よう。

　続いて、大正 6（1917）年に発行された『厳美

村誌』をみてみたい。本書には「戸口」「地勢」「気候」

「生産及産物」「交通」「行政」「教育」など、当時

の厳美村の概要がまとめられている。そのうち「生

産及産物」については、以下のようにある。

　本村の生産は農耕を主とすれとも、畜産

及び製炭業に於て、本郡枢要の地歩を占む、

養蚕業の如きも、漸次発達の気運に向ひつゝ

ありと雖とも、未だ幼稚の域にあるは遺憾

とする所なり

　ここでは、厳美村は農耕が主であるが、西磐井

郡のなかでも畜産と製炭業では重要な役割を担っ

ており、養蚕も発展の兆しをみせていると整理さ

れている。農業を主としているという点では、「本

※「本寺佐藤家文書」（土地－ 5）（土地－ 17）より作成。

表６　字下真坂の地目変化
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※『厳美村誌』より作成。

村の現在戸数五百三十九戸、内農作業四百七十四

戸、商業二十五戸、工業二十戸、其他二十戸なり、

以上に依るに本村民乃職業ハ、殆んど農作業にし

て、村収入は農業生産を以て支配せられつゝあり」

ともある。この農作業戸数の割合を考えると、本

寺も農耕を主としていたと考えて差し支えないで

あろう。

　次に本書では農業・林業・牧畜業・工業について、

その収入金などがまとめられている。注目したい

のは、それぞれについての説明書きである。そこ

には、厳美村内各地域についても言及されている。

それを整理したものが表７である。まず「農産物」

からは、本寺では養蚕が盛んであったことが特記

されている。本書では続けて大正 5（1916）年の

養蚕飼育戸数が掲載されており、本寺は 39 戸と

ある。

　それと関連して『一関市厳美町本寺の民俗』も

みてみたい。本書は平成 18（2006）年から同 23

（2011）年にかけて実施された聞き書き調査など

をまとめたものである。ここでは、多くの家で蚕

を飼っていたことと、繭は山目にあった昭栄製糸

という加工場に納入し、そこには学校が終わると

働きに出る人も多くいたとある。繭の販売ルート

や製糸工場での労働までうかがえて興味深い。

　続いて「林産物」をみると、本寺は製炭が盛ん

であり、東京にまで移送していたことがわかる。

製炭については「本寺佐藤家文書」のなかにも関

係文書（その他－ 3）があり、例えば、大正 3（1914）

年には青森大林区署へ本寺の炭焼業について「炭

焼ナキ者　戸数　弐拾壱名」「炭焼□□□ ( 作前

後 )　戸数　三拾三人　但シ壱ヶ年壱人平均金弐

拾円宛」「炭焼専門　戸数　弐拾弐人　但シ壱ヶ

年壱人平均金七拾円宛」と報告している。「炭焼

□□□ ( 作前後 )」の意味は判然としないが、い

ずれにしても 55 戸の家が炭焼を行っていたとい

うことは指摘できよう。また、『一関市厳美町本

寺の民俗』でも製炭についてとりあげており、一

関方面から来る業者への販売や、一関を経由して

東京に送られたとある。

　「林産物」では、製炭以外でも栗や菌類があげ

られていたが、「本寺佐藤家文書」の『区長御達

日誌帳』（村政－ 9）のなかにも明治 22（1889）

年に本寺地区内にある「コヽミ立官林」から栗と

雑菌を採集するための「副産物御払下願」が綴ら

れていた。さらに「明治四拾四年度以降」と表

紙にある『入林鑑札交付簿』（その他－ 3）には

祭
まつるべ

畤山から菌
きんじん

蕈を採集するための鑑札を交付され

た者、57 名の名前が記されていた。

　「牧畜業」については地名の特記はないが、本

寺でも広大な面積の秣場を有していたこと、「本

寺佐藤家文書」に残された文書からその生業の一

端がうかがえる。すなわち、先ほどもとりあげた

『区長御達日誌帳』のなかには、明治 22（1889）

年に厳美村長から区長宛に出された文書が綴られ

ていた。そこでは「来ル十一月廿七日、山目組二

歳駒競売執行相成候条、登記之人名ハ二歳駒并公

馬、西磐井郡山目村山目組市場ヘ同日午前第八時

遅滞ナク牽出候様、通達方取斗フヘシ」と指示さ

表７　厳美村の生業
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れており、山目村で二歳駒の競売が行われていた

ことがわかる。この後には競売にかける馬が書き

上げられており、本寺から売りに出した馬もいた。

さらに「工業産物」についても本寺と特記されて

いるものはないが、箆・杓子・下駄は江戸・明治

時代の産物としてもあげられていたため、本寺で

も継続して生産していたのではなかろうか。

　以上、『厳美村誌』をもとに大正期の厳美村の

生業について整理し、農業を主としながら林業・

牧畜業・工業を営んでいたこと、そのうち本寺で

は養蚕と製炭が特記されていたことを確認した。

「本寺佐藤家文書」には明治・大正期の文書から

製炭や栗・菌類、畜産に関するものが見受けら

れ、『一関市厳美町本寺の民俗』を参考にすると、

一関方面や東京とつながる販売ルートも明らかと

なった。こうした生業が明治・大正期の人口増を

支えていたのであろう。なお、これまでも産物は

多数あげられていたものの、そこから現金収入を

得る販売ルートが判然としなかったが、ここから

一関方面のような消費地とのつながりが想定され

よう。

　

昭和 42（1967）年

昭和 62（1987）年 平成 13（2001）年

昭和 52（1977）年

図 6　4 年代の空中写真（全て国土地理院所蔵）



－ 175 －

６　現代　─新たな生業の開発─

　現代の景観については、図６のような空中写真

（国土地理院所蔵）からその変遷をみることがで

きる（竹原他　2014、東北芸術工科大学東北文化

研究センター編　2014）。平野に広がる水田やそ

れを囲む山野の景観は、中世以来かわらないが、

水田を細かくみると不整形・小区画の水田から次

第に整備された長方形へと区画整備が進められて

いる。『一関市厳美町本寺の民俗』によると、本

寺に田植機が入りはじめたのは昭和 40 年代であ

るという。こうした農業機械の導入によって区画

整備が進められたのであろう。また、山野に注目

すると昭和 42（1967）年では山の稜線が確認で

き、樹木の濃淡も薄くなっている。しかし、昭和

52（1977）年以降は、樹木が生い茂り、山の色が

濃くなっていることがうかがえる。

　『一関市厳美町本寺の民俗』には、昭和 30 年代

後半になるとプロパンガスが出てきて、昭和 35

（1960）年頃には本寺周辺のほとんどの家がそれ

を導入したとある。こうした背景もあり、近代に

おいて本寺の主要生産物であった製炭は昭和 30

（1955）年から同 50（1975）年頃にかけてやめる

家が多くあったという。一方、中世以来、本寺の

主要な生業であった養蚕も昭和 30 年代後半にな

ると徐々に衰退したという。

　このように、これまで主要な生業であった養蚕

や山野を活用した産物が衰退するなか、表１から

もわかるように近年は人口減が進んでいる。しか

し、現代でも本寺では多様な生業を模索している。

『一関市厳美町本寺の民俗』によると、昭和 30 年

から同 50 年代にはリンゴ、平成 3（1991）年から

はブルーベリー、近年では「南部一郎カボチャ」

を特産品にしようと栽培を進めている。さらに、

これまでの歴史を活用した観光業が生業の一部と

して確立されているといえよう。中世以来の景観

が国の史跡や重要文化的景観に登録され、世界遺

産への追加登録も目指している。それと関連して

本寺の歴史をわかりやすく紹介したガイダンスハ

ウスが設置され、そこでは郷土料理をふるまうレ

ストランや産直コーナーも併設されている。年間

に複数回開催している行事には県外からの参加者

も得て、本寺を PR する役割を果たしている。

　以上のように、本寺は現在進行形で新たな生業

を見出しながら集落を維持しているのである。

７　おわりに

　本論では、一関市厳美町本寺地区を事例として

人口・景観・生業という視点から集落の「開発」

と「危機」に注目し、中山間地集落が維持されて

きた様相と背景を編年的にまとめてきた。本寺は、

沢水・湧水を活用した水田開発に始まり、中世以

来、本寺川の水量を充実させながら平野部の水田

稲作の生産高を増加させてきた。それに加えて、

周囲に広がる山野を活用しながら時代に合わせて

多様な生業を営み、近代以降には一関・東京方面

ともつながりながら生活を成り立たせてきた。そ

のため、戸数・人口も基本的には増加傾向にあり、

天保の飢饉のような「危機」を向かえても地区外

からの人びとも受け入れながら「回復」すること

ができた。近年は第一次産業の衰退と少子高齢化

の影響で人口も減少傾向にあるが、観光業にも力

を入れるなど、これまでと同様に時代に合わせた

新たな生業が模索されている。

　以上のように、本寺という中山間地集落が人口

の半数近くを失うような「危機」を乗り越えて集

落を維持してきた背景には、消費地ともつながり

得る立地のもと、平野部と山野という景観を活用

し、時代に合わせて多様な生業を模索してきたこ

とがあったのではなかろうか。
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鰹釣り溜め漁導入前後の唐桑村の状況

富山大学人間発達科学部

中村 只吾

１　はじめに

　近世の唐桑村をめぐっては、これまでにいくら

かの研究成果が発表されてきた。古くは、荒居

英次（1963）が、近世前期における当村の村民構

成や生産構造、流通関係などについて検討して

いる。その後の注目すべき成果としては、田島佳

也（1992）が、紀州漁民による他国出漁と、それ

にともなう捕鯨、鰹漁、鰯漁などの先進的技術伝

播の問題を論じるなかで、唐桑村の事例に言及し

ていることが挙げられる。加えて、紀州漁民の他

国出漁問題を、地元の商人資本や漁業経営者側の

主体性という観点から分析したのが、高橋美貴

（1995）である。また、平川新（1992）は、延宝 3

年（1675）の紀州漁民の受け入れをめぐって生じ

た村民間の争いの背景に、単なる紀州漁民受け入

れをめぐる問題にとどまらない、村内における政

治的な主導権争いの存在を推測し、最終的には、

村を越えた地域社会レベルの利益をいう導入派の

論理が排除派の論理を押し切ったとの見解を示し

た。この平川の成果は、本稿の分析においても、

特に参照すべき成果である。その他、紀州漁民お

よび鰹釣り溜め漁（一本釣り漁）導入をめぐる動

きのなかで導入派の中心的存在でもあった鈴木家

（屋号古館、以下、鈴木家とのみ記す）について、

地域のリーダーとしてのあり方に注目した、斎藤

善之（2012 ～ 2014）の成果もみられる。

　上記のとおり、近世の唐桑村を取り扱った歴史

学的研究は、これまでに一定程度の研究成果が蓄

積されてきている。しかし、そのようにしばしば

取り上げられてきた対象ではあるものの、村落史

研究という観点からみた場合、検討の余地がいま

だ多く残されているように感じられる。たとえば、

延宝 3 年（1675）の紀州漁民受け入れ、鰹釣り溜

め漁導入は、唐桑村史上の重大事項の一つであり、

そのこと自体は研究史上よく取り扱われ、知られ

ているものの、その前後の村内外の状況までを含

めた詳細な検討は、荒居（1963）の研究などわず

かにみられる程度なのではなかろうか。それに、

村に関することのなかでも特に、生業に関わる「所

有」（権利・用益）の問題は、村の秩序や構造の

動態をみるうえでの要点と思われる。鰹釣り溜め

漁導入前後の時期に、村の生業に関わる部分での

「所有」（権利・用益）関係にいかなる動きが生じ

たのか、その点の検討が重要であろうが、やはり

いまだ十分になされているとはいい難い。紀州漁

民受け入れ、鰹釣り溜め漁導入の背後に、当時に

おける鈴木家の経営状態の変化や村内の政治的主

導権争いの存在を指摘している平川（1992）も、

村内の「所有」の事情に関する踏み込んだ追究に

までは及んでいない。さらには、鰹釣り溜め漁導

入に至るまでの間における、鈴木家の村内でのス

タンスについても、検討の余地があるのではなか

ろうか。

　そこで本稿では、延宝 3 年の鰹釣り溜め漁前後

の村内の状況および鈴木家の立場の動態につい

て、特に、村の生業における「所有」（権利・用益）

関係の側面に注目しながら検討を深めることを課

題とする。そのことをもって、鰹釣り溜め漁導入

が村の秩序や構造に与えたインパクトについて再

考したい。

２　鰹釣り溜め漁導入前後における唐桑村の
基本的要素の比較

　最初に、近世の唐桑村に関する基本的要素をあ

らためて確認しておこう。そのためにまず参照す
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るのが、安永 9 年（1780）の「風土記御用書出」

である注１）。この史料によれば、当時の唐桑村は、

舞根、宿、馬場、石浜、中ノ浜、小鯖、白磯、鮪

立、津元、只越という 10 個の小名（小集落）か

らなっていた。鈴木家は、このうちの鮪立に所在

する。田代は 27 貫 515 文、畑代は 57 貫 886 文（う

ち茶畑 80 文）という畑がちの村であり、田畑合

計で 85 貫 451 文であった。さらにこのうち御蔵

入 84 貫 247 文、御給所 1 貫 204 文と記載されて

いる。また、海上高は 4 貫 60 文と記されている。

人頭（年貢負担者としての表百姓）は 641 人であ

る。このうち寺1ヶ寺、修験6人で、寛永19年（1642）

の検地時点で 96 人であったものが、それ以来 545

人増加したとのこと。17 ～ 18 世紀にかけて、大

幅な増加があったことがわかる。家数は 660 軒で

あり、うち名子 7 軒、水呑 11 軒、門前１軒との

こと。人口は 3663 人で、性別の内訳は、男 1739

人、女 1624 人である。馬は 346 疋である。船は

186 艘あり、種類別の内訳は、五太木 100 石以下

30 艘、小船 25 艘、さっぱ 101 艘、かっこ 30 艘で

ある。船種ごとの「御役代本代」は、１艘につき

各々 250 文、100 文、50 文、50 文とされている注２）。

　続いて、上述の「風土記御用書出」の記載内容

を、寛永期の当村の状況と比較してみる。表１～

表３をみてほしい。これらの表は、それぞれ寛永

14 年（1637）、同 16 年、同 21 年の「唐桑村御年

貢定目録」の記述内容をもとにしたものである。

　第一に、このうち、田畑を合わせた高について

みると、寛永 14 年の 56 貫 294 文から同 21 年の

83 貫 470 文にかけて、30 貫文程度の増加がみら

れる。しかし、その後はというと、安永 9 年の「風

土記御用書出」の田畑合計貫高は 85 貫 451 文で

あり、その後 130 年余の間には、あまり変化がな

かったと推測される。これはすなわち、延宝 3 年

（1675）の鰹釣り溜め漁導入以前の時点で、耕地

の開発が一定の上限に達しており余地がほとんど

なかったということであろうか。荒居英次（1963）

は、近世前期における唐桑村の生産構造について

次のように述べている。農作物は米・麦・大豆・

稗等の穀物で、商品作物はない。山畑が多く粗放

的である。零細保有地の耕作だけでは生活維持が

できず、海に資源を求めて、塩業・漁業に進出し

た。製塩燃料は藩有林によって賄われた。鰹釣り

溜め漁導入以前に盛んであった漁業は、鱈漁、蛸

漁、あわび・昆布の採取であり、各自、小規模な

漁業を展開していた様子である。

　そこで次に、「舟御年貢」に注目してみる。表

１～表３の各々の「舟御年貢」の備考に記したよ

うに、この寛永 14 ～ 21 年の間は、総数 44 数艘

～ 60 艘の間で推移している。それが、安永 9 年

の「風土記御用書出」においては、総数で 186 艘

と記されており、大幅な増加がうかがえる。その

間には、延宝 3 年の鰹釣り溜め漁の導入を挟んで

いるのであり、それとの相関関係も考えられる。

加えて、船種の点でみた場合、「風土記御用書出」

には鰹釣り溜め漁に使ったと思われる五太木（川

島　2017）30 艘が書き上げられているが、表１～

表３の寛永 14 ～ 21 年の時点では、それがみられ

ない。「四板」「小四板」「小舟」のほか、「大船」

が 2 艘みられるのみである。

　荒井（1963）は次のように指摘している。唐桑

村において、中世以来の土豪的土地保有者による

経営、名子制は近世初期には解体し、寛文期には

部分的に残る程度であった。彼ら隷属民が本百姓

化し独立することを支えたのは、山畑の開発や小

漁船の所有であった。唐桑村の場合、山林が名子

旦那の所有ではなく藩の管轄であったためそれが

可能となった。　

　この見解をふまえ、上述の田畑や漁船の推移に

ついて考えるに、鰹釣り溜め漁導入前の唐桑村に

おいて、山地の耕地開発は比較的早く、17 世紀

前半、寛永期頃には限界を迎えてしまったのだと

いえる。先にも言及した荒居（1963）の見解によ

れば、鰹釣り溜め漁導入以前にあって村人たちは、

零細保有地の耕作だけでは生活維持ができず、海

に資源を求めて、塩業・漁業に進出し、小規模漁

業に従事していたわけである。もともと零細な耕

地について、早々に開発の限界がみえてしまった

のだとしたら、海の開発のほうにさらなる活路を

見出そうとする動きを強めるのは無理のない動き

といえる。

３　鰹釣り溜め漁導入前の村政や海面利用を
めぐる状況
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（1）万治・寛文期の村方騒動

　鰹釣り溜め漁導入前の村内の状況について、さ

らに別の側面から確認してみよう。そこで一つめ

に注目したいのが、万治および寛文期に生じた村

方騒動である。

　　【史料１】（『陸前唐桑の史料』299）注３）

　　　唐桑村御百性共書物を以申上候御事

一、御本判持御百姓ニ源六と申者相はて申

候ニ付、かし方御座候とておや子四人手

前へ引籠、段々ニ売禿申候、同与右衛門

と申候御百性かし方御座候とて田地家屋

敷ともニとり申候付禿、御本判御役出シ

不申候、其外御百性之子とも兄弟かし方

御座候とてうりとり申人とも、介左衛門
㊞

・

甚九郎
㊞

・清三郎・久五郎・彦十郎・小四

郎
㊞

・小一郎、右九人之者共禿申候付、相

残る御百性御本判万事御役等ゆなひ申候

付、迷惑仕候

一、毎年御伝馬船ニ御村ニて七切ニかい申、

御用立申処ニ、鹿下村次兵衛所へ壱切

五百文ニ運上ニかし申候而、金代共ニ請

取御村江出し不申候、其上右之船売申候

金も出し不申候　御上意御用つかいニ申

候ゟ御百性船御用立申候付、りうふ仕迷

惑仕候

一、毎年檜山御普請御人足他村之きもいり

相出シ申候ニからくわきもいり出し不申

候、其上五右衛門・吉兵衛三人分高三〆

仁百文余り、此外弐・三〆文ツヽ引除、

残る高ニ而御人足度々相出し迷惑仕候

一、壱貫文ニ付拾人之御人足方々江相出シ

申候に、右三人之持高相出し不申、御村

ニ而計仕候、其上人足きも入も御村ニ而

仕迷惑申候

表１　寛永 14 年唐桑村の田畑高および舟御年貢

寛永 14 年「寛永拾四年分唐桑村御年貢定目録」（『陸前唐桑の史料』88）より作成。

表２　寛永 16 年唐桑村の田畑高および舟御年貢

寛永 16 年「寛永拾六年分気仙沼之内唐桑村御年貢定目録」（『陸前唐桑の史料』127）
より作成。

表３　寛永 21 年唐桑村の田畑高・茶畑御年貢・舟御年貢

（寛永 21 年）「寛永廿一年分唐桑村（御年貢定目録）」（『陸前唐桑の史料』229）より作成。
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一、御山追ニもきもいりハ不罷出、人足之

内ニてきもいり相立、遣代迄も御村ニ而

仕、きもいり一円かまひ不申候

一、毎年ゟきもいり給分仁文かけノ代残江

上納ニて済申候と存候所ニ、本高ニてわ

り付とられ迷惑申候

一、中□
（手）

山御普請御日用金　御上意ゟ被下

候金、御村江ハ渡シ不申、きも入手前ニ

とりこミ指置申候

一、毎年夏秋御年貢済申候金之内、きもい

り手前ニひかえ置、商かし方仕、其身禿

御座候とて　御上意を懸り置かし金ニ仕、

不罷成候御百性之毛之上田地おさへとり

禿申候、迷惑仕候

一、毎年きも入遣、何方へ参候も御村ニ而

仕候

一、七・八年以前ニ石之巻江御年貢大豆、

御村之運賃ニ而のほセ申候　御上意ゟ御

運賃被下候をいまに御村へハ渡シ不申候

間、被仰付可被下候

一、毎年御年貢諸役代物相場八百文壱切之

時ハ八百五拾文ニ仕、御村江ハ指引ニハ

不仕、勘吉ニ為売、壱切ニ付五拾文ツヽ

余り、きもいりとりこミニ仕候ニ付而迷

惑申候

一、七・八年以前より干鱈・かつうふし・

くしかい年々　御上意上ヶ申候代り被下

候と及承候へとも、御村江ハ渡し不申、

きも入取籠申候

一、毎年御百性壱人ゟやとひ三人ツヽ遣申

候付迷惑申候

一、毎年肝煎何方江参候ニも御村之伝馬乗

り申候付、迷惑申候

右之通り御せんさく被下置いか様ニも被仰

付可被下候、以上

　　　　　　　　　　　　　重三郎

万治三年　　　　　　　　　重兵衛㊞

三月拾五日　　　　　　　　長兵衛㊞

　　　　　　　　　　　　　甚三郎㊞

　　　　　　　　　　　　　吉左衛門㊞

　　　　　　　　　　　　　勘右衛門㊞

　　　　　　　　　　　　　次郎衛門

　　　　　　　　　　　　　茂左衛門㊞

　　　　　　　　　　　　　清蔵㊞

　　　　　　　　　　　　　与十郎㊞

　　　　　　　　　　　　　甚九郎㊞

　　　　　　　　　　　　　孫兵衛㊞

　　　　　　　　　　　　　清衛門㊞

　　　　　　　　　　　　　清十郎㊞

　　　　　　　　　　　　　甚七㊞

　　　　　　　　　　　　　正衛門㊞

　　　　　　　　　　　　　才市郎㊞

　　　　　　　　　　　　　与兵衛㊞

　　　　　　　　　　　　　甚右衛門㊞

　　　　　　　　　　　　　ぬい介㊞

　　　　　　　　　　　　　惣太郎

　　　　　　　　　　　　　彦九郎

　　　　　　　　　　　　　次郎兵衛㊞

　　　　　　　　　　　　　惣十郎㊞

　　　　　　　　　　　　　甚四郎㊞

　　　　　　　　　　　　　介左衛門㊞

　　　　　　　　　　　　　孫六㊞

　　　　　　　　　　　　　与吉㊞

　　　　　　　弥兵衛㊞ 市兵衛㊞

                            惣十郎㊞ 左門次㊞

　　　　　　　与作㊞ 平左衛門㊞

　　　　　　　金六㊞ かも右衛門

　　　　　　　清兵衛㊞ 清三郎㊞

　　　　　　　助十郎㊞ 清九郎

　　　　　　　七右衛門㊞ 太郎左衛門㊞

　　　　　　　正作㊞ 源三郎㊞

　　　　　　　与吉㊞ 将監㊞

　　　　　　　甚四郎㊞ 久五郎㊞

　　　　　　　次左衛門㊞ 藤七㊞

　　　　　　　彦十郎㊞ 清八㊞

　　　　　　　権四郎㊞ 権四郎㊞

　　　　　　　助市㊞ 久八㊞

　　　　　　　六郎衛門㊞ 作衛門㊞

（読点の挿入など、筆者が一部改変した箇所あり。これ

以降の引用史料も同様）

　この万治 3 年（1660）の史料は、宛先が不明で

はあるが、唐桑村の百姓ら 58 名による、種々の
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訴えが記されたものである。主に訴えられている

のは、肝煎による種々の行為である。「毎年檜山

御普請御人足他村之きもいり相出シ申候ニからく

わきもいり出し不申候」こと（第 3 条）、「御山追

ニもきもいりハ不罷出、人足之内ニてきもいり相

立、遣代迄も御村ニ而仕、きもいり一円かまひ不

申候」こと（第 5 条）、「毎年ゟきもいり給分仁文

かけノ代残江上納ニて済申候と存候所ニ、本高ニ

てわり付とられ迷惑申候」こと（第 6 条）、「中□
（手）

　

山御普請御日用金　御上意ゟ被下候金、御村江ハ

渡シ不申、きも入手前ニとりこミ指置申候」こと

（第 7 条）など、自分勝手な負担の回避や不当な

利益の取得などがあるとして、百姓らからその行

状を糾弾されている。次の【史料 2】もふまえる

ことで、この騒動の構図がより明確に見えてくる。

　【史料 2】（『陸前唐桑の史料』301）

一、 此度肝煎とりかい申候ニ付、御村御百

姓ト太左衛門出入御座候ニ仍、きやうた

いノ不動院・茂右衛門弐人之衆おのゝゝ

頼、御村へわび仕候而、太左衛門ゟ出申

候金、御村御伝馬舟壱切ニ売申候金、同

鰊舟ニ借シ申候運上金壱切五百文、御ほ

うし金壱切四百文、なかつ山御日賃金五

切、檜山御普請本つなき九切、右四口ノ

金合拾八切四色ノ分ハおくり子銭いろい

ノ我等共もらい申候、此外五七年ノ御村

つかい算用者、又届不被申候、いろいノ

者共もらい置申候、為其たかいニ証文如

斯ニ候、仍為後日

　　　万治三年

　　　　四月十二日  ちくこ㊞

　　　　勘右衛門殿  仁左衛門㊞

　　　　次郎衛門殿  伊兵衛㊞

　　　　十兵衛殿  正右衛門㊞

　　　　甚三郎殿  次兵衛㊞

　　　　長兵衛殿  茂右衛門㊞

　　　　茂左衛門殿  不動院㊞

　　　　与十郎殿

　　　　清衛門殿

　　　　清蔵殿　　御村中

　この史料によれば、この騒動は、太左衛門と「御

村御百姓」とが対立したものであったことがわ

かる。太左衛門が肝煎であったところ、【史料 1】

のような百姓らの訴えにより、「肝煎とりかい」（肝

煎の取りかえヵ）＝肝煎の交代という結果に至っ

たのだと推察される。【史料 1】の連名の百姓の

なかに名を連ねている勘右衛門は鈴木家の者であ

ろう。鈴木家の者は、この騒動以前の史料におい

て、たびたび肝煎として名前がみられるが、この

騒動では、村の百姓たちから糾弾される立場には

なく、百姓らとともに肝煎を糾弾する側に立って

いたことがみてとれる。また、【史料2】の宛所にも、

勘右衛門の名がみられる。

　その後、寛文 5 年（1665）に至って、また別の

形で村方騒動が勃発している。

　【史料 3】（『陸前唐桑の史料』324）

　　　　書物を以申上候

一、毎年ゟ御百性者かや山・ぞう木・青木

少ツヽはやしもち申候所、当年改十兵衛

壱人ニかりやぶり可申由被仰付候ハ迷惑

ニ存候間、毎年之通りニはやし候様ニ被

仰付可被下候

一、毎年御本判御役地方之きも入ニ御役と

りあつめ可申由被仰付候を、十兵衛壱人

ニ而不罷成候由ニ而きも入相立、其人之

御役十兵衛てまいノ下人迄も□
（き）

も入ニ相

立、御役にない申候へ者、御村すぶれニ

罷成迷惑仕候間、たれ成共壱人ニ被仰付

可被下候

一、何方之きも入ニも御伝馬被□候哉、唐

鍬きも入ニ計御伝馬のり可申候由被仰付

候や、御伝馬ニ迷惑仕候間、如此ニ申上候、

大谷□之御用ニ候ハヽ、［　　　］之まわ

りニ候間、舟ニ而も□
（仕）

立可申候、□気仙

沼へ之御伝馬御□
（免）

被仰付可被下候、以上

　　寛文□
（五）

年  利左衛門

　　　八月五日　左吉 五良作

　　　　　　　　才一郎 六兵衛
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　　　　　　　　甚七 甚十郎

　　　　　　　　正衛門 藤兵衛

　　　　　　　　四郎兵衛 長四郎

　　　　　　　　善四郎 三郎衛門

　　　　　　　　与吉 惣次郎

　　　　　　　　作衛門 正蔵

　　　　　　　　源左衛門 十三郎

　　　　　　　　次兵衛 半三郎

　　　　　　　　与衛門 玉蔵

　　　　　　　　小十郎 九兵衛

　　　　　　　　仁衛門 与衛門

　　　　　　　　清八 正吉

　　　　　　　　平左衛門 与作

　　　　　　　　太兵衛 甚内

　　　　　　　　  惣太郎

　　　　　   九蔵

　　　　　　　　  清蔵

　　　　　　　　  与五衛門

　　　　　　　  与衛門

　　　　　　　　  久兵衛

　　　　　　　　  休三郎

    与作

　ここにおいて問題となっているのは、当時の肝

煎十兵衛の行状である。「かや山・ぞう木・青木」

の利用（第 1 条）、肝煎人数の増加（第 2 条）、肝

煎による伝馬の利用（第 3 条）といった事柄につ

いて、肝煎の側に逸脱したふるまいがあるとして、

百姓ら 41 名から糾弾されている。先に取り上げ

た安永 9 年（1780）の「風土記御用書出」には、「代

数有之御百姓」について記載されている箇所があ

り、その時点までに 5 ～ 10 代の代数を重ねてい

ることが確認される家が 28 軒書き上げられてい

る。また、同年の「代数有之御百姓書出」には、

さらに 1 軒を加えた「代数有之御百姓」29 軒の各々

について、代々の当主の名前が列記されているほ

か、大名に供しての戦への出陣や肝煎在勤といっ

た事績についても、適宜記されている注 4）。いわ

ば当時の村の名家、有力百姓家に関する情報をま

とめたものといえよう。それらによれば、この

【史料 3】に登場する十兵衛は、「八代相続洞屋敷」

の又兵衛の先祖で、同家第 3 代の十兵衛ではない

かと推測される。ちなみに、鈴木家すなわち「古

館屋敷」の勘右衛門は唯一の「十代相続」かつ筆

頭に記載されており、「洞屋敷」が 2 番手となっ

ている。

　続く下記の【史料 4】も、年数の隔たりは比較

的大きいようであるが、上記の【史料 3】、それ

も特にその第 2 条の肝煎人数の増加との関連性を

うかがわせるものである。

　【史料 4】（『陸前唐桑の史料』338）

書物を以申上候、寛文弐年御本判きもいり

郡付ニ罷成、地之肝煎壱人ツヽ被仰付候を、

十兵衛申様ニ者、大前之事ニ御座候間、我

等壱人ニ而不罷成候と申候間、次郎衛門を

十兵衛のそミ被申候而被相立申候而、弥々

三ヶ村之つふれニ罷成候、か様ニ申候事も

其身手前も四・五人又小走人数三人相立申

候得者、此よなひ壱ヶ村ニ而きもいりよな

ひ八百六拾六文、小走りよなひ八百文ツヽ、

二口合壱〆六百六拾六文ツヽニ御座候へ者、

三ヶ村之よなひ四〆九百九拾文あまり、年々

よなひ申候而、迷惑申事ニ御座候間、他村

なミニ十兵衛壱人ニ被仰付可□
（被）

下候、左様

ニ御座候得者、小走もいり不申候、以上

　　寛文拾弐年　　　　　　太左衛門㊞

　　　　九月五日  助右衛門㊞

　　　　   □左衛門㊞

　　　小泉清六殿  □右衛門㊞

　　　加藤十蔵殿  十左衛門㊞

　史料によれば、肝煎十兵衛としては、自分一人

では不足であるとして、肝煎人数の追加を企図し

たところ、それにともなう負担の増加を嫌う人々

からの反発が生じたことがみてとれる。

　さらに、翌寛文 13 年の下記の 2 通の史料にも

また、肝煎による種々の行状への不審が書き上げ

られている。

　【史料 5】（『陸前唐桑の史料』343）

一、唐桑村先年之通り、三ヶ村ニ而面々ニ
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去年中御役相出し申候ニ、いまだ算用も

きわめ不申、其上当年も御本判御役なら

しニ被成人数六百卅人あまりニわりかけ、

壱人まへニ弐百六拾文ツヽとわり付被成

候、当年之割ニも大分之あまりニ御座候

か、別而御役もふへ申候哉迷惑仕候、肝

煎両人へ御役取次第ニ取申様ニと被仰付

候と存候間、算用も相きわめめんひかう

がん之無之様ニ被仰付可被下候

一、其
（去）

年中も唐桑村ゟ御舟之御役大分ニ肝

煎取申候、其上新舟御役も取申候、新舟

ハ去年中御役御めんニ被成候由承及候得

共、尓今何之道も埒明不申候、急度被仰

付御村へ相返し申候様被仰付可被下候

一、当年人数改に付而、人壱人ニ□代四文

ツヽとわり付御村ゟ取申候かミ之代七貫

六百文あまり入候哉、御セんさく被成可

被下候

一、毎年下札百性□
（き）

りニ被相渡候お、尓今

百性へハ相渡し不申、申かけ次第ニ取被

申候間、御セんさく被成被下度候

一、唐桑肝煎気仙沼□□□代官［　　　］

参 候 に 御 伝 馬 舟 五 人 七 人 ツ ヽ 相 立 申

□ 迷 惑 仕 候、 馬 壱 疋 ツ ヽ ニ 気 仙 □ へ

ほ う き や う 仕 候 様 ニ 被 仰 付 被 下 度

候、□事か様□申上候も肝煎四・五人

［　　　　　　　　　］て次第ニ御村つふ

れ申候様ニ［　　　　　］申候ニ仍而か

様ニ申上候

　　寛文十三年

　　　　八月廿七日

　　　　　　　　　　　　　　　　□衛門

　　　大石新衛門殿

　　　高橋喜兵衛殿

　【史料 6】（『陸前唐桑の史料』346）注 5）

　　御せんざく被成候ニ付申上事

一、下札毎年肝煎相渡シ不申候而、御年貢

皆納きも入申かけ次第ニ相済申候、小わ

り〈糸へんに長〉御座候由承候へ共、引

合算用仕事無之候

一、春中人数御改ニかミ之代壱人ニ今代四

文ツヽ相済申候、からくわ村中人高ニ而

何ほと代物出申候や、大分之かミ之代ニ

御座候間、如此申上候、大嶋小原木ニ而

ハ壱人ニ壱文ツヽ取申候而、あまり代御

座候間、如此申上候

一、気仙沼へ肝煎御用御座候而罷出候ニ、

御伝馬舟ニ而被参候へハ、四・五人ツヽ

舟夫立申候而迷惑申候間、人馬弐人ツヽ

ニ而相きわめ候様ニ被仰付可被下候

一、気仙沼大やへ肝煎被参候ニ、組頭并正

衛門・伊衛門五三人ツヽつれ立被参候ニ

付、遣方大分ニ入め御座候ニ付迷惑仕候、

組頭ニさして御用御座候ニハ不及是非候、

組頭ニも御用無之候てもともニつれ立御

村遣大分ニ御座候而迷惑仕候

一、毎年御年具御皆納仕候ニ、御村肝煎・

組頭遣方ニ本代百文ニ付今代五十文・

六十文ツヽ相出シ申候、御せんざく被成

被下度

一、去年新舟御役取申候へ共ニ今其御役村

中へハ返し不申候間、迷惑申候、新舟御

役相済申候ハヽ、不及是非候

一、当春中大豆御本金ニ御金　御上意ゟか

し被下候を、肝煎手前ニ而廿切あまり遣

被申、又わき々々へもひいぎを以為遣指

置申、罷ならぬ百性ニハ少ツヽかし被申

候、是以迷惑ニ存候事

一、御村中吟味ニ而毎年たこ之口相とめ候

ニ付、たこ之御役とて小舟壱そうニたこ

五まいツヽとられ申候間、是又御上意へ

済次第ニ御わり付可被下候

一、小ばしり壱人□
（壱）

分判六切てまかききも

入手前ニ指置、組頭拾人へ之つけふれ計

為仕、村中へハつけわたし不申候事、是

以迷惑申事ニ候

一、寛文拾壱年ゟ拾弐年迄御めぐりニ付き

も入遣、今代拾六文ツヽ拾弐ゟ六拾五迄

相済申候、当年ハ今代五文ツヽ相出申候

右之通り申上候間、御尋御村へ□
（も）

とり申候

通り返し申候様ニ奉願上候、御尋之上ニ御

座候間、此如申上候、肝煎事ハ能悪敷を不
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□候間、たれ成共被仰付可被下候

　　　　　　　　　　　　　太右衛門

　　　　　　　　　　　　　休三郎

　　寛文拾三年  与右衛門

　　　　九月廿六日  久兵衛

　　　　　　名子水のミ 与作

　　　　　　　　　孫市 仁左衛門

　　　　　　　　　左吉 太郎左衛門

　　　　　　　　　喜平 長次

　　　　　　　　　左平次 甚七

　　御横目　　　　藤六 文次

　　安積長兵衛殿　市介　　長助

　　　　　　　　　文六 才一郎

　　　　　　　　　助市 清右衛門

　　　　　　　　　□蔵 甚内

    惣兵衛

    彦十郎

    甚十郎

    勘右衛門

　　　　　　　　　　　組頭

    十左衛門

　【史料 5】では、船役の不当に過重な負荷（第 2

条）、紙代割付への不審（第 3 条）、下札（年貢割

付状）を百姓らへ渡さず、肝煎の言うままに賦課

されていることへの不審（第 4 条）、肝煎による

伝馬船利用は村の重い負担になっていること（第

5 条）などが書き上げられている。

　【史料 6】でも、年貢算用に関する不審（第 1 条）、

紙代割付額への不審（第 2 条）、伝馬船利用への

不満（第 3 条）など、【史料 5】と共通する部分

を含めて、肝煎の行状の問題点が書き連ねられて

いる。そして、末尾には、「肝煎事ハ能悪敷を不

□候間、たれ成共被仰付可被下候」と記されてい

る。誰であってもよいから交代させてほしいとい

うほどに不満が高まっていたのであろうか。また、

差出人として、百姓 19 名および名子・水呑ら 9

名の連名がみられ、おそらく鈴木家の者であろう

勘右衛門の名もそのなかに確認できる。

　以上、【史料１】～【史料 6】によれば、万治

および寛文期に、唐桑村において肝煎の種々の

ふるまいに対する反発、いわゆる村方騒動といえ

るものが発生したようである。そして、【史料 1】

および【史料 6】のなかには、唐桑村の他の百姓

らに混じって鈴木家の勘右衛門の名が確認でき

る。【史料 6】の差出人には、名子・水呑らも含

まれている。鈴木家は、村の百姓らに糾弾される

立場にはおらず、他の百姓らと利害を共にする側

にいたと考えられるのである。『陸前唐桑の史料』

収録史料をみる限りでは、この時期において鈴木

家は肝煎を務めていなかったと推測される。

　近世前期、17 世紀における村方騒動の頻発は、

広く全国的な傾向としてみられるものである。そ

れはまた、当該期における小百姓たちの経済的・

政治的な成長との関連のもとで取り上げられてき

た（渡辺　2004 など）。先に述べたように、唐桑

村については荒居（1963）が、名子制は近世初期

の段階で解体し、寛文期にはきわめて部分的に残

るにすぎなかった旨を指摘している。そして、彼

らの独立を支えたのは、山畑の開発および小漁船

の所有であるということであった。

　唐桑村では、寛文期に至るまでに、耕地の開発

や小漁船所有の拡大を背景とした、百姓らの経済

的・政治的な成長があった。その過程においては、

肝煎がその行状を糾弾され、地位を追われるよう

な村方騒動も発生した。村の経済的・政治的環境

において、大きな動揺が起こった時期といえる。

そうした状況のなかで、百姓らに糾弾される側で

はなく、百姓らと利害を共にし肝煎を糾弾する側

に立った、鈴木家のような有力百姓も存在した、

とまとめることができようか。

（2）イルカ網をめぐる争論

　いま一つ注目したいのが、イルカ網に関する争

論である。この争論は、延宝 3 年（1675）の鰹釣

り溜め漁導入とおおよそ同時期に発生している。

　【史料 7】（『陸前唐桑の史料』361）

唐桑村鮪達濱ゟゆるかあみ出入ニ付、書

物を以申上候ニ付、はれ書物を以申上候

御事

一、拙者しんきニあみゆひ立申事、去年大

分之猟仕、其上御　上意へ申上、御金大
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分ニかり申度由談合申候ニ付、我等者い

かゝと存のけ申候而しんき□あみ仕立申

候、御百性共望申者計入申候而ゆひ立申

候、しひ立之あみさゝわりニ罷成候由、

書物を以申上候罷成義ニ候ハヽ、十日切

ニも月切ニも被仰付被下度候、か様申上

候御事者、御村中御百性共くつろきニ罷

成候御事ニ御座候故御訴訟申上候、鮪立

之あみ我等之者共九拾人あまり御座候間、

一通之□成候得□
（共）

おきあひ［　　　］
（と）

う

り 申 ゆ る か も［　　　　　　　　　　］

ニ罷成候様被仰付可被下候、以上

　　延宝三年　　　　唐桑村こたて屋しき

　　　　四月廿三日　　　　　　勘衛門㊞

　　　肝煎

　　　　兵左衛門殿

　この史料によれば、「こたて屋しき」（古館屋敷、

鈴木家）の勘衛門（勘右衛門）が、新規の「ゆるか」

（イルカ）網を「御百性共望申者計入申候而ゆひ

立申候」ところ、「しひ立之あみさゝわりニ罷成候」

として、訴えられたとのことである。それを受け

て勘右衛門は、その網が「御村中御百性共くつろ

きニ罷成候御事ニ御座候故御訴訟申上候」として

いる。その網は村の百姓たちの助けになるものな

ので問題ないと反論しているわけである。誰が勘

右衛門の網立てを訴えているのかについては、こ

の後の史料によって推測される。

　【史料 8】（『陸前唐桑の史料』363）

本吉郡唐桑村、此度鮼網出入ニ付、鮪達

浦本網と被仰付、拙者共網新網ニ候間落

着仕候迄止置可申由被仰付候ニ付、先前

品々書物を以申上候御事

一、寛文拾年ニ洞屋敷茂右衛門鮼網企申候

而、鮪立ノ与五左衛門と申者を以鮪達濱

之者共人数ニ罷成候様ニと申候得共、合

点不申候ニ付不及是非ニ、茂右衛門網主

ニ罷成、欠濱ノ源右衛門と申者棟梁仕、

人数拾弐人ニ而網結立申候得共、其以後

鮪達之者共人数あまたニて網結立申沖合

より留切申ニ付、鮼浦入不仕引申義不罷

成候ニ付網相止指置申候、偽ニ思召候ハヽ

肝煎十兵衛其外浦々之者共存申候、御尋

被下度候御事

一、去年極月より助右衛門しび立ノ網ゟ除

居申ニ付、本網之者共勘右衛門を頼申候

而網結立申候、望人数多御座候而五拾人

余りニ罷成、御百性・名子・水呑共ニく

すろきニ仕候処、新網と被仰付、先以被

押置候義致迷惑候、か様之義ニ御座候ハヽ

其節拙者共も申上、網捨申義ニ無御座候

得共、海上猟事何方之濱々ニ而も入相ニ

仕、尤先後之分り無御座候故、無是非只

今迄ハ止置申候、幸此度人数も数多組合

申ニ付、惣くすろきニ可罷成結立候御事

一、鮪達組合之内、加蔵屋敷・北小館屋敷

右両所ニ御百性・名子共ニ七軒之者共先

達網組合ニ罷成度由、度々申候へとも合

点不仕人数ニ不罷成居申候処ニ、此度拙

者共網へ結申候故、右両所之者共万事続

手能所ニ御座候付、網組合ニ仕候所ニ、

十左衛門組合一通之者ニ候□鮪達網之人

数可仕由申上候、左様之心入御座候者、

先達望申時分人数ニ可仕事ニ御座候を、

此度出入ニ付、網組合ニ仕度と申候、右

之者共貫
（抜）

ヶ申候而ハ拙者共網結置申候而

も不勝手之者共計ニ而□
（猟）

不仕あミ相捨り

申所存な□□□様ニ申義迷惑ニ奉存候御

事

一、大嶋之内外濱之者共人数ニ仕候義、先

年ゟ海上猟不寄海入相ニ仕、結句浦方之

者共は大嶋濱計ニて万事猟事并海草迄取

申故、是又くわいニ仕候、勿論他村と申

な□
（ か ら ）

□鮼見当候事も当村ゟ勝手能御座候、

尤貫迯申候ゆるか外濱ゟ貝濱へ〆切り申

ためと申□□義一通之御百性彼是以人数

ニ仕候御事

一、当年も只今迄之内三月拾九日、四月廿

一日、同廿四日、廿七日迄四度ゆるか参

候へとも、人数五拾人余りニても不足ニ

御座候故、津入仕候□
（由断ヵ）

□申ニ付、于今猟

不仕候勝手ニ而望申□御座候ハヽ、人数
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多仕あミ大分ニ支立申候而、唐桑村赤磯

と申濱ゟ大嶋之内唐嶋横根と申迄まきき

り申候得者、内へ入申候ゆるか無残取申

候ニ付而ハ、弥以くすろきニ可罷成候処

ニ、鮪達者御百性拾四・五人ニ而此度網

結申三拾人ほと之御百性禿申候共と違乱

申義迷惑仕候御事

右之品々少も偽無御座候、鮼立候事も三月

ゟ五月末迄肝要ニ致申候ニ、鮪達濱之者共

本網ニ候間引申様ニ被仰付、拙者共□落着

被仰付候迄被押置候付右之段申上候、乍恐

御聞澄を以拙者共網も引申様被仰付被下度

候、左様ニ被成下候ハヽ日限被相定五日切

も十日切も被仰付被下度候、以上

　延宝三年

　　　四月晦日 本網組合

    掃部㊞

   同

    源左衛門㊞

　　　大肝煎 同

　　　　兵左衛門殿  甚兵衛㊞

   同

    清作㊞

　   同

    孫左衛門㊞

   同

    彦十郎㊞

   同

    九平次㊞

   同

    善次郎㊞

   同

    平次五郎㊞

   新人

    権四郎㊞

    与次□門㊞

    六右衛門㊞

    二助㊞

    久三郎㊞

    久五郎㊞

    孫八㊞

    彦助㊞

    利右衛門㊞

    庄蔵㊞

    与五右衛門㊞

    四郎兵衛㊞

    惣兵衛㊞

    孫市㊞

    惣七㊞

    久四郎㊞

    惣四郎㊞

    甚内㊞

    主計㊞

    平七㊞

    太作㊞

    久蔵㊞

    弥兵衛㊞

    弥平次㊞

    久三郎㊞

    源吉㊞

    勘三郎㊞

    角十郎㊞

    勘五郎㊞

    市十郎㊞

    正蔵㊞

    平左衛門㊞

    与左衛門㊞

    六右衛門㊞

    久次郎㊞

    三十郎㊞

    惣衛門㊞

    久右衛門㊞

    久六㊞

    八郎右衛門㊞

    龍宝院㊞

    彦十郎㊞

    彦六郎㊞

   きも入

    勘右衛門㊞

　この史料冒頭の事書きをみるに、「鮼」（イルカ）

網に関する争論が、「本網」と「新網」という 2

つの網組間の対立であったことが読み取れる。そ

して、「新網」のほうは、争論が「落着仕候迄止
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置可申由被仰付候」とのことである。第 1 条には、

争論に関する次の経緯が記されている。寛文 10

年に洞屋敷の茂右衛門なる者がイルカ網の新設を

企図し、鮪立の人々を誘ったが断られたため、茂

右衛門が網主、欠浜の源右衛門を棟梁として 12

人からなる網組を設けた。その後、鮪立の人々が

大勢で網組を新設し沖合で操業をするようになっ

たために、茂右衛門の網組の操業場所にはイルカ

が入ってこなくなり、操業を停止してしまった。

　続く第 2 条では、次のことがいわれている。去

年の 12 月より助右衛門が鮪立の網組（「本網」）

を離れた。その他の「本網」所属者のなかにも、

鈴木家の勘右衛門を頼んで新たな網組を設けたい

という人々は多く、50 人余りにもなった。百姓、

名子、水呑の助けとなるものであり、「新網」だ

として操業停止にされてしまうのはおかしなこと

である。

　差出人のうち、「本網組合」として名を連ねて

いるのが「本網」から「新網」へと移った人々、「新

人」というのが、まったく新たに参加した人々な

のであろう。また、勘右衛門は肝煎としてみられ

る。

　第 3 条では、十左衛門ら「本網」側の言い分の

勝手さについて次のように指摘している。先だっ

て鮪立の加藤屋敷および北小館屋敷の百姓・名子

ら 7 軒の者らが「本網」に加わりたい旨をたびた

び申したところ了承されなかった。今回、「新網」

を自分が立てたので、そこに彼らを加えようとし

たところ、十左衛門が「本網」に加えるべきであ

ると言い出した。そのような考えならば、先だっ

て彼らが希望した際に加えればよかったのに、今

回、争論が出来してから、そのように言っている。

　第 5 条では、イルカの群れを取り逃さないよう

にするためには、人数が 50 人でも足らず、「人数

多仕あミ大分ニ支立申候而」の「まききり」が必

要であるとの主張を展開している。

　【史料 9】（『陸前唐桑の史料』367）

　　　　以書物を申上候御事

一、当月廿七日ニ鮼大分ニ参候を、十左衛

門網組ニて中根ゟまききり申候へ共、鮼

逃申候ニ付十左衛門あミハあけ鮪達へ罷

帰候、其後鹿下村靏ヶ浦湊ニて同村之善

三郎・同村与右衛門・同村甚内右三人之

いわし網ニて鮼大分ニまき留居り申所へ、

拙者網参候而鹿下之衆へ拙者も鮼網積ミ

参候間、拙者もはまり可申と申候得共、

鹿下之者共合点不申候ニ付罷有候内ニ、

鹿下あミゟもれ参候を□□□苗
（萱ヵ）

か尻へま

き切り大嶋ぶんとう濱ゟ唐桑村鹿下之境

へまききり指置申候内へ、十左衛門あミ

参候而無理非もぼうからくい網子共色々

□
（ 持 参 ）

□候而、拙者網まききり申内へ十左衛

門網まき□□を、左様ニ仕間敷と拙者申

候へ共、十□□□□ミ子共合点不申候間、

大分之鮼ニ御座候得□とかく喧〈口へん

に花〉可申とほうからくい□参候間、拙

者かまい不申網子共に下知仕あミあけ申

候へ者、い□
（ る か ）

□にかし申候、十左衛門被

［　　　　　　　　　］もけセ□
（沼）

ニ而拙者

と十左衛門ニ被　仰付候覚［　　　］十

左衛門［　　］申候而、如此之談申義御

座候而迷惑申候間、十左衛門□しかと被　

仰付可被下候、以上

   唐桑村［　　］

    勘右衛門㊞

   同村舞根ノ

　　延宝三年五月廿□日 清作

   同村組頭

    掃部

 大肝煎

 　　兵左衛門殿

　後半、欠けている箇所も多く意味がとりづらい

ところもあるが、続くこの史料には、おおよそ次

のような経緯が記されているのであろう。この付

近へのイルカの大群の来遊があった際に、鮪立の

十左衛門の網組が捕獲を試みるも取り逃がした。

その後、近隣の鹿下村の善三郎ら 3 人の鰯網が、

そのイルカを「まき留」め、勘右衛門の網組もそ

こに混ぜてほしいと頼んだが断られた。そこで、

勘右衛門の網組は、善三郎らの網から漏れたイル

カを確保しようとしたところ、十左衛門の網組に
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よる妨害行為があった。

　【史料 10】（『陸前唐桑の史料』370）

唐鍬村鮪達濱ゟゆるか網出入ニ付

書物を以申上候ニ付、はれ書物申上候

御事

一、拙者新窺
（規）

ニあミゆい立申事、去年大分

之猟仕、其上御　上意へ申上、御金大分

ニかり申度由、談合仕申ニ付、我等ハい

かゝ存とのけ申候而、新窺ニ網支立申、

御百性共望申もの計入申候而ゆい立申候、

しひ立ノあミさゝわりニ罷成候由、書物

を以申上候、罷成義ニ候者十日きりニも

又月切ニも被仰付被下度候、か様申上候

御事も□
（ 御 村 ）

□中御百性共くすろきニ罷成候

事ニ御座候故、御□
（ 訴 訟 ）

□申上候

一、鮪立網之者共四拾人、拙者あミ子五拾

人余りニ御座候間、一通ニ罷成候へ者、

大分ノ猟をも可仕と□候、二・三日以前

ニも大分ニゆ□
（る）

か□□へ共［　　　　］

御座候へ者とられ不申候間、右九拾人余

り一通ニ被□御村中くすろきニ被仰付被

下度候

　『陸前唐桑の史料』に収録されたこの史料には

差出人がないが（原本は未確認）、おそらく勘右

衛門ではなかろうか。その第 1 条では、下記のこ

とがいわれている。自分が新規に立てた網組にて

大きな漁獲があり、経営拡大のためであろうか、

「御　上意へ申上、御金大分ニかり申度由、談合

仕申」したところ、「我等ハいかゝ存とのけ申候而、

新窺ニ網支立申、御百性共望申もの計入申候而ゆ

い立申候、しひ立ノあミさゝわりニ罷成候由、書

物を以申上候」という対応をとられた。【史料 8】

【史料 9】をふまえるに、その対応をとったのは

十左衛門であろう。また、この史料には、年月日

の記載もないが、この箇条の内容は、先の【史料 7】

と共通しており、その関連史料として位置づけら

れる。

　第 2 条では、おそらく「本網」のことであろう、

「鮪立網之者共四拾人」と、勘右衛門による「新

網」のことであろう「拙者あミ子五拾人余り」と

が「一通ニ罷成候へ者、大分ノ猟をも可仕と□候」

と述べている。両網組の合併による生産性の拡大

を企図しているのである。文字の欠落のため判然

としない箇所も多いが、その考えの背景には、「二・

三日以前ニも大分ニゆ□
（る）

か□□へ共［　　　　］

御座候へ者とられ不申候間」といった、網組の規

模が小さいがゆえのイルカの取り逃がしの経験が

存在している可能性がある。末尾で「右九拾人余

り一通ニ被□御村中くすろきニ被仰付被下度候」

と述べているように、合併して 90 人の網組とす

ることで、そのような取り逃がしを回避し、より

確実な漁獲をしようという意図がみてとれるので

ある。【史料 8】の第 5 条でも、イルカ網漁の組

織規模の拡大が主張されていたのであり、そのこ

とに対する勘右衛門の課題意識の強さがうかがえ

る。

　以上をふまえて、この争論の経緯や要点をあら

ためてまとめれば、次のようになろう。唐桑村の

うち鮪立浦に “ 旧来 ”（といっても寛文 10 年以降

のことか）のイルカ網組である「本網」が存在し

たところ、鈴木家の勘右衛門が、一部「本網」の

者も組み込む形で、希望者による「新網」を組

織して操業を始めた。その動きに対して、「本網」

を主導する十左衛門は、それを「しひ立之あみさゝ

わりニ罷成候」ものであるとして争論が生じ、「新

網」は一時操業停止になった。勘右衛門としては、

自分たちの網組は村の百姓・名子・水呑の助けと

なるものであり、「本網」と「新網」とが合併す

ることで、さらにその効果は高まる、との考えを

持っていた。ちなみに、十左衛門は、先の安永 9

年（1780）の「代数有之御百姓書出」において、「五

代相続中西屋敷」の十郎左衛門の先祖で、同家第

3 代として記載されている十左衛門である可能性

が考えられる。

　先に、万治・寛文期の村方騒動において、有力

百姓である鈴木家が他の百姓らとともに肝煎の行

状を糾弾する立場に立っていたことを確認した。

そして、その後のイルカ網をめぐる争論において

は、他の百姓たちの利益になる旨をふまえつつ、

自らが主導する「新網」の正当性や、「本網」と「新

網」の合併の有効性を主張しているのである。
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　以前からあったという「本網」も、あくまで

も寛文 10 年以降に設けられたと考えられるもの

であり、この 17 世紀後半頃の唐桑村周辺におい

ては、イルカ網などの漁業でもって海域を活用し

ようとする動きが活発化していたのだと推測され

る。その状況下で、広く他の百姓らの利益に適う

旨を主張しつつ、新たな海域利用秩序の形成を主

導しようとした、鈴木家のような存在もあったの

である。さらにその姿勢は、次の鰹釣り溜め漁導

入に関する動きにもつながっていくのだといえ

る。

３　鰹釣り溜め漁導入時の状況および導入後
への見通し

　これまでにも触れたように、延宝 3 年（1675）、

唐桑村では紀州漁民の受け入れをめぐる動きが生

じた。それを端的に表しているのが、次の史料で

ある。

　【史料 11】（『陸前唐桑の史料』368）

　　乍恐書物を以申上候

一、紀州様御百性共つりためニ罷下候を五

艘抱置、御村之手習ニ為致申度存候所、

御村之さゝわりニ罷成候由、連判を以申

上候、御村之衆つりため之まねひ仕、桶

を立かつほ釣上申候、是程御村之御重宝

と存候所ニ、肝煎十兵衛・十左衛門両人

之連状を以申上、御百性相禿申候事御披

露仕候、此者共連判之様子御尋被下度候、

我等共御村之くつろきと申上候品々ハ、

先月廿二日ゟ鰹釣出シ当月八日迄釣ため

之者共釣参候、我等手前舟も壱人ニ付而

金壱両ツヽ取申候を、連判之者共こらい

かね、こか□相立、今七日ゟ八日迄釣参候、

何方之浜ニても鰹猟不仕候ニ、からくわ

村ニて計釣参候へハ、さヽわりと申上候

事いつわりニ御座候間、五艘之者共指置、

見習猟を□
（も）

為致申度候、以上

　　延宝三年 からくわ村

　　　　六月九日  勘右衛門

   同

　　　大石□右衛門殿 孫右衛門

　　　大津仁右衛門殿

　この一件については、これまでの研究において

たびたび触れられてきたことである。それゆえに

ここでは、その経緯の詳細な説明は省略する。こ

こで要点として挙げておきたいのは、【史料 11】

にも表れているように、紀州漁民たちを抱え置い

て、鰹釣り溜め漁の方法を村人に習わせ、導入を

図ろうとする鈴木家の勘右衛門らと、それは村の

支障になるとして導入に反対する肝煎の十兵衛・

十左衛門らとの対立が生じていることである。ち

なみに後者は、紀州漁民への飯米や薪（鰹節製造

のための）の提供が村の疲弊につながる、などと

して反対していたようである（『陸前唐桑の史料』

372・373）。

　勘右衛門と十左衛門は、先にみたイルカ網をめ

ぐる争論においても対立関係にあった。勘右衛門

は、その際にも、自分のイルカ網組が他の百姓ら

の利益にもなるものとして正当性を主張してい

た。一方、十左衛門側は、そのイルカ網に「御百

性共望申者計入申候而ゆひ立申候、しひ立之あみ

さゝわりニ罷成候」として反対していた。勘右衛

門側は、それが他の百姓たちにとっても助けにな

るものと捉えていた点、一方の十左衛門側からす

れば、そうした勘右衛門側の行動は、“ 従来 ” の

海の用益関係を乱すものとして捉えられていた

点、紀州漁民受け入れをめぐる反応と通ずるとこ

ろがあるといえよう。

　では、上記のこともふまえるに、紀州漁民の受

け入れをめぐっては、その背後にいかなる状況が

あったと考えられるであろうか。一つには、平川

（1992）が指摘するように、村の主導権をめぐる

争いという政治的問題が絡んでいた可能性があろ

う。平川（1992）によれば、鈴木家は延宝年間に

それまで展開していた廻船業から撤退しており、

紀州漁民をめぐる事態が生じた同 3 年には、近世

初頭から延宝元年まで一貫して同家が務めてきた

肝煎役からも外れていたし注 6）、イルカ網に関す

る争論も生じていた。廻船業というこれまでの経

営基盤の不振、村政主導者としての立場からの後

退、また、網場争論が続発する磯漁の閉塞的状況
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を打開するため、紀州漁民の受け入れ、すなわち

占有・用益関係の未確立な沖合漁業への進出とい

う行動に出た。反対派は、単に新技術の導入を拒

否することを意図したのみならず、それを通して

村政を掌握しようとする鈴木家への牽制を図った

のだ、とする。

　いま一つ、荒居（1963）によれば、当村では、

延宝年間まで他村との漁場争論もなく、村方漁場

（地先漁場）が未成熟であったという。また、三

陸沿岸において、それまでは入会的な利用の場で

あった「沖」という場に、新漁業の受容・展開に

伴う新たな漁場空間が作り出されたことは、高橋

美貴（1995）によって明らかにされている。

　この延宝 3 年周辺の時期、唐桑村では、「所有」

（権利・用益）の場としての海域が、地先・沖の

両者あわせて、急速かつ大幅に価値を高めてきて

いたといえる。イルカ網漁や鰹釣り溜め漁をめぐ

る争いの発生は、そのことの反映といえる。そし

て、鰹釣り溜め漁についてみれば、上記の争論自

体の結果は判然としないが、結果的には、この村

の主要な漁業として定着していった模様である。

加えて、受け入れを牽引した鈴木家の村における

主導的立ち位置も、これ以降、近世を通じて継続

していったものと思われる。近世中・後期にまで

つながる、「所有」（権利・用益）関係およびそれ

を含めた村の秩序の原型が、この延宝 3 年あたり

の時期に一気に形づくられたと考えられるのであ

る。また、鈴木家の示した鰹釣り溜め漁導入の方

向性が、結果的に他の百姓にも支持されたと思わ

れる背景には、平川（1992）が指摘するような、

導入に伴う地域利益の拡大という、鈴木家が提示

した論理の説得性とともに、万治・寛文期の村方

騒動やイルカ網の争論において、鈴木家が他の百

姓らの利害に沿う姿勢をとることで築いてきた両

者の関係性にもよっていたのではないかという

旨、付け加えておきたい。

４　おわりに

　ここまでの検討結果をふまえ、延宝 3 年の鰹釣

り溜め漁前後の唐桑村の状況についてあらためて

まとめると、下記のようになろう。

　当村では、中世以来の土豪的土地保有者による

経営、名子制といった前代以来の経済関係は、近

世も早くに解体し（荒井　1963）、万治～寛文期

の村方騒動によって村政面での新たな秩序形成も

なされていった。小 “ 農 ” 自立というのは言葉と

して妥当ではないかもしれないが、この村なりに

小百姓らの経済的・政治的成長をふまえた秩序へ

と改変されていったのだと考えられる。ただし、

耕地の開発は、鰹釣り溜め漁導入よりも少々以前、

17 世紀前半の時点で一定の上限に達した可能性

がある。

　また、鈴木家も従事した村の五十集商としての

廻船業は、仙台藩による流通過程の統制と城下町

商人による流通過程の独占的掌握により、近世初

頭を過ぎた万治・寛文・延宝期になると、漸次行

き詰っていったという（荒井　1963）。

　上記のような状況下で、唐桑村の人々は、たと

えばイルカ網漁や鰹釣り溜め漁といった新規漁業

への進出に開拓の余地を見出したのではなかろう

か。そのなかには、それらが村や百姓の成り立ち

の支えとなる旨を標榜することで新たな動きを推

し進めようとした鈴木家のような者も存在した

し、そうした動きへの反対者も存在した。勘右衛

門と十左衛門・十兵衛のような有力百姓間での村

における主導権争いも絡んだ形で、その後の村の

生業に関する秩序を大きく左右する争論が展開し

た。

　上記の動向の背景には、単なる新規漁業の導入

問題にとどまらない状況が存在していたのだと思

われる。17 世紀において、村方騒動や新規漁業

の導入をめぐる動向などを介して、村の秩序は大

きく変動した。そこにおいては特に、村の成り立

ちにおける漁業（なかでもイルカ網漁や鰹釣り溜

め漁）および、それが展開される場としての海域

の価値が急上昇したのだといえる。そして、その

一連の過程において、牽引役として、あらためて

村における名家である鈴木家の存在感も高まる結

果となった。17世紀を通した秩序の動揺のなかで、

海との関係を広げ、深める形で新たな秩序を形成

していった唐桑村および、そこにおいて優位な立

ち位置を確保していった鈴木家の様子をみること

ができよう。
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　そのことはまた、別の見方をすれば、出漁して

きた紀州漁民のみならず、彼らが出漁した先の地

元集落の人々もまた、ある種主体的に当時の幕藩

制的な市場構造の発達の動きのなかに組み込まれ

ていったのだということができよう。たとえば、

高橋（1995）は、17 世紀後半における水産物市場

の拡大、領主階級を含む江戸の都市需要を背景に、

関西漁民による三陸出漁と、地元の商人資本・漁

業経営者によるその呼び寄せとが、各々主体性を

もってなされたことを指摘し、両者の接点におい

て当時の漁業の展開過程を捉えようとした。その

視点をふまえていえば、領外への出漁に活路を見

出そうとした紀州漁民たちと、耕地開発の限界や

廻船業の不振といった諸制約・条件のなかで、新

規の漁業に可能性を見出そうとした、唐桑村の鈴

木家ほかの人々の志向性は、幕藩制的な市場構造

の発達の流れの下で合致するところがあったのだ

といえる。その結果、「所有」（権利・用益）関係

の場として、村周辺海域の価値が飛躍的に高まり、

とりわけそれに沿った動きを示した鈴木家のよう

な家の立場もあらためて強まったのが、この鰹釣

り溜め漁導入前後の時期だといえるのではなかろ

うか。これ以降のこの村の存立の下地となる新た

な「所有」（権利・用益）関係が生み出された時

期だと考えられるのである。

注　釈
（1）  『唐桑町史』収録のものを参照。所蔵元は宮城県図書

館。『宮城縣史　26』には「本吉郡唐桑町御崎・伊東

久氏」所蔵の写本が収録されている。『陸前唐桑の史

料』にも「唐桑村風土記并代数有之御百性書上」と

題する写本が収録されている。また、『陸前唐桑の史

料』は、鮪立の鈴木國雄家（屋号古館）所蔵の近世

文書を集成したものである。発行当時の鈴木家当主

は國雄氏であったが、現在は伸太郎氏である。

（2）  『宮城縣史　26』に収録の写本では、同じく合計は

186 艘となっているが、小船 25 艘の記載がない。

（3）  『陸前唐桑の史料』300 も類似史料である。

（4）  『唐桑町史』収録のものを参照。所蔵元は宮城県図書

館。『宮城県史　26』にも宮城県図書館所蔵のものが

収録されている（内容に異同あり）。『陸前唐桑の史料』

には、（注 1）で言及した「唐桑村風土記并代数有之

御百性書上」において、「風土記御用書出」とつなぎ

合わせた形の写本が収録されている。

（5）『陸前唐桑の史料』345 も類似史料である。

（6）先にも万治・寛文期の村方騒動の部分で言及したよ

うに、『陸前唐桑の史料』の収録史料をみるに、たと

えば万治・寛文期において鈴木家は肝煎を務めてい

なかったと推測される。鈴木家が近世初頭から延宝

元年まで一貫して肝煎役を務めていたとする見方に

は疑問がある。
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三陸沿岸地域の御林と村の生存戦略
―仙台藩牡鹿郡女川組を事例として―

東京農工大学農学部

高橋 美貴

1　はじめに

（1）本稿の課題と問題関心

　本稿の課題は、仙台藩牡鹿郡の女川湾沿岸およ

び同郡離島の出島を事例に、藩の領有する御林の

利用とその役割（とくに村々にとって有した役割）

について検討することである。このような課題を

設定した問題関心は、二つある。

　問題関心のひとつ目は、三陸沿岸地域に残され

た近世の古文書に森林、ことに御林に関する史料

が少なからず残されていることから生じたもので

ある。伐出した材木・薪の運搬の利便性や、水産

加工・製塩といった燃料消費型産業が沿岸地域で

広く行われていたことなどを考えると、それは当

然のことなのかもしれない。ただ、三陸沿岸地域

の歴史叙述が漁業に代表される海川の生業に重き

を置いてきたことを想起すると、改めてこの地域

に残された多くの森林関係史料の分析と、それに

基づいたこの地域の歴史像の再検討が必要となっ

てくるように思われる注 1） 。はっきりしているこ

とは、この地域の歴史叙述には、海・川に関わる

歴史とともに、沿岸地域に拡がる森林に関わる歴

史も不可欠な位置を占めていたと考えられること

である。御林に限りつつではあるが、本稿でこの

点に検討を加えることを課題のひとつとしたの

は、このような理由による。

　問題関心のふたつ目は、このような御林が沿

岸の地域社会にとって持った機能・役割につい

て検討したいということである。本論で改めて詳

述する予定であるが、たとえば飢饉史研究で知ら

れる菊池勇夫氏が、東北諸藩を事例に、藩が飢饉

時などに御林を開放し、領民に自由に薪を採らせ

たり、松皮・根を採取させたりする御救山という

制度を採用していたことを明らかにしている（菊

池　1994、1997、2012）。また、溝口常俊は、甲

州巨摩郡西河内領早川流域を事例に、通常、伐

採・下草採取も厳禁されている御林で、材木問屋

が幕府から立木の伐採を請け負うと、地元百姓た

ちに杣仕事や日雇稼ぎのチャンスが与えられるこ

ととなり、「御林も百姓に利をもたらすことがあっ

た」ことを指摘している（溝口　2002）。御林は

たしかに領主によって領有された森林ではあるも

のの、それが在村の各所に設置され、その管理が

地元村々に委任されることがしばしばあったこと

を考えるとき、単に領主の領有林という定義で終

わらせることのできない問題が、そこには拡がっ

ているように思われる。ことに菊池勇夫氏の研究

を前提にすると、それが果たす社会的機能も含め、

領主と村との関係論までを射程に入れつつ御林に

検討を加えていく必要があろう。

（2）分析素材と作業課題

　本稿では、このような問題関心のもとで、前述

した課題に迫ってみたい。分析素材とするのは、

仙台藩牡鹿郡に残された大肝入文書である。通常、

仙台藩の村には肝入が置かれ、村の首長として村

政を運営したが、同藩では複数の村々を広域的に

統括する大肝入という役職も合わせて設置されて

いた。仙台藩の領国支配体制は、藩の財務・民政

を取り仕切る出入司のもと、領内を南・北・中奥・

奥に分け、それぞれに郡奉行を設置。さらにその

郡奉行管轄区をいくつかの代官区に分けて、代官

を設置し、その代官区をさらに複数の大肝入管轄

区に分けるという形態をとっていた（図 1 参照）。

たとえば本稿で分析対象とする牡鹿郡はひとつの

代官区となっており、石巻に代官所が置かれて
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いた。牡鹿郡の代官区は、さらに陸方 13 ヶ村と

浜方 47 ヶ村とに分けられ、さらに浜方が女川組

（20 ヶ村）・狐崎組（16 ヶ村）十
く ぐ な り

八成組（11 ヶ村）

の 3 組に分けられ、それぞれに大肝入が置かれた

のである。つまり、ひとつの代官区となっている

牡鹿郡には、陸方 1 人と浜方 3 人の合計 4 人の大

肝入がいたことになる。本稿で取り上げたいと考

えているのは、このうち女川組の大肝入家に残さ

れた文書である。

　女川組は、指ヶ浜・御前浜・尾浦・竹浦・桐ヶ崎・

石浜・宮ヶ崎・女川浜・鷲神浜・小乗浜・高白浜・

横浦・大石原浜・野々浜・飯子浜・塚浜・浦宿浜・

針浜・出島・江島の 20 ヶ村からなり、おおよそ

図 2 に示した範囲がその管轄区となっていた。近

世の女川組で大肝入を勤めた家は 2 つある。女川

浜に居住し、少なくとも慶長年間（1596-1614 年）

から天保元年（1830）まで大肝入を勤めた丹野家

と、横浦に居住し、天保 2 年から近世を通して大

肝入を勤めた木村家である 注 2）。

　木村家は、前述したように天保期から牡鹿組の

大肝入を勤めたが、同家文書のなかには宝暦 3 年

（1753）と宝暦 6 年（1756）に「横浦肝入・五郎八」

を受取人とした文書が残されていることから注 3） 

、大肝入就任以前に横浦の肝入を勤めたことが

あったと考えられる。一方、明治時代には女川町

戸長や牡鹿郡会議員を勤めている。『木村家文書』

は、もともとは同家の土蔵に 3 つの茶箱に入れて

保管されていたが、平成 23 年（2011）3 月 11 日

の東日本大震災に際して津波で流出した。ところ

が、その後 4 月 27 日に、その内の 1 箱が塚浜に

流れ寄せているところを、被災した自宅の片付け

に戻った住民の方によって発見された。茶箱はた

またま通りがかった赤帽業者に託され、女川町仮

役場に届けられた。現在、こうして奇跡的に回収

された 105 点が『木村家文書』として現存してい

る。一方、前者の丹野家は、前述したように慶長

期から天保期まで長期にわたって女川組の大肝入

を勤めた。『丹野家文書』には、安政 3 年（1856）

および万延元年（1860）に「肝入・六右衛門」お

よび「女川浜肝入・検断・白炭差配人・六右衛

門」の名前で作成された帳簿が残っていることか

ら注 4） 、その後、少なくとも一九世紀半ば頃に女

川浜の肝入を勤めたことが分かる。『丹野家文書』

は、東日本大震災の折、たまたま燻蒸のため仙台

市の東北歴史博物館に送られており、津波の被害

を免れた。これら 2 家の文書は、東日本大震災を

奇跡的に生き延びた歴史文化遺産だということに

なる。

　本稿で用いる史料は、これら 2 家の文書、正確

図 1　仙台藩の在村支配
　　（佐藤　2016：31）

ただし、本図に示した女川組の区域は筆者がおおよ
そを書き込んだものにすぎず、正確なものではない。

図 2：牡鹿郡女川組の区域
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にはそのなかに残された大肝入関係文書である 注

5）。以下では、前述した問題関心を抱えつつ、こ

れらの文書に含まれる御林関連資料に検討を加え

ることで、御林をめぐる村と藩との関係のあり方、

ことに村々が御林を自らの生存戦略のなかにどの

ように組み込み活用していたのかに検討を加えて

みたい。それを通して、近世の東北地方、ことに

三陸沿岸地域において御林が持った歴史的な役割

に光を当ててみたい、というのが本稿のねらいで

ある。

2　女川湾沿岸地域の御林

　まず、次の資料を見てみよう。次の資料は、宝

暦 3 年（1753）12 月に、牡鹿郡女川組横浦の組頭・

市郎左衛門が横浦肝入・五郎八に、自身の所持す

る畑地を売り渡した証文である。

一、宝暦三年四月御林之内石払沢山林御役

人様中川各兵衛様・大内甚左衛門様御見

分之上、代七〆四百六拾文ニ買山仕、小

間木伐出シ、御村中春夏相続罷在候処、

右御林買金御村ゟ金壱切取立申候所、拙

者方ニ而引追ニ仕候、依之御上様江貴殿

方ニて御取替上納仕候、右金貴殿方江返

済可申様無之候ニ付、貴殿崎山御年貢畑

之下り桐之浜之かけ金壱切ニ永代ニ売渡

申候所実正ニ御座候、右桐之浜かけ之儀

ニ付、何方ゟも出入等申出候ハゝ、右金

壱切貴殿方江相返少も貴殿御苦労ニ相懸

申間敷候、仍為後日永代証文如此御座候、

以上

　これによると、市郎左衛門が畑地を売り渡した

経緯は、次のようなものであった。これ以前の同

年 4 月に、横浦が藩から御林の「買山」を許され、

そこから薪（小間木）を伐り出して販売し、それ

によって村びとの春夏の生計を維持させる資金と

した（下線部）。「買山」とは、藩が御林の立木に

一定の値段を付して地元村などに払い下げること

（つまり地元村などにとっては御林の利用権を買

い入れること）を指す。横浦は、御林を藩から「買

山」することで得た立木から薪を生産し、それを

販売することで村びとが春夏を凌ぐための資金を

調達したわけである。残念ながらその販売額は不

明であるが、その販売額から「買山」の代金（7

貫 460 文）を差し引いた金額が横浦の収益となっ

た。ただ、このときの「買山」では、まずその代

金を藩に前納しなければならなかった。そこで横

浦では、まず村びとから金 1 切ずつを取り立て、

それを「買山」代金に宛てたが、市郎左衛門はそ

れを支払うことができず、いったん肝入である五

郎八から借金をして納めたのである。しかし、そ

の後、返済に滞り、自身の所持する畑を金一切で

五郎八に売り渡すこととなる。それが、先に掲げ

た証文であった。

　この証文が作成された宝暦 3 年は、宝暦 5 年か

ら始まる宝暦飢饉の直前期に当たっている。苛酷

な飢えに直面するといった危機的状況にはなかっ

たと考えられるが、女川浜では御林の払下げを受

け、そこから製造した薪を売り払うことで春夏を

乗り切る資金を調達しなければならない状態に

あったことが分かる。先に見た市郎左衛門のよう

に、当初、御林払下げ金の分担を負担できない者

がいたことを踏まえると、このような村としての

対応が必要な状況にあったことは間違いなかろ

う。御林が、払い下げを通して村々を支える救済

装置としての機能を持っていたことを確認するこ

とができる。

　このような指摘は、すでに菊池勇夫氏（菊池　　

1994、1997、2012）によって行われている。前述

したように、菊池氏は盛岡藩などの東北諸藩を事

例に、藩が飢饉時などに御林を開放し、領民に自

由に薪を採らせたり、松皮・根を採取させたりす

る御救山という制度を採用していたことを明らか

にしている。それによれば、「藩によって『御救

山』の実態は一様ではないにしても、民衆および

領主がともに共有する天下の大法であったと評し

ても過言ではあるまい」と結論づけている。さら

に、菊池氏の指摘を受けて、長谷川成一氏（長谷

川　2007、2008、2009、2010）も津軽藩を事例に

御救山を検出している。それによると、弘前藩で

は、元禄 8-9 年（1695-96）の飢饉に際して設置さ

れたのが御救山の始まりで、その後、天明飢饉に
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際して領内に御救山が多く設置され、領民救済の

手段として機能したことなどが明らかにされてい

る。菊池氏と長谷川氏の研究を前提とすれば、東

北諸藩において各所に相応の比重をもって組み込

まれた御林が一種の防災装置としての機能を併せ

もったことを確認できよう。

　ただし、御林は、常にその払下げが許されるわ

けではない。たしかに御林の払下げは、藩に払下

げ代金という一定の収益をもたらしうるものでは

あるが、ひとたび払下げを行ってしまえば、その

森林が再生するためには相応の年月が必要とな

る。御林が万一に備えての防災装置としての機能

を持っていたことを勘案すれば、藩は払下げのタ

イミングやその妥当性それ自体を吟味・判断する

必要があった。一方、村々にとっては、そのよう

な極度の危機的状況はもちろん、そこから抜け出

そうとする復興過程や急に襲ってきた不作年・不

漁年など、飢饉時のような深刻な危機的状況には

至らないときであっても、さらに場合によっては

平常年においてさえも、村人に収益の獲得チャン

スをもたらすものであるがゆえに御林の払下げを

望むことがありえた。御林の払下げには、藩と村々

との間にせめぎ合いを伴う一種の緊張関係が内包

されていたのである。この状況を村々の側から見

ると、それは、確実に御林の払下げが認められる

ような深刻な危機的状況を除くと、その認可を藩

から引き出すための工夫や論理が必要になるとい

うことを意味する。

　ここで、図 3 に注目してみよう。この図は、女

川組の御林の面積や植生について記載した書上帳

から引用したものである注 6）。この帳面は末尾に

文化 5 年（1808）の記載を持つが、寛政期（1789-

1800 年）に追記された朱書きの書き込みが散見な

されることから、おそらく寛政期以前に記載され

た帳面に、その後許された払下げなどの情報を朱

書きで書き込みながら文化 5 年まで使用された帳

面だと考えられる。図 3 は、このなかから、野々

浜の御林について記載した部分である。これによ

ると、同浜には、8 万 1900 坪（縦 6 町半×横 3 町

半。およそ 27 ヘクタール）の東八乙女山御林が

存在し、仮御山守・久三郎によって管理され、植

生は「雑木柴立」であったと記されている。雑木

図 3　『丹野家文書』史料番号 1-34 より野々浜村分のみを抜粋
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はいうまでもなく薪炭などとして利用される落葉

広葉樹を、柴はツツジ科の灌木などを指す。つま

り、当初、この御林は、これら雑木・柴を中心と

した植生に覆われていたのである。

　そのうえで、その後追記された朱書きの部分に

注目してみよう。そこには、「御林一宇新釜取立、

寛政拾年御塩煮木ニ御払、萱立、雑木■木稀〃ニ

御座候」注７）と記されている。つまり、この御林

の樹木は、その後寛政 10 年（1798）に野々浜で

新たな塩釜が取り立てられたのに伴い、御塩煮

木、つまり製塩用の薪材として払下げとなり、そ

のためこの段階には雑木などは一切無くなってい

るというのである。左側にある朱書き部分を見る

と、「同浜五平治取立釡」と記されていることから、

このとき塩釜を新規に取り立てたのが同浜の五平

治であったことが分かる。野々浜村御林の払い下

げは、地元で製塩を新たに始めるために認められ

たものだったのである。仙台藩では、塩田による

製塩法を導入した渡波などを除き、多くの浜々で

は海水を釜で直接煮沸して塩を作る素水法製塩が

行われていた。同藩では、寛永期（1624 ～ 43 年）

以降、塩の専売制が実施されたため、製塩は藩に

一括購入される御塩の生産と位置づけられ、御塩

煮と呼ばれた。女川沿岸地域も、このような素水

法による製塩が行われた地域で、このとき新たに

仕立てられた塩釡も素水法製塩を行うためのもの

であった。

　ところで、この払い下げが認められた寛政 10

年は、それ以前の天明 2-8 年（1782-88）に天明

飢饉が発生し、また寛政 5 年に仙台沖を震源とす

る地震（寛政地震）も発生していたため、それら

からの復興過程にあったものとも推測されるもの

の、御林の払い下げが無条件に認められるような、

特別大きな危機に直面した時代とはいえない。　

ここで注目されるのは、この時期に、製塩を新た

に始めることを理由として、御林の払い下げを出

願し許されている村々が野々浜だけではないとい

うことである。さきに見た書上帳によると、横浦

が天明 3 年（1783）に塩釜を新設して御林の払い

下げを受けたのを皮切りに（塩釜を新設したのは

同村肝入・五郎七ら）、小乗浜が寛政元年（1789）

に（塩釜設置者は不明）、塚浜が寛政 3 年に（塩

釜設置者は不明）、出島が寛政 7 年に（塩釜設置

者は女川浜・市郎治）、尾浦が寛政 10 年に（塩釜

設置者は同村肝入・中蔵）、竹浦が享和 2 年（1802）

に（塩釜設置者は鷲神浜肝入・孫八郎と石浜・善

四郎）と相次いで塩釜を新設し、御林の払い下げ

を認められているのである。これ以外に、年不詳

ながら、大石原浜でも同村・善蔵が塩釜を新設し

たという記載がある。つまり、この時期の女川組

では、塩釜の新設とそれに伴う御林の払い下げが

連続して見られたのである。その起点が天明飢饉

のさなかであった天明 3 年に横浦に認められた御

林の払い下げであることを踏まえると、これら一

連の御林払下げは天明飢饉からの復興過程で出願

され認められたものであったといえようが、その

期間は 20 年にも及ぶものであり、天明 3 年を除

いて、いずれも緊急を要する危機的状況とはいえ

なかった。このような状況のもと、村々は塩釜の

新設を理由として御林の払い下げを出願し認めら

れていくのである。では、この地域の村々にとっ

て、製塩はどのような意味を持ったのであろうか。

　次の史料は、明治 4 年（1871）に女川浜で製塩

に携わっていた与惣右衛門らから村長に提出され

た文書の一部である注 8）。

①牡鹿郡女川浜持来素水釡壱句弐拾ヶ年已

前ゟ当浜行人照左衛門壱人行ニ而、一昨昨

年迄煮方罷在候処、②村中余渡世無之義ニ

付、如此先年之村釡ニ相返シ私共拾四人ニ

而煮方罷在候へ共、③壱句之釡ニ而拾六人

ヲ以煮方ニ而者相続難相立義ニ付、右拾六

之内小釡相建煮方仕候へ共、右釡ニ而　御

旧領様ゟ煮下り金六百両程有之候分、右金

此度吟味之上大釜ニ而半高三百両・小釡四

句ニ而三百両釡割合仕候間、次ニ者黒沢専

三郎様ゟ計金拝借有之分ハ小釡ニハ不抱、

其上右ニ付利息金茂有之分も小釡ニハ不抱

一宇成ル大釜ニ而返済申上候事と申合吟味

仕候間、仍而為後日之連名ヲ以一札如此ニ

御座候、已上

　これによると、女川浜では、江戸時代以来、素

水釡（素水法製塩で用いられる塩釡）1 句を所持
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しており、20 年前（単純計算で嘉永 5 年〈1852〉）

から明治元年（1868）まで同浜の照左衛門が一人

で製塩を実施してきたが（前掲史料①）、同村に

は他の渡世がないため、その後、20 年以前と同

じように「村釡」に戻し、村びと 16 人注 9）で製塩

を行ってきたとされる（前掲史料②）。しかし、1

句の塩釜で 16 人の生計を成り立たせることは困

難だったため、「小釜」（小型の塩釜）を増設して

操業を行ってきたというのである（前掲史料③）。

つまり、女川浜の塩釜は、もともと「村釜」とし

て経営されていたが、20 年前から照左衛門によ

る単独操業に、さらに 3 年前の明治元年には再度

「村釜」に戻されるという経緯を辿ったことが分

かる。女川浜の素水法製塩は、平常時には特定の

村びとによる個別経営によって維持されつつも、

少なからざる村びとの生計維持に支障が生じるよ

うな事態が発生した際には、村人の生計維持装置

として「村釜」に転換されたのである。のみならず、

塩釜 1 句では困窮に陥った村びとを支えられない

ことが分かるや、小釡を新設することまで行って

おり、製塩がこの地域においては村びとの生計維

持の手段という点で重要な役割を果たしていたこ

とが分かる。

　実は、女川浜の製塩については、文久 2 年（1862）

に同浜から提出された願書が残されている注 10）。

それによると、同浜では、安政 2 年（1855）に流

留・渡波両村（後述）からの差し止め要請を受け、

ひとたび素水釜での製塩を停止したとされてい

る。しかし、その 7 年後の文久 2 年に、連年の不

漁と、にもかかわらず村内に他の渡世がないこと

（「近年漁方至而不漁勝、…辺鄙之地所余渡世迚も

無之」）、また女川浜が製塩を重要な生業のひとつ

としてきたこと（「古来より御塩煮人頭ニ被相立

置候土地柄」）を理由として掲げ、塩釜 1 句の再

開を肝入・組頭の連名で出願しているのである。

　流留・渡波両村は万石浦に面した村々で、近世

には入浜式塩田が建設され、仙台藩における製

塩拠点のひとつであったが（図 4 参照）、この史

料によると 19 世紀半ばに両村が周辺の素水法製

塩の操業を差し止める行動に出ていたことが分か

る。おそらく、領内における製塩拠点のひとつで

あった両村の入浜式塩田を維持するために、生産

力の低い素水法製塩を差し止めることで、領内に

おける塩価格の維持などが企図されたものであろ

う。さきに見た明治 4 年の文書では、女川浜の素

水法製塩は 1850 年頃から照左衛門によって操業

されてきたとされていたが、この史料から、実際

にはそれは安政 2 年（1862）に流留・渡波両村の

要求を受けてひとたび停止され、数年間の中断を

挟んだのち再開されたものだったことが分かる。

つまり、素水法製塩は、沿岸地域の村々にとって、

村びとの生計に大きな支障がなければ、必ずしも

必要不可欠なものではなかったことになる。それ

が存在意義を発揮するのは、村びとの生計継続に

困難や支障が生じたときであり（実際、さきの史

料によれば、このときに素水法製塩再開の出願契

機になったのは不漁であった）、その際に困窮し

た村びとに生業を提供する機能を持った。そして、

素水法製塩の操業が認められれば、その燃料を確

保するために御林からの塩木採取も合わせて認め

られた。制度的には御林から採取した薪などの林

産物を直接販売できるわけではないが、御林の御

払いが簡単には認められないであろう状況下にお

いても、藩の専売品である塩を生産することと引

き換えに御林の利用権を得ることができたのであ

る。実際、さきに見たように、1780 － 1800 年代

にかけて、女川組村々は新釜の設置を理由に御林

から塩木を払下げてもらう許可を藩から引き出し

ていた。女川浜の素水法製塩が「村釜」から特定

の村びと 1 人による操業に切り替えられつつも継

続されてきたのも、また、流留・渡波両村からの

要請に基づいた中断を挟みつつも村によって素水
図 4：仙台藩の主な塩田所在地

　　　　　　（佐藤　2016：10）
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法製塩の再開が企図されたのも、このような御林

の利用権を継続的に保持しようとする女川浜の意

向の表れであったといえよう。製塩という回路を

経つつではあるが、このような村々の働きかけの

もとで御林の利用権が引き出され、村々の生計を

支える役割を果たしたのである。村々は、飢饉な

どの緊急時以外においても、御林を自らの成り立

ちを支える装置のひとつとして、その生存戦略の

なかに組み込む努力を続けていたことになる。

3　出島の御林

　前節では、女川組村々が素水法製塩の操業を理

由として御林の利用権を引き出していたことを見

たが、もちろん、村々が平常時に御林の利用権を

領主から継続的に引き出す行為にはさまざまな形

がありえた。しばしば見られたのは、御林の手入

れを村々が行う代わりにその利用権を手に入れる

という方法である。そこで次に、そのような事例

として、同じ女川組から出島のケースを取り上げ

てみよう。

　近世の出島には、高
たかまっこうやま

松香山、中砂嶺山、中崎山

という 3 つの御林が設置されていた。以下では、

この 3 つの御林をまとめて出島御林と呼ぶことと

する。19 世紀初めの記録では、出島御林全体で

長さ 9 町（約 982 メートル）・横四丁半（約 491 メー

トル）で、坪数 13 万 500 坪（約 43 ヘクタール）

を占めていた注 11）。出島それ自体の面積がおよそ

268 ヘクタールであるため、島の面積のおよそ 5

分の 1 が藩の御林によって占められていたことに

なる。実は、レスキューされた『木村家文書』の

なかには、17 世紀末から 19 世紀前期にかけて出

島御林の利用や管理について記録した 1 冊の帳簿

が残されている注 12）。表紙を含め前欠部分がある

ためタイトルが不明であるほか、記載も年次を経

るごとに大雑把なものになっているが、18 世紀

前期までは出島御林の利用と管理について経年的

な変化を追うことできる。かりに、この帳簿を「出

島御林帳」と呼ぶとすると、その冒頭は次のよう

な記録で始まる。

一、　代七百文

但、出嶋御林之内長百五拾間ニ横三拾間、

長六拾間ニ横拾五間之所、元禄拾年十二

月七日かや立之所計弐ヶ所御売方ニ相立

申候、以上

右之通去年御売方仕候処ニ本帳無之、只

今相付申候、以上

　元禄拾壱年

                六月廿五日

大内弥市郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

桐ヶ窪伊太夫

　この史料は、元禄 11 年（1698）に、出島が代

700 文で、出島御林のなかから萱場の払下げを受

けた記録である。萱場として払下げを受けたのは

2 ヶ所で、1 ヶ所は縦 150 間×横 30 間（約 1，5

ヘクタール）、もう 1ヶ所は縦 60間×横 15間（約 0，

3 ヘクタール）であるため、けっして広くはない

が、この頃、出島は島内の御林の一部を萱場とし

て利用することが認められていたことが分かる。

萱とは、いうまでもなく屋根を葺くために用いら

れるイネ科・カヤツリグサ科の大形草本の総称で、

主としてススキ、チガヤなどを指す。「出島御林

帳」によると、出島は、この元禄 11 年から享保

14 年（1729）まで毎年、萱場の払下げを受けてい

る。少なくとも 30 年以上にわたって、出島御林

のなかに萱場が維持されていたことから、おそら

く火入れが行われ萱場として管理されていたもの

と考えられる。

　なお、出島御林での萱場の払下げは、少なくと

も寛永 2 年（1625）まで史料的に遡ることができ

る。次の史料を見てみよう注 13）。

　　遠嶋之内出嶋肝煎・組頭・御山守申口

　当廿八日、一、江嶋之者共ニ出嶋御林萱

野被盗申候段申上候付、御穿鑿ニ御座候間

申上候、①先月廿六日ニ江嶋火事仕候所ニ、

右類火之者共先
〃

月
〃

同廿八日ニ大勢参、出嶋

御林之内毎年拙者共ニ野手山ニ被下置候か

や盗苅取申候、其外御林之内かや勿論拙者

共地付之かや共盗取申付、②此法ゟも大勢

罷出ふセき申候へハ、此度火事仕候ニ付刈
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取不申候ヘハ不罷成候由申候而土貢可仕様

無御座被盗申候、翌
〃

日
〃

③当月二日ニ江嶋肝

煎孫右衛門方へ右品〃申遣候所ニ、孫右衛

門返事仕ニハ、出嶋ヘハ堅参間敷由申付候

…（略）…又以翌日ゟ大勢参盗取申候…（略）

…ろかい計留置申候迄ニ而、人ハ壱人も補

兼申候、右之通ニ御座候間御吟味被成下度

奉存候、以上

寛永弐年十月七日

出嶋御山守・源右衛門

同　　　　・清作

組頭・利右衛門

組頭・長四郎

肝煎・文右衛門

右之通御穿鑿被成候所承届申候、以上

同年同月

大肝煎・丹野左五右衛門

管野宇平次様

　右の史料によると、寛永 2 年 6 月 26 日に、出

島の南方に位置する江島（前掲図 2 参照）で火災

があり、その 2 日後の 28 日に江島の島民が大挙

して出島に到来し、出島の御林や地付山注 14）で萱

を刈り取り奪い去ったと記されている（前掲史

料①）。江島の島民がこのような行動に出たのは、

焼失した家屋の再建のために急きょ大量の萱が必

要になったためであろう（前掲史料②）。出島は

江島に対して厳重に抗議するが、その翌日には再

度、江島の島民が萱を刈り取ろうとやってきて、

出島の村びとに船の櫓櫂を取り押さえられている

（前掲史料③）。この史料によると、出島はこの萱

場のことを、「出嶋御林之内毎年拙者共ニ野手山

ニ被下置候かや」と表現している。野手とは、原

野から秣などを刈り取ることと引き換えに、領主

に上納された雑税を指す。つまり、出島は遅くと

もこの段階には、領主に野手を納めて、御林の一

部を萱場として利用していたのである。さきに出

島が元禄 11 年から享保 14 年まで毎年、領主から

萱場の払下げを受けていたことを指摘したが、そ

れは遅くとも寛永期（1624 － 1643 年）から 100

年以上にわたって継続されたものだったことにな

る。おそらく、萱場を維持するための山焼きも継

続的に実施されてきたものであろう。

　実際、出島御林のなかにある萱場は、出島の村

人によってその利用が管理されてもいた。「出島

御林帳」に次のような史料が残されている。

一、壱分札四枚

但、江嶋百姓七郎左衛門子・左伝次・七

兵衛子・七三郎、佐左衛門名子・元郎左

衛門、長兵衛名子・彦六郎、甚右衛門下人・

善蔵右五人出嶋中崎山御林へ相入萱弐駄

程盗苅取申ニ付、為御過料被召上候、右

金札取納申候、以上

　宝永三年四月八日

武田利左衛門（印）

　この史料によると、宝永 3 年（1706）に、再度、

江島から 5 人の者が出島に到来し、出島御林で萱

の盗み刈りを行ったが、それが発見され過料を課

されたことが分かる。この史料から、この段階で

も出島御林のなかに萱場が維持されていること、

さらにこの萱場に対して村外からの盗み刈りを許

さないだけの監視体制を出島が敷いていたことを

確認することができる。

　しかし、このような萱の払下げに関わる記事は、

享保 14 年を最後に、帳簿から消える。この時期

に萱の払下げに関する記事が消えたのは、出島御

林で藩による育林が本格化してきた結果であっ

た。ここで、次の史料を見てみよう。

一、壱分判弐切

但、中崎山御林椴為御取立之椴松之外御

村中へ御払候方

右之通御払ニ相立金取納申候、以上

　　享保七年四月二日

高橋源十郎（印）

　これによると、享保 7 年（1721）に、藩が出島

御林（このときはとくに中崎山御林）で、「椴」

の育林を進めるため、それ以外の樹木を地元村で

ある出島に払い下げていることが分かる。つまり、

この時期を境に、出島御林で「椴」の育林が政策

的に始められたのである。「椴」は通常トドマツ
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と読むが、本来、トドマツの自生区域は北海道な

どの北方であるため、この時期の三陸沿岸にトド

マツが自生しているとは考えにくい。明治 44 年

（1911）に農商務省水産局から刊行された『漁業

ト森林トノ関係調査』という報告書によると、出

島の植生は、鬱蒼とした赤松林だったと記されて

いることから、前掲史料中の「椴」は、おそらく

アカマツ（マツ科マツ属）を指すものと考えられ

る。つまり、1720 年代を境に、出島御林でアカマ

ツの育林が政策的に始められたのである。実際、

享保 10 年（1725）および翌 11 年には、出島御林（中

崎山）の「椴」の育林のため、枝打ち・下草刈り

のほか不良木の伐採が行われ、それら伐採された

枝や下草・不良木が出島に払下げになっている。

もちろん、下草刈りなどの作業を実際に行ったの

は出島の百姓たちであった。このような地元村に

対する下草・不良木などの払下げを通して、枝打

ち・下草刈りのほか間伐も含めたアカマツ林の育

成が出島御林で本格化したのである注 15）。

　仙台藩の育林政策は、少なくとも法制面では、

17 世紀後半、とくに 1680 年代から本格化してい

る。たとえば天和 2 年（1682）11 月には 42 ヶ条

からなる山林法令が発布される（農林省　1932：

41）。この法令は、濫伐の禁止と植林の奨励に力

点を置いたもので、たとえば第 5 条では、在々の

野山に松・栗などの苗木を植林すること、山の青

木を伐採したあとには苗木の植林を義務づける方

針が示されている。第 13 条では、空地や草刈場

のうち支障のないところに杉・檜・栗・桂・槻・

朴などの苗木を植林すること、また適地があれば

漆や桐の植林をすること、これらの樹種の植林に

ふさわしくない場合には松の苗木を植えることが

命じられている。もちろん、御林での野火防止（第

17 条）や盗伐取締り（第 27 条）などの規定も含

まれていた。さらに、翌天和 3 年 2 月には山林奉

行・山林横目への覚 10 ヶ条、同年 6 月には山林

奉行配下役人に覚 14 ヶ条が発布されたほか（農

林省　1932：61・63）天和 4 年 2 月にも、郡奉行・

勘定奉行・山林奉行・山林上廻横目衆への申渡覚

27 ヶ条が発布されている（農林省　1932：72）。

天和 4 年覚では、盗伐の取り締まりなど御林の管

理や御林の払い下げ、御留木の取り扱いや御竹藪

の指定、植林のための苗木の育成・運搬などに用

いる人足についての規定などが定められている。

この時期に多くの条項からなる山林法制が次々と

発布され、仙台藩の林制が急速に整備されていっ

たことが分かる。

　このような林制整備を経たうえで、正徳 4 年

（1714）2 月に 5 ヶ条から成る山焼き禁令が発布さ

れている（農林省　1932：260）。その中身は、次

のようなものであった。第 1 条：「嶽山」で萱を

刈り取り灰焼きを行うことを禁止注 16）。第 2 条：

「嶽山」はもちろん、在々の御林・里山で山焼き

（「野火付」）をして竹木を焼き払うことは従来か

ら禁じていたが、改めて厳重に禁止を通達。もし

も山焼きを行った者があったときには訴え出るこ

と、また野火発見時にはすぐさま駆けつけて消火

に当たるべきこと。第 3 条：渡世のためにウド・

ワラビを採取したり、草飼所（飼料用などに草を

採取する草山）を維持したりするため山焼きをす

る際には、上廻り役のほか、その山の麓にある村々

の村役人に断りを入れたうえで証文を発行しても

らい、肝入・組頭はもちろん惣百姓の出動・監視

のもとで火入れを行うべきこと。また、その際に

は、火入れ面積を従来の半分に縮小し、かつ周囲

の森林に延焼しないよう雪解けの季節に火入れを

行うこと。第 4 条：御林のある村では火番所を設

置し、山入りする者が火道具を持っているか否か

を改めるべきこと。第 5 条：検見を受けないまま

1 年、2 年ごとに場所を変えつつ山焼きをして畑

地を作っているところ（つまり、焼き畑を行って

いる地域）が多く見られ、そこから野火が入るこ

とがままある。放置すると、のちのち草飼場が不

足することになりかねないため、以後禁止する。

　意味の取りづらいところもあるが、この当時、

萱場や草山の維持、移動型の焼畑、場合によって

はウド・ワラビなどの山菜採取のために、森林へ

の火入れがしばしば行われていたことが分かる。

藩は、これらの行為を、禁止したり、一定の条件

のもとで限定的に認可したりすることで、統制下

に置こうと企図していたのである。この法令は、

村ごとに惣百姓・村役人連印のもとで請書を取っ

て藩に提出することが前提とされており、このと

き藩が本気で山焼きの規制に取り組もうとしてい
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たことが分かる注 17）。17 世紀末から始まった植林

奨励政策の本格化を踏まえると、このような法令

の発布目的は、山焼きやそこからの延焼などに

よって育成下にある森林資源に被害が生じること

を防止することを目的のひとつとしたものであっ

たと位置づけることができよう。1720 年代に出島

御林で萱場の払い下げに関する記事が消え、それ

と入れ替わるようにアカマツの育林が藩の方針と

して示されるのも、以上で見たような仙台藩にお

ける山焼き規制の本格化、さらには同藩林制の整

備や植林政策の本格化を前提としたものであった

といえよう。

　さて、さきに 1720 年代から出島御林でアカマ

ツの育林のため枝打ち・下草刈りのほか不良木の

伐採などの手入れが行われ始めることを見た。下

草刈りなどの作業を実際に行ったのは出島の百姓

たちで、彼らはこのような作業を負担する代わり

に、手入れの際に出る下草・不良木などの払下げ

を受けることができた。つまり、出島の側から見

ると、御林の手入れを請け負うことで、その際に

出る枝や下草、不良木などを入手する権利を得て

いたことになる。逆に藩の側から見ると、藩が下

草・不良木などを払い下げることを条件にして、

御林の手入れを出島に請け負わせていたというこ

とになる注 18）。

　では、このようにして入手した枝・下草・不良

木などを地元村である出島はいったい何に使った

であろうか。残念ながら、その全体像を明らかに

できる史料は存在しないが、わずかながらそれを

伺い知ることのできる史料が残されている。たと

えば「出島御林帳」に残された次の史料を見てみ

よう。

　中崎山御林

一、代壱貫百文

右之通取納申走路、但出嶋之者共鰹煮干

薪ニ御林之内椴下木御払方被成候　ニ付、

右代取納如此御座候、以上

　　享保拾五年四月六日

富田覚之丞（印）

門目清兵衛（印）

　この史料は、享保 15 年（1730）4 月 6 日に出島

が 1 貫 100 文で出島御林（中崎山御林）から下草

の払い下げを受けた際の記録である。これによる

と、出島が「鰹煮干薪」、つまりカツオブシを加

工するための薪を得ることを目的として御林の下

草刈りを請け負っていたことが分かる。出島は同

年 5 月 7 日にも、やはり「鰹煮干薪」用に出島御

林の下草の払い下げを受けているほか、その前年

の享保 14 年（1729）4 月 22 日にも、また翌享保

16 年 9 月 20 日にも同様の払い下げを受けていた。

さらに、元文 2 年（1737）11 月 24 日には、「去

年分鰹煮木」として得た出島御林の下草の払い下

げ代金として、金 1 切と銭 400 文を藩に納めてい

る。この段階には、出島の百姓たちがカツオブシ

製造のための薪を出島御林で刈り取り、翌年その

代金を集計して藩に納めるようになっていたこと

が分かる。通常、御林下草などの払い下げに関す

る記述では、下草などの使用目的まで記されるこ

とはほとんどないが、わずかに残された以上の記

録から、その主たる目的のひとつがカツオブシ製

造のための燃料であったことを指摘できる。仙台

藩領内におけるカツオブシ生産は、これ以前の

17 世紀後半に気仙郡の唐桑半島ですでに始まっ

ていたが（高橋　1996）、出島でもその後遅くと

も 1720 年代までにはカツオブシ生産が始まって

いたことが分かる。残念ながら、同村におけるカ

ツオ釣漁およびカツオブシ製造の詳細について知

ることのできる同時代史料は存在しないが、1851

年（嘉永 4）に次のような一件が出島で発生して

いる注 19）。同年 9 月 22 日、出島の百姓・六兵衛の

カツオ船に乗り込んでいた水主 2 人（同村百姓善

蔵弟・富吉 22 歳と利兵衛婿・重作 27 歳）が、乗

船していたカツオ漁船の整備のために、漁船を干

潟に引き上げて「焙方」を行った。「焙方」とは、

船に穴をあける船虫の駆除などを目的として、火

で船底を焼く作業を指す。ところが、この作業を

行っている際に蜂が多く飛来し、刺されまいと燃

え残っていた松葉に火をつけて蜂を追い散らして

いたところ、それが近くの魚屋に飛び火して出火

してしまったのである。この史料から、カツオ釣

漁が近世の出島の生業として根付いていたことが

分かる。残念ながら、この時代についても出島に
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おけるカツオブシ生産の詳細を明らかにすること

はできないが、少なくとも 18 世紀前期まで、そ

れを支えた要素のひとつが出島御林からの燃料供

給だったことは指摘できよう。前節で見た女川湾

沿岸地域における素水法製塩の事例も含めて、御

林はその地域の地場産業を支える役割も果たして

いたことになる。

４　おわりに

　本稿では、仙台藩牡鹿郡女川組沿岸地域を事例

として、御林が持つ機能について地元村々の視点

から考察を加えてきた。すでに指摘されているよ

うに、御林は飢饉などの非常時に、払下げなどを

通して地元村々を救済する機能を持っていた。飢

饉状況下では、領民の生活や生命を守るために領

主による救済が不可欠となるが、当然のことなが

らそれには出費が伴う。このため、領内各地に設

置された御林を廉価（ときに無償）で払下げ、そ

れを藩の救済制度として機能させるという仕組み

は、危機的状況を一時的にせよ凌がせる方策とし

て利用価値の高いものであった。その意味で、御

林の領内各地への設置は、防災対策としての側面

を持っていたことになる。

　その一方で、御林の払下げは地元村にとっては

一時的な資金を確保する手段として便利なもので

あったため、飢饉などの緊急事態でなくても（た

とえば平常時であっても）、払下げを領主に願い

上げ御林利用の権利を確保しようとする傾向も生

む。もしも、このような要望を無制限に認めると、

御林の過剰利用が生じるのは避けがたい。まして

御林に防災対策としての機能が付されていたこと

を踏まえると、藩による払下げの可否判断には相

応の慎重さが求められることとなる。逆に、村々

にとっては、御林の払い下げが必要であることを

領主に納得させ、それを利用する権利を引き出す

ための理論武装と説得が必要となる。それが、女

川湾沿岸地域の場合には塩煮の再開や継続を論拠

とした御林利用（御林からの塩木の払下げ）の要

望であり、出島の場合には下草刈りや枝打ちなど

御林の手入れを請け負うことによる、下草・枝・

不良木などの採取権の要望であった。国産品たる

塩の生産や藩の財政基盤のひとつである森林資源

の生産といった殖産への寄与を論拠として、平常

年を含めて継続的に御林の利用権を引き出し続け

ようとする村々の生存戦略をそこに見出すことが

できよう。

　ところで、ここまで、非常時以外にも村々が御

林の請負を確保すべく戦略的に対応していたこと

を見たが、ここで気になるのは御林を請け負うこ

とで得られる利益は、果たして出島のように下草

や枝などばかりであったのか否か、また女川浜の

ように請負った塩木用の雑木ばかりであったのか

否か、ということである。以下は、残念ながら史

料的に論証しえたことではないが、この点につい

て展望と今後の課題を付け加えておきたい。とい

うのは、仙台藩から発布された山林関係法令を見

ていると、御林を請け負ったのちの御林利用に一

種のグレーゾーンのごときものが存在したのでは

ないかと推測されるためである。

　同藩の、とくに御林に関する法令を見ていて気

づくのは、御林の盗伐が少なからず発生しており、

藩が近世を通してその防止に努力しつづけなけれ

ばならなったということである。たとえば、さき

に紹介した天和 4 年の申渡覚（全 27 ヶ条）第 5

条には、御林の盗伐を犯した者を発見した際の処

罰が定められている。それによると、盗伐した木

材や薪を馬で運んだ場合には馬 1 駄につき金 2 切

（2 歩）、背負いで運んだ場合には 1 人につき金 1

切を過料として課すとされ、この過料は盗伐を犯

した者の所持していた道具とともに、それを捕え

た者に与えるとされていた（農林省　1932：73）。

さらに同藩では、元文 3 年（1738）3 月に、御林

などで盗伐を行った場合の過料が、（1）青木・御

留木の盗伐、（2）雑木の盗伐、（3）御流木・小間

木の盗難、（4）御林で不法な手拾いを行った場合

の 4 つに分けて定められている（農林省　1932：

307-310）。このうち（4）を見ると、御林で行わ

れる不法な手拾い（道具を使わず、落ちている枝

などを拾い集める行為）として、①「判」なしで

御林に入って手拾いを行った場合、②「判」を

紛失した場合、③脇道を通って御林に入り手拾い

を行った場合、④明 6 つ（午前 5-6 時頃）以前に

御林に入って手拾いを行った場合、⑤暮 6 つ（午
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後 6-7 時頃）以降に御林に入って手拾いを行った

場合という 5 つのケースが列挙されている。この

法令から、御林では、青木・雑木などの盗伐はも

ちろん、許可無しで（つまり「判」なしで）手拾

いを行うことも認められていなかったことが分か

る。仮に手拾いの許可があったとしても、脇道か

ら御林に侵入することや、暗がりに乗じて明 6 つ

前もしくは暮 6 つ後に御林に侵入することは許さ

れていなかった。これらの規定は逆に、このよう

な行為が御林においてしばしば発生していたこと

をも示していよう。御林は、常時、このような盗

伐の危険にさらされていたことになる。まして、

御払いとなった御林では、これらの行為はより容

易く発生しえたであろう。

　実際、御林の監視は藩にとっても難題であった。

仙台藩では、寛政 9 年（1797）に、それまで御林

やその他山林の管理を担当してきた山林方の業務

を郡方（郡奉行および代官）に移す林制改革を行っ

た（農林省　1932：483-484）。同藩ではそれまで、

山林方の役人による領内御林の廻山が行われてい

たが、これ以後それがなくなり、御山守（藩から

御林の監視を任された役職。通常、百姓身分）に

よる現場での監視が頼みの綱となるが、それだけ

では御林の管理（「御林御〆り」）は難しい。寛

政 9 年の林制改革の結果、御林の管理に責任を負

うことになる郡奉行はこれを不安視し、村々に対

して、村ごとに御林の管理に責任を持つべきこと

（「一村〆り仕候様村々江厳ニ申渡置候様」）、御山

守以外は御林に入ってはならないこと（「山林に

者御山守共外猥りニ相入不申様」）を命じる通達

を出すことを検討している（農林省　1932：492-

493）。御林の管理は、御林の所在する村々に御山

守を置き、その管理を任せる体制をとってはいた

ものの、広い御林を御山守が一人で常時監視する

ことは困難で、折々に派遣される山林方役人によ

る廻山と組み合わせることで、盗伐などに対する

抑止力を高めていたのである。本文で論じたよう

に、御林は払い下げなどを通して村々の成り立ち

とも関わるものであったため、天明飢饉などの危

機的状況を経た仙台藩で御林の管理業務が郡方に

移管になることには合理的な面もあったが、一方

で、それは盗伐の危険性を高める可能性もあった

のである注 20）。

　実際、御林での盗伐への警戒は、その後も消え

ずに続く。たとえば天保 12 年（1841）に御林で

の盗伐などの罰則について定めた取り決め（「右

山林方ニ付御仕置之格大図」）によると、御林で

生木や枝を伐採した場合などの過料のほか、前述

した元文 3 年の過料定と同じく、脇道を通って御

林に入った場合や、暮 6 つ過ぎに御林に入ること
注 21） なども過料の対象とすることが改めて通達さ

れている（農林省　1932：684-685）。さらに、こ

のときの定では、御林に斧・山刀・鎌・鋸などの

「鉄物」を持ち込んだ場合の過料も定められてい

た。御林での盗伐は、まだ暗い早朝などに脇道を

通って御林に侵入し、これらの「鉄物」で素早く

伐採するという形がとられていたことが予想され

る。逆に、「鉄物」の持ち込み禁止という、持ち

物の規制に藩が踏み込まざるをえなかったのは、

このようなスタイルの盗伐を抑え込むことが困難

であったことを示してもいよう。

　以上から、仙台藩では近世を通して御林が盗伐

のリスクを抱え続け、それゆえ管理の徹底を目指

した取り組みもまた継続されなければならなかっ

たことが分かる。しかも、ここまで紹介した仙台

藩の法令は、払い下げとなっていない御林につ

いてのものである。御林が払い下げられた場合に

は、薪や下草などの伐り出しのために地元村百姓

たちが御林に立ち入ることが許されるのであり、

御山守による監視や村による統制があったとはい

え、御林利用の管理はより難しいものになったで

あろう。御林が払い下げになった場合にも、さき

に見た出島のように許されているのは下草・枝お

よび不良木のみである場合もあれば、その御林の

なかに伐採が禁じられた御留木がある場合もあっ

た（農林省　1932：690-692）。また、御林は他の

御林や村々の入会山、百姓の所持する地付山など

と境を接している場合も少なくなく、ときに御林

の境界を超えた利用がなされ問題を生じることも

あった（高橋　2010）。逆にいえば、御林が村によっ

て請け負われると、藩による監視の圧力が一時的

にせよ弱まり、前述したような盗伐行為が誘発さ

れやすくなったと考えられる。さきに、御林を請

け負ったのちの御林利用に一種のグレーゾーンが
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存在したのではないかと述べたが、そのグレー

ゾーンとはこのことを想定したものである。この

ようなグレーゾーンの実態のほか、通常時の御林

における盗伐の実態解明は、御林が村々にとって

もった意味を正確に復元するうえでも不可欠な作

業となろう。今後の課題としたい。

注　釈
１）もちろん、そのような成果が無いわけではなく、た

とえば近年の成果として、仙台藩の海岸林に注目

した柳谷慶子氏の一連の研究がある（菊池　2011、

2015、2016）。

２）『日本歴史地名大系第 4 巻　宮城県の地名』（平凡社

地方資料センター　1987：646 ～ 647）によると、両

家の大肝入の交代は文政 4 年（1821）とされているが、

『木村家文書』によると、天保元年まで大肝入として

丹野助左衛門の名前が見え、また翌天保 2 年から大

肝入として木村五郎右衛門の名前が見えることから

（『木村家文書』史料場号 1-76-2 および同 1-35-1）、本

稿ではこれらの史料に従っておきたい。

３）『木村家文書』史料番号 1-33 および 1-34。

４）『丹野家文書』史料番号 2-7-3 および 2-14-2。

５）本稿の作成に当たっては、東北大学防災科学国際研

究所・人間社会対応研究部門・歴史資料保存研究分

野所蔵の画像データを利用した。

６） 『丹野家文書』史料番号 1-34。

７）■は欠落ではなく、筆者が判読できなかった文字で

ある。

８）『丹野家文書』1-6-19 。

９） 本文史料中では、途中、14 名という記載が 1 ヶ所あ

るが、そのあとの記載は 16 人となっていることから、

ここでは 16 名と記載しておく。なお、「安永風土記」

によれば、女川浜の人頭は 54 人とされていることか

ら、この 16 人は村の人頭全員ではもちろんない。そ

の段階に生計に困窮を来した村びとが製塩にその活

路を求めたものと考えられる。

10）『丹野家文書』史料番号 2-14-3。

11）『丹野家文書』史料番号 1-34 。

12）『木村家文書』史料番号 1-105 。

13）宮城県牡鹿郡女川町『須田家文書』史料番号 1-6-12。

なお、本史料についても、東北大学防災科学国際研

究所・人間社会対応研究部門・歴史資料保存研究分

野所蔵の画像データを利用した。

14）地付山は、百姓の持つ森林（現代風にいえば私有林）

を指す。

15）なお、「出島御林帳」享保 19 年 4 月 9 日の記録では、

出島御林（中崎山）の「常式御払方」のための入札

が行われ、金 1 切（金 1 歩に等しい）と代 300 文で

払下げが行われたと記されている。この頃になると、

「常式御払方」、つまり御林の下草や枝などの御払い

が定期的に行われるようになっていること、しかも

その伐採権が入札にかけられ、高額の入札を行った

者にその権利を与える制度が取り入られていたこと

が分かる。入札制度が導入されているため、落札者

は地元である出島以外になる可能性もあるが、出島

以外の者が落札したという記載はないため、その後

も出島への払下げが続いたと考えられる。

16）「嶽」には高山のほか山頂の意味があるが、ここでは

前者の意味で、在村から遠い奥山を指す言葉であろ

う。おそらく出火を発見しづらい奥山で萱場を作っ

たり灰を製造したりするために火入れを行うことを

禁止した条文であろう。

17）山焼きを規制する法令は、すでにこれ以前から存在

した。ただ、それは、たとえば先に見た天和 2 年 11

月の山林法規のなかに全 42 ヶ条の 1 条として織り込

まれるなどして通達されたもので、山焼き規制に特

化した形で発布された法令はこの正徳 4 年の法令が

初めてであった。

18）こうして育林された御林の材木を商人らに払い下げ

れば、藩にはまとまった収益が入り込むことになる

ため、本文で見たような制度は藩側により大きなメ

リットがあるものとも見えるが、伐出の際に労働力

として地元村の百姓が雇われたり、杣など外部から

到来する労働者たちの宿泊など稼ぎのチャンスが生

まれたりするであろうことも考慮すれば、地元村に

とっても経済的なメリットが得られる制度になって

いたといえよう。このような枠組みを前提にしない

と、本文で見たような御林の管理・利用制度が維持

された理由も説明しにくいように思われる。

19）『須田家文書』史料番号 1-3-2-4。

20）このためもあってか、その後享和 2 年（1802）に山

林方の役人が増員されるとともに（農林省　1932：

513-520）、遅くとも文化元年（1804）には、山林方

役人による廻山も再開されている（農林省　1932：



－ 206 －

523）。また、天保 3 年（1832）年の法令では、大肝入・

肝入・組頭らに対して、自分たちに廻山の義務があ

ると認識せず、春・秋の二度御林を廻山・踏分する

ことを怠り、御山守に一任していることを叱責して

いることから（農林省　1932：642）、その後、御林

の管理に御山守に加えて大肝入や村役人たちを動員

するようになっていたことが分かる。

21）史料では、「明六ツ過山江入候者同弐切」とされてい

るが、元文 3 年の過料定を踏まえると、「暮六ツ過」

の誤りであろう。夜間の盗伐などを防ぐための定め

と捉えるのが論理的にも妥当であろう。
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船の移動と港の盛衰

東北大学災害科学国際研究所

川島 秀一

1　はじめに

　東北地方の人の移動について、一般的なイメー

ジとして考えられてきたのは、南の方から漸進的

に移ってきたという説である。たとえば、その典

型的な議論として、東北文化論の古典である、柳

田国男の『雪国の春』（1928）を例に考えてみよう。

その柳田が「東北」をどのようにイメージをして

いたかということを物語る一文が、同書の「おが

さべり」の中にある。

「この細長い日本という島は、常にチューブ

のごとくまた心太の箱のごとく、ある力が

あって常に南方の文物を、北に向かって押

し出していたのである」（柳田　2011：186） 

　この柳田の東北のイメージは、本州の北端に「東

北」地方があり、常にそこには南から心太（とこ

ろてん）のように突き出されてきた人間や文化の

動きがあり、その「東北」に留まっているという、

いわば吹き溜まりの印象である。つまり、陸とい

う枠組みの中だけで、「東北」をイメージしており、

その後の多くの東北文化論も、この轍の上を歩ん

でいる。

　しかし、柳田の「おがさべり」には、もう一つ、

印象深い文章も載せており、それは先の「東北」

のイメージを一変するものでさえある。

「オカという名は三か所ともに、海に突き

出した地であるのを見ると、陸地を意味す

るオカがもとであって、海角なるがゆえに

最も早く目に入った陸地、すなわち海上に

ある者の命名するところであり、したがっ

て海から植民せられた土地と見てよかろう」

（柳田　2011：175）

 この文章の中で採り上げられている「オカとい

う名」の三カ所とは、男鹿半島（秋田県）・牡鹿

半島（宮城県）・岡湊（福岡県芦屋町）のことで

ある。陸のことをオカと呼ぶ人々は、列島に住む

漁師や船上を生活の場とする者のほとんどが該当

する。宮城県の気仙沼湾内に抱かれるように浮か

んでいる大島の人々でさえ、船で約 30 分しか要

さない気仙沼の町へ行くことさえも「オカへ行っ

てくる」と言っている。つまり、東北地方の日本

海側の男鹿半島と太平洋側の牡鹿半島共に、海か

らの命名であり、南方から人々が移ってきたにせ

よ、「東北」へ陸を通してだけでなく、海からも

人々が入ってきたことを述べている。柳田は、陸

封された「東北」のイメージだけではなく、絶え

ず海から揺さぶりをかけられている「東北」のイ

メージも捉えていたと考えてよいであろう。そし

て、それはその牡鹿半島を南限とする「三陸沿岸」

のイメージでもあった。

　本稿では、この三陸沿岸の、主に宮城県の気仙

沼地方を対象に、近世から現代へかけ、漁場開拓

を目ざして船で到来した南方からの漁師たちに

よって、いかに三陸の漁業が開発され、人口が増

大し、また、なぜ衰退していかざるを得なかった

かを、多角的な資料を用いて考察するものである。

２　紀伊半島から三陸沿岸へ①―三輪崎会合
と唐桑

　はじめに、船が動力化する以前の、帆船時代の

三陸沿岸における、海からの人の移動について概

観しておきたい。
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　延宝年間（1673 ～ 81）には、紀州から来た、

捕鯨も兼ねたカツオ一本釣り船が、三陸沖で活躍

していたが、紀州船 5 艘約 70 人を 1 軒の家で抱

え込み、カツオ一本釣りの漁法を習得しようとし

たのが、気仙沼市唐桑町鮪立の鈴木家であった。

大人数の余所者をムラで抱え込んだわけだから、

周囲では唐桑村自体の疲弊を心配して、鈴木家を

訴えでて、その係争の古文書が当家に残されてい

る。

　その鈴木家文書によると、周囲の反対による訴

訟が始まるのは、延宝 3（1675）年のことである。

しかし、「名子」などの一人前ではない家の百姓

たちと子どもに「末代の重宝」にも成る漁法を習

得させることで、その後の気仙沼港の基礎をも作

ることになった注 1）。

　つまり、紀州から伝わったカツオ一本釣りの漁

法によって、飛躍的にカツオの水揚高を上げてゆ

くわけだが、同時に気仙沼湾内でカツオの餌イワ

シを捕る、2隻曳きのイワシ船曳き網も鹿折の四ヶ

浜を中心に盛んになってくる。このイワシ網は、

近世からその漁期が「夏網」と「冬網」とに分か

れていた。夏網ではカツオの餌として捕るが、冬

網で捕ったイワシは、主に〆粕として加工され、

カツオ節とともに、気仙沼の町を中心に廻船問屋

を成立させていく重要な商品となった。三陸沿岸

の漁業の発達は、西日本や関東からの直接的な漁

業技術の流入だけでなく、関東や関西などで作ら

れる綿・菜種・藍などの魚肥として利用され、〆

粕が大量に買い求められ続けたことも背景にあ

る。

　この鮪立の鈴木家自体が紀州の出自で、紀州の

牟婁郡から勧請された新宮・本宮を祀る室根神

社（岩手県一関市室根村）の役持ちの家でもあり、

一説には祭礼時の塩の献上役であった（写真 1）。

熊野と関わる室根神社には、神様自体が唐桑から

上陸したという縁起をもつ。つまり、近世以前か

ら、紀州を中心として多くの人間と文化とが、海

を越えて到来してきたわけであり、東北の海の玄

関口の一つであった。

　一方で、紀州においても、「他国出漁」という、

広く藩を越えて漁場開拓をしなければならなかっ

た理由があった。すなわち、紀伊半島のカツオ漁

においては、「会合」と呼ばれる、排他的独占操

業の組織が見られたのである。紀伊半島の潮岬神

社を中心に、見老津（和歌山県すさみ町）から下

田原（串本町）までの漁浦による「潮岬会合」を

筆頭に、西側に日置・朝来・磯間・芳養・片町・

江川の六ヶ浦による「田辺会合」、東側に三輪崎・

宇久井・勝浦・森浦・太地・下里・浦神の七ヶ浦

による「三輪崎会合」などが組織化された（図 1）。

つまり、江戸時代の漁師たちにとっても、目の前

に寄ってくるカツオを平和的に釣っていたのでは

なく、漁場に関しては、絶えずほかの浜々との競

合にさらされていたわけである。

　とくに、大きな勢力のあった「潮岬会合」は寛

永 14（1637）年に、地先専用漁業権をもつ旧 19

カ村から潮岬神社の氏子が集まって成立した。5

人乗り以下の小舟を用いる漁師を排除する目的で

行なわれていたようで、会合ではカツオより、む

しろカツオの餌にする活きイワシの漁獲を統制し

たようである。

　そのほかにも、3 月 3 日から 9 月 9 日までの漁

期中は、エドコイワシ（イワシが集まった状態）

は網ではなく、タマ（タモ）で捕ることなどの漁

法の規制があった。また、潮岬神社を中心とした

会合であるから、潮岬近辺ではウミガメを捕って

はいけないとか、潮岬近海で落水した人や金物を

海に落とした人は神社で祓うことなどの宗教的な

規約もあった（東京水産振興会・漁業情報サービ

スセンター編　2013：23）注 2）。

　唐桑の鈴木家文書のなかには「紀州様御百姓」

という文字が見えるが、具体的には、「三輪崎」

という地名しか見当たらない。おそらく、「潮岬
写真 1　鮪立の沖から室根山の見えるところまで行

き、シオをくむ献上役（1988 年 10 月 28 日撮影）



－ 209 －

会合」や「田辺会合」が存在しているために、西

方には進出できなかった「三輪崎会合」の漁師た

ちが、唐桑周辺を船で巡りながら、カツオの漁場

を開拓していたものと思われる。

3　紀伊半島から三陸沿岸へ②―印南漁師と
大島

　一方で、田辺会合より北に位置する印南では、

独自の動きでこれらの会合のあいだを潜り抜けな

がら各地に進出していったと思われる。延宝３年

（1675）から 16 年後の元禄４年（1691）の古文書が、

鮪立の対岸の大島にも発見されているが、その「彌

次衛門組先祖書上ケ覚」（駒形家文書）という一

種の人別帳には、次のような紀州の出自のある人

物を認めることができる（傍線は筆者）。

「借屋　二平太

　元来紀州の者ニ御座候所ニ、五六年以前

御國へ鰹猟ニ罷下り所々ニ罷有去年中より

借屋ニ罷有申候。然所ニ、右二平太月初石

之巻へこぎ昇ニ而、罷越居不申候ニ付、先

祖名不相知不申候。

借屋 傳吉・門次郎の親、弥衛門

　元来親弥エ門紀州ひたかの郡いなミノ者

ニ御座候。拙者幼少之時父母ニ別先祖名本

覺不申候。尤拙者代ニ當地へ罷越候。

六郎左エ門の親、七郎兵衛

　元来紀州ひたがの郡いなミの者ニ御座候。

拙者代當地へ罷越候」注 3）

　これら 3 名の駒形屋敷の借家人の出自は、いず

れも「紀州の者」であり、とくに弥衛門と七郎兵

衛は「紀州ひたかの郡いなミノ者」と判明してお

り、現和歌山県日高郡印南町の者であったことが

分かる。二平太は「五六年以前御國へ鰹猟ニ罷下

り」とあるから、鮪立にカツオ一本釣り漁が導入

された延宝 3 年（1675）から 10 年後には、すで

に印南からも三陸の漁場へ動き、さらに定着まで

していたことが分かる。

　この印南の漁師は、カツオ一本釣り漁法と鰹節

の製造方法について、各地に出向いて伝承して

いった者たちであり、三陸沿岸だけが行き先では

なかった。　　

　たとえば、印南の二代目角屋甚太郎は、延宝２

年（1674）に、土佐清水の臼バエと呼ばれる、海

からシオの寄るところを発見した。そこはシオだ

けでなく、カツオも寄るところである。また、土

佐の宇佐で鰹節の燻乾法を採用させている。10

図 1　潮御崎会合と紀州漁師の他国出漁
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カ月は土佐清水、２カ月は印南という旅漁（通漁）

を繰り返していたが、宝永４年（1707）10 月 28

日の地震津波で夫婦ともに死亡している。また、

二代目甚太郎から三代目の甚三郎の弟、角屋与三

郎の墓が臼バエの近くの土佐清水市の松尾に建立

されている。さらに、同市戎町に祀られている石

仏には、「貞享二年丑二月吉日」という建立年と

ともに、「紀州日高郡印南浦与太輔立之」と記さ

れている。

　千葉県の房総半島に鰹節製法の技術を伝えたの

も、印南生まれの土佐与市（1758 ～ 1815）である。

天明の頃（1781 ～ 89）に千倉南朝夷の渡辺久右

衛門に滞在して、技法を指導した。後には、伊豆

半島の安良里にも、鰹節の製法を伝えたが、その

墓は南朝夷の東仙寺にある。墓には、本名「善五

郎」とあるから、「与市」は一種の職業名ではな

かったかと思われる。「与三郎」、「与太輔」、「与

市」には、みな「与」が付けられているからであ

る。そして、宮城県の気仙沼市の観音寺にも、鰹

節の製法を房総から伝えた吉田与平、通称「土佐

節与平」の墓碑があり、彼を顕彰する次のような

銘が読まれる（写真２）。

　「君性吉田名通称与平文政三年於千葉県上

総国興津幼懐大志年歯十二属望水産物製造

改良奮然謂父母到土佐国日夜精勵専研究鰹

乃鮪節製造法藝術之妙常抜群嘉永年間業成

而後踏査三陸海岸各地ト居陸前国気仙沼集

徒弟以傳習製造術大是図普及發達特土佐式

乾燥室之改善並發明削磨用左刃式小刀益貢

献斯道之速成其偉積實大也（後略）」（気仙

沼市史編さん委員会編　1995：597 ～ 598）

　土佐節与平は、嘉永年間（1848 ～ 54）に気仙

沼に定着しながら、節削り包丁などの新しい道具

の導入とともに、その技術を浸透させていった。

　以上のことを考えると、延宝３年の紀州から鮪

立へのカツオ一本釣り漁法の導入は、確かにその

後の港町の成立にとって、エポックメーキングな

出来事であったには違いないが、列島の歴史上か

らみれば、紀州の三輪崎と三陸の鮪立とを結びつ

ける点と点との直線的な世界ではなく、もはや紀

州と三陸との、面と面との世界であったことが分

かる。三陸沿岸のほかの古文書をみても、この近

世中期にかけての時代は、三陸沿岸が紀州の漁船

によって、大きな揺さぶりをかけられていた時代

である。

　同様に、印南と大島についても、点と点で結び

付けられるような時代ではなかった。延宝３年以

降も、次から次へと、紀州などから海を通して人々

が訪れ、なかには定着する者が現れてきた。彼ら

の移住のほかにも、彼らがもたらした漁業や水産

加工の技術は、三陸沿岸の人口を飛躍的に伸ばし

ていったのである。

　それでは、紀州の漁師たちがはるばる三陸沿岸

まで乗ってきた漁船とは、どのようなものであっ

たろうか。

4　五太木船を造る

　安永 9 年（1780）の気仙沼地方における船数を、

「風土記御用書出」から概観すると表１のように

なるが、「五太木」と呼ばれる船型名が圧倒的に

多い。表には「釣溜」と呼ばれる船型名が大島に

あるが、カツオ一本釣り漁の異名として「溜め釣写真 2　土佐節与平夫婦の墓
（気仙沼市の観音寺墓地）
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り」という用語が鈴木家文書にも見えるので、こ

の型の船も、カツオ漁に用いられたに違いない。

気仙沼の「風土記御用書出」は現存していないの

で、当時の船数を確かめることができないが、同

じ頃に気仙沼を訪れた地理学者の古川古松軒が、

次のように記している。

　「気仙沼という所も入海にして、三百余軒

の町にて大概の所なり。（中略）鹿折村に

は塩を製し、気仙沼には商家多く、大海よ

り三里の入海にて、五百石積みくらいの船

数かず入津してあり。鰹魚の名所にて、数

多取れるゆえに値賤し。大いなる鰹一本を、

五十文くらいに売買せることなり」（大藤　

1964：221）

　

　気仙沼は、「五百石積みくらいの船数かず入津

してあり」と記しているように、大きな港であり、

気仙沼で所有している船も多かったと推される。

また、ここで注意されることは、「大海より三里

の入海」という、三陸沿岸のリアス式海岸が成せ

る「天然の良港」だったことである。

　前は海で、後ろが山である「山海至近」の、入

り組んだ地形であるリアス式海岸は、山々で風を

除ける港として重宝されたのである。また、カツ

オ一本釣り漁をもたらした紀州漁民にとって、あ

るいは、それを学んだ三陸の漁師にとっても、鰹

節加工のための燃料や水資源を得るために、背

後に森林資源のある三陸沿岸は、当初からカツオ

一本釣り漁を基盤に発展できる条件がそろってい

た。さらにそれは、「五太木」を造船する森林資

源でもあったわけである。

　カツオ一本釣り漁という、短期決戦型の釣漁に

おいては、できるだけ多くの人数が船に乗り、釣

果もできるだけ多く積めるように、船が大型化し

ていくことは必然的であった。三陸の漁師たちも

競って、「五太木」を造り始めたのである。

　唐桑町鮪立の鈴木家文書には、カツオ一本釣り

漁を導入し始めてから早くも２年後には、大きな

新造船を造り始めている。「釣ため舟新ニ作り立

申船板杉申受度ニ付乍恐御訴訟申上候御事」には、

それまでは１艘に付き、廻り３～ 4 尺の杉板を 6

本必要であったのが、紀州から伝わったカツオ船

は、廻り４～ 5 尺 5 寸の杉板が 4 本あればよいこ

とが記されている。この船に「上方の者」（紀州

漁民）を 4 人、「御村の御百姓不相叶者」を 8 人、

鈴木家の子どもを１人の 13 人を乗せ、技術の導

入をはかった（宇野　1955：190 ～ 191）。つまり、

紀州漁民１人は、唐桑の一人前ではない百姓２人

を相手にするような体制で、カツオ一本釣り漁の

技術が伝えられていったのである。

　ところで、この五太木船の気仙沼市内の数量に

ついては、三陸沿岸の漁船の動力化が始まる直前

のデータが残っている。『明治 41 年宮城県漁業基

本調査報告書』の第１巻によると、表２のとおり

である。１町５カ村のうち、全体の 56％の数を

占める唐桑村の 224 艘がひときわ目立つが、湾奥

の村でカツオ漁には漁場が遠くて不向きな鹿折村

が餌イワシの「船曳網」などに利用しているほか

は、いずれの町村共に「鰹釣」が主であった。唐

桑に次いで多いのが大島村で 72 艘、次が気仙沼

町の 56 艘であるが、気仙沼の場合は、「他村の鰹

釣、鮫刺網に貸す」とあり、すでに「問屋仕込制

度」が確立していたことが分かる。

表 1　安永 9 年（1780）の気仙沼地方における船

（「風土記御用書出」『宮城県史』26 より作成）
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　つまり、この制度は、「漁業生産に必要な資金

資材の一部または大部分を魚問屋が生産者に前貸

し、そのかわり漁獲物はすべて前貸をした問屋が

安く買い取る制度であった。このため漁業生産者

は、自己の生産物販売の自由を失い、また漁業生

産の死命を制せられるような強い支配を受け、剰

余部分を手もとにはほとんど残しえないほどの収

奪を受けた」（二野瓶　1981：50）という。この「問

屋仕込制度」は、その後、松岩村、大島村の「船

元」がやがて崩壊する原因となった。

5　機械船の導入と外来船のはじまり

　20 世紀に入ると、明治 39 年（1906）に、焼玉

石油発動機船の早池峰丸が、気仙沼で初めての

動力船として湾内に登場した。続いて明治 44 年

（1911）には、気仙沼漁協が鼎丸という動力漁船

の影を湾内に浮かばせている。帆走も兼ねたため、

帆柱も付けていた。また、明治 41 年（1908）に

は、三陸汽船が創立された。その船は塩竃～宮古

間を航行したが、三陸沿岸の物資と乗客の運送に

貢献した。一時代前の子どもたちが、オモチャや

漫画の本を大人にねだったときに、「蒸気来っか

ら」と言って慰められたのは、この三陸汽船のこ

とである。

　明治末の漁船の動力化は、宮城県の漁獲高を大

きく躍進させた。大正元年（1912）に日本全国で

27 ～ 28 位であった宮城県は、同 11 年（1922）に

は第 8 位まで上昇している。大正 10 年代は、日

本の近海漁業の意気盛んな時代であった。

　日本で初めての魚類専門の冷蔵庫が気仙沼で開

設したのが大正 9 年（1920）のこと、これにより

焼竹輪の冷凍保存に成功し、夏の出荷も可能に

なった。この年の夏、民俗学者の柳田国男が気仙

沼を訪れ、次のようなことを日記に記した。

　「▽此辺一帯に今鰹漁の盛り。気仙沼の町

では方々に鰹節を製造して居る。又鰹釣の

釣針を作って賣る店もあった。材料はトナ

カイ（馴鹿）の角だといふ。

 ▽路傍にホヤを賣って居る。海鼠よりも今

一層氣味が悪い、ちょっと食べて見ようか

とは思へぬやうな動物である。岸に繋いだ

鰹船を、法印さんが歴訪して祈祷をして居

る。御布施に生の鰹を貰って行く様子が、

見馴れないから面白い。房州から人を尋ね

て来て居るといふ者に逢ふ。身内の者が鰹

の漁船に働いて居るのに、用が出来たから

やって来たが、もう十日になるがまだ行逢

へぬと謂って居る」（柳田　2000：254）

　柳田は気仙沼でカツオ船に働いている房州の者

のことにも触れているが、茨城県の漁船が初めて

入港したのが明治 38 年（1905）、三重県尾鷲市の

カツオ船が大正 5 ～ 6 年（1916 ～ 17）のころで、

気仙沼へ外来船（廻来船ともいう）が来始めてい

た。いわゆる、漁船の動力化により、近世の和船

時代の交流を基盤にした、第２次の東北進出漁船

表 2　明治 41 年（1908）の「ゴダイギ舟」（五太木船）

（『明治 41 年宮城県漁業基本調査報告書第 1 巻』）
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の時代を加速化したのである。

　大正５年（1916）ころ、気仙沼の小野寺健之助は、

三重県の尾鷲港をはじめ、紀伊半島東岸各港の船

主を回って、気仙沼港への入港を誘い、漁船誘致

の先駆けとなった（写真３）。小野寺魚問屋のよ

うに、外来船の一切の仕事を代行する、いわゆる

「魚を買わない」問屋を、このころから確立させ

ていった（気仙沼魚問屋組合編　2001：38-39）。

　このような魚問屋の役割としては、漁船が漁を

終えて気仙沼に入港する前に、魚問屋にまず販売

の委託と漁獲量の報告を入れる。それを受けた魚

問屋は、水揚げの段取り（入港、接岸、漁獲報告、

水揚げ）を行ない、計量後に魚市場（漁協）が魚

を引き受ける。この後、落札された魚が買受人に

引き渡され、料金は二週間以内に漁協へ納められ

る。漁協は手数料（口銭）を引いた水揚金を魚問

屋に入金し、魚問屋では仕込み業者への立替金や

手数料を引いて船主に送金する。仕込み業者には、

造船、鉄工、電気、無線、食品など多岐に渡るが、

要するに、素性の知れない他県の漁船に対して「信

用」を与えるのが、魚問屋の役割だという。その

他に、船上で怪我や病気をした者を引き受けて対

応をしたり、保証人になったり、最悪の場合は海

難事故にも一肌脱ぐという（金菱　2014：151）。

　もちろん、以前からの「沖買い」や「迎い買い」

など魚を買う問屋も並行して現在に至っている。

気仙沼の問屋の特色は、「高値ではないが、目方

は出る」と言われ、魚価自体は決して高くはない

が、水揚げ時に大量に買ってくれることが、各地

の漁船を集めることになった。また、以上のよう

な船舶に仕込むことに対して、「個人仕込」の問

屋も存在している（写真４）。　　

　さらに、気仙沼港は三陸沖を通過する台風の避

難港にもなった。台風の季節には、沖で操業して

いたカツオ船が次々に港に入り、あたかも往年の

魚市場を思い起こさせるような賑わいになる（写

５）。このような、各地からの船員の賑わいにま

つわるエピソードも多い。

　たとえば、三重県南伊勢町阿曽浦のカツオ一本

釣り漁の漁師たちは、主に問屋として気仙沼の魚

町のヤマコや臼福に頼ったが、米は藤田屋、下駄

は富月、床屋は昭和軒、風呂屋は亀の湯と、今でも、

写真 3　漁船誘致のために持ち歩いた

小野健商店の広告

写真 4　「個人仕込」の問屋 ( 宮城県気仙沼市、

2010 年 12 月 5 日撮影 )

写真 5　台風で気仙沼湾に避難をしてきた船

（1959 年 10 月、中嶋忠一撮影）
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自分たちの町のように記憶している。また、カツ

オ船に乗り始めの若い子が始めて竿でカツオを釣

ると、「サガツオ祝い」と呼んで、気仙沼港に着

岸した船上で、ボタ餅を作って祝ったという。毎

年、10 月 30 日の阿曽小学校の運動会までは帰郷

したというが、帰りの船には、気仙沼からお土産

に、米・ナシ・リンゴ・桐下駄などを積んだ。桐

の板をそのまま買う者たちもおり、彼らは阿曽に

戻った後、その板でアオリイカ漁の疑似餌を作っ

た。カツオ一本釣りの外来船は、戦後の昭和 30

年代までは、秋も深まると一斉に気仙沼港を去っ

た。見送りには、歓楽街に勤めているおねえさん

たちが何色ものテープを持って別れを惜しんだ。

そのテープの数によって、その年に、どの船が大

漁をしたかが、わかったという注４）。

　気仙沼港の歓楽街である太田は、港から坂道に

沿って店が並んでいた。南伊勢町礫浦のカツオ一

本釣り漁師さんたちも、「船が港に着くと、どん

なに疲れていても、あの坂を上っていったものだ」

と語っている注５）。

　当時、船員たちは、腹巻に万札をいっぱい刺し

込んで、太田の町を闊歩していた。その太田の入

口の薬屋さんで働いていた女性が、船員たちが怖

かったので、店を出て帰るときには黄色いズボン

をはき、ハチマキをして変装してから表に出たと

いう。また、その薬屋では、サンマ漁の季節にな

ると、店の２階にサンマ船の乗組員の奥さんと子

供を住まわせていた注６）。

　命がけで航海をする漁師たちの側にとっても、

港町はいやしの場であり、食文化から捉えれば、

とくに酒造業と和菓子製造業の有無が、「漁村」

と「港町」とを分ける指標であるともいわれる（岡

本　2010：22-23）。塩辛い船上の生活を続けてい

ると、酒と菓子はオカで真っ先に手にいれたくな

る味覚であった。また、無彩色の船上生活をして

いると、オカに上がったときの果物の赤や黄色の

新鮮な輝きに目を奪われるという。大漁旗の原色

好みや、漁師の服装や下着に至るまでの派手な色

合いからも、それを理解させられるときがある。

　このような漁師たちの、一次的であるが、交流

的な人口も考慮しながら、移動文化の拠点として

捉えなければならないのが「港町」の特色ともい

えようか。

6　自然災害と港町

　どのような「港町」にも、近世には「風除け」

と同時に「風待ち」の機能をもっており、暴風か

ら避けるとともに、出帆するための風を集める工

夫も地形的に利用されている。

　近世の気仙沼港とても例外ではなく、港には「西

風釜」と呼ばれる地名があるように、ナライ（気

仙沼では西北風）がダシの風になる。ところが、

このナライの風が、近代に入ってから２度の大火

をもたらした。大正４年（1915）３月 30 日と昭

和４年（1929）２月 23 日の「気仙沼大火」であり、

いずれも冬の強いナライ風が原因であった。室根

山（岩手県一関市）から下りてくる、冬の「室根

下し」の風が三日町と八日町の町中を煙突のよう

にして吹き抜け、一度出火すると大火災になった。

大正４年の大火は、三日町・八日町・南町を主に、

警察署、役場、郵便局、公立病院、寺院などの中

枢部を含む街の３分の２に当たる 1,064 戸が焼失

し、昭和４年の大火では、魚町と南町を中心に戸

数 902 戸、被災者 4,923 人を数えた（気仙沼市史

編さん委員会編　1986：252）。

 　昭和 4 年の大火後の写真（写真 6）を、現在の

同場所と比較すると、どことなく東日本大震災後

の風景に似ているが、２年後には早くも復興して

いるようである。昭和６年（1931）の夏、詩人の

高村光太郎は、気仙沼を訪れ、この町の様子を次

のように描いている。

　「船から見た気仙沼町の花やかな燈火に驚

き、上陸して更にその遺憾なく近代的なお

為着せを着ている街の東京ぶりに驚く。（中

略）私はある静かな家に泊ったが、夏に旅

行する者の必ず出会う旅行の普請手入とい

うものに此所でも遭って当惑した。勉強な

大工さんが夜でもかんかんやるのである。

そうして在来の建方を「改良」して都会風

な新様式に作りかへる。

　柳田国男先生の「雪国の春」という書物

をかねて愛読していた私は粗忽千萬にも気
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仙沼あたりに来ればもうそろそろ「金のベ

ココ」式な遠い日本の、私等の細胞の中に

しか今はないような何かしらがまだ生きて

いるかもしれないなどと思っていた。気仙

沼には近年大火があったという。大火は本

当に業をする」（高村・北川　2012：63 ～

64）

　光太郎はここで、気仙沼のことを「近代的なお

仕着せを着ている街の東京ぶり」と揶揄してい

る。しかし、大正 4 年の大火のときもそうであっ

たが、気仙沼の町と港は、大火後に当時の文明を

全面的に受け入れることで復興する。東京直輸入

の文化が導入されたわけであって、光太郎が見聞

したのも、新時代の息吹そのものであった。「婦

人会の隣保事業、公衆用水道栓、日本百景当選の

記念碑、道路の街灯、新築の警察署、広壮な小学

校でのテニス競技、学術講演会、塩田の歴史を記

した立て札、浪花節にシネマ、銀座裏まがいのカ

フェ」、「社会施設の神経がひどく目につく」とと

もに、「おそろしく至れり尽せりの外客設備」に

旅人は茫然としてしまうと、記されている（高村・

北川　2012：64-65）。

　何もかも東京の真似をする復興のありかたを批

判しているわけだが、とうとう一泊だけして、翌

日の夜には釜石行きの船に乗って気仙沼を去って

しまう。

　しかし、この光太郎が蔑んだ「東京ぶりの町」は、

皮肉にも東日本震災直前までは、登録文化財の建

物も含んだ「伝統的な町並み」として保存と観光

の動きがあったところである。そして、光太郎が

三陸汽船に乗って気仙沼を訪れ、同じ船に乗って

去っていったように、昭和６年は、まだ旅客船や

海上輸送が盛んであったころであった。昭和８年

（1933）年の三陸津波のときにも、多くの被災者

がこの船に乗って塩釜まで避難をしている。

　気仙沼駅が開通するのが、大火の年の昭和４年

の 7 月。三陸汽船が廃業するのがその 10 年後で

あるから、光太郎はちょうど、気仙沼の交通体系

が海上中心から陸上中心へと移っていく時期に来

写真 6　昭和４年の大火後の気仙沼
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訪した最後の旅人の１人であった。おそらく、復

興の力となり、東京直輸入の文化がまたたくまに

気仙沼に花開くことが可能であった理由は、まだ

海上輸送が盛んであったからだと思われる。

　日本の交通体系が東京を中心に放射線状に組み

込まれることで、その後、気仙沼は自他共に「陸

の孤島」と称せられ、「海の十字路」であったこと、

あるいは今でも「海の十字路」であることを忘れ

ていく時代に突入していくわけであった。

　ところで、昭和８年の津波に関しては、気仙沼

の町は大きな被害がなかった（表３）。この昭和

の津波のときに、人口が激減したにもかかわらず、

同様の海を通した復興をやり遂げたのが、両石（現

岩手県釜石市）である。津波の後、精力的に被災

地を歩いて記録に留めた山口弥一郎の『津浪と村』

には、次のような記述がある。

　「それで一時両石は七分は旅の者だとまで

言われた。この移入経路で目立つのは宮城

県十三浜村よりの入婿者の多いことである

が、当時区長代理をしていた久保氏は船宿

を経営しており、十三浜方面よりいかつり

に来る漁夫などを泊めていたので、その世

話になり落ち着いた者が多い由である」（山

口　1943：172）

　「十三浜」とは、現石巻市北上町の地区で、津

波の後にイカの大漁があり、両石にも船宿を頼っ

て寄留していた漁夫が多かった。明治 29 年（1896）

の三陸津波のときも、津波後はイカの大漁だった

ことがあり、三陸地方では「イワシで殺され、イ

カで生かされた」という俚諺も伝えられている。

すなわち、津波の前はイワシの大漁に恵まれ、津

波後はイカの大漁をもたらすという言い伝えであ

る。いずれにせよ、両石は寄留をしていた漁夫を

入婿にして、復興を始めたわけである。海に開か

れていた漁港ゆえにできた、災害からの復興の仕

方である。

7 カツオ漁の危機　　　　　　　　　　　　　　

　また、三陸沿岸において、津波より常習的な自

然災害の一つが海難事故であり、これらの災害に

より急激に人口が減った村落も、過去においては

多かった。

　たとえば、三陸沿岸のカツオ漁の最盛期に、三

陸沖で最大の海難事故が起こっている。弘化４

年（1847）6 月 17 日 の 夜 か ら 18 日 の 未 明 に か

けての大時化で、「大小船七十五艘漂蕩シ漁夫

三百三十五名溺没シ」（『楽山公治家記録』）とい

う記録がある。結局は、水密性を欠く和船と夜半

の時化であったことが多くのカツオ船の遭難を招

いたものといわれている。現在までの三陸沿岸の

供養碑などからの調査では、宮古の鍬ヶ崎から牡

鹿の新山浜まで、533 人の犠牲者が数えられてい

る。大船渡市三陸町崎浜では、この 17 日から 18

日にかけての海難事故のことを「十八流れ」と呼

んで、今も伝えている。

　これが、三陸沿岸におけるカツオ漁の第１の危

機だとすると、第２の危機は、この水密性を欠く

和船を、鉄鋼の機械船に変えていく時期に始まっ

た。それまで三陸沿岸には、港町とはいえない小

さな漁村集落にも、必ず１～２艘は、カツオ船が

あって、しのぎを削っていた。それが、和船から

機械船への移行のなかで、村によっては、その資

金不足によって、淘汰されていった漁村がある。

表 3　気仙沼湾内の明治・昭和の津波被害状況
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　たとえば、青森県六ケ所村の泊をあるいた森本

孝は、動力船以前の帆船の頃には「泊にカツオ船

は十艘近くあったというから、仮に単純な掛け算

をすれば 、乗組員だけでも二百数十人がカツオ

漁に従事していたことになる」と記している。か

つてカツオが房州や宮城や八戸から新しい舟と漁

法と人を泊に招いたわけであった（森本　2006：

23 ～ 26）。それが、大正末から昭和初期にかけて

衰退していったのは、同じカツオ漁の技術をも

たらしたはずの他県の動力船が、泊の沖のカツオ

を捕り尽くしたことに原因があり、泊がカツオ船

の動力化の波に乗ることができなかったからであ

る。

　資金のある商人の多い「港町」が、「漁村」の

カツオ経営を脅かしていくことの一例は、前述し

た気仙沼地方の「問屋仕込制度」からも明らかで

あるが、和船の動力化が、港町と漁村の格差を生

じていった。

8　鮪立港の盛衰

　本稿の最後にあたって、その「港町」の機能

を果たしていた集落が衰退していった事例とし

て、気仙沼市唐桑町鮪立を挙げ、具体的な様相を

捉えておきたい。鮪立は、先に述べたように、紀

州から初めてカツオ一本釣り漁の技術を導入した

ところであり、近世においても、気仙沼の港と変

わらない良港と活気を呈していたところである。

「問屋仕込制度」による気仙沼問屋の息のかかり

方も微妙であり、大島の「船元」のように、気仙

沼の問屋資本が多く導入されていた委託経営では

なかった。竹内利美は、その違いを「唐桑の自立

型」と「大島の仕込型」と類型化している（竹内　

1969：320）。

　集落の構造をみると、本家頭の家々は皆、楕円

形の鮪立湾に沿って並び、船は家の真ん前に着岸

するために、その順番が決まっていた。それを「ト

モ綱順」と呼んでいる。大正初期の鮪立港におけ

るトモ綱順を屋号で示すと、次のとおりである。

古舘前→中前→上鼻子→カジヤ→下鼻子→

橋下→石橋→西の前鰯網→中折口→後河岸

→共同鰯網→下角地→上新屋→丑畑鰯網→

丑畑新屋→樋の口→河岸前庄屋→清水尻

万五郎屋→清水尻鰯網→清水尻の上→清水

尻河岸→釜の前鼻子→釜の前の上→釜の前

新屋→山根→恵比須棚①→恵比須棚②　

　

　このトモ綱名のうち「鰯網」という呼称は、カ

ツオ船のほかに、餌イワシ用の網船も所有してい

たことを示している。また、通称「河岸（かし）

前」と呼ばれる岸には、カツオ船を経営している

家の住居だけでなく、カツオ節工場もあり、加工

するための水を確保するための、それぞれの井戸

もあった。これは、気仙沼の港でも同様であった

（図２）。

　擂鉢状の地形の鮪立においては、この本家が河

岸前を占めていたので、その分家は後ろの山に

沿って上がっていくように別棟を建てている。そ

れぞれの本家が、カツオ船を経営し、それに伴う

カツオ節の加工場と井戸の立地を考えると、その

立地に好都合な、いくつもの沢ぞいに本家と分家

が並んでいると考えてよいだろう。分家は沢の上

図 2　気仙沼河岸前の化製場（加工場）平面図（上

側が海。加藤家文書）
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へ上へと建てていったのである。しかし、2011 年

の東日本大震災においては、その立地のために、

本家に相当する家が流失した。

　リアス式海岸は、確かに津波には不利な風土で

あるが、震災後は、そのリアス式海岸の特徴であ

る、すぐ集落の後ろに山を背負っているという利

点を生かして、沢の水や燃料としての薪をすぐに

も得ることができた。とくに唐桑半島は沢水が豊

富で、カツオ節の加工ができ得たのも、カツオを

洗ったり煮たりする、この沢水のお陰であり、先

に述べたように、カツオ漁が栄えるに、ふさわ

しい風土を本来的にもっていたのである（川島　

2016：12）。

　ところで、「漁師はなぜ、海を向いて住むのか？」

という問いから漁村集落を論じた建築学の地井昭

夫は、「海に向かって協同して軒を並べることが、

海の幸をもっとも豊かにそして平等に分けあう

ことになる」と述べているが（地井　2012：71）、

鮪立の集落構造は、まさしく同様のかたちをして

いた。 

　しかし、この漁港としての機能が豊かであった

鮪立港から、カツオ一本釣り船のような、比較的

大きな船が消えていったのが、戦後の高度成長と

同時期であった。それは本格的なマグロ延縄漁（キ

ハダマグロやメバチマグロ）へ鮪立の船主たちが

切り替えていったという、発展的な理由によって

である。

　マグロ延縄漁も、江戸時代の 18 世紀中ごろに

紀伊半島から房総半島の南端に移り住んだ漁民た

ちの手により、現在の布良（現千葉県館山市）で

始まったといわれている。鮪立では、近海カツオ

漁の「裏作」と呼ばれるような、冬季の補完的

な操業であった。漁船も夏季のカツオ船をそのま

ま用い、乗組員がカツオ船の半数で済み、どちら

かというと年配者が冬季には船を下り、若い者が

延縄に従事した。また、マグロ漁はカツオ漁と比

較すると、当たりはずれがなかったといわれ、そ

の年の夏季にカツオが不漁でも、冬季のマグロ漁

で補うことができたのである。昭和 30 年（1955）

が過ぎてから、鮪立を含めた気仙沼地方のカツオ

船が、次々にマグロ専用船として大型化していっ

た大きな理由である。

　とくに、その漁場をインド洋やオーストラリア

南方から大西洋まで向かって乗り出し、乗組員が

10カ月以上、故郷の鮪立を留守にする港となった。

戦後の 70 年代までのマグロ漁業の盛んであった

ことの名残としては、乗組員が争うようにして造

作した、瓦屋根の「唐桑御殿」が、この鮪立にも

見ることができる。さらに、70 年代の、200 海里

の制定やオイル・ショックなどの国際問題、ある

いは、国の減船政策や、倒産した船の連帯保証に

より、そのマグロ漁業自体を止めていった。鮪立

港は、沿岸の養殖業を中心とする「漁村」に近い

状態になっている。　　　　　　　　　

　唐桑地方の男は、幼いころに磯で親しみ、長じ

てから漁船に乗り、老いては再び磯に戻って「根ッ

コ渡世」（磯漁）で暮らすといわれてきた。その

ような人生サイクルであったように、鮪立港自体

が、そのサイクルのように落着した感がある。　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

9　おわりに

　これまで、近世から現代までの三陸沿岸の、気

仙沼や鮪立などの漁港の、限られた断面を扱いな

がら、その盛衰の実態を述べてきたが、三陸沿岸

は、船の移動により、ヒトや文化が移動し、影響

を与え、定着していくような、すこぶる流動的な

社会であったと理解される。

　以上のような「移動の文化」により「集住」自

体を相対化すること、あるいは「集住」のなかに「移

動文化」を組み込んで捉えることは、三陸沿岸に

かぎらず、列島の歴史の様相を展開する上で、必

要な作業になると思われる。

注　釈
１）この一連の文書については、宇野（1955）のなかに

掲載されている。

２）なお、紀州の西口や由良では、「漁夫、出漁中、誤っ

て船より海中に陥るときは、暫く不漁続くといふ。

此事鰹漁に甚し」（森　1974：53）とある。現在では、

海に金物を落とした場合などには、御崎神社ではな

く、串本の無量寺の観音様のお札を、漁協を通して

いただくことでお祓いをしている。

３）駒形家文書解読原稿（中央水産研究所所蔵）
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４）2004 年５月 10 日、三重県南島町（現南伊勢町）阿曽

浦漁業協同組合にて、橋本吉平さん（大正 10 年生ま

れ）、竹内幹さん（大正 13 年生まれ）、竹内組夫さん

（大正 14 年生まれ）、橋本高男さん（大正 14 年生まれ）

より、川島聞書。  

５）2001 年９月 16 日、三重県南勢町（現南伊勢町）礫浦の、

福田仁郎さん（大正８年生まれ）、中村祐司さん（昭

和７年生まれ）より、川島聞書。

６）2010 年 12 月４日、気仙沼市魚町の問屋ヤマコの小野

寺勝子さんより、川島聞書。 
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史料紹介　鈴木冨貴子『古館家年中行事』（翻刻）

東北芸術工科大学東北文化研究センター

佐藤 未希

１　史料『古館家年中行事』について

　本稿は、宮城県気仙沼市唐桑町鮪
しびたち

立の鈴木家（屋

号古館、以下、古館家とする）蔵『古館家年中行

事』の翻刻である。

　ここに翻刻を公開する史料は、古館家現当主の

鈴木伸太郎氏の実母である鈴木冨貴子氏（1909—

1993）による、古館家の年中行事、慣習に関する

覚書きである。

　古館家は古く中世に起源をもつといわれ、延

宝 3（1675）年に紀州漁民を受け入れ、三陸にお

けるカツオ一本釣り漁導入の一翼を担った歴史を

もつ、鮪立の草分け的存在である。江戸時代以降

は漁業、海運業、林業、醸造業など多角的で時代

に合せた大規模なイエ経営を展開し、周辺住民の

雇用の場を創出し生活を支えるなど、地域の豪家

として大きな役割を担ってきた（東北芸術工科大

学東北文化研究センター編　2016）。このように、

鮪立を語るうえで古館家の存在は極めて大きく、

集落の中でも特異かつ有力な家であった。

　本史料は冨貴子氏が 42 歳の昭和 26（1951）年

に書かれたものである。当時おこなわれていた古

館家の年中行事について、それらに付随した慣習

や、古くからの伝承なども織り込みながら、その

詳細が暦に準じて記されている。さらに後半には、

当時の唐桑の様子などにも言及したあとがきが記

されている他、方言についても列記されている。

鮪立では昭和 30 年代まで年中行事を含むすべて

に旧暦が使われており（国学院大学民俗学研究

会編　1999）、この覚書きも旧暦で記されている。

また、古館家の年中行事は沿岸漁村である性格を

大きく反映しており、漁業に関する事柄も多く記

録されている。

　冨貴子氏がこの覚書を書き残した明確な理由は

記されていない。しかし、あとがきにあたる記述

の中には、時代の変化とともに旧慣が失われてい

くことを危惧するような内容が見られ、できるだ

け詳細に書き残そうとした意思がうかがえる。

　原本は縦 182 ×横 257 mm（B5 判）の 400 字詰

の原稿用紙、全 87 頁。各頁には通し番号が付さ

れている。表紙には墨書きで「古館家年中行事」

と表題が付けられ、裏表紙には「宮城県本吉郡唐

桑町　井　古館」との墨書きがある。扉にはペン

書きで「宮城県唐桑町　古館家の年中行事と慣習　

昭和二十六年夏　鈴木冨貴子」と記されている。

また、最終頁である 87 頁裏には「昭和二十六年

冨貴子四十二才の時執筆せり、古館備」との墨書

きがある（万年筆による下書きがあるが、判読不

可）。その他の記載にはすべて万年筆が使用され

ている。本稿では、年中行事とそれに付随する慣

習、伝承について記された 1 頁から 83 頁を翻刻

した。

　本事業において、先に刊行した『東北一万年の

フィールドワーク　12　鮪立』（東北文化研究セ

ンター編）では、『古館家年中行事』に記された

当時の年中行事を現行の年中行事と照らし合わせ

提示したが、それらは概要のみにとどまった。し

かし、本史料は漁村の旧家における年中行事に関

する詳細な記録として大変貴重な史料であると考

えられるため、ここにあらためて翻刻することと

した。

　翻刻にあたり、史料所蔵者の鈴木伸太郎・邦子

夫妻には多大なるご協力をいただいた。記して厚

くお礼申し上げたい。
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2　凡例

　本稿は原本を所蔵する鈴木伸太郎氏の許可を得

て、翻刻をおこなったものである。翻刻に当たっ

ては、できるだけ原本の雰囲気を崩すことのない

ように心掛けたかが、概ね次のような方法に従い、

表記方法など一部改変を加えて翻刻をおこなっ

た。

一、注釈については適宜付した。なお、詳細が不

明な箇所は、鈴木伸太郎氏とその妻である邦

子氏からご協力を得て補足を加えた部分が多

い。

一、原文は漢数字を含む漢字表記において複数の

不統一が見られるが、仮名遣いと併せて基本

的に原文のままとした。

　　〈例〉二十日、廿日

一、旧字はできるだけ常用漢字に改めた。

一、原文中の空欄は□で示し、その数は原稿用紙

のマス目の数に相当する。

一、原文の “” 表記は「」に改めた。

一、句読点と改行は原文を尊重しつつも、翻刻者

において改めた部分がある。

一、踊り字、送り仮名などは意味が通じる限り訂

正せず、原文のままとした。また、書き癖等

も原文のままとした。

　　〈例〉つゝみ（つつみ）　事ム室（事務室）

一、明らかな誤字・誤記は表記を改めた。また、

疑わしい場合は原文通りの表記に（ママ）と

傍記するか、（＊＊＊カ）として推測したこ

とを明記した。

一、 読み仮名（ルビ）を適宜補った。また、原文

に記された読み仮名については、重複してい

る場合は初出のみに改めた。

一、 屋号には圏点を付した（古館は除く）。

一、 本人による削除箇所は、原文に沿って見せ消

ちとした。また、欄外の書き込みは［］にて

記した。

一、 原文は縦書きであるが、横書きに改めた。

3　翻刻

元旦（旧暦にて）

　御年男注 1）は夜明けの三時に起きて、若水迎え

に行きます。そのときに米を少量持って行き、井

戸の中へ入れてから水を汲みます。それから神様

に供える御膳を女の人は手をつけずに、御年男が

全部一人で用意します。洗い桶、ふきんも普段使っ

ているものとは別のものを使います。

　神棚には鏡餅、串柿、みかん、栗、くるみ、松

の葉などを三ヶ所に一膳ずつ上げます。神様のお

膳には三ヶ所に二膳ずつ、計六膳用意します。

御恵比須様　

　　黒膳　昆布に豆、御酒、餅

　　黒膳　御酒、鰹節、豆、餅

　　赤の膳　御神酒、豆

　　黒の膳　餅（三様）

御年神様

　　赤の膳　餅、御神酒

　　赤の膳　餅

おみたま様（図１）

　これは祖先への供養で、箕
み

の上に串にさした餅

を十二串（うる年は十三串）、串柿、栗、くるみ

を添えます。御年男はこれを正月三日まで、おろ

うそくをつけて毎朝、毎夕拝みます。

　新しい御佛様のある家へは、知人は正月三ヶ日

内に来て、おみたま様を拝んでんで行きます。（お

みたま様のおかざりのみは四日の日は全部おろし

ます）下ろした餅は正月十一日の農はだちの日の

たばこ注２）に使ふ。

　元朝参りは早
は や ま さ ん

馬山注 3）、御
お さ き

崎神社注 4）など、各々

自由なところへ参り、元旦は家族そろってお屠
と そ

蘇

を祝います。

　元旦は主人は紋付、袴をつけ、年始に来る人達

の応待をします。
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　大広間は［柴田］是眞注 5）の万歳の掛け物（二

幅つい）を毎年掛けますが、永平寺の□□□□の

書いた掛物や、鳳凰も出たと云う噂あるり御代の

春（墨絵）と云うのが大変縁起が良いとて掛ける

こともあります。

　三宝には鏡餅二重ね、海老、［松の枝一本（水

引で結んだもの）］、ほしのだま注 6）、鶴亀の置物

を飾ります。みかん二、栗五、くるみ五、串柿三、

などを供えます。（図 2）

　生花は松、やぶこうじ、梅、南天などを主婦が

生けます。

　元旦のお屠蘇は主人から一番小さい子供に盃を

渡し、二回注ぎます。

　金の盃を使いますが、これは明治二十年の品評

会で［鰹節品評会で］一等賞を頂いた（青森に於

いて）記念の品で、毎年必ず出します。

　お屠蘇を頂くときは改まった心で、みんな気が

引きしまります。

　男の年始

　この日は男の年始にて、夜明けの五時頃よりわ

らじ履きで羽織、袴の男達が遠方より年始に来ま

す。

　親類注 7）十六軒が出入りしており、そこからも

年始に来ます。親類及び全ての年始客には全部お

膳を出して御馳走します。御酒、魚を出しますが

酒を好まない人にはあん餅注 8）、雑煮注 9）、煮〆注 10）

を出します。

　従業員は正月に限り食堂にて食事をさせます。

正月二日　神様にお膳を上げる

　女の年始

　親類の女の人、出入りの女の人、もと使った女

中などが年始に来ます。

　餅をご馳走し、口取り注 11）をみやげにやります。

正月三日　神様にお膳を上げる

　一日中年始客にて忙しくすごします。御馳走は

二日目と同じです。

　母の遺言で「必ず時節を祝え」と云われ、守っ

ております。

正月四日　神様のお膳上げない

　おみたま様はこの日におろし、朝食前にお茶を

入れて、串にさして供えた餅を全部焼いて、家中

の者（従業員も）に食べさせます。

　神主、お寺のお尚さんの年始

　この日は神官である日
ひ た か み

高見神社注 12）神主、早馬

山神社神主（良
りょうごいん

厳院）、地福寺注 13）方丈が年始に

来られ、御馳走はお酒、魚を出します。

　普通の人は四日に年始に歩かないことになって

おります。来られる家でも大変いやがります。

正月五日　お膳を上げる

　五日はとろろを食べる日です。神様のお膳は小

豆御飯、とろろを上げます。

神様に供えたとろろを戸口の柱にぬります。

　この日は御年男は朝早く、家の敷居に鳥の羽で

とろろを引きます。これは流行病を除けるためだ

図１　おみたま様（鈴木伸太郎氏提供）

図 2　正月のお供えとお屠蘇（鈴木伸太郎氏提供）
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と云うことです。

正月六日　お膳を上げない。

　この日御年男は、お供えの小さいの注 14）を一個

持って山に若木迎えに行きます注 15）。方角の良い

方へ行き木の切り始めをします。

　朝食すぎに御年男は日高見神社（お崎様と土地

の人は呼んでいます）へ玄米四升、餅米一升を持っ

て行きます。日高見神社では酒、魚でお膳を出し

御祝儀を与えます。

　日高見神社より古館家へ干鱈一本、ふのり一包

に水引を掛けてよこします。

　持って行った玄米と餅米は、日高見神社で正月

十五日に使う黒
く ろ き

酒、白
し ろ き

酒を作るのに使います。

　

　崎
さきはま

浜部落の年始

　早朝よりわらじ履き、または舟にても崎浜より

年始客が来ます。

　さめ、鱈、目抜、あわび、昆布、赤魚注 16）など

思い思いのものを持参し、普段の感謝を表します。

　お返しの品は目方、値にふんで、反物、風呂敷、

手拭い、フランネルなど少々多目にお返しいたし

ます。

　御馳走はうどんと決まっております。縁起をか

つぐのです。

　この日は一番に忙しい日です。部屋と台所、土

間など腰を下ろせる所は人でいっぱいになるの

で、家の者は一日中立ち通しで接待します。崎浜

部落でも御崎の方とか中河原とか大網の大謀注 17）

（大網世話人と云う）のような人達は、御
お か み

上（神

様のある大広間）に上げてお膳を据えます。台所

（中間）の板敷きの所には水夫部落の人達が座り

ます。

　「末永く」と云う意味の由、お酒に必ずうどん

を出すことになっています。

　昔は幼な心に、来る人達に何か階級があるのだ

ろうかと思いました。昔から古館家と崎浜の部落

の人々とは切っても切れない親しい交際がありま

す。

　家で働いた水夫とか職人達は、私宅に来るとき

は井の印注 18）つきの「かんばん」（大漁のときに

与えたもの）注 19）を着て来たこともあります。印

半天とか「かんばん」を着て古館家に来るのは、

彼らが一つの誇りにしていた由聞いております。

　「かんばん」は、三丁格子のものなど今でも見

本にとってあります。（図 3、4）

正月七日　神様にお膳を上げる

　七草がゆ

　御年男は早朝鳥が啼かぬうちに起きて、六日に

山へ行って切って来た木にて七草がゆを炊きま

す。

　 か る う す 場注 20） の 所 で す ず な、 す ず し ろ、

よ
（ マ マ ）

めの皿、はこべ、せり、なずな、ごぎょうをた

図 3　三丁格子のカンバン　家紋の稲丸に、「井」の

家印付き（2014 年 10 月　中村只吾撮影）

図 4　印半天（鈴木伸太郎氏提供）
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たきます。

　「唐土の鳥の渡らぬ先に　七草はたく　七草は

たく」と三回唱えて七草を切ります。

　これは昔、大根かての御飯注 21）を食べていた時

分に、かての切り始めよりはじまった言葉です。

六日まで米の御飯をいただき、七草の日より麦の

入った御飯を食べます。

　古
● ● ● ●

館の下の家より、お重に入れて「そばきり」「そ

ばぜんざい」をよこします。いつまでも本家のそ

ばに居ますと云う意味だと思います。

　大昔は、この日に舞
も う ね

根部落にあった出雲神社に

参詣すれば悪病を除けるとて、お供えを持った人

達が早朝より出雲神社に詣でました。

正月八日　お膳を上げない

　神様に上げた餅を下し、水にうるかして注 22）お

きます。また、この日にうすを起こします。

　八日は年始には歩かないことになっています。

四日、八日を田舎では大変恐れ「四日、八日は医

者にもかかるな」と云われます。

正月九日　お膳上げない

　この日も年始には行かないことになっておりま

す。

正月十日　お膳を上げない

正月十一日

　農はだち

　農業の仕事始め（ものまね）で、早朝五時頃よ

り下男三、四人でわらを打
ぶ

ち、縄をないます。皿

貝結び注 23）（何事も難に会わないようにと云う意

味）で三つか五つ奇数に作り梁に掛けます。農業

の物まねも含んでいます。

　これがすむと「朝ばみ」注 24）と云って餅を焼い

て皆に食べさせます。

　鹿
ししおり

折村、鶴
つ る が う ら

ヶ浦の年始

　鹿折村、鶴ヶ浦は私宅で田畑を持っており、小

作人が大勢あり、その人達が年始に来る日です。

皿貝、嫁貝注 25）、赤貝、あわびなどを持参します

ので、大きな半切こが注 26）に一杯になります。こ

れらの具でかまぼこを作るのが母の最も得意とす

る料理でした。

正月十二日

　山の神様の祝日

　十二日に山へ入ると山の神様にとがめられると

言うことです。

　この日、間違って山に入ると必ず怪我をするの

です。山の神様のおとがめと云って大変恐れてい

ます。

　木挽、大工はこの日は山に入らず、酒、魚でお

祝いをして一日中遊ぶことになっています。

　日髙見神社初御前

　私宅（古館）より人が行かなければ、神社の戸

を開けないことになっています。何か謂われがあ

るのでしょうが良くわかりません。この日は神社

の総代の人達が集まって祭典日の相談がありま

す。御馳走は酒、魚で、お守りを頂いてきます。（戸

主の妻の身ごもりている時は、忌み、けがれを嫌

いますので、拝みには代人をやります。）

　現在はありませんが、三十年位前までは毎年、

御崎の神主さんより一尺位の鯛（初物）か小鯛が

十匹～十五匹位届けられたものです。その頃は御

崎様で鯛網を行っていたと云うことです。

正月十三日　お膳上げない。

正月十四日　お膳上げる

　まゆ玉ならし（図 5）

　まゆ玉にならす注 27）餅は七升（小枡にて）つき

ます。家族、従業員が総動員にて大忙しです。神

様のある部屋の四すみにまゆ玉をならします。佛

間、茶の間などにもつるします。

　まゆ玉の木は幹の赤い美しい木注 28）です。

　餅は紅白にして、みかん、鯛や俵の形のおせん

べいなどもつるします。まゆ玉の上に紙で網、俵、

魚の形に切ったものをかけます。豊漁、豊作であ

れかしと云う意味です。
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正月十五日　お膳上げる

　松おさめ（門松注 29）をおろす）

　御年男が松おさめがゆ（小豆入り）を炊きます。

神様に上げ、それをおろしてから御松注 30）、門松

をおさめます。

　神様に上げたおかゆをとっておいて、松の葉を

のせて「家族みんなで良いことを聞くように

 」と、松の葉でお皿のおかゆをこすっては

耳に二、三回持って行き、良いことを聞くまねを

します。正月十八日に行ふ。

　歌い込み注 31）（大漁ものまね）

　夜五時頃になると、水夫達が大勢で大漁の旗を

竹につるして歌い込んで来ます。

　海岸より家までの間を二十分位歌いながら来

て、「只今船を入れてまいりました」と挨拶します。

主人は「大漁でおめでとう」と、お酒の入った一

升瓶を捧げて玄関にでます。

　「良いことをした。なんと 良いまわりだね」

と大漁して来たことをほめるのです。水夫達は神

様のある部屋に上ってお酒盛りをやります。みん

なで心を開いて話をします。五升ますに米を［お

金も入れる］入れて神棚めがけてきます。従業員

もみんな集まって「今度は大漁だ！」と云って、

お酒やお菓子を頂いて豊漁前祝いをするのです。

　みかんまき注 32）

　夕方になると部落の子供達が、紙で鰹の形に

切ったものを竹につるして持ってきます。「ねの

う」と云います。それにお金をやるのです。

　薄暗くなる頃、部落から二、三十人以上もの子

供、大人、女までが集まって来ます。みかんを拾

うためです。みかんは箱で三つ位まきます。昔は

天保銭、現在は穴のあいたお金（五円など）をま

きます。とても賑やかです。

　夜遅くまで船歌が浦の中で四方に聞こえていま

す。十五夜のお月様が耿耿として子供達は庭で影

ふみをして遊んだものです。

　日高見神社祭典

　各漁船はたくさんの旗をかざして参詣にまいり

ます。岩手県の市町村からも人が集まります。

　お崎様の名物は「はじき猿」「風車（べんけい

に刺して売っています）」、青や赤に彩色した「舟」

などで、それを売る店が立ちます。（図 6）

　日髙見神社より古館へ、白酒、黒酒を瓶に詰め、

お守札と餅をツトに入れたもの、あわびの串差し

二つ、根
ね う

魚注 33）を焼いて串に差したものを使いの

図 5　まゆ玉ならし（鈴木伸太郎氏提供）
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人が持って来ます。餅と酒は正月六日に私宅で上

げたもので作ったものです。（図 7）

　お神楽がこの日神社であります。伝説によると、

夜中に神様たちが太鼓をたたくのが聞こえるとの

ことです。

正月十六日

　地福寺まいり

　「正月は地獄の釜のふたも開く　めでたくもあ

り　めでたくもなし」と云う古い歌があります

が、この日は地福寺の山門のわきに店が立ち、玩

具、菓子、風船などを売り賑わいます。お人は老

いも若きも、箪笥の底にしまってある着物を着て、

おばあさんは孫の手を引いてお墓参りに出かけま

す。

　お寺から「カーカンジョウ（勧請）」注 34）と云

う付木に字を書いたものをお金を出して受けま

す。これは仏教の供養で、お正月に受けたカーカ

ンジョウは春の彼岸に海へ流すのです。この日は

お寺のかき入れ時であり、村にはお寺が二軒です

がら相当の収入があります。（図 8）

　また、この日は家の門の所に大きな字で「薮入

りに付き　本日は来客御断申上げ候」と書き、平

素働いている女中などをお寺参りにやります。

正月十七日

　御観音様供養

　私宅ではいたしませんが、観音像または観音様

の掛物を持っている家では良くこの行事をいたま

す。

　おばあさん達が集まったり、親しい人達を呼ん

だり、御馳走を作ったりして観音様の供養をしま

す。「上げほかい」をすると云います。「上げ」は

神様への供
（ マ マ ）

養、「ほかい」注 35）は穀物、米などを

入れるもので、それから出た言葉です。二升ほか

い、三升ほかいと云います。（図 9）

　大網停
てん

や入り　正月十八日頃

　昭和二十年、終戦の年までは大網をたてました。

藩政時代より一年も休まず網をたててきました。

資材の関係で昭和二十一年より休みましたが、漁

業権のある関係で再新だけはして来ました。

図 6　はじき猿（鈴木伸太郎氏提供）

図７　御崎神社より古館へお神酒上げの品々（鈴木伸

太郎氏提供）

図 8　正月の「カーカンジョウ」（2017 年 1 月　佐

藤未希撮影）
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正月十八日　お膳を上げる

　御十八夜様（図 10）

　この日主婦は朝より夕べまで一日御精進をいた

します。

　お供え（餅）を月の数だけ（普通の年は十二個、

うる年は十三個）供えます。

　夜お月様が出たらお光りを受けて餅を供えて拝

みます。「お十八夜は死人を枕にしても拝め」な

どと云って必ず祝う事になっています。食事は御

精神進でお雑煮にもだしを入れずに、お餅、お酒

で祝います。

　お十八夜の日に怒っ

たりすると必ず良いこ

とは無い、漁にもかか

わると一日中静かにす

ることになっています。

縁 起 を か つ ぐ の で す。

「正月は水も鳴らすな」

と昔から年寄りが口ぐ

せに云っており、みん

な子供のはてまで、そ

う思って云い伝えられ

ているのです。

正月十九日　お膳を上

げない

正月二十日　お膳を上

げる

　二十日のやいと

　まゆ玉をおろし、ま

ゆ玉につけた「かきだれ」（魚、鯛、俵の形を紙

で切ったもの）を縄なっておきます注 36）。

　この縄に火をつけて「どこも痛いところの無い

ように 」と、家族全員の体をこすります。居

ない人は着物をこすり、最後は海に流します。お

まじないです。

　まゆ玉がゆ

　朝食にまゆ玉がゆを食べます。

おろしたまゆ玉の餅、小豆、米をおかゆにして塩

味をつけます。神様にも上げます。

正月二十一日～二十四日

　普通で別になにもありません。　

　この間に年始客もあったりします。

正月二十五日

　古館家春祈祷

　古代より必ず守っている御祭です。

　早朝にお天神様のお鏡注 37）を出します。男の

人はお社の掃除をし、主婦は身を清め、お別火を

たきます。「お別火」とは特に七輪に火を起こし、

神様に供える御飯、汁注 38）、湯を用意するのです。

　お十八夜に供えた餅をおろして、それをお雑煮

にして主人、男の子だけが食べます。女の人は絶

対に食べません。

　天神様へ根魚二本、人参二本、大根二本、ごぼ

う二本、りんご五、みかん［五］などを供えます。

ご飯は小さい高
たかつき

杯に盛り、御酒、塩、御洗米を上

げます。

これを全部天神様が祀ってあるお山に持って上

図 9　ほかい（鈴木伸太郎氏提供） 図 10　お十八夜の餅（2016 年 2 月　中村只吾撮影）
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り、御社で御祈祷し、また下りて来て二階にお鏡

をおかざりしてその前で御祈祷します。天神様に

上る道には二ヶ所にのぼり旗が立ちます。早馬神

社（良厳院）神主をお頼みして御祈祷していただ

きます。厄年の人は難を逃れるためにお守りを書

いていただくのです。一年中の御祈祷です。初穂

料は五円位（昔は二円位）です。

　夜はお酒、魚をつけて家族、従業員にも御馳走

します。

　永いことですから家、または船などに何か不吉

なことのある場合など「神の暗示を与えられる」

と云うようなことがあります。全く不思議に思う

ことがあります。

　何十年も前のことですが、船が遭難して人が亡

くなったことがありました。

　正月春祈祷に山へお供物を持って上がるときに

御神酒、御飯がどうしたはずみか引っくり返り、

気にしていたら七月に遭難しました。

正月二十八日

　御不動様祭典（目の神様）

　部落で寄附を募り、みんなで長
● ●

濱注 39）（別当）

に集まり、鮪立部落で大漁祈願をします。

二月一日　お膳（餅三種）上げる

　小松、小正月

　玄関の柱（入口の両わき）に、つたうるしと杉

の葉をかざります。

「正月はまたも来たかや　うるし［（うれし）］の木」

と云って祝います。正月のめでたいことを二月に

もゆずる、と云う意味です。

　餅をついて祝い、従業員は休日です。

　安波山の祭典（浦まつり）

　満艦飾をした船が浦の中をまわります。「トー

マイ」（くじ引き）に当たった船は御
お め っ せ ん

召船で、そ

の船に神主さんが乗り太鼓をたたいて御祈祷しま

す。この船には漁業家の主人達も乗ります。

　年によっては若い娘や子供達の踊りなども出て

賑やかです。お花は二百円、五百円と大変気を張

ります。

　まりつき歌

　「安波様より　ばば様いくい　

　　　銭この無い時あ　もらてもいくい」

　昔から気仙沼、唐桑地方で歌われ、子供達が良

く口にするはやり歌のようなものです。まりをつ

くときにも歌ったものです。

二月九日

　だらひき注 40）

　昔は頭の上に「たわらばし」注 41）をのせ、その

上に「馬ふん」をのせます。

そうするとクサ注 42）、カサ注 43）、吹出物が出ないと

云うまじないですが、今はしません。

二月中旬頃

　春彼岸

　彼岸の日中には親戚注 44）の人、出入りの人、昔

使った人などが御佛様を拝みに来ます。

　お彼岸の一週間は他家では自分の家々で佛の供

養をし、中日などは休みの日として農業も休みま

す。私宅は特別で、来客には一日中御膳を据えて

御馳走するので忙しいのです。

　彼岸最後の日にはおだんごを作り、これに正月

十六日にお寺より受けた「カーカンジョウ」を添

えて海に流すのです。

　その時にお線香をともして「お盆には又おんな

はれせや（お出でなさい）」と云って流します。

　お墓参りにもまいりますが、一人では行かない

ことになっています。

　彼岸前後の種蒔き

　馬鈴薯、春大根、春菜などを蒔く。

　玉ねぎ床を作る、ねぎ苗を植える。

三月二日

　宵節句

　この頃になるといろいろの花が美しい。

　　縁側に

　　　下駄つっかけて　花見かな　

　　　　　　　　　　　　　　　　ふき子
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　二日の夜に祝うのを宵節句と云います。

　小豆餅注 45）、雑煮、ごま餅、お酒で祝います。

神様のお膳は餅、御酒、よもぎを上げます。また、

御祖先様へ供える意味で、この日お寺へ菱餅を二

個持っていきます。

　三宝に白餅、よもぎ餅を菱形に切ったものを二

つ重ね、桃の花が無いので梅の花を添え「お出か

け」と云います。

　二日より三日にかけては「磯まわり」に行くこ

とを大変嫌います。「磯まわり」とは海岸へ行っ

て海草や貝類を獲ることですが、この日は普段よ

り潮がのびるので波にさらわれやすく、迷信的で

すが海岸へは行きません。

三月三日

　節句礼

　桃の節句ですから女が来るようなものですが、

実はそうではないのです。

　親類、出入りの男の人達が、羽織、袴をつけて

早朝より節句礼に来ます。お酒、肴の用意をして

もてなします。

　従業員は休日です。

　蔵の中には古代の金蒔絵のひな道具があります

が、おひな様を飾らない家例になっています。理

由はわかりません。

　おそらく昔はおひな様を飾ったものと思われま

す。それは幼少の頃に蔵へ行ったときおひな様が

あり、実に神々しく良い人形だったと今でも憶え

ています。青白い顔、水色、茶色などの古代布の

ちりめんの着物を着ていましたが、ボロボロに

なっており、惜しいことに鼻が鼠にかじられてい

ました。

　節句蒔き

　人参、ごぼうの種を蒔く。

　三月中旬になると毎年つばめが来て家の軒下に

巣を作ります。必ず忘れずに来ますが、巣を作ら

ない年は悪いとされています。

　縁起の鳥と云っています。

　

　　忘れずに

　　　古巣にかえる　つばめかな

　　　　　　　　　　　　　　　　ふき子

三月十六日

　農づら様注 46）

　家によってはぼたん餅を作るところもあります

が、大抵はおまんじゅうです。

　朝三時に起きてきてみんなでこしらえます。

　従業員は休みですが、ことに農業の方のお休み

とて畑には入りません。

　田舎のことですので家で作ったものを他家にま

わしたり、他からおはぎを頂いたりして大変親し

いものです。

　普段いそがしく働いて、農づら様に休み、おだ

んごを食べてのんびりするのです。農夫の楽しみ

でもあり豊年の前祝でもあります。

　この日は米の粉に小豆の入ったおまんじゅう

を、大きな重箱に十六個入れて、お年神様の下に

供えます。十六団
だ ん し

子と云います。

三月二十四日

　地福寺春祈願

　三月の二十日頃に檀家（私宅も）に地福寺より

使いが来ます。大般若の日の相談をするためで

す注 47）。

　大般若の二十四日は隣接町村より和尚さんがた

が十四、五人見えられます。

　やぐらのようなものを組んで、ぐるぐるまわり

ながら豊漁、豊年、悪魔除けの祈祷をします。村

人は老人、子供も出かけ、境内には店が立って賑

やかです。

　この日佛様の供養のために「おせがきとう

ば」注 48）を書きお墓にさして来ます。お寺のかき

入れ時と云えるでしょう。

　地福寺境内にある「魚らん観音」へも参詣者が

あり豊漁を祈ります。

　夕方、大般若祭に上げたお団子や落雁、果物な

どを少し、お寺の小僧さんが御祈祷お守りと一緒

に私宅へ持って来ます。これを皆で少しずつ分け

て食べます。そうすると悪い病気にかからない、

長生きするとも云われています。
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　昔は、お寺まいりの帰りの子供が「大般若はら

へった 」などと大きな声で騒いだりして、

天真らんまんでした。

　船々より初漁など珍しい魚をお寺に持って行く

と、方丈様は大変喜ばれて、お守りと御祝儀百円

を下さいます。檀家でもありますが、お寺と私宅

は特別の関係にあります。何ごとにも相談があり

ます。地福寺は能登の永平寺とも親しい関係にあ

ります。

　余談になりますが、船が入ると魚をお寺へ持っ

て行きます。御祖先様へ供えるもの含みますが、

観音様に上げるのです。

　漁がちっとも無い時は、夜でもお寺の客殿へ

行って、木魚をたたく棒を持って来て船に積みま

す。そうすると漁があると申します。二、三航海

して漁も順調になりますと、その棒にお礼金を添

えてお返しします。

　お寺ではわかっていてもそっとしています。船

の人は昔から良くやっているそうです。

四月初旬

　鰹船　三崎注 49）方面へ出航

　鰹船、目抜船、なわ船注 50）などいろいろの船が

出航しますが、中でも鰹船の習慣は封建的なもの

であり、藩政時代よりの習慣が残っております。

　鰹船は船中と云って、いわば一軒の家族のよう

なものであり、おじいさんあり、おばあさんあり、

父、母、子供、孫ありと云うように、それぞれ受

け持ちと序列があります。

　おじいさんは若い者のおさえ、控え（調停役）

であり、若い者だけでは大勢の間では遠慮と云う

ものが無く、とても生活して行くことは困難です。

　食事をするにも、礼儀にも規律があります。「か

しぎ」（船の炊事をする人）は最年少の若者であり、

船の幹部に食事の膳を上げ下ろしをし、絶対服従

です。

　船頭の型にはめる、と云うぐらい全てに於いて、

船頭の方針通りに守るのです。

　船頭は当たり金の二ヒロ注 51）、水夫は一ヒロで、

当たり金は今年船に乗った十八才の水夫も十五才

の水夫も同じです。

　経費は全部旦那持ち（船主が出す）です。

　船頭（漁労長）、船長（船頭の女房役）、機関長

（三、四人の助手がいる）、無電長注 52）（助手がいる）、

この人達は普通の水夫とは違い幹部です。幹部に

は一番口（表幹部）、二番口、三番口などとそれ

ぞれの階級があります。

　船の「表
おもて

」とはへさきの方で、表おやじ（総取

締役）、表の若い者などが居ります。これに対し「と

も」は船の後方を指し、とも（年寄り）が居ます。

　また、表船頭には何ごとも長
た

けている人を選び

ます。

　「おやじ」は年寄りです。これはぢいさん格の

人が当たり、いろいろと相談相手になります。船

の中の調停役をつとめますので年配の人です。

　船の掃除は大変きれいです。皆で心を合わせね

ば漁は出来ません。党派を作ると漁にかかわると

思いますので気を付けます。

　お日
ひ ま ち

待注 53）

　鰹船の出船前日は「お日待」と云う祝事をしま

す。

　船頭宅でやりますが、女の人は一切手をつけま

せん。

　男の人でも別火を炊く人、炊事にたずさわる人

は十七、八才の水夫で未婚者で、結婚した人は炊

事場に入れません。

　唐桑の各神社に参詣する人は、お日待の炊事に

たずさわった者十人位です。

　参詣がすむと六十五人～七十人位の鰹船の乗組

員が集まってお膳にすわり、お酒、肴で祝事が始

まります。これを「日あがり」注 54）と申します。

　産
さん

ピ、死
しに

ピ、と云ってお産は一番に漁事の忌み

るものであり、お日待の座敷を女の人が通るのを

一番に嫌います。人が死んで七日過ぎぬうちは船

に出入りできません。

　お船主様が女である由、出船すると日髙見神社

へ船を着けて護摩をたき、龍神様を祀る歌津のお

寺へ詣で祈祷して頂きます。

　金華山、お塩釜様注 55）のお礼を受け、一泊して

三崎へまわるのです。

　

　唐桑には百六十五～百七十トン位の鉄船が
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十二、三隻あり、乗組員は五十～七十人位です。

出航の際は小豆を五升位積みます。小豆の数位漁

をするようにと云う意味の縁起と、難を除ける意

味をも含むと云うことです。

　鰹船「鮪
しびたつ

立」はどの水夫が結婚しても、結婚後

はじめて船に乗る時は必ずお神酒を船に持って行

きます。お船主は女の神様で、それをしないと焼

きもちをやく（漁がない）と縁起をかつぎ、迷信

ですが必ず守っています。

　鰹船は旧四月より九月下旬までの期間漁をしま

すが、全部の水揚げのうち船主は七分二厘の分け

分で、船頭は普通の水夫の二倍もらいます。

　思ったより漁が多いと木綿または銘仙のカンバ

ンを着ます。全部そろった柄のもので、それを着

て神社へ参詣します。

　和船時代は三丁格子の魚や鶴亀を染めたカンバ

ンを着ましたが、最近はまだ復活しておりません。

余り遠くなく昔風に印付きのものを着る時が来る

のではないかと思います。（かんばんを作る所は

千葉県の御宿町で、紙型があり、それを見て選び

注文するのです。）黒地に赤、青、黄色、白など

でとても美しく見本は今もとってあります。（図

11）

　明治四十二年の鮪大漁の時のもの、鰯などを書

いて染めたものなど当時を偲ぶものがあります。

カンバン代は船主持ちで、五百円也かかってもそ

れは船主が水夫をねぎらう意味なのです。

　大昔、和舟時代には鰹を釣るときは、みのを着

て編笠をかぶり、ムシロの帆をかがげて釣ったも

のだと云われます。

　明治時代は夏は袖なしの「うでぬき」注 56）を着

て、網を引くときは海のモク注 57）で作った「モク袴」

を使用しました。

　冬はもも引きに木綿を三、四枚重ね刺しぬいた

「ズブ」注 58）と云うのを着ました。ズブは風を通

さないので今でも使われます。ズブ肌
は だ こ

子注 59）に「ド

ン天」と云う綿を入れた腰きりのものを着ます。

漁のときは漁師は長いものをきらいます。履物は

「ユツケ」注 60）、足袋は外縫い足袋、あわび足袋注

61）を用います。

四月中旬

　きゅうり、あわ、きび、唐もろこし、芋の子な

どを蒔きます。

四月十四日

　八雲神社祭典

　越
こ え じ

路部落では天王様注 62）の日は八雲神社の祭典

が催されます。

　八雲神社は越路部落にあり、高台にて景色の良

い所です。「おみなだ」と云ってお煮〆や美味し

い御馳走を作って拝みに来ます。

また、船頭や船員や船を持っている人などは、お

酒、お菓子、お煮〆などを持って、神様のところ

でお酒盛りをするのです。

　大漁、豊年、悪魔除けを祈祷し参詣します。八

雲神社と早馬神社の神主は同じです。

　十四日夜より十五日にかけて参拝客が遠くより

来ます。道々店が立ち、あめ、菓子、おもちゃな

どを売ります。

　年寄り達の楽しみの日でもあり、孫の手を引き

出かけます。　

　幼い日の思い出をたどれば———

　前代良厳院神主梶原松正雄氏は仲々歴史の話が
図 11　昭和 11 年正月注文「カンバン」の原画（2017

年 1 月　佐藤未希撮影）
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上手で、また昔のことを深く研究した人でした。

天王様の日は一日中お社（八雲神社）に居て、拝

みに来る人達に歴史の話を聞かせました。大変に

興味深く、数多くの人が聞いたものですが、今は

亡くなりました。

　四月二十八日

　他所の家では旧暦の五月に入らぬうちに鯉のぼ

りを立てます。

　私宅では昔から（いつの頃からはわかりません

が）鯉のぼりは立てません。おそらく漁業をして

いたので、鯉は真水に住む魚と云うことで立てな

かったのだろうと思いますが、はっきりしません。

　以前、代替わりだからと云って亡孫祖母が鯉の

ぼりを買って来て立てたら、鯉のぼりの腹が裂け、

竹が倒れ、部屋の瓦が割れました。そして病人が

二人も三人も出てひどい目に遭いました。

　やはり昔からしないことは止めた方が良いとて

以後はやめました。

旧四月中にきめることども注 63）

　旧暦五月は神月で祝事には使いません。

　例えば婚礼とか、家の普請、出産祝いなどがあっ

た場合は「ごぶさたしていたから、旧五月になら

ないうちにお喜びをしてまわらなければ」と申し

ます。

　また、遠くの神様などに病気のときに願掛けを

していたとすると、お礼参りも旧四月中にいたし

ます。女中、雇い人を頼むのも五月にならぬうち

に、良い日を見て連れて来るようにします。

　旧四月中に蔵から蚊帳を出し、日の良い日に吊

り始めをしておきます。

　「か」のついた日、例えば四日
か

、八、二十日
か

に

出すようにします。

　「五月芹
せり

を食べるものではない」とされており、

旧五月に入ると芹を食べません。

五月五日

　端午の節句

　他家ではのぼり旗（神功皇后三韓征伐の図）、

鯉のぼりを立て、お人形を飾る家もありますが、

私宅では鯉のぼり、武者人形は飾らず、三宝に柏

餅を七個注 64）、菖蒲を水引で結わえたものを供え

ます。生花はあやめの花、掛物は鍾馗様を掛けま

す。（図 12）

　ごぼうの葉餅注 65）を作ります。ごぼうの葉は唐

桑には少なく、気仙沼から買いますが、不老長寿

の薬と云われています。

五月初旬

　お茶つくり

　お茶の木はいつ頃植えたかははっきりしません

が、私共のひい祖父の代と思います。

　大正七年に亡くなった私共の祖母に当たる人の

話では、もとはお茶の葉を買って製造したのだそ

うです。その葉は毎年お茶を売るおばさんが遠く

から持って来ていたようです。ある時、祖父がお

茶売りおばさんといさかいをして「お前のような

者のお茶を今年かぎり買わない！」と云って、家

の前の天神山中腹の日当りの良い所にお茶の実を

植えたと云うことです。

　今は人の背丈よりも大きくなり、毎年旧暦五月

初旬にはお茶を摘みます。端午の節句の前の時も

後の時もあります。

　お茶こしらえには親類のおばあさんのほか毎年

来る人は決まっています。その中に他人ですが全

て勝手のわかった「お茶こしらえの棟梁」のよう

な人で、仕上げをする人が一人います。この人は

「私の丈夫なうちは古館様にお茶こしらえに参り

ます」と何拾年と来ています。五十年以上来てい

る人も一人います。

図 12　端午の節句（鈴木伸太郎氏提供）
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　十二、三人で二つのじょたん注 66）（火を起こし

わら灰［炭］を入れた、土と竹で作ったもの）の

上に、大きなお茶を広げる箱のようなものを置き、

ふかしたお茶をもんで、自然に乾かすのです。葉

を摘む人、こしらえ方と別れて一週間か［一拾日

位］かかります。

　こしらえる人達は毎日朝食後に来て夕方まで仕

事をしますので、朝食を給します。十時にたばこ、

お昼、午後のおやつを出します。

　茶園は五ヶ所で天神山、隠居家敷、大久保尻
4 4 4 4

、

中島
4 4

、家前にあります。

私も家族の者もお茶摘み、作り方は余り詳しくな

く、他の人が上手です。

　出来上がったら目方をかけます。生茶で何貫、

出来上がりで何貫と帳簿に書きます。

　お茶こしらえに来た人へのお礼は、お茶一斤の

他に日数によってお金も払います。仕上げをする

おばあさんへは夏までに適当なる布地を与えま

す。昔は単衣物地一反でした。

　出来上がったお茶をみんなにまわしてお味を見

せます。東京や仙台の知人、兄弟姉妹にも送って

故郷のなつかしい香りをかがせて、今は亡き父母

を偲ばせるのです。

　お茶は「松
まつ

のみどり（上）」、「ときわぎ（上）」、

「たかのつめ（小さい芽のお茶で味は一番良い）」、

「粉茶」と区別します。

　これらは昔からあるしがらき焼のかめ二個（五

升入、一斗入）に入れて保存します。あい染付

切
きりごめやき

込焼のふたつきのかめ（一升入）、茶箱、ブリ

キ缶などにも入れます。

　曾祖父鈴木勘右門（曾祖母みさを）は遺言に「親

類と縄端はすてるべからず」と云って亡くなった

そうです。先祖のお陰で家族が一年中おいしいお

茶を頂けるのを有り難いと日々感謝しておりま

す。

　この頃になると庭のつつじが美しく、みどりの

木々の間から赤い花が見えます。

　今頃の野や山々の青いことを「青だわら」と云

います。

　猫の手も　ほしき頃なり　青若葉どき

　　　　　　　　　　　　　　　　ふき子

五月中旬

　天神網（北海道式）

　自家の鰹船に鰹のえさとなる鰯を支給するため

の建網です。

　嘉永年間の建網は縄網でした。今は資材の綿糸

が少ない関係で、アミランと云うナイロンのよう

な網を使用しています。昭和十八年頃はマニラ麻、

綿糸、マホーラン注 67）を使用していました。

　水夫は十五人位、三度の食事の用意をする「か

しき」は十七、八の若者が一人です。これもまた

封建的な風習で、上下のならいはきちんとしたも

のです。朝おこし（五時頃）、昼おこし（十二時）、

晩おこし（五時）と決まっています。

　鰹のえさとなる鰯は、一航海の鰹船に一八〇バ

ケツ（一バケツ一六〇〇円～一八〇〇円）積みま

す。

　網を起こし始めて一ヶ月～一ヶ月半たつと「お

日
ひ ま ち

待」と云うことをします。いわば御神酒上げで、

皆で大漁の前祝いをします。大謀は大漁歌い込み

を歌います。歌い終わると御神酒、枡に米を持っ

て来て米をまきます。そしてお酒盛りをします。

　船主をお客様として呼び、お膳、御馳走を船主

によこします。船主はお酒一升をお祝いに使いま

す。

　大網水夫の泊まる所を「停や」と云います。ま

た、大謀と云うのは追網注 68）の一番の頭で、年齢

は五十二才です。大謀になる人は何事もわきまえ

た経験のある人、人望のある人です。

　鰯が獲れて、家の鰹船以外に他船に売り上げた

時は、その代金に御神酒を添えて神様に供え拝み

ます。

　現在、鰯はたじかみ漁場注 69）（唐桑村）で獲り

ます。

　大漁の　船歌涼し　浦扇邸

　　　　　　　　　　　　　　　ふき子

　浦扇は禎治注 70）の雅号、古館家の屋敷で扇形を

している。

　大
う た い あ げ

漁歌
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　　　（言葉は短いが節まわしは長い）

一、お祝に　しばれば

　　　　　　　　おち穂の　松ぼそよめく

二、そよめく　けにやどほり

　　　　　　　　初穂で　八石枡とる

三、あさの出航　花が咲きそろう

　　　　　　　　入船みやれ　寶がなる

四、お船主様は　大漁なさる

　　　　　　　　家では　お恵比須喜ぶ

五、此の里は　名所の里だ

　　　　　　　　野菊［の］花は　二度咲く

六、日出度いは　三日出度いは

　　　　　　　　　　　　　重なる

七、港入りは　白金黄金

　　　　　　　　ろかいの拍子で　押し込む

八、このお酒は　加賀の菊酒

　　　　　　　　どの手を出して　いただく　

九、ゆるゆる　おひかえなされ

　　　　　　　　土佐から　船の着くまで

十、おらが旦那様　目出度いお人で

　　　　　　　　黄金のなる木を　植えておく

　これはお正月の十五日も入船までに歌います。

だんだんに昔の歌を知っている人が年老いてしま

うので、レコードに吹き込んでおく必要があると

思います。

　この歌は縁起の良い歌です。

　大網大謀（天神網）鈴木松三郎（古館の分家）

が大漁の時やお日待の時に歌う歌で、和舟時代は

ろかいの調子に合わせて歌いました。

　大
お お あ み ど

網人何だれ　ホーラホー

　　　米食い虫だよ　ホーラホー

　　　　　ギーッ　ギーッ（ろかいの音）

五月下旬

　大豆、小豆の種蒔き

　小豆は一反八畝（三畝は一升蒔き）、種は一斗。

大豆は二反二畝、二石三斗位の収穫があります。

豆入と云って、麦を刈り取る前に麦畑に入れます。

五月下旬

　麦刈り、麦打
ぶ

ち

　麦ぶちは親類の人も手伝いに来ます。

　最近は電気モーターで早くきまりますから、昔

のように何日も何日もかかりません。

　私が憶えているのは、竹で作った「ふるい

つ」注 71）と云うもので、大勢が輪になって麦ぶち

歌を歌いながらぶったものです。そして「おさ」注 72）

でバタバタはたき、「あお」注 73）でおしたものです。

　麦ぶちには甘酒を桶に入れて、のどがかわいた

ら飲みます。

　麦ぶち歌は「さいどこ節」注 74）で、おもしろい

節まわしで、声をそろえて歌います。

　気仙坂　七坂　八坂　九坂

　　十坂目にゃ　かんなをかけて　平めた

五月下旬

　大根蒔き

　しけり模様の時に蒔くのが良いので、天候を気

にして蒔きます。

　栗、ひえも昔は蒔きましたが、今は作りません。

六月下旬

　旧六月下旬頃になると鰹船が南方より廻って来

ます。これまで南方（三崎）で五航海くらい乗っ

ています。航海は一航海が一週間から十日位の日

数で、余り日数が長いのは漁のない証拠です。

六月十四日（天王さまと云ふ）

　八雲神社祭典

　神社の前の道に夜店が立ち賑やかです。

六月十五日

　日高見神社（御崎）祭典

　日高見神社より私宅に使いが来て、この日は主

人または代人が必ず参詣することになっていま

す。

　大漁祈願をし、船々がお守りを受けます。

　六月十五日は村で一番楽しみな祭典だと村人は

思っているようです。若い人達は一張羅の着物を

着て出かけます。日高見神社の境内には店が立っ

て賑わいます。

　崎浜部落では参道を通る人にところ天のご馳走
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をします。ところ天は荒磯で獲れる天草をさらし

て製したもので、夏の涼しい一番のご馳走です。

　他家に嫁いだ娘などが参詣によこされたりする

と喜んで迎え、甘酒を作ったり、昆布入りのお煮

〆を炊き、赤飯をふかしたりしてもてなします。

和気あいあいたるものです。

　村の人達は素朴で、まだ汽車を見たことも、都

会の土をふんだこともない人達も居りますが、実

に昔風の習慣のみを守り続けております。言葉は

昔からの言葉です。人情は実に厚く、人のつき合

いも親しみがあります。

六月中にきめることども

　七月は佛月ですので、温泉へ行くにも、祝いご

とをするのも六月中にします。

　祝いごと、病気見舞いなどの義理すべては、旧

の七月の来ないうちにきめなければなりません。

女中、雇い人を頼むしても七月を嫌います。家の

引越しとか、家を新築した時は、未完全でも六月

中に引越して居て家財道具を整えます。道具類を

求めるにも、注文するにも七月には買いません。

縫い物などを頼んだ時は、六月中にお礼をしてき

めるなどします。

　家族にお産をする人があれば、六月中にお産守

りを書いてもらいます。

六月ばやし

　旧六月中ならいつでも良く、女の人が二人で巫

女のところへ行き、佛様をおろします。佛様はい

ろいろと教事をします。霊を慰める意味で行なわ

れます。

七月

　佛月です。長く心掛けていた墓石を建てるとか、

佛具を買うとか、そのようなことに七月は使いま

す。

　新しい佛様のある家では、佛様の上げほかい

（供）を良くします。

七月六日

　お墓掃除

　使用人五人位で、早朝お墓に行き掃除をします。

七月七日

　井戸替え注 75）

　七日の早朝に地内にある五つの井戸のうち、一

つなり二つなりします。家の前南東にあるのが一

番古いと聞いております。

お茶立て注 76）　旧暦七月七日

　私宅ではやりませんが、他家ではお団子を作り

佛様に供えます。そして新しい佛様がある家へ皆

が拝みに行きます。

　私宅ではしないことに祖父勘右衛門がきめた由

で、あまり用を多くしない為のようです。お団子

も上げませんし、新しい佛様があるとしても、他

家では来ないことになっています。

七月十二日

　お盆、お佛様むかえ

　七月十二日の夜から十三日の夕方まで、気仙沼

の盆町がたちます。

　お佛様むかえと云って、この日は気仙沼へ行き

大きなザルを一つ求め、佛様へお供えるもの（お

棚もの）を買いそれに入れます。

お棚ものは、はしばみ、ほうずき、山ぶどう、そ

の他細かいもので、山にある草のようなもの、青

と赤のお柵まんじゅう、菓子、果物、野菜、花一

式、蓮の葉、柳のつる（杖）、佛様のお膳、お団

子をのせるもの、ござ一枚、これらのものは全て

七月の盆町で求めます。

　ござは佛様の前に敷くので毎年一枚買います。

　盆町で買ったものを積んで船が町から帰って来

ると「佛様がおんなすった 」と云って迎えま

す。お佛様むかえには家族が二人行きます。十二

日に行けない時は十三日に行きます。佛様に御膳

を上げる。

　夜は縁側に盆提灯をつけます。

七月十四日　神佛様のお膳は精進料理

　お日
ひ な が

長

　佛様にお日長と云う小麦粉をのして菱形に切っ

たハット注 77）を作り、黄粉をつけたものを上げま

す。［十一日］十四、十五日の二日間、お日長（又
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はせなかばっととも云う）を上げます。

　佛様はお日長がないと［一日暮らせない］「あっ

ちへ帰れない」と云って、これはお土産なのだそ

うです。佛様の一番好きなものだと云うことです。

　盆礼（男）（女）

　朝食すぎより親類、出入りの人達などが、袴を

付けて盆礼に来ます。いらした方にお精進料理を

出します。

　午前八時頃に地福寺の方丈様が来られてお経を

上げます。例年お寺の方から来て下さるのです。

お金を心待ち（二百円位）包みます。方丈さんに

ところ天とか冷麦、又はお精進料理を出します。

　十四日にお墓参りをきめます。お焼香をきめな

いとお魚を食べることは出来ません。

　勘右衛門注 78）以降の墓は宿部落にあります。旧

墓は家の天神山の手前にあり［元禄以降］天明、

寛政、文政、享保などの年号で、墓はこけむして

います。使用人、忠僕の墓は別に海辺にあります。

　従業員は十四日から十六日まで休みます。

七月十五日

　盆礼（女）

　親類をはじめ男の人も来ますが、主に女の人が

多いようです。親しい人、もと使用人などが、佛

様へ線香、菓子、果物、うどん、お金など、心の

こもったものを上げて拝んで行きます。精進料理

のお膳を出します。

　他家ではお盆休みでゆっくり休みますが、私宅

では盆、正月はかえっていそがしいのです。朝よ

り夕べまで立ち通しです。

　もと長く居た女中などは、まだ嫁にならない人

達が盆礼に来るとお手伝いしてもらって、現在い

る女中を家に泊まりにやります。

　女中は月給でなく夏冬しきせ注 79）ですから、今

年に作った着物に赤い帯をしめて、いそいそと家

へ帰ります。

七月十六日

　盆舟流し

　この日はお佛様の御立ちで、朝食すぎに盆舟の

中に、十四、十五日にお佛様に上げた御飯、御馳

走を全部蓮の葉に包み、果物、菓子、お日長など

も入れて昆布でしばります。佛様に供えた花も添

えます。

　送り団子注 80）を二十個こしらえ、春の彼岸に受

けたカーカンジョーを添えて盆舟を流します。家

族、子供達と海岸に行き、お線香をともして「秋

のお彼岸には又おんなはれせや（お出で下さい）」

と云って海へ流します。

　盆舟は小麦の殻で作ります。舵や帆柱もつけま

す。帆柱は美濃紙に南無阿弥陀彿と書き、柳の杖

をつけます。これは毎年網の大謀が作ることにき

まっています。

　お寺へお盆礼に行きカーカンジョーを受けます

（三〇円～五〇円）注 81）。

　また、女中などをお寺へ遊びに出します。若い

娘達は柄の良い新しいゆかた、晴着を着て出かけ

ます。   

七月十七日

　観音様供養

　お正月に観音様の供養をした家ではたぶんする

と思います。

　「いれこ休み」と云い、おばあさん達は思い思

いのご馳走を持ち合い、楽しく語り合って一日を

過ごします。「お茶こ飲み」などとも云います。

私宅にも観音様の掛物はありますが、この日は出

しません。

　他の家と違って忙しいせいもあります。

七月二十日　お膳を上げる

　廿日盆

　お団子は上げませんが御精進です。

　お盆に来られなかった人が拝みに来ることもあ

ります。

七月三十日

　「らっそく」と云って、茅にコールタールを塗っ

たようなものに火をつけて、夜に皆が足を出して

「痛いところの無いように、毒虫蛇蚊に食われな

いように」と云いながら、火の消えるまであぶり

ます。おまじないです。
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　みそか盆、送り盆

　お佛様の霊を慰めるため、旧盆中は夜に盆提灯

をつけます（稲丸印注 82）つきの盆提灯）。

七月三十一日

　「明日から八月になるから、お悔やみを使って

いない所へ拝みに行って来て目ま苦しい」と云い

ます。佛様に関することは七月中に致します。

　さんま網の解禁

　漁期の始まりです。

　水夫二十五人位が船に乗り、さんまを獲ります。

漁場は北は北海道、南は千葉県沖です。

八月一日（八
はっさく

朔のついたち）

　二百十日注 83）

　旧の八月一日頃が二百十日になります。

お祝いをし、小豆ご飯を炊きます。畑に入ること

は出来ませんので、皆は農業を一日休みます。一

の日は畑に入らない。

八月初旬

　

大根、ほうれん草の種を蒔きます。

八月十四日

　八幡様宵祭り

　八幡神社祈願のお果たしで、夜店が立ちます。

八月十五日

　八幡様祭典

　「ほうえん神楽」注 84）があります。

　思わぬ大漁をした船は、水夫達がお揃いのかん

ばんを着てお参りをします。

　従業員は休日です。

　お明月様　お膳上げる

　夜になり月が出たら、通りや家の入口（勝手口）

に臼を置き注 85）、その上に箕を置いて、ろうそく

をつけ、しばらくお光りを見ます。（図 13）

　りんご、梨、栗、さつまいも、枝豆、小豆など

を神様に供え、主婦が拝みます。

　神様に上げたものは女の人は食べられません。

主人、従業員が食べます。

　此の夜のお明月様が冴えていれば米、麦、作物

が良いと云うことです。

　お八幡様を拝みに、夜女中達にも小使いを持た

せてやります。

　八月中にきめることども

　九月は神月ですので何事にも使いません。八月

中に結納のとり交し、結婚、家移りなどをきめま

す。

　八月は天候が良いので、椿の実をもいで干して

おきます。

九月九日（旧暦九月九日）

　菊の節句

　この日は休みませんが、夜に菊酒、肴でお祝い

を致します。

　いそがしいためにうっかりして忘れ、九日の夜

にお祝いをしなかったり、遅れて十日にお祝いを

することを「十日の菊だ」と云います。

図 13　お明月様（鈴木伸太郎氏提供）
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九月十八日

　お十八夜様

　この日、主婦は身を清め、一日精進します。

　夜、お供え注 86）を十二個（うるう年は十三個）

お盆にのせて、お光りを受つけて拝みます。

九月十九日

　早馬神社祭典

　私宅は早馬神社の総代で、祭典の前に相談があ

ります。

　祭典は昔風で、神主は馬に乗り、おみこしが下

ります。お供の人々は毛槍とか旗を持ち、太鼓を

鳴らして行列を作って歩きます。境内には店が

立って大変賑やかです。

　主婦は薄暗いうちに起床し別火をたきます。身

を清めて（水ごりをとる）神様に供える御飯を炊

き、汁注 87）、お湯を沸かします。

　お十八夜さまに上げたお供えを下ろして、これ

をお雑煮の中に入れます。これを食べるのは主人、

あるいは男の子に限られ、女の人は食べられませ

ん。

九月二十五日

　古館家氏神様注 88）、北野神社祭典

　天神様のお鏡を出す日です。

親類十六軒の人を呼んで、お膳を据えて御馳走し

ます。神主にお願いして御祈祷してもらいます。

お山に上って拝み、また家で拝みます注 88）。年に

よってはお神楽をあげることもあります。夜は従

業員にも酒、肴にて御馳走します。

　天神様のお鏡は、昔、分家［（大久保尻
4 4 4 4

）］のお

じいさんが天神社の側の山の麓を掘っていた時

に、鍬の先にカチリと当たったものが御鏡である

と云われ、発見後百年位たっているそうです。

　仙台図書館にある文献に「桜梅につゝみの鏡」

と出でいると聞いております（日高見神社主の話

に依る）。お鏡を掘った鍬は神棚の奥にしまって

ある。

　分家について

　親類は十六軒ありますが、そのうち血統のある

のは十四軒で、あとは使用人の忠僕を分家にした

ものです。

　そのうち一別家（一番先に分家になった家）に

「おしら様」を与えました。

　「おしら様」は本家にあったのですが、家の人

が鳥獣を食べると口を曲げたり、病人を出したり

するので、呆れて分家にやったそうです。現在も

祠を立てて祀ってあります。

　「おしら様、おしら様」と云って、くさ、かさ

を治す神様とされています。

　おしら様は唐桑に沢山ある由、毎年赤い布を三

枚ずつ加えてゆくとか聞いております。

　さくぼう注 90）

図 14　北野神社奉納のぼり旗（鈴

木伸太郎氏提供）
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　一日、十五日、二十八日の月に 3 日、親類の男

女が礼に来ます。

　御祖先を忘れないため、本家に感謝を表すため、

本家、分家の親しみが遠く、薄くならないように、

一ヶ月のうち三日を決めて話をするのです。

　これは十四代鈴木勘右衛門の頃より続いており

ます。藩政時代よりのことゝ思われます。

　稲刈（さんこくつみ）　大谷、唐桑、松岩、階

上

　終戦後、農地解放になって、前谷地、登米の田

も全部小作人のものになってしまいましたので、

現在はいたしません。

　終戦前までは、毎年大きな機械船で「さんこく

つみ」をするのが、年中行事のひとつになってい

ました。

　以前の書類を見ますと、桃生郡前谷地村、石森

にも田畑がありました。

　さんこくつみの日は親類、出入りの人ほか多勢

三十人位が船で唐桑（田の浜、唐松、神止り）へ

行きます。

　手こぎ舟で海岸へ刈った稲を積んで来たり、掛

け方、積み方を人が分かれて働く、格別いそがし

い日です。

　炊事は大変で、朝、たばこ、おにぎり、お煮〆

を作って、ほかい（おはちのひしげたいうな形の

もの）に入れて出します。

　この日のお煮〆に入れる魚は、正月の六日に日

髙見神社より頂いた鱈の干したのを使います。こ

れ昔よりのいわれがあるそうですが、はっきりし

たことはわかりません。

□まで食事は全部こちらで持って、お魚、酒で御

馳走して帰します。

　農地改革で田畑はなくなりましたが、以後は太

平洋を田とするに至りました。

　広い大海原を田として、漁業に期待しておりま

す。魚群を追って海より獲り上げたもので米にも、

麦にも、芋にもなるわけです。

秋の彼岸

　秋の彼岸は九月十八日頃より一週間で、中日は

二十一日になります。

　お墓にはお団子、米、お茶を混ぜて供えます。

　日中に親類、出入りの人、もと使用人など三十

人位が拝みに来ますので、一日中大いそがしです。

　家族は彼岸中いずれの日かに墓参りに行きま

す。日中は従業員は休みです。

九月二十九日　　お膳上げる

　お刈り上げ

　稲刈りのお祝いですが餅をついて祝います。

　昔はさんこくつみに手伝ってもらった家へはお

金や、家によっては穀もの（稲もみ）を上げまし

たが、現在はお祝いに一升餅二個と布地を上げま

す。今は田はありませんが、昔通りにお祝いを致

しております。

　昔よりやっていることは止めないつもりです。

皆に喜んでもらって、一生懸命働いてもらうので

す。「四海皆兄弟」と云う心からの親しさを持っ

て———。

　　馬があるので、小作人からわらを何十把とも

らいます。お返しには魚をやります。

十月十日

　大根年取り

　この日は他の畑には入りますが、大根畑には入

りません。

十月二十日

　恵比須講注 91）

　古館を除く唐桑村全部の家で祝います。

　唐桑村鮪立部落に恵比須様が祀ってあり、私宅

にもあります。屋号エビスダナ
4 4 4 4 4

注 92）。

　何十年も前に、その御神体が何者かに盗まれた

ことがあります。盗んだ若者は、漁に忌みるとて

漁船に乗せられず、皆に嫌われて、とうとう四十

代で亡くなりました。

　こんな訳で私宅では十月二十日は祝いません。

何か変わったおかずでも供える位ですが、他家で

は、ことに漁に関係ある家では祝います。

　この日、北隣りの親類（屋号下
した

）の家から根魚

のおつゆ一椀、あわびのお刺身などをお膳に入れ

て、嫁
よ め ご

御が私宅へ持って来ます。それのお返しは
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手拭い一本です。

　親類と云っても下
4

という家は血統のある人が分

家したのではありません。昔、家につとめて忠僕

だったので分家にしたのだそうです。家敷を決め

る時に「どこでも良い所をやるから語れ」と云っ

たら、［陽があたらなくても］御本家様の側に居

たい」と云ったので、私宅の北、下の敷地を呉れ

たのだそうです。

　それで屋号は「古館の下
4 4 4 4

」と云います。

　三代前のじいさんは「本家では畑が遅れている

から」と、親類の人を大勢つれて本家（私宅）へ

手伝いに来たそうです。

十一月十四日　　お膳を上げる

　弘法大師の供養

　弘法大師の掛図は村内の或る家にありますが、

今は墨が落ちてボロボロになり、字が見えないと

云うことです。

　この日は一日精進します。

　萩のお箸と杖をお膳に供えます。お膳の手前に

お箸、むこうに杖です。

十一月十五日

　油〆
しめ

の祝日

　唐桑には椿の油を〆る道具を持っている家が

四、五軒あり、その家へ行って〆てもらいます。

煮干しや魚をお礼にもって行きますが、お祝い日

までにちゃんと油が〆終っています。

　椿、かやの実、菜種などから油を〆ます。主に

椿油ですが、椿油はなかなか量が出ないものなの

で貴重ものです。髪が黒くなるとて大変隆重（珍

重カ）いたします。〆かすは髪洗いに使います。

　この日は「油〆だんご」と云って、野菜の中へ

小麦粉、米粉を丸めたものを入れて、けんちん団

子（油いため）を作ります。椿油、菜種油を入れ

るおいしいものです。

　家によって違い、農村などでは餅を作るところ

もあります。弘法大師の日。

　夜は「お家団子」と云って、きびの粉でお団子

をこしらえます。団子の中に萩の木を小さく切っ

たものを入れます。

　小豆を煮て、米を入れ、きび団子を入れて煮て、

お砂糖、塩で味付けをします。

　食べている時に萩の木の入ったお団子に当たっ

た人は、運が良いと云って喜びます。

十一月十六日　　お膳を上げる

　古館家恵比須講大漁祝い

　幕末以前より網をたてゝいたことは、文献にて

も知られますが、大昔は十月二十日あたりは、毎

日毎日大漁でいそがしく、瀧浜注 93）、唐桑は鮪が

並んで一杯になったそうです。

　大漁は後から後から網に魚が入って、十一月下

旬まで続いたのだそうです。やゝ手すきになって

落ちついたところで、十一月二十六日に日が良い

と云うので、大漁祝いを兼ねて恵比須講を祝った

そうです。以後そのようにする勿講大漁染付かん

ばんを一枚ずつ着せたのです。従業員はこの日も

一日働いて、夜は餅、酒、魚でお祝いをします。

皆で思い思いの歌や踊りなどをして心を開いて遊

びます。

　　　　　　　　　　　　

　昔の網の歌（古館崎浜）［石浜大網］大網（三丁目）

蛭島

　古館風だよ　中網若衆

　　　　むこう鉢巻　縄の帯

　大漁うた（島甚句の節で歌う）

　思う殿御に　葛万釣りさせて

　　　　赤い手拭い　かぶせたい。

　赤い手拭い　及びもないが

　　　　浅黄染めでも　かぶせたい。

　浅黄染めでも　度重なれば

　　　　末に紺地の　いろとなる。

　島甚句（祝い歌）

　鰹船は　お崎の沖で

　鰹釣るとや　釣りためて

　小ベリに　水にせがせる

　島と唐桑　そり橋かけて

　渡りたいぞや　今一度

十二月十日　　お膳を上げる

　お大黒様
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　十二月十日をすぎると、良厳院より「おはらい」

と云って、お大黒様の像をすった紙（半紙大）が

一軒一軒まわって来ます。これを神棚の一番左側

に貼ります。

　お大黒様には五升枡に半分位の豆を三回に分け

て炒り、火箸を二本、御祝儀（百円位）を入れた

のし袋、穴のあいた銀貨などを、豆と一緒に五升

枡に入れます。

　神様の前に置いて、若い者（未婚者）がそれを

ほうろく注 94）のです。

「お大黒さん 　耳あいて聞かはれせ

　　この豆の数　蔵ぶたせて下はれせ

　お大黒さん 　耳あいて聞かはれせ

　　この豆の数　俵重ねる様に

　　　　　　　　　　して下はれせ」

とお大黒様舞いの歌を三回唱えます。

　ガタガタと枡の中で、豆と火箸とお金の音がし

ます。御祝儀はほうろいた若い者がいただきます。

　炒った豆を年の数だけつかんだ者は幸福が来る

と云います。

　賑やかに四方山の話をしながら、炉端を囲んで

豆を食べます。

十二月十五日

　凍
しみ

大根作りと寒づけ粉作り

　これは年中使うのです。

　寒づけ注 95）は早事がきくお茶菓子代用で、いも

の子の形に作ります。

　垂し水に一週間漬けたきびをあげて、足でつく

うす（かるうす）でつきます。手きぎ注 96）は量が

多いので疲れますので足きぎです。

　きびだけの粉で寒づけを作ります。寒づけ粉は

餅米七、うる米注 97）三の割合です。

　十二月五日～十日

　御歳暮

　親類、知人より御歳暮を頂きます。

　魚、凍どうふ、貝類、海苔などを持参し、こち

らからお返しに風呂敷、フランネル、手拭、足袋、

前掛けなどを値段にふんで、あるいは家によって

は少々多く返します。あまり裕福でない家には余

計やったようです。

　崎浜、舞根、鶴浦、宿部落と、年末にかけて毎

日のようにお歳暮客でいそがしくなります。

　漁業権（海苔）

　下の浜に二ヶ所、貝浜に一ヶ所の採草場があり

ます。大正年間は私宅でも海苔を製造したことが

ありますが、今はほとんどやりません。貸してお

きますが良い海苔が出来ます。

　東京へ歳暮、年始に使う物の買物に行きます。

明治より昭和の初め頃までは、問屋が決っていま

した。

　十二月十五日～二十日

　昔から現在に至るまで、日髙見神社の神主さん

が、お供を連れて「御へいそく」を切りに来られ

ます。毎年例になっています。

　切り終わると柏手で祈祷いたします。私宅の御

祝儀は昔は二円位、のちに五百円位、終戦後は千

円です。

　御へいそくは神棚三つ分、天神様のが一つ、そ

れに倉につける「かきだれ」です。

「かきだれ」はまゆ玉にかぶせる網に鯛、俵を入

れて切った紙です。倉の数だけで二十棟位ありま

すので、それぞれにつるすだけの「かきだれ」を

切ってもらいます。

　この日の御馳走は御神酒、魚、小豆ご飯で、お

供の人へもお膳を出します。

　おはらい（皇太神宮のおふだ）は毎年新しいの

が来ます。古いのは船の神様に使うのでとってお

きます。

十二月廿六日

　二階のすゝはき

　二階の障子張り、細かい奥まった所のすゝはき

をします。これは家族、従業員だけできめます。

十二月廿七日

　すすはき

　夜明け頃より親類十六軒より男、女が、本家の

すゝはきの手伝いに来ます。
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　神棚より始め、茶の間、佛間、食堂、台所、事

ム室、化粧室、納戸などのすゝはきをします。

　女は台所の鍋、釜、せと物、金物、火鉢などを

きれいに磨き、男は天井ふき、障子はりをします。

また、女の人はお 正 月 に 使 う 雑 煮 の お 引 菜 ひ

き注 98）もします。二、三人寄って鼻水をすすりな

がらお引菜をひくのは寒そうです。杉の大木を丸

いまゝ切板きにした、原始的なものを使います。

　傍らで餅をつくために、大釜に湯を沸かし、ふ

かす用意がされます。

　この日は大勢ですから、親類の人達によってお

正月に使う餅をついてもらうのです。

　現在は二俵位ですが、昭和十年以前は俵で三～

五俵位つきました。

　その日の夜は豆まきをします。

　「天打ち　地打ち　四方打つ、鬼の目玉ぶっつ

ぶせ！」と若者が神様の前へ行って豆をまきます。

　御祝儀にお金を包みます。

　まいた豆はほうきで掃きません。

十二月二十八日～ニ十九日

　餅はやし

　あまり堅くならないうちにと、男の人達が総動

員で夜など餅をはやします注 99）。寒いので凍らな

いように、わらを敷いて餅箱に重ね並べます。白

い餅が多く小豆餅も少しあります。

十二月三十日

　縫物とか、手伝いに来た人や小作人の払い金、

到来物の返礼などをきめます。

十二月三十一日

　今日だけで明日はお正月と云うので、みんな張

り切って仕事をしています。

　お松を取りに山へ行きます。午前中に神棚の〆

縄にお松を付けて餅を飾ります。

　鏡餅二、栗五、串柿三、みかん一、松の葉、く

るみ五、これらをくるみ、足の膳にのせて、神棚

三ヶ所に供えます。真中には御神酒を供えます。

　天神様御社に〆縄、御へいそく、餅を供えます。

　倉は家の後の文庫、正油倉、瀬戸倉、網倉、網

倉、板倉（これは昔、脱走があった時に隠した由

緒がある歴史的な倉です）［（榎本武揚部下五人か

くれた板倉）］、縄倉庫、鰹節製造場、穀物倉、九

番、三番、二番、麹室
むろ

、船資材倉庫、かきむき工

場、水夫集合所、農具倉庫、木小屋、長屋、精米

所、馬小屋、肥料小屋、家畜小屋、農作業所（雨

天）まで、全部に〆縄を張ります。

　正醤油倉は餅二個と〆縄を張り、臼をふせて、

その中に餅を二個入れ、臼にも〆縄を張ります。

以前は正月の四日にこの臼を起こしました。

　釜神様、炊事場にもお供えを二個皿に入れて置

きます。

　船々にお供えを二つと〆縄をつけます。

　井戸、車井戸、下の井戸、大久保尻
4 4 4 4

井戸、水源

地注 100）、かめ、各所にかきだれに松の葉を吊るし

ておきます。

　おみたま様、御祖先様へのあげほかいは、箕の

上に、小豆を入れてついた餅と白餅（二寸五分径

位）を交互に串に差したもの十二串、みかん、栗、

串柿、くるみ、おろうそくなどです。うる年は餅

十三個串のせる。

　二階の奥の間の天神様には、鏡餅、くるみ、串

柿、栗、みかんを供えます。

　また、年越しの日には、従業員や親しい人が出

入りする内玄関に、かけ魚と云うのを掛けます。

鍵形の木を十二、三位掛けて、それに竹を通して

魚を並べます。魚の頭には水引を結びます。

　これは三ヶ日の間は掛けますが、新しい魚が来

ると古い魚を下ろしていただきます。焼魚（塩び

き）は十五日まで鍵につるしておきます。並べる

魚は鱈、すゐ注 101）、根魚、目抜、鮫、鰹（塩また

は冷凍）、皿貝、かれい（平目）、びん長（しび）、

昆布、凍豆腐、凍大根、それにきじ、かも、山鳥

のいずれかを掛けます。（図 15）

　これでお飾り、かけ魚は全て終りです。

　午後二時か三時には神様のお飾りなどが全部終

りますので、従業員は各自家へ帰り自分の家のお

飾りをするのです。

　御年男と事務関係の従業員は残り、交替に休む

ことになっています。御年男は正月十五日までそ

のまゝ残ります。

　家に帰る従業員に野菜、魚などを持たせます。
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年と年との境なので、かんばん、あるいはお金な

ど、その人により賞与を与えます。

　午後三時すぎになると親類、出入りの人など男

の人だけが羽織、袴、または洋服にて、お年越礼

にまいります。

　「結構な静かなお年越しでございます」と挨拶

すると、主人は座って返礼します。

　お神酒を出します。お茶も入れます。大したお

菓子はなく簡単です。

　この日はお歳暮が殺到します。そのお返しもそ

の時にきめます。［お返しは］布地風呂敷、フラ

ンネルなど全くお年越の日は忙しく大変です。

　夜は神様にお神酒、小豆御飯、お魚、豆などで

お膳を上げます。

　台所では黒豆、ごまめ、ごぼう炒り注 102）、小豆

あんこしなど忙しく、一家総動員ですが、女の人

はことに忙しく、夜十二時頃までかかります。

　枇杷の花　咲きて今年も　暮れにけり

ふき子　四十二才　　　　　　　　　　　　　

注　釈
1）正月の行事を取り仕切る人のことで、家の当主がその

役を務める。

2）休憩を兼ねた間食のこと。10 時のおやつ。

3）早馬神社。唐桑町宿浦の宿浦港に鎮座する。

4）唐桑半島の岬、崎浜に鎮座する。

5）しばたぜしん（1807—1891 年）。日本画家。

6）宝珠の玉。

7）鮪立では「親類」と「親戚」に明確な使い分けがある。

親類とは、血縁関係のある人のことを言い、別家し

た人も含み、簡単に縁を切れる関係ではない。一方、

親戚とは姻戚関係のことを言う。

8）あんはこしあん。

9）カツオとコンブでとった出汁に醤油で味付けし、ダイ

コン、ニンジン、ゴボウ、凍み豆腐の千切り（お引き菜）

に糸こんにゃく、焼いた切り餅を入れ、なると（か

まぼこ）、セリ、イクラを上にのせる。

10）ダイコン、ニンジン、ゴボウ、タケノコ、シイタケ、

里イモ（じゃがいも）、凍み豆腐、こんにゃく、コン

ブにちくわやさつま揚げなどの練り物、メカジキや

メヌケのアラなど魚が入る。

11）主にかまぼこ。

12）御崎神社のこと。

13）亀谷山地福寺。宮城県気仙沼市唐桑町馬場に鎮座し、

鮪立の大部分が地福寺の檀家である。

14）小さい鏡餅のこと。

15）笹とコブの木を伐ってくる。「ササとよろこぶ」とい

う意味。

16）キチジのこと。

17）漁労長のこと。

18）古館の家印。また、家印のことをダシともいう。

19）大漁をしたときに、船主や網主などから漁師に配ら

れる、そろいの祝い着のこと。看袢。

20）唐臼（からうす）場のこと。唐臼とは臼を地中に固定し、

杵の端を足で踏み、上下させて穀類を搗く仕掛けの

踏み臼。

21）大根または葉をこまかく刻んで煮あげたものを混ぜ

て炊いた飯。糅飯。

22）水に漬けて水分を含ませること。潤かす。

23）皿貝を掛けられるようなかたちに縄綯うこと。

24）朝仕事の後、朝食前の間食のこと。

25）ヨメガカサのこと。

図 15　かけ魚（鈴木伸太郎氏提供）
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26）半切樽のこと。

27）吊るすこと。生らす。

28）ミズキのこと。

29）玄関の両脇の柱に飾る松飾りのこと。

30）門松以外の松飾りのこと。

31）漁労の予祝（模擬）儀礼。

32）船主の家で昭和 30 年頃までおこなわれていた。小銭

やみかんをカツオの餌に、子どもをカツオに見立て

て、子どもが多く集まることを吉相とした。

33）アイナメのこと。

34）川灌頂（川勧請）のこと。附木に法文を書いた供養札。

正月のカーカンジョウは 4 枚。

35）行器。

36）かきだれを縄に絡めて縒る。

37）梅の木に包まれた丸いお鏡で、北野神社のご神体の

こと。

38）雑煮の汁のこと。御精進で、お引き菜を入れ、出汁

は入れずに醤油だけで味付けしたもの。

39）屋号名。ながはま。

40）「だら」とは肥料のこと。

41）中央が膨らんで両端が細くなっている丸箸。俵箸。

42）湿疹。

43）瘡。

44）注 7 を参照。

45）粒を残して煮た小豆を入れて搗いた餅。

46）春蒔き種子を持参する農神を祭る日として、田畑に

出て働くことを忌み慎んで休むこと。

47）大般若の日とは、地福寺の本尊延命地蔵菩薩の日で、

大般若経六百巻の転読法会と五穀豊穣、海上安全、

大漁満足祈願の春祈祷を行う。のちに大般若の日が

一ヶ月遅れの 4 月 24 日に変更されることとなったの

で、大般若の日の相談とはこのことと考えられる。

48）お施餓鬼塔婆。

49）神奈川県三浦市。

50）延縄漁業を行う船のことか。

51）「尋分け」という賃金の分配方法。船頭が二分とるほ

かは、小学校を卒業したての初心者も、長年の経験

者も同じ尋分けであった。

52）通信士のこと。

53）漁期の初めに水夫が集まること。

54）直会のこと。

55）鹽竈神社のこと。

56）仕事をする時に手袋の代用になったもの。手甲。

57）海藻のこと。

58）「さしこずぶ」と言って木綿糸で木綿ものを幾通りに

も厚く縫いさしたもの。

59）はんてんより短く、両腰わきが三寸ほどあいたもの。

男物は短く、女物は長く膝下まであった。

60）雪の季節に用いる深い藁沓。ゆづけ。

61）足袋の縁が外に出たまま差し縫いしたもの。

62）厄神。流行病の神様。

63）きめるとは、済ませるということ。

64）柏の葉で包んだあんのない白い餅とゴボウの葉餅の

二種類を七個飾る（それぞれが何個ずつかは決まっ

てない）。柏の葉で包むので、どちらも「柏餅」という。

65）茹でて細かく刻んだゴボウの葉を入れて搗いた餅を

柏の葉で包んだもの。

66）竹でできた骨組みに、土壁でできた製茶用の炉。大

きさは畳一畳ほどで、高さは腰の高さ。上に鉄板と

底の部分に和紙を張り合わせた木枠を乗せる。助炭。

67）マオラン繊維のこと。ニュージーランド麻とも呼ば

れる。

68）追込網のことか。

69）唐桑町松圃から津本の間にある「たじかみ」と呼ば

れる地域の地先にある漁場。

70）古館家 16 代当主（掃部を初代とした場合）。学務委員、

村会議員、県会議員、初代唐桑村長などを務めた。

71）振打（唐竿）。脱穀作業に使用する道具。竹でできた

長い竿の先端に、くるりと回転する短い棒がついた

もの。むしろの上に広げて乾燥させた穀物を、短い

棒を回転させながらたたいて脱穀する。

72）おさぶつ。万歯 ( まんば ) といい、千歯扱きのこと。

櫛状の歯がはめ込まれた木枠形の台に、稲や麦の束

を叩きつけ、引いて梳き取る脱穀の道具。

73）籾打槌のこと。雑穀の殻取り、稲や麦の芒取りに使

用する槌。

74）広く三陸海岸の大漁唄、櫓漕ぎ唄として歌い親しま

れた「斎太郎節（さいたらぶし）」や「さいとこ節」

などの一連の唄に同じ。

75）水を汲み出し、中を掃除すること。

76）新仏のある家ではとくに三年間続けて供養する。親

類や隣近所の親しい間柄の者が「お仏おがみ」と言っ

て、うどんなどを持参してまわる。

77）小麦粉に水を加えて練り、ねかせた生地を薄く伸ば
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して茹で上げる小麦粉料理の一種。すいとんに似て

いる。

78）古館家 9 代当主（掃部を初代とした場合）。

79）気仙沼や仙台から買ってきた反物、一反をお仕着せ

代として与えた。

80）丸い小ぶりの団子。数は決まっていない。

81）盆のカーカンジョウは 2 枚。

82）古館の家紋。

83）農家の厄日。

84）法印神楽のこと。

85）臼はふせて置く。

86）餅のこと。

87）雑煮の汁のこと。御精進で、お引き菜に出汁は入れ

ずに醤油だけで味付けしたもの。

88）屋敷神のこと。

89）家では家族だけでおこなう。

90）朔望。

91）漁業を経営する資本家は大漁の年などに船員、親戚・

知人を招いて大盤振舞をした。

92）恵比須棚。

93）唐桑町欠浜にある漁港。滝浜。

94）炒ること。焙烙。  

95）寒搗きのこと。寒中に米を搗いて精米すること。

96）手杵のこと。

97）うるち米のこと。

98）ダイコン、ニンジンなどを千切りにすること。

99）平に伸しておいた餅を切ること。「切る」の忌みことば。

生やす。

100）水を引いていた小屋。

101）ソイのこと。

102）ゴボウとニンジンの千切りを炒めたもの。タラコな

どを入れたりもする。
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「空から見た東北」という試み

東北芸術工科大学東北文化研究センター

蛯原 一平

東北芸術工科大学芸術学部／東北文化研究センター

田口 洋美

1　はじめに

　本研究プロジェクトでは、地域横断型の比較研

究として民俗・人類班の田口・蛯原を中心に「空

から見た東北」と称する調査研究活動をプロジェ

クト初年度から 5 年間にわたり進めてきた。これ

は田口が発案、提唱したもので、空から集落を俯

瞰することにより、その立地条件や土地利用状況、

家屋配置形態などを広域的に視覚イメージとして

捉えることを目的としている。また東日本大震災

に際して、被災地を中心に記録された空からの映

像は存在するが、この未曾有の震災の体験を共有

する東北地方一帯を共時的に記録した映像は存在

しない。このため東日本大震災が起きた同時代の

東北地方各地の現実を写真によって記録する意義

は大きいと判断された。

　またこれと関連し、東北文化研究センター（本

研究センター）では、長野県下水内郡栄村小赤沢

や秋田県北秋田市阿仁根子、岩手県一関市厳美町

本寺など東日本のいくつかの地域（集落）を対象

とし、国土地理院や林野庁などが発行している撮

影年代の異なる複数の空中写真を入手し、それら

を比較することで土地利用や生業活動の経年的変

化を読み取るという研究を展開させてきた。これ

は、本研究センターが平成 19 年度から平成 23 年

度まで取り組んできた研究プロジェクト「東北地

方における環境・生業・技術に関する歴史動態的

研究」（私立大学学術研究高度化推進事業「オー

プン・リサーチ・センター整備事業」、研究代表・

田口洋美）において本格化したもので、その分析

手法を田口（2012）は「景観のモンタージュ：空

中写真を活用した集落景観の変容プロセス研究」

と名付けた。

　しかしながら、入手可能な空中写真は、一般的

に、上空から地表面に対し垂直に撮影されたもの

であり、地形条件を視覚的にとらえ集落周辺（後

背）の景観をより立体的に把握することは困難で

ある。また、日陰によって暗部となり不明瞭な部

分が生じる事例も少なくはない。さらに、集落お

よび生活圏（日常の生産行動圏）全体がとらえら

れているものとは必ずしも限らない。これらの欠

点を補うためには、地表面に対し斜め 30 ～ 60 度

で集落全体を撮影する必要がある。また、研究目

的に沿って撮影地点・範囲を適宜選択しなければ

ならない。そこで、「空から見た東北」では、研

究員が小型飛行機（セスナ）に搭乗し、自ら空中

撮影をおこなうこととした。

　調査（各撮影フライト）の概略については次節

で述べるが、各年度 1 回ずつの計 5 回調査をおこ

ない、茨城県北茨城市から青森県三沢市までの太

平洋沿岸部と津軽半島から新潟県村上市までの日

本海沿岸部、阿仁・横手盆地を中心とした秋田県

内陸部、山形県置賜地方、最上川沿岸、福島県阿

武隈、会津・只見地方、北上高地や北上盆地など

岩手県内陸部といった東北地方の広範囲を撮影す

ることができた。このなかには、青森県八戸市や

岩手県一関市厳美町本寺地区、秋田県北秋田市阿

仁地区、宮城県気仙沼市唐桑町鮪立地区、山形県

高畠町（日向洞窟遺跡群周辺）、山形県鶴岡市大

鳥地区といった本研究プロジェクトの主要な研究

フィールドもほぼ全て網羅されている。

　これらで撮影した写真は、集落景観の現状を

把握する「地域資源」として位置づけ、平成 26

（2014）年 8 月より本研究センター WEB 上（「空
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から見た東北」、http://blog.tuad.ac.jp/airphoto/）で

その一部の公開をおこない、公的な活用を促して

いる。また、本研究センター友の会（東北文化友

の会）会員向けに、これらの写真を用いた写真資

料集『空から見た東北』も近日中に刊行する予定

である。本研究プロジェクト期間では、写真の撮

影記録と、公開に向けた資料の整理作業に多くを

費やし、集落の拓かれ方や生業変容を具体的に読

み解く分析作業を深めることはできなかった。こ

れは、東日本大震災の被災地において復興関連事

業が進展していることや、農山村において過疎化

に伴う著しい景観の変容が見られる現状を鑑み、

その記録と公開が急務であると判断し、その作業

を優先させたためである。大震災発生直後、被災

状況の把握のため被災地など局所的には集落の撮

影がなされた。しかし、東北 6 県という広域にま

たがる空中写真を一所に集積している機関は他に

類を見ない。その資料的な価値は高く、今後、他

分野での学術的な活用も望まれる。

　本稿では、その提起に向け、5 年間の「空から

見た東北」で撮影した写真資料についての紹介を

おこなう。そして、それらが集落研究において果

たす可能性についても確認したい。なお、宮本常

一も『空からの民俗学』（宮本　2001）において、

聞き書きを重ねつつ空から撮影した写真をもとに

して、西日本のいくつかの地域を中心に土地の拓

かれ方や暮らしを説明している。香月洋一郎も、

聞き書きや水路走行図、地積図等と空中写真を併

用するかたちで、景観を手がかりに集落の拓かれ

方を論じている（香月　1980、1983、1984 など）。

しかし、近代以降の集落の変遷を辿る民俗学的な

研究において集落景観を記録した空中写真の活用

はほとんどおこなわれてこなかった。この「空か

ら見た東北」という試みの前には未開拓の研究分

野が広がっているのである。

　一連の調査（撮影フライト）においては、いわ

て花巻空港に本社を置く東日本航空株式会社に大

変お世話になった。とりわけ全フライトの操縦を

担当して下さった山内敏朗氏には、いつも安全で

快適かつ円滑に撮影できるよう格別の配慮をいた

だいた。記して感謝申し上げたい。

2　調査の概要

　撮影フライトは全て、東日本航空株式会社の小

型飛行機（セスナ式 172M ラム型）をチャーター

しておこなった。

　既述した通り、撮影は 2012 年度から各年度 1

回ずつ実施した。2012 年は 2 日間にわけ、1 フラ

イトずつの計 2 フライト（フライト 1、2）、2013

年 は 1 日 で 2 フ ラ イ ト（ フ ラ イ ト 3、4）、2014

年は同じく 1 日で 2 フライト（フライト 5、6）、

2015 年は 1 日で 1 フライトのみ（フライト 7）、

2016 年は 2 日間にわけ 1 フライトずつの計 2 フラ

イト（フライト 8、9）である。

　各フライトの概要や主な撮影地点は以下の通り

である。なお HP（「空から見た東北」http://blog.

tuad.ac.jp/airphoto/）公開点数は 2017 年（平成 29）

3 月 1 日現在のものである。

　

フライト 1

平成 24 年（2012）11 月 10 日　地表天気　曇り

9：00 － 12：00（飛行時間 3 時間）

いわて花巻空港発着

撮影者：田口洋美・蛯原一平（補助）・中村只吾（補助）

主な撮影地点

　いわて花巻空港→宮城県塩竃市→宮城県石巻市

→宮城県石巻市北上町女川→宮城県石巻市北上町

十三浜→宮城県本吉郡南三陸町志津川→宮城県気

仙沼市→いわて花巻空港

HP 公開点数：201 点

フライト 2

平成 24年（2012）11月 11日　地表天気　曇り時々雨

9：30 － 12：00（飛行時間 2 時間 30 分）

いわて花巻空港発着

撮影者：田口洋美・蛯原一平（補助）

主な撮影地点

　いわて花巻空港→宮城県気仙沼市→岩手県陸前

高田市→岩手県大船渡市→岩手県釜石市→岩手県

上閉伊郡大槌町→岩手県下閉伊郡山田町→岩手県

宮古市→岩手県宮古市川井（旧川井村）→岩手県
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遠野市→いわて花巻空港

HP 公開点数：182 点

フライト 3

平成 25 年（2013）6 月 9 日　地表天気　晴れ

10：00 － 13：30（飛行時間 3 時間 30 分）

山形空港発着

撮影者：田口洋美・蛯原一平（補助）

主な撮影地点

　山形空港→山形県上山市→山形県山形市→山形

県東置賜郡川西町→山形市西置賜郡飯豊町→山形

県西置賜郡小国町→山形県長井市→山形県西村山

郡朝日町→山形県寒河江市→山形空港

HP 公開点数：356 点

フライト 4

平成 25 年（2013）6 月 9 日　地表天気　晴れ

14：30 － 17：00（飛行時間 2 時間 30 分）

山形空港発着

撮影者：田口洋美・佐藤健治（補助）

主な撮影地点

　山形空港→山形県北村山郡大石田町→山形県戸

沢村→山形県酒田市→飛島（山形県酒田市）→山

形県鶴岡市湯野浜→山形県鶴岡市大鳥→山形県鶴

岡市田麦俣→山形県西村山郡西川町→山形空港

HP 公開点数：170 点

フライト 5

平成 26 年（2014）10 月 5 日　地表天気　晴れ

9：30 － 12：40（飛行時間 3 時間 10 分）

いわて花巻空港発、青森空港着

撮影者：田口洋美・蛯原一平（補助）

主な撮影地点

　いわて花巻空港→岩手県宮古市→岩手県下閉伊

郡田野畑村島越→小袖海岸（岩手県久慈市宇部町）

→岩手県九戸郡洋野町種市→種差海岸（青森県八

戸市鮫町）→青森県八戸市南郷島守→青森県三沢

市→青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩→青森県北津軽

郡中泊→十三湖→青森空港

HP 公開点数：367 点

フライト 6

平成 26 年（2014）10 月 5 日　地表天気　晴れ

13：50 － 16：40（飛行時間 2 時間 50 分）

青森空港発、いわて花巻空港着

撮影者：田口洋美・蛯原一平（補助）

主な撮影地点

　青森空港→青森県中津軽郡西目屋村→白神岳→

秋田県八峰町八森→秋田県能代市→秋田県男鹿市

戸賀→秋田県潟上市→秋田県秋田市土崎→秋田県

北秋田市阿仁根子→秋田県仙北市→いわて花巻空港

HP 公開点数：338 点

フライト 7

平成 27 年（2015）10 月 26 日　地表天気　曇り（内

陸部）・晴れ（太平洋海岸部）

10：00 － 14：20（飛行時間 4 時間 20 分）

山形空港発着

撮影者：田口洋美・蛯原一平（補助）

主な撮影地点

　山形空港→福島県福島市→福島県田村郡三春町

→福島県いわき市→福島県双葉郡楢葉町→福島県

双葉町大熊町→宮城県亘理郡山元町→宮城県仙台

市泉区→宮城県仙台市青葉区→宮城県亘理郡亘理

町→宮城県刈田郡蔵王町→山形県山形市→山形空

港

HP 公開点数：753 点（予定）

フライト 8

平成 28 年（2015）10 月 15 日　地表天気　晴れ

8：50 － 14：15（飛行時間 5 時間 25 分）

いわて花巻発着

撮影者：田口洋美・蛯原一平（補助）

主な撮影地点

　いわて花巻空港→岩手県一関市本寺→宮城県大

崎市古川→山形県米沢市→福島県喜多方市→福島

県会津若松市→福島県岩瀬郡天栄村→福島県耶麻

郡猪苗代町→福島県河沼郡柳津町→福島県大沼郡
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三島町→田子倉湖（福島県南会津郡只見町）→沼

沢湖（福島県大沼郡金山町）→裏磐梯高原→福島

県福島市→宮城県角田市→宮城県名取市→宮城県

遠田郡涌谷町→宮城県登米市→いわて花巻空港

HP 公開点数：413 点（予定）

フライト 9

平成 28 年（2015）10 月 16 日　地表天気　晴れ

10：15 － 12：15（飛行時間 2 時間）

いわて花巻空港発着

撮影者：田口洋美・蛯原一平（補助）

主な撮影地点

　いわて花巻空港→岩手県紫波郡紫波町→岩手県

盛岡市→安比高原・八幡平・焼山→秋田県北秋田

市阿仁→田沢湖（秋田県仙北市）→秋田駒ヶ岳・

和賀岳→岩手県岩手郡雫石町→いわて花巻空港

HP 公開点数：199 点（予定）

3　特徴的な集落景観

　既述した通り、これまでの調査（撮影フライト）

で撮影した写真のうち主だったものを収載し、写

真資料集『空から見た東北』を刊行する。それら

写真のなかには、地形や気象といった自然環境条

件とそれに大きく規定され現地で営まれてきた生

業形態に基づきかたちづくられた地域特異的な集

落景観を見ることのできるものが多く含まれてい

る。ここではその代表的なものを紹介したい。

　ところで、東北地方 6 県には平成 26 年 4 月の

段階で 227 の市町村が存在し 14,000 以上の集落が

存在する（2011 年 : 総務省）。その数からも想像

できるように集落の形態は実に多様であり、人々

が集い暮らす集住のかたちの全貌を把握すること

は極めて難しい。総務省の定義によれば、「集落

というのは、一定の土地に数戸以上の社会的まと

まりが形成された、住民生活の基本的な地域単位

であり、市町村行政において扱う行政区の基本単

位である」という。その集落の形態は、地理学に

おいて集村、散村、集散村の大きく 3 つの形態に

分けられている。しかし、現実に台地の上に展開

する集落は、このいずれの分類にもあてはまらな

いものもある。また散村の場合は、どこまでが集

落という範囲に入るのか、境界が見えないものも

ある。

　

（1）平地の集落

散村（散居集落）【写真 1、2、3、4、5、6、7】

　平地（盆地）に形成された集落でとりわけ特徴

的な景観を持つものに散居集落があるが、散居と

言えば富山県の砺波平野が知られている。しかし、

東北地方は実に広範囲に散居集落が見られる地域

でもある。福島県の会津盆地、阿武隈山地、浜通

りのいわき市から仙台湾に至る太平洋岸。さらに

岩手県北上川流域の北上盆地、山形県では鶴岡市

を中心とした庄内地方、さらに内陸部の米沢市周

辺、特に飯豊町や長井市にも見られる。いわゆる

平地農村の稲作地帯に見られる典型的な居住形態

と言える。

　とくにこれらの散村の中で注意すべきは一軒一

軒の家々を囲む屋敷林と母屋の規模、そして付属

家屋（倉、納屋、農機具小屋など）である。また

散村といっても長井盆地のように一軒一軒が独立

している地域、北上盆地のように一軒一軒が独立

している家と数軒からなる固まりが散っている地

域、さらには会津盆地のように 5、6 軒、あるい

は 10 軒、20 軒というひとかたまりの小さな集村

が盆地中に散っている地域もある。

　散村地帯の家々は防風、防雪のための屋敷林を

持つことが特徴である。比較的平坦な地域では強

風が吹き付けるため屋敷林で母屋を守っているの

である。このため屋敷林にはスギやマツなどの常

緑針葉樹が好まれる。福島県いわき市の場合、屋

敷林の中に真竹の林が組み込まれていることが特

徴である。温暖な海岸地帯には真竹が見られ、内

陸には孟宗竹林が取って代わる。真竹は茅葺き屋

根の茅を押さえるためのホコなどに用いられる

他、漁業で多用される籠や笊の素材にもなり、海

岸線を象徴する屋敷林となっている。仙台平野を

超えて北には真竹林を有する屋敷林は見られなく

なってゆき、スギやモミ、アスナロ、クロマツ、

トドマツ、トウヒなどの針葉樹、ヒイラギ、ユズ

リハなどの常緑広葉樹の仲間、ケヤキなどの落葉

高木などが主体となる。
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写真 1　北上盆地の散居村 写真 2　北上盆地の散居村（拡大）

写真 3　長井盆地の散居村 写真 4　長井盆地の散居村（拡大）

写真 5　いわき市の散居村と集村

写真 7　会津盆地の集散村

写真 6　会津盆地の集散村（拡大）
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　富山県の砺波平野に見られる散居集落の屋敷林

は “ カイニョ ” と呼ばれるが、仙台平野では “ イ

グネ ” という。

小河川沿いの集落（丘陵地形の集散村）【写真 8、9】

　東北地方には丘陵状の起伏と窪地を流下する小

河川が交互に展開する地域がある。福島県の中通

りから浜通りにかけての阿武隈丘陵や秋田県の出

羽丘陵、そして宮城県大崎から栗原、一関にかけ

ての栗駒山東麓などであるが、この一帯は平成

20（2008）年、岩手・宮城内陸地震で被災した地

域である。

　丘陵地帯の多くは、中世の牧など牧畜や畑作地

帯として発展してきた地域が多い。丘陵地に水田

が拓かれるようになるのは決して古い話しではな

い。河川の水量年間を通して一定し手はいるが、

水田をくまなく潤せるほどにはない。そのため河

川沿いの凹に水田が拓かれ、凸面の丘陵上には畑

が拓かれた。歴史は畑の方が古い。また、畑作地

帯は水田地帯に比べて母屋が大きく、付属家屋も

多い。畑作は労働力が必要なため、若年労働力を

どれほど持っているかで家力が決まると言われる

ほど人手がいったのである。同様の傾向は、河川

が山間から盆地に躍り出る扇状地にも言えること

であった。扇状地は水はけが良く、畑作地として

出発した地域が多い。山形県天童市などの奥羽山

地側の集落にはそのような集落が散見される。扇

状地では畑から水田へと切り替わってきた集落が

見られ、近世後半になって灌漑用水が整備され水

田化されてきたのである、そのため現在でも果樹

栽培なども盛んに行われている。

（2）山間集落

マタギ発祥の地、阿仁【写真 10】

　秋田県の阿仁地方（現、北秋田市）は、1309 年

から採掘が開始され 1978 年に閉山されるまでの

およそ 670 年間に渡って存在した阿仁鉱山と阿仁

マタギで知られている。阿仁鉱山は阿仁合地区に

あり、阿仁マタギたちのむらむらは大阿仁地区に

ある。両者は隣り合いながらも、その生き方は異

なっていた。阿仁合は鉱山の町として発展し、鉱

山関係の仕事を求めて多くの地域から人が入って

きていた。大阿仁地区は、山間の農林業を基盤と

したむらむらであり、江戸時代後半には旅マタギ

（デアイマタギとも）と称する出稼ぎ狩猟者を輩

出した。

　旅マタギを多く輩出したのは根子、比立内、幸

屋渡、打当、中村、菅生などの集落であった。マ

タギたちは、通常は山野に拓いた焼畑、谷筋や段

丘の田畑を耕し、農閑期となる 10 月末から旅に

出た。旅先では主に杣と呼ばれる樵や釜子と呼ば

れる炭焼き人足として働きつつ、山中での狩猟活

動も行い、現地で捕獲した獲物を売却して現金だ

けを阿仁へ持ち帰るという出稼ぎを行っていた。

やがては懇意になる地域もでき、ツキノワグマや

カモシカ、ニホンザルなど野生動物から得られる

写真 8　宮城県大崎市周辺 写真 9　山形県天童市
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漢方の資源を売り歩く、売薬行商へと発展させて

いくことになる。

　近世末期、天保 12(1841) 年に刊行された鈴木牧

之の『北越雪譜』第二編のなかには「一熊を得れ

ばその皮と胆と大小にもしたがえども、大かたは

金五両以上にいたるゆえ猟師の欲るなり」( 鈴木 

1936:213) とあり、冬期間に捕獲したクマは倍の

価値があり ( 冬期間においては毛皮の質が向上し、

熊胆は質、量ともに格段の価値を有した )、猟師

たちは銘々分配するので利益は薄くなるが、これ

を果敢に捕獲するのだと記している。

　当時の人々は現代のような医療環境にはなく、

漢方を中心とした民間療法に頼らざるを得なかっ

たため、こうした旅マタギがもたらす医療品ある

いは換金交換型のシステムそのものが地域を刺激

した。また、当時は野生動物による農作物被害に

苦しんでいた地域が多く、秋田の旅マタギが有す

る狩猟技術や換金システムを村内に取り込もうと

する所も多く、マタギたちの中には旅先の村々に

婿養子などで定着する者もいた。

　このような旅マタギという出稼ぎ形態は、昭和

30 年代まで行われていた。明治以降、旅マタギ

の活動範囲は広がり、北は北海道や樺太、南は関

西にまでおよんでいた。

　旅マタギが、佐竹藩の古文書に「又鬼商売」と

いう名で記載されはじめるは天明年間から天保に

かけて、18 世紀末から 19 世紀初頭のことであり、

折しも天明の飢饉（1782 年～ 1788 年）で庶民が

貧窮のどん底で喘いでいた時期と重なる。阿仁の

農民層が飢饉の中で物価が高騰し、生活が逼迫し

ていた最中に、こうした換金交易型の出稼ぎ狩猟

が登場してくるのである。それは当時の人々の貨

幣経済の浸透と市場の活性化に適応した、新しい

生き方を希求するダイナミズムと見ることができ

る。

植林と耕作放棄【写真 11、12】

　中山間地は、戦後の高度経済成長期に起こった

若年労働者の流出によって生じた世帯数減少、い

わゆる過疎化の煽りをまともに受けた。山形県朝

日連峰の北部に位置する現、鶴岡市、旧東田川郡

朝日村大鳥地区や南部に位置する西置賜郡小国

町の村々もその煽りを受けた地域の一つである。

元々この両地域は焼畑による雑穀栽培と狩猟や川

漁が盛んであった地域であり、中には近代に鉱山

として栄えた地域もある。日本海沿いの豪雪山岳

地域の村々は大正時代以降、ゼンマイなどの山菜

の採取やキクラゲやナメコなどのキノコ類を換金

資源としてきた。

植林地【写真 13、写真 14】

　東北地方は国土面積の 2 割を占め、そのうちの

7 割が森林で占められている。平成 24 年の統計で

は都道府県別森林面積ランキングでは、トップ 10

写真 10　秋田県北秋田市阿仁根子

写真 11　山形県鶴岡市大鳥

写真 12　山形県西置賜郡小国町五味沢
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一定の労働力を投下し、計画的な施業がなされ均

質な林相を呈しているが、旧里山域一帯は、労働

力の減少から管理放棄され、40 年あまり前の里

山の二次植生が気候変動の影響もあって天然更新

によって雑木林化を加速している。明らかに里山

の方が奥山よりも自然の再生力が強くなり、里山

が天然再生林と化し、より自然度を強める逆転現

象が起きている。このような現象を「里山の奥山

化」と呼ぶ。またこうした植生上の逆転現象が、

より里山域に野生動物を下らせる要因となってい

る可能性が出てきている。

　福島県の阿武隈高地に位置する東白川郡の矢祭

町から塙町、棚倉町、古殿町など、茨城県や栃木

県との県境地帯は林業地帯として知られており、

山々はスギの植林で覆われている。東日本大震災

などによる被災地の避難住宅用にスギ材が多用さ

れているが、東北の民間の大規模植林地が供給地

となっている。

（3）開発・開拓集落

人口拡大期での開拓村【写真 15、16】

　近代、あるいは太平洋戦争後の農地開拓は山梨

県の八ヶ岳山麓や長野県浅間山麓の高原知多の開

拓が知られているが、東北地方にもこうした開拓

に宮城県を除く東北 5 県が入っている。これだけ

を見れば、やはり東北地方は世界遺産地域となっ

ている白神山地のブナ林が象徴するように豊かな

天然林が広がる地域だと思えてしまう。しかし、

その実態は必ずしも天然林の豊かな地域とは言え

ない。東北地方は日本国内でも森林率の高い地域

ではあるが、総森林面積 448 万 ha のうち 57％が

天然林、43％が人工林で占められる。この比率自

体は全国平均に近い数字である。とくに人工林の

中のスギ人工林面積の割合は全国平均 44％に対

して東北は 65％とかなり高い。空からの印象で

も東北地方は人工林が極めて多い。特に日本海側

の植林は圧倒的にスギで占められており、多雪地

域に強いスギの植林が奨励されてきた過去を反映

している。

　ところで北上山地の南部の国有林では「複層林

施業」と呼ばれる新たな施業の試みが成されてい

る。スギの人工林の場合、樹高が揃った単層林と

なる。一方、複数の樹種、特に樹高の異なる樹種

による人工林の構成を複層林と呼び、沢沿いの水

分条件の良いところにはスギをその上の斜面には

カラマツ、さらにその上の尾根筋付近には落葉広

葉樹と、まるでモザイク壁画のように山林を色分

けしたような林相を形成する。大規模な国有林は、

写真 14　古殿町写真 13　北上高地

写真 15　宮城県蔵王町 写真 16　秋田県南秋田郡大潟村
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村が見られる。標高が高い火山地周辺の高原地帯

では酪農、牧畜を主生業に高原野菜などを産する

畑作農家が見られるがその多くが明治以降の農地

開拓によって拓かれてきたむらである。こうした

開拓村は酪農の場合は散居しているが畑作を中心

とする家々は集村化し、高原の一角に集落を形成

している。空から見ると、こうした近代以降の開

拓村の周辺には直線的にのびる道路が整備されて

おり、一見して開拓村である顔が見て取れる。

　また海岸線の潟や湿地帯、あるいは湖沼等を干

拓、埋め立てた水田干拓も近世以来つづけられて

きた。その典型的なものが秋田県男鹿半島の付け

根に当たる八郎潟の干拓であろう。八郎潟は北の

能代市で日本海に注ぐ米代川と、秋田市の土樽で

日本海に注ぎ雄物川が運んだ土砂が沿岸流の影響

を受けて砂州として発達して出来た汽水（Brackish 

water）湖であった。これを埋め立てて陸地化し、

昭和 36（1961）年には八郎潟の最後の水門が閉ざ

され淡水湖となった。

　かつて 18 世紀半ばに橘南谿がこの地域を歩き

『東遊記』を著しているが、南谿の時代には当該

地域は砂嵐が吹き荒れる砂丘地帯でもあった。八

郎潟が干拓される以前、秋田の土樽から能代に掛

けては砂丘地帯の難所であったが、その後砂丘地

帯が見事に植林され、縁が部まで農地が広げられ

るようになった。

拡大する都市周縁部【写真 17、18】

　東北地方の県庁所在地や旧城下町など、いわゆ

る地方都市が膨張をつづけていたのは 1990 年代

から 2010 年頃までのことであった。人々が中山

間地や半島部などから都市へと移動をはじめたの

は、実は 1950 ～ 1960 年代のことで、過疎化が進

行する中で生じていた。同じ県の中での移動の

場合、親や祖父母を郷里に残し、子どもたちは高

校、大学を出ると就職の関係もあり地方都市やそ

の周辺に住居を求め、都市型の生活をはじめる人

たちが増えた。1970 年代から 90 年代、高度経済

成長期からバブル期へと移行する中で地方都市の

多くは膨張し、東北の多くの都市は 2004 ～ 2010

年頃が膨張のピーク期であった。以降は緩やかに

縮小化へと向かいはじめている。空から地上を見

ても、人が中山間地域や農村地域から都市へと移

動していることは見て取れる。中山間部の集落は

周辺が木々で覆われ、今にも森に飲み込まれそう

なほど森の勢いが強まっている。「攻めてくる森」

と、かつて私は書いたことがあるが、東北のあら

ゆるむらむらがそのような傾向にあることは確か

で、この傾向は現在も進行している。

　東北６県の中で、未だに膨張が顕著な都市は仙

台市であろう。人口増加率では減少傾向にあると

はいうものの平成 27 年度で 105 万人。四半世紀

前の平成 2 年に約 92 万人であったから 25 年あま

写真 17　宮城県仙台市
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りで 13 万人ほど増加している。秋田市や山形市、

弘前市、盛岡市は、膨張は止まり微減ではあるが

縮小化がはじまっている。福島県は東日本大震災

以降８万人人口が減少した。福島市では 2008（平

成 20）年から 2010（平成 22）年までの間に 4900

人増加していたが、震災以降は 9000 人あまり減

少した。2016（平成 28 年３月現在 28 万 3000 人

あまりとなっている（福島市人口統計より）。

　まさに東北地方の都市は「膨張する都市」か

ら「縮小する都市」へとこの 15 年あまりで反転

したのである。これらの県庁所在都市が膨張傾向

にあったのは 2000（平成 12）年頃であるが、い

ずれの都市でもそれまでの駅前集中から郊外の都

市化予備軍であった農地に造られたバイパス沿い

に人口集中が移り、農地の宅地化が進んだ。そし

て極端な景観上の二極化傾向が見られるように

なっていく。二極化傾向というのは、山林と宅地

という相反する景観が隣り合わせとなることで、

とりわけ山林と宅地の間のバッファーゾーンがな

くなったことは注意すべきことであろう。都市が

膨張する以前、都市部の人口密集地と山林の間に

は水田や畑などの耕地が広がっていたが、膨張し

ていく際に都市は郊外の農地を飲み込み、山林に

まで一気に迫ってきてしまったのである。現在、

野生動物の都市部への出没が取りざたされている

が、このバッファーゾーンの欠落は野生動物との

関係ではリスクとしかならない。

　さらに空撮をしていて気付かされるのは、河川

敷の樹林化の問題である。平野あるいは盆地に位

置する都市部と山野は河川でつながっている。そ

の河川敷の樹林化が進行していることと都市にイ

ノシシやクマなどの大型野生動物が出没すること

は深く関わっている。つまり、河川敷が野生動物

の移動路として利用されることを助けてしまうこ

とになるからである。1980 年代、河川の三面張り

は水質浄化や景観、さらには生物の多様性という

視点から見直されて多自然型の河川づくりが奨励

され現在のようなかたちになってきた。しかし、

30 年あまりを経て思わぬ落とし穴があったとい

うわけである。

　今後、東北地方の都市では、仙台はしばらく膨

張をつづけるであろうが、西には奥羽山脈という

壁があり、東には太平洋という海原が広がり、遅

からず限界が見えてくるであろう。

4　おわりに

　ここで紹介した空中写真は、5 年にわたる「空

から見た東北」において撮影した写真のごく一部

に過ぎない。本調査研究プロジェクトの最大の特

写真 18　山形県山形市
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徴は、その対象範囲の広さにある。例えば、東

日本大震災の被災地域や、ある特定の県市町村と

いった行政範囲のみを、あるいは一つの河川流域

といった限定された範囲にとどまらず、東北地方

全体としての網羅を心がけた。それは、前節で概

観したように、ひとくくりに東北地方と言っても

自然環境条件は地域によって異なり、生業や集住

形態、ひいては地域としての生き方の多様性が本

来は存在しているはずだからである。まずは、そ

れら地域性を景観から明らかにすることを目指し

た。そのことによって地域的な差異を越えた「普

遍性」も浮かび上がってきた。それが「制度景

観」ともいうべきものである。例えば、前節の（3）

で秋田県北秋田市阿仁根子集落と山形県鶴岡市大

鳥地区、同西置賜郡小国町五味沢地区の集落景観

を紹介した。この 3 箇所の、互いに離れた農山村

では、集落周辺にかなり成長した針葉樹の植林地

が点在していることや、宅地近くに広がる水田の

うち、とくに遠方の方で耕作放棄地あるいは転作

田が見られるなど、非常に共通した要素が確認で

き相似的景観を呈している。その背景に、戦後全

国的に進められた拡大造林政策や米の生産調整、

耕地整理、土地改良といった農林業関連制度の影

響があることは明らかである。共時的かつ地域横

断的に集落景観を捉えることで、このような普遍

性を浮かび上がらせたことは本調査研究プロジェ

クトの大きな成果と言えるであろう。

　無論、景観は地域の歩んできた歴史的集積の結

果であり、そこから集落の拓かれ方や生業の変化

を読み取るためには人々からの聞き取りや集落史

に関する史資料の援用が不可欠である。逆に言え

ば、変化の断片を写し出した空中写真は、それら

の情報（記憶）を具体的に裏付け、補完しうる可

能性を有しているのである。さらに、年代の異な

る写真を重ねることでその変化を具体的に捕捉す

ることができる。今後も HP での写真公開を続け、

その利活用に関する議論を活性化させていくと同

時に、年代的な変化を分析できる同様の空中写真

の蓄積・公開が進むことを期待したい。
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